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 枚方市情報公開条例、同条例施行規則、枚方市個人情報保護条例及び同条例施行規則は、

平成29年９月13日に改正され、枚方市特定個人情報保護条例及び同条例施行規則は廃止さ

れました。 



 

Ⅰ．情報公開制度の運用状況 

 

１．保有情報公開の請求 

 

⑴ 処理状況 

平成２９年度に決定を行った保有情報公開請求は、１４０件ありました。 

保有情報公開請求に対する処理状況を見ると、全部公開が４１件、部分公開が７４件、非公開

が２件、公文書不存在が２０件、取下げが３件で、公開率は９８．３％でした。 

 

表１ 保有情報公開請求処理状況 

区 分 平成２９年度 平成２８年度  

※公開率＝（全部公開件数＋部分公開件数） 

÷（請求件数－取下げ等）×１００ 

 

 取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の

合計件数です。 

 

※請求者数は延べ人数です。  

   

※平成２９年度に決定を行った件数を計上して

います。 

 

※審査請求の件数は、平成２９年度に決定を行っ

たものに対する請求件数を計上しています。

（平成３０年１０月１日現在） 

請 求 者 数 １００人 １０８人 

請 求 件 数 １４０件 １３３件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全部公開 ４１件 ５５件 

部分公開 ７４件 ４７件 

非 公 開 ２件 ― 

不 存 在 ２０件 ２６件 

取 下 げ ３件 ５件 

却 下 ― ― 

公 開 率 ９８．３％ １００％ 

審 査 請 求 １件 １件 

   

⑵ 実施機関別請求状況 

実施機関別の請求状況は、市長に対するものが９４件（土木部１９件、財務部１４件など）、

教育委員会に対するものが２８件、上下水道事業管理者に対するものが１５件（上下水道経営部

４件、上下水道事業部１１件）などでした。 
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表２ 実施機関別請求件数                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 名 請求件数 
処 理 状 況 

全部公開 部分公開 非 公 開 不 存 在 取 下 げ 却 下 

市

長 

市 長 公 室 １ １ ― ― ― ― ― 

総 合 政 策 部 ― ― ― ― ― ― ― 

市駅周辺等活性化推進部 ４ ― ３ １ ― ― ― 

市 民 安 全 部 ３ ２ ― ― １ ― ― 

総 務 部 １２ １ ８ ― ３ ― ― 

財 務 部 １４ ６ ７ １ ― ― ― 

産 業 文 化 部 ５ １ ３ ― １ ― ― 

健 康 部 ８ ４ ２ ― ２ ― ― 

長 寿 社 会 部 １２ ５ ４ ― ３ ― ― 

福 祉 部 ２ ― １ ― １ ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 ６ ２ ３ ― ― １ ― 

環 境 部 ５ 

５ 
― ５ ― ― ― ― 

都 市 整 備 部 ３ ３ ― ― ― ― ― 

土 木 部 １９ ２ １５ ― ２ ― ― 

会 計 課 ― ― ― ― ― ― ― 

小      計 ９４ ２７ ５１ ２ １３ １ ― 

教
育
委
員
会 

管 理 部 １０ ２ ６ ― ２ ― ― 

学 校 教 育 部 ５ ２ １ ― １ １ ― 

社 会 教 育 部 １３ ６ ５ 

 
― ２ ― ― 

小      計 ２８ 

 

 

 

１０ １２ ― ５ １ ― 

選 挙 管 理 委 員 会 １ １ ― ― ― ― ― 

公 平 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

監 査 委 員 ― ― ― ― ― ― ― 

農 業 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

固定資産評価審査委員会 ― ― ― ― ― ― ― 

上
下
水
道
事

業
管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ４ １ １ ― １ １ ― 

上 下 水 道 事 業 部 １１ ― １０ ― １ ― ― 

小      計 １５ １ １１ ― ２ １ ― 

病 院 事 業 管 理 者 ２ ２ ― ― ― ― ― 

議 会 ― ― ― ― ― ― ― 

合      計 １４０ ４１ ７４ ２ ２０ ３ ― 
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⑶ 部分公開、非公開の適用条項 

部分公開及び非公開と決定したものについて、非公開の理由として適用した条項の内訳は、旧

条例に基づき平成２９年９月１２日までに行った決定に関しては旧条例第６条第１号の個人に

関する情報が１２件、同条第２号の法令秘情報が１件、同条第３号の法人等に関する情報が６件、

同条第６号の意思形成過程情報が２件、同条第７号の事務事業執行過程情報が１１件でした。ま

た、改正条例に基づき平成２９年９月１３日以降に行った決定に関しては改正条例第５条第１号

の個人に関する情報が２３件、同条第３号の法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

が１５件、同条第６号の審議、検討等情報が２件、同条第７号の事務又は事業に関する情報が２

１件でした。 

 

表３ 部分公開、非公開の適用条項                                                （単位：件） 

区 分 平成２９年度 平成２８年度 

請 求 件 数 １４０ １３３ 

部 分 公 開 及 び 非 公 開 件 数 ７６ ４７ 
                                

  

平成２９年度 

（旧条例に基

づく決定） 

平成２８年度 

条例第６条第１号  個 人 に 関 す る 情 報 １２ ２７ 

第２号  法 令 秘 情 報 １ ― 

第３号  法 人 等 に 関 す る 情 報 ６ ２３ 

第４号  国 等 と の 協 力 関 係 情 報 ― ― 

第５号  任 意 提 供 情 報 ― ― 

第６号  意 思 形 成 過 程 情 報 ２ １ 

第７号  事 務 事 業 執 行 過 程 情 報 １１ １４ 

第８号  公共の安全と秩序の維持に関する情報 ― ― 
  

  

平成２９年度

（改正条例に

基づく決定） 

条例第５条第１号  個 人 に 関 す る 情 報 ２３ 

第２号  法 令 秘 情 報 ― 

第３号  
法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 

の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 
１５ 

第４号  任 意 提 供 情 報 ― 

第５号  公 共 の 安 全 等 に 関 す る 情 報 ― 

第６号  審 議 、 検 討 等 情 報 ２ 

第７号  事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 ２１ 

 （注） １件の中に適用条項が複数存在するものは、それぞれの欄に計上しています。 
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⑷ 請求者の内訳 

請求者の内訳は、市内に住所を有する者が７７人、市内に事務所又は事業所を有する個人及び

法人その他の団体が１８人、市内の事務所又は事業所に勤務する者が１人、実施機関が行う事務

事業に利害関係を有するものが４人でした。 

 

表４ 請求者の内訳                                                              （単位：人） 

区 分 平成２９年度 平成２８年度 

市内に住所を有する者 ７７ ９３ 

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 １８ １０ 

市内の事務所又は事業所に勤務する者 １ ２ 

市内の学校に在学する者 ― ― 

市税の納税義務を有する者 ― １ 

実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの ４ ２ 

合 計 １００ １０８ 

 

２．保有情報公開の申出（任意的な公開） 

 

⑴ 処理状況 

平成２８年度の保有情報公開申出は、１０７件ありました。 

保有情報公開申出に対する処理状況を見ると、全部公開が５７件、部分公開が４１件、公文書

不存在が１件、取下げが８件、公開率は１００％でした。 

 

表５ 保有情報公開申出処理状況 

区 分 平成２９年度 平成２８年度  

※公開率＝（全部公開件数＋部分公開件数） 

÷（申出件数－取下げ等）×１００ 

 

 取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の

合計件数です。 

 

※申出者数は延べ人数です。    

 

※平成２９年度に決定を行った件数を計上して

います。 

申 出 者 数 ７２人 ６３人 

申 出 件 数 １０７件 １０６件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全 部 公 開 ５７件 ４７件 

部 分 公 開 ４１件 ５１件 

非 公 開 ―件 ―件 

不 存 在 １件 ４件 

取 下 げ ８件 ４件 

却 下 ―件 ―件 

公 開 率 １００％ １００％ 
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⑵ 実施機関別申出状況 

実施機関別の申出状況は、市長に対するものが７８件、上下水道事業管理者に対するものが１

７件、教育委員会に対するものが９件でした。 

 

表６ 実施機関別申出件数                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 名 申出件数 
処 理 状 況 

全部公開 部分公開 非 公 開 不 存 在 取 下 げ 却 下 

市

長 

総 合 政 策 部 １ １ ― ― ― ― ― 

市駅周辺等活性化推進部 １ ― １ ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 ８ ６ １ ― １ ― ― 

総 務 部 １ ― １ ― ― ― ― 

財 務 部 ５ ２ ２ ― ― １ ― 

産 業 文 化 部 ２ １ １ ― ― ― ― 

健 康 部 １ １ ― ― ― ― ― 

長 寿 社 会 部 １ １ ― ― ― ― ― 

福 祉 部 １ １ ― ― ― ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 ２ ２ ― ― ― ― ― 

環 境 部 ８ １ ４ ― ― ３ ― 

都 市 整 備 部 ３４ ２７ ６ ― ― １ ― 

土 木 部 １２ ２ １０ ― ― ― ― 

会 計 課 １ １ ― ― ― ― ― 

小      計 ７８ ４６ ２６ ― １ ５ ― 

教

育 

委

員

会 

管 理 部 ２ ― ２ ― ― ― ― 

学 校 教 育 部 ２ ２ ― ― ― ― ― 

社 会 教 育 部 ５ ５ ― ― ― ― ― 

小     計 ９ ７ ２ ― ― ― ― 

上
下
水
道
事

業
管
理
者 

上 下 水 道 経営 部 ４ ３ １ ― ― ― ― 

上 下 水 道 事業 部 １３ １ １２ ― ― ― ― 

小     計 １７ ４ １３ ― ― ― ― 

そ の 他 ３ ― ― ― ― ３ ― 

合      計 １０７ ５７ ４１ ― １ ８ ― 

（注） 申出のあった実施機関（部）のみ掲載しています。 

    なお、「その他」には実施機関を特定する前に取下げになったものを計上しています。 
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Ⅱ－１．個人情報保護制度の運用状況 

 

１．保有個人情報開示等の請求 

 

⑴  処理状況 

平成２９年度の保有個人情報開示等請求は８５件あり、全て開示請求で、訂正、追加、削除、

利用の停止、消去及び提供の停止（旧条例は、訂正、削除及び目的外利用等の中止）の請求はあ

りませんでした。 

保有個人情報開示請求に対する処理状況を見ると、全部開示が４６件、部分開示が２９件、不

存在が９件、取下げが１件、開示率は１００％でした。 

 

表７ 保有個人情報開示等請求処理状況 

区 分 

平成２９年度 平成２８年度  

※保有個人情報訂正請求、利用の停止請求、消

去請求、提供の停止請求の欄は省略していま

す。 

 

※開示率＝(全部開示件数＋部分開示件数) 

÷(請求件数－取下げ等)×１００ 

 

取下げ等とは、不存在、取下げ、却下

の合計件数です。 

 

※請求者数は延べ人数です。  

  

※平成２９年度に決定を行った件数を計上して

います。 

 

※審査請求の件数は、平成２９年度に決定を行

ったものに対する請求件数を計上していま

す。（平成３０年１０月１日現在） 

保有個人情報開示請求 

（自己情報開示請求）  
自己情報開示請求 

請 求 者 数 ６９人 ５７人 

請 求 件 数 ８５件 ６４件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全 部 開 示 ４６件 ４０件 

部 分 開 示 ２９件 １８件 

非 開 示 ―件 １件 

不 存 在 ９件 ５件 

取 下 げ １件 ―件 

却 下 ―件 ―件 

開 示 率 １００% ９８．３％ 

審 査 請 求  ４件（注） ―件 

（注） 審査請求後、４件を１件に併合しました。 

 

⑵  実施機関別請求状況 

実施機関別の請求状況は、市長に対するものが８５件（市民安全部２３件、財務部２２件、長

寿社会部１１件など）でした。 
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表８ 実施機関別請求件数                                                      （単位：件） 

 

 
請求件数 

処 理 状 況 

全部開示 部分開示 非 開 示 不 存 在 取 下 げ 却 下 

市  
 
 

長 

市 長 公 室 ７ ６ ― ― １ ― ― 
市 民 安 全 部 ２３ ４ １８ ― ― １ ― 

財 務 部 ２２ １８ ２ ― ２ ― ― 

健 康 部 ４ ２ ２ ― ― ― ― 

長 寿 社 会 部 １１ ９ ２ ― ― ― ― 

福 祉 部 １０ ４ ４ ― ２ ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 １ １ ― ― ― ― ― 

都 市 整 備 部 １ １ ― ― ― ― ― 

土 木 部 ６ １ １ ― ４   ―   ― 

合      計 ８５ ４６ ２９ ― ９ １ ― 

（注） 請求のあった実施機関（部）のみ掲載しています。 

 

⑶  部分開示、非開示の適用条項 

部分開示及び非開示と決定したものについて、非開示の理由として適用した条項の内訳は、旧

条例に基づき平成２９年９月１２日までに行った決定に関しては旧条例第１６条第２項第４号

の本人以外のものに関する情報が１３件でした。また、改正条例に基づき平成２９年９月１３日

以降に行った決定に関しては改正条例第１５条第１項第２号の開示請求者以外の個人に関する

情報が１２件、同項第３号の法令秘情報が１件、同項第４号の法人等又は事業を営む個人の当該

事業に関する情報が１１件、同項第８号の事務又は事業に関する情報が２件でした。 

 

表９ 部分開示、非開示の適用条項                                              （単位：件） 

区 分 平成２９年度 平成２８年度 

請 求 件 数 ８５ ６４ 

部 分 開 示 及 び 非 開 示 件 数 ２９ １９ 

 

  

平成２９年度

（旧条例に基

づく決定） 

平成２８年度 

条例第１６条第２項第１号 法 令 等 の 規 定 に よ る も の ― ― 

第２号 個人の評価､判定､診断等に関する情報 ― ― 

第３号 
事務事業の適正かつ公正な執行に著しい 

支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 情 報 
― ２ 

第４号 本 人 以 外 の も の に 関 す る 情 報 １３ １９ 

第５号 審 議 会 の 意 見 を 聴 い た も の ― ― 
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平成２９年度

（改正条例に

基づく決定） 

条例第１５条第１項第１号 開 示 請 求 者 に 関 す る 情 報 ― 

第２号 開示請求者以外の個人に関する情報 １２ 

第３号 法 令 秘 情 報 １ 

第４号 
法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 

当 該 事 業 に 関 す る 情 報 
１１ 

第５号 任 意 提 供 情 報 ― 

第６号 公 共 の 安 全 等 に 関 す る 情 報 ― 

第７号 審 議 、 検 討 等 情 報 ― 

第８号 事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 ２ 

第９号 公 益 的 非 開 示 情 報 ― 

（注） １件の中に適用条項が複数存在するものは、それぞれの欄に計上しています。 

 

２．個人情報ファイル 

 

⑴ 届出状況 

各実施機関が作成した個人情報ファイルの届出状況は、平成３０年３月３１日現在、４４４件   

となっています。 

実施機関別の届出状況は、市長が３６９件（健康部６３件、福祉部５５件、財務部５２件、

土木部３６件など）、教育委員会が２３件（学校教育部１０件、社会教育部７件など）、選挙管理

委員会が８件、農業委員会が１１件、上下水道事業管理者が３２件、議会が１件です。 
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表１０ 実施機関別届出件数                              （平成３０年３月３１日現在、単位：件） 

実 施 機 関 名 届 出 件 数 実 施 機 関 名 届 出 件 数 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 

長 

市 長 公 室    １１ 選 挙 管 理 委 員 会        ８ 

総 合 政 策 部  ２ 公 平 委 員 会        － 

市 民 安 全 部 ３５ 監 査 委 員        － 

総 務 部 ８ 農 業 委 員 会 １１ 

財 務 部 ５２ 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会        － 

産 業 文 化 部  １ 上
下
水 

道
事
業 

管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ２８ 

健 康 部 ６３ 上 下 水 道 事 業 部  ４ 

長 寿 社 会 部 ３０  小 計 ３２ 

福 祉 部 ５５ 病 院 事 業 管 理 者    － 

子 ど も 青 少 年 部 １３ 議 会    １ 

環 境 部 ３０ 

  

都 市 整 備 部 ３３ 

土 木 部 ３６ 

会 計 課 － 

小 計 ３６９ 

教
育
委
員
会 

管 理 部  ６ 

学 校 教 育 部 １０ 

社 会 教 育 部  ７ 

小 計     ２３ 

 

３．個人情報の目的外利用等 

 

⑴ 枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号及び同条例第１０条第３項第５号の規定による

目的外利用等の状況 

枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号の規定により目的外利用をし、又は同条例第１０

条第３項第５号の規定による提供を受けて目的外利用をしたのは７２件で、実施機関内（市長、

教育委員会及び上下水道事業管理者）及び実施機関相互（市長と教育委員会、市長と上下水道事

業管理者など）での利用です。 

 
＜参考＞  ・枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号 

正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認めるとき。 
・同条例第１０条第３項第５号 
正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認める場合にお

いて、他の実施機関に提供するとき。 
            ・旧枚方市個人情報保護条例第９条第１項第５号 
             正当な行政執行又は市民の福祉の向上のため、特に必要があり、かつ、本人又は本人以外のものの権利利

益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。 
・同条例第１０条第１項第４号 

             個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

1
広

報
課

障
害

福
祉

室
日

常
生

活
用

具
給

付
制

度
の

対
象

者
一

覧
氏

名
、

電
話

番
号

、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

広
報

ひ
ら

か
た

テ
ー

プ
版

の
希

望
者

へ
デ

イ
ジ

ー
版

移
行

の
連

絡
を

行
う

た
め

平
成

3
0
年

3
月

1
5
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

2
企

画
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

整
理

番
号

・
世

帯
番

号
・

郵
便

番
号

・
住

所
・

生
年

月
日

・
氏

名
・

通
称

名
・

か
な

氏
名

・
か

な
通

称
名

・
漢

字
氏

名
・

増
異

動
日

・
増

異
動

事
由

(
転

入
)
・

減
異

動
日

・
減

異
動

事
由

(
転

出
及

び
死

亡
)
転

出
先

郵
便

番
号

・
転

出
先

住
所

(
平

成
2
9
年

1
月

1
日

か
ら

1
2
月

3
1
日
ま

で
の

期
間

に
、

枚
方

市
へ

転
入

ま
た

は
枚

方
市

か
ら

転
出

し
た

満
1
8
歳

以
上

の
者

)

転
入

者
・

転
出

者
に

対
し

て
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
し

、
転

出
入

に
係

る
詳

細
な

分
析

・
効

果
的

な
施

策
立

案
に

つ
な

げ
る

た
め

平
成

3
0
年

1
月

5
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

3
税

制
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

個
人

カ
ナ

氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

宛
名

番
号

、
性

別
、

生
年

月
日

、
続

柄
、

届
出

日
、

住
所

コ
ー

ド
、

郵
便

番
号

、
現

住
所

、
現

住
所

方
書

、
通

称
名

、
前

住
所

、
前

住
所

方
書

、
転

入
前

住
所

、
転

入
前

住
所

方
書

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
漢

字
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

減
届

出
日

、
減

異
動

事
由

、
転

出
地

住
所

方
書

、
減

異
動

日
、

処
理

日
、

誤
謬

、
世

帯
内

順
序

、
再

転
入

フ
ラ

グ
、

外
字

作
成

中
フ

ラ
グ

、
入

力
地

、
外

国
人

住
民

日

住
基

連
携

デ
ー

タ
と

の
整

合
性

確
認

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

4
資

産
税

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
宛

名
番

号
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
届

出
日

、
郵

便
番

号
、

住
所

（
現

・
前

・
転

入
前

・
転

出
地

）
、

方
書

（
現

・
前

・
転

入
前

・
転

出
地

）
、

通
称

名
、

世
帯

番
号

、
世

帯
主

氏
名

、
異

動
日

、
異

動
事

由
、

住
民

届
出

日
、

住
民

日
、

住
定

届
出

日
、

住
定

日
、

住
定

事
由

、
減

届
出

日
、

減
異

動
事

由
、

減
異

動
日

、
処

理
日

、
誤

謬
、

世
帯

内
順

序
、

再
転

入
フ

ラ
グ

、
外

字
作

成
中

フ
ラ

グ
、

入
力

地
、

在
留

資
格

、
在

留
期

間
等

、
外

国
人

住
民

日

税
務

署
へ

の
固

定
資

産
課

税
台

帳
記

載
事

項
通

知
事

務
及

び
法

定
相

続
人

調
査

事
務

に
使

用
す

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

表
１
１
　
目
的
外
利
用
の
状
況
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

5
資

産
税

課
開

発
調

整
課

建
築

確
認

申
請

交
付

・
受

付
カ

ー
ド

建
築

主
の

氏
名

・
住

所
、

建
築

予
定

物
件

の
所

在
地

・
建

物
の

種
類

・
構

造
・

床
面

積

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

6
資

産
税

課
開

発
調

整
課

建
築

計
画

概
要

書
建

築
主

の
氏

名
、

申
請

地
の

地
名

・
地

番
、

確
認

番
号

、
確

認
日

、
完

了
検

査
日

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

7
資

産
税

課
開

発
調

整
課

事
前

協
議

書
建

築
主

の
氏

名
・

住
所

、
建

築
予

定
物

件
の

所
在

地
・

建
物

の
種

類
・

構
造

・
床

面
積

・
平

面
図

・
立

面
図

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

8
資

産
税

課
開

発
調

整
課

建
築

確
認

申
請

処
理

経
過

台
帳

建
築

主
の

氏
名

・
住

所
、

建
築

予
定

物
件

の
所

在
地

・
建

物
の

種
類

・
構

造
・

床
面

積

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

9
健

 
康
 
総
 
務
 
課

危
機

管
理

室
東

日
本

大
震

災
被

災
者

に
か

か
る

市
内

対
象

者
氏

名
、

世
帯

員
数

枚
方

市
健

康
・

医
療

・
福

祉
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

に
お

け
る

市
内

避
難

者
支

援
の

た
め

平
成

2
9
年

1
0
月

2
日

か
ら

平
成

2
9
年

1
0
月

2
2
日

ま
で

1
0

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

カ
ナ

氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

整
理

（
宛

名
）

番
号

、
性

別
、

生
年

月
日

、
続

柄
、

届
出

日
、

郵
便

番
号

、
現

住
所

、
現

住
所

方
書

、
通

称
名

、
前

住
所

、
前

住
所

方
書

、
転

入
前

住
所

、
転

入
前

住
所

方
書

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
漢

字
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

減
届

出
日

、
減

異
動

事
由

、
転

出
地

住
所

方
書

、
減

異
動

日
、

処
理

日
、

誤
謬

、
世

帯
内

順
序

、
再

転
入

フ
ラ

グ
、

外
字

作
成

中
フ

ラ
グ

、
入

力
地

等

国
民

健
康

保
険

業
務

に
お

け
る

世
帯

構
成

等
の

確
認

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

1
1

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

番
号

、
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
届

出
日

、
現

住
所

、
通

称
名

、
前

住
所

、
転

入
前

住
所

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

在
留

資
格

、
在

留
期

間
等

、
外

国
人

住
民

日
、

国
籍

等

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
資

格
を

適
正

に
管

理
す

る
た

め
平

成
2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

1
2

国
民

健
康

保
険

室
市

民
税

課

⑴
個

人
基

本
フ

ァ
イ

ル
⑵

世
帯

員
一

覧
フ

ァ
イ

ル
⑶

課
税

台
帳

フ
ァ

イ
ル

⑷
資

料
フ

ァ
イ

ル
⑸

給
与

支
払

報
告

書
綴

⑹
市

・
府

民
税

申
告

書
綴

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
個

人
番

号
、

世
帯

番
号

、
住

所
、

合
計

所
得

金
額

、
総

所
得

金
額

、
所

得
の

内
訳

、
分

離
所

得
、

繰
越

損
失

、
専

従
者

情
報

、
控

除
情

報
、

配
偶

者
の

合
計

所
得

、
社

会
保

険
料

控
除

額
、

資
料

番
号

、
退

職
年

月
日

、
課

税
標

準
額

合
計

、
課

税
標

準
の

内
訳

、
各

税
額

、
年

税
額

、
年

金
特

徴
有

無

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

の
一

部
負

担
金

の
割

合
判

定
、

高
額

医
療

費
の

金
額

算
定

及
び

保
険

料
の

賦
課

の
た

め

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

1
3

国
民

健
康

保
険

室
市

民
税

課

⑴
個

人
基

本
フ

ァ
イ

ル
⑵

世
帯

員
一

覧
フ

ァ
イ

ル
⑶

課
税

台
帳

フ
ァ

イ
ル

⑷
資

料
フ

ァ
イ

ル
⑸

給
与

支
払

報
告

書
綴

⑹
市

・
府

民
税

申
告

書
綴

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

個
人

番
号

、
所

得
の

金
額

・
種

類
、

各
種

控
除

額
、

市
民

税
額

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

一
部

負
担

金
の

割
合

判
定

、
高

額
医

療
費

の
金

額
算

定
及

び
保

険
料

の
賦

課
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

1
4

国
民

健
康

保
険

室
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

個
人

番
号

、
世

帯
番

号
、

員
番

号
、

保
護

の
開

始
・

廃
止

年
月

日
、

基
準

日
、

処
理

日
、

生
活

扶
助

費
(
扶

助
費

目
)
、

保
護

停
止

日
、

保
護

停
止

解
除

日

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

資
格

を
適

正
に

管
理

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

1
5

国
民

健
康

保
険

室
生

活
福

祉
室

⑴
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

⑵
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

給
付

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

個
人

番
号

、
ケ

ー
ス

番
号

、
保

護
の

開
始

・
廃

止
・

停
止

・
再

開
年

月
日

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

適
用

除
外

判
定

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

1
6

長
寿

社
会

総
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
宛

名
番

号
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
届

出
日

、
郵

便
番

号
、

住
所

（
現

・
前

・
転

入
前

・
転

出
地

）
、

方
書

（
現

・
前

・
転

入
前

・
転

出
地

）
、

通
称

名
、

世
帯

番
号

、
世

帯
主

氏
名

、
異

動
日

、
異

動
事

由
、

住
民

届
出

日
、

住
民

日
、

住
定

届
出

日
、

住
定

日
、

住
定

事
由

、
減

届
出

日
、

減
異

動
日

、
処

理
日

、
誤

謬
、

世
帯

内
順

序
、

再
転

入
フ

ラ
グ

、
外

字
作

成
中

フ
ラ

グ
、

入
力

地
、

外
国

人
住

民
日

高
齢

者
福

祉
施

策
の

対
象

者
の

資
格

取
得

、
資

格
異

動
等

を
把

握
す

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

1
7

介
護

保
険

課
国

民
健

康
保

険
室

国
民

健
康

保
険

資
格

フ
ァ

イ
ル

国
保

保
険

者
番

号
、

国
保

被
保

険
者

証
番

号
、

都
道

府
県

コ
ー

ド
、

市
町

村
コ

ー
ド

、
個

人
区

分
コ

ー
ド

、
個

人
番

号
、

国
保

世
帯

加
入

日
・

離
脱

日
、

国
保

退
職

該
当

日
・

非
該

当
日

、
カ

ナ
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
コ

ー
ド

介
護

保
険

及
び

国
民

健
康

保
険

の
給

付
の

突
合

を
行

い
、

二
重

給
付

の
情

報
を

得
る

こ
と

に
よ

り
、

介
護

保
険

給
付

及
び

国
民

健
康

保
険

医
療

給
付

の
適

正
化

を
図

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

1
8

介
護

保
険

課
国

民
健

康
保

険
室

後
期

高
齢

被
保

険
者

資
格

フ
ァ

イ
ル

個
人

区
分

コ
ー

ド
、

個
人

番
号

、
被

保
険

者
番

号
、

被
保

険
者

資
格

取
得

事
由

コ
ー

ド
・

取
得

年
月

日
・

喪
失

事
由

コ
ー

ド
・

喪
失

年
月

日
、

保
険

者
番

号
適

用
開

始
・

終
了

年
月

日
、

氏
名

(
カ

ナ
)
、

生
年

月
日

、
性

別
コ

ー
ド

、
現

都
道

府
県

・
市

町
村

名
、

現
住

所
、

作
成

年
月

日
、

作
成

時
刻

高
額

医
療

合
算

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
及

び
高

額
介

護
合

算
療

養
費

の
支

給
額

の
計

算
時

に
世

帯
特

定
を

行
う

と
と

も
に

、
介

護
保

険
及

び
後

期
高

齢
者

医
療

の
給

付
の

突
合

を
行

い
、

二
重

給
付

の
情

報
を

得
る

こ
と

に
よ

り
、

介
護

保
険

給
付

及
び

後
期

高
齢

者
医

療
給

付
の

適
正

化
を

図
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

1
9

介
護

保
険

課
障

害
福

祉
室

適
用

除
外

施
設

（
入

所
・

退
所

）
連

絡
票

氏
名

、
住

所
、

性
別

、
生

年
月

日
、

入
退

所
し

た
施

設
・

年
月

日
介

護
保

険
適

用
除

外
施

設
入

所
者

の
管

理
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
0

保
健

衛
生

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

現
住

所
、

前
住

所
、

転
出

先
・

転
入

前
住

所
、

世
帯

主
氏

名
、

世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

異
動

日
、

異
動

届
出

日
、

異
動

事
由

、
住

民
日

、
住

民
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
事

由
、

方
書

、
処

理
日

、
誤

謬
、

外
国

人
住

民
日

、
コ

ー
ド

等

狂
犬

病
予

防
法

に
基

づ
く

犬
の

登
録

及
び

予
防

接
種

に
係

る
業

務
に

必
要

な
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
1

保
健

衛
生

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

現
住

所
、

前
住

所
、

転
出

先
・

転
入

前
住

所
、

世
帯

主
氏

名
、

世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

異
動

日
、

異
動

届
出

日
、

異
動

事
由

、
住

民
日

、
住

民
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
事

由
、

方
書

、
処

理
日

、
誤

謬
、

外
国

人
住

民
日

、
コ

ー
ド

等

無
許

可
営

業
等

の
旅

館
業

に
対

す
る

監
視

・
指

導
業

務
に

使
用

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
2

保
健

衛
生

課
給

排
水

管
理

課
宅

内
改

造
工

事
に

係
る

申
請

履
歴

浄
化

槽
か

ら
公

共
下

水
道

に
改

造
工

事
を

行
っ

た
住

所
、

氏
名

浄
化

槽
台

帳
に

登
録

さ
れ

て
い

る
浄

化
槽

の
中

で
、

廃
止

届
未

提
出

の
も

の
を

廃
止

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

4
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
3

保
健

予
防

課
障

害
福

祉
室

自
立

支
援

医
療

(
精

神
通

院
)
事

務
連

絡
等

綴
自

立
支

援
医

療
(
精

神
通

院
)
進

達
綴

自
立

支
援

医
療

(
精

神
通

院
)
受

給
の

有
無

、
有

効
期

限
、

通
院

先
医

療
機

関
、

使
用

し
て

い
る

健
康

保
険

種
別

自
動

車
税

減
免

申
請

に
つ

い
て

の
生

計
同

一
証

明
書

交
付

に
係

る
受

給
資

格
要

件
確

認
及

び
精

神
障

害
者

等
に

係
る

申
請

通
報

ま
た

は
届

出
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
調

査
を

行
う

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

2
4

保
健

予
防

課
障

害
福

祉
室

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
事

務
連

絡
等

綴

精
神

保
健

福
祉

手
帳

所
持

の
有

無
、

等
級

、
有

効
期

限
、

更
新

手
続

の
有

無

自
動

車
税

減
免

申
請

に
つ

い
て

の
生

計
同

一
証

明
書

交
付

に
係

る
受

給
資

格
要

件
確

認
及

び
精

神
障

害
者

等
に

係
る

申
請

通
報

ま
た

は
届

出
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
調

査
を

行
う

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
5

保
健

セ
ン

タ
ー

生
活

福
祉

室
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

ケ
ー

ス
番

号

枚
方

市
産

後
ケ

ア
事

業
実

施
時

に
お

け
る

利
用

料
の

減
免

及
び

乳
幼

児
健

康
診

査
未

受
診

児
の

状
況

把
握

の
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
6

保
健

セ
ン

タ
ー

生
活

福
祉

室
⑴

生
活

保
護

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル
⑵

中
国

残
留

邦
人

等
支

援
給

付
シ

ス
テ

ム
フ

ァ
イ

ル

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

ケ
ー

ス
番

号

生
活

保
護

受
給

者
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

給
付

対
象

者
の

検
診

の
実

施
及

び
フ

ォ
ロ

ー
の

円
滑

な
実

施
及

び
前

立
腺

が
ん

検
診

、
ピ

ロ
リ

菌
検

査
の

検
診

料
の

免
除

の
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
7

保
健

セ
ン

タ
ー

保
育

幼
稚

園
課

保
育

児
童

台
帳

保
育

所
在

籍
状

況
、

認
定

子
ど

も
園

在
籍

状
況

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
の

状
況

把
握

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
8

保
健

セ
ン

タ
ー

保
育

幼
稚

園
課

私
立

幼
稚

園
就

園
補

助
金

の
対

象
者

デ
ー

タ
氏

名
、

住
所

、
生

年
月

日
、

所
属

幼
稚

園
名

、
申

請
日

乳
幼

児
健

診
未

受
診

者
の

状
況

把
握

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

2
9

保
健

セ
ン

タ
ー

医
 
療
 
助
 
成
 
課

医
療

助
成

事
務

支
援

シ
ス

テ
ム

「
子

ど
も

医
療

費
助

成
」

「
ひ

と
り

親
家

庭
医

療
費

助
成

」
「

身
体

及
び

知
的

障
害

者
医

療
費

助
成

」
の

各
給

付
フ

ァ
イ

ル

各
医

療
の

受
給

者
に

対
す

る
医

療
助

成
状

況
乳

幼
児

健
診

未
受

診
児

の
状

況
把

握
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

3
0

障
害

福
祉

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

異
動

年
月

日
、

異
動

届
年

月
日

、
異

動
事

由
、

世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

氏
名

カ
ナ

、
氏

名
漢

字
、

生
年

月
日

、
性

別
、

続
柄

、
住

所
、

消
除

日
、

前
住

所
、

転
出

予
定

地
、

個
人

番
号

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

支
給

決
定

事
務

の
効

率
化

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

3
1

障
害

福
祉

室
介

護
保

険
課

介
護

給
付

費
資

格
照

合
表

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

の
有

無
介

護
保

険
法

に
基

づ
く

ケ
ア

プ
ラ

ン
と

障
害

者
総

合
支

援
法

に
基

づ
く

ケ
ア

プ
ラ

ン
と

の
重

複
確

認
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

3
2

障
害

福
祉

室
介

護
保

険
課

高
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
給

付
対

象
者

一
覧

自
己

負
担

額
、

負
担

上
限

額
、

高
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

費

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

の
算

出
を

行
う

に
あ

た
り

、
介

護
保

険
の

利
用

者
負

担
額

に
つ

い
て

も
合

算
の

対
象

と
な

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

3
3

福
祉

指
導

監
査

課
介

護
保

険
課

受
給

者
別

給
付

状
況

一
覧

表
フ

ァ
イ

ル

サ
ー

ビ
ス

提
供

年
月

日
、

被
保

険
者

氏
名

、
被

保
険

者
番

号
、

事
業

所
名

、
事

業
所

番
号

、
保

険
者

名
、

保
険

者
番

号
、

要
介

護
度

、
サ

ー
ビ

ス
種

類
、

計
画

単
位

数
、

給
付

単
位

数
、

保
険

給
付

額
、

公
費

負
担

額
、

利
用

者
負

担
額

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
に

つ
い

て
、

行
政

上
の

措
置

に
該

当
若

し
く

は
そ

の
疑

い
の

あ
る

場
合

、
又

は
介

護
報

酬
の

請
求

に
つ

い
て

不
正

等
が

疑
わ

れ
る

場
合

に
、

事
実

関
係

を
適

確
に

把
握

し
、

公
正

か
つ

適
切

な
措

置
を

採
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

3
4

福
祉

総
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

カ
ナ

氏
名

、
漢

字
氏

名
、

整
理

(
宛

名
)
番

号
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
届

出
日

、
郵

便
番

号
、

現
住

所
、

現
住

所
方

書
、

通
称

名
、

前
住

所
、

前
住

所
方

書
、

転
入

前
住

所
、

転
入

前
住

所
方

書
、

世
帯

番
号

、
世

帯
主

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

減
届

出
日

、
減

異
動

事
由

、
転

出
地

住
所

方
書

、
減

異
動

日
、

処
理

日
、

誤
謬

、
世

帯
内

順
序

、
在

留
資

格
、

在
留

期
間

等
、

在
留

期
間

等
の

満
了

日
、

外
国

人
住

民
日

適
正

な
臨

時
福

祉
給

付
金

支
給

事
務

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

3
5

福
祉

総
務

課
国

民
健

康
保

険
室

国
民

健
康

保
険

資
格

フ
ァ

イ
ル

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

記
号

番
号

、
資

格
取

得
日

、
資

格
喪

失
日

適
正

な
臨

時
福

祉
給

付
金

支
給

事
務

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
0
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

3
6

福
祉

総
務

課
国

民
健

康
保

険
室

後
期

高
齢

者
医

療
資

格
フ

ァ
イ

ル
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

個
人

番
号

、
被

保
険

者
番

号
、

資
格

取
得

日
、

資
格

喪
失

日

適
正

な
臨

時
福

祉
給

付
金

支
給

事
務

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
0
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

3
7

福
祉

総
務

課
地

域
包

括
ケ

ア
推
進

課
老

人
福

祉
法

入
所

関
係

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
入

所
・

退
所

等
年

月
日

、
区

分
、

管
理

番
号

、
代

理
申

請
に

対
す

る
支

給
停

止
処

理
結

果

虐
待

に
よ

る
施

設
入

所
者

本
人

へ
臨

時
福

祉
給

付
金

を
支

給
し

、
養

護
者

へ
の

支
給

を
停

止
す

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
7
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

3
8

子
育

て
事

業
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

宛
名

番
号

、
世

帯
番

号
、

住
所

、
町

名
コ

ー
ド

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

続
柄

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日
、

届
出

年
月

日
、

本
名

、
通

称
名

保
育

所
体

験
事

業
、

枚
方

版
ブ

ッ
ク

ス
タ

ー
ト

事
業

及
び

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

の
対

象
者

へ
の

事
業

参
加

通
知

を
送

付
す

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

3
9

子
育

て
事

業
課

年
金

児
童

手
当

課
特

別
児

童
扶

養
手

当
台

帳
フ

ァ
イ

ル
証

書
番

号
、

受
給

者
氏

名
、

請
求

年
月

日
、

府
受

付
年

月
日

、
支

給
区

分
、

等
級

、
有

期
年

月

平
成

2
9
年

度
福

祉
行

政
報

告
例

の
報

告
に

お
け

る
保

育
所

入
所

児
の

障
害

児
受

入
人

員
（

特
別

児
童

手
当

受
給

児
童

）
の

確
認

の
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

4
0

子
育

て
事

業
課

保
健

セ
ン

タ
ー

新
生

児
訪

問
状

況
一

覧
表

訪
問

日
・

児
の

氏
名

(
カ

ナ
)
・

生
年

月
日

・
自

宅
住

所
・

年
齢

(
訪

問
時

点
で

の
月

齢
)

こ
ん

に
ち

は
赤

ち
ゃ

ん
事

業
に

お
け

る
訪

問
対

象
家

庭
の

把
握

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
1

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
住

所
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
本

名
、

通
称

名
、

個
人

番
号

、
宛

名
番

号
、

世
帯

番
号

、
町

名
コ

ー
ド

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日
、

届
出

年
月

日

助
産

施
設

入
所

措
置

等
事

務
に

お
け

る
利

用
料

算
定

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
2

環
境

総
務

課
資

産
税

課
家

屋
課

税
台

帳

家
屋

の
所

在
地

、
家

屋
番

号
、

建
築

年
、

所
有

者
氏

名
・

住
所

・
郵

便
番

号
（

昭
和

5
2
年

3
月

以
前

に
建

て
ら

れ
た

建
物

で
居

宅
の

み
の

場
合

を
除

き
、

登
記

簿
と

同
一

の
内

容
が

登
録

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

P
C
B
廃

棄
物

等
の

掘
り

起
こ

し
調

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
第

4
版

）
に

基
づ

き
、

P
C
B
使

用
安

定
器

の
設

置
状

況
の

実
態

把
握

の
た

め
の

調
査

票
送

付
及

び
適

正
処

理
の

指
導

を
行

う
た

め

平
成

2
9
年

1
2
月

2
1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

ま
で

4
3

淀
川

衛
生

事
業

所
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

カ
ナ

氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

整
理

番
号

、
性

別
、

生
年

月
日

、
続

柄
、

届
出

日
、

住
所

コ
ー

ド
、

郵
便

番
号

、
現

住
所

、
現

住
所

方
書

、
通

称
名

、
前

住
所

、
前

住
所

方
書

、
転

入
前

住
所

、
転

入
前

住
所

方
書

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
漢

字
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

減
届

出
日

、
減

異
動

事
由

、
転

出
地

住
所

方
書

、
減

異
動

日
、

処
理

日
、

語
謬

、
世

帯
内

順
序

、
再

転
入

フ
ラ

グ
、

外
字

作
成

中
フ

ラ
グ

、
入

力
地

、
外

国
人

住
民

日

し
尿

収
集

世
帯

の
登

録
に

関
わ

る
転

入
転

出
の

確
認

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
4

淀
川

衛
生

事
業

所
上

下
水

道
経

営
室

使
用

者
マ

ス
タ

ー
フ

ァ
イ

ル
水

道
使

用
閉

栓
後

の
請

求
先

、
連

絡
先

、
転

出
（

転
居

）
先

住
所

、
水

道
使

用
状

況
し

尿
処

理
手

数
料

の
徴

収
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
5

環
境

保
全

課
資

産
税

課
⑴

土
地

課
税

台
帳

⑵
家

屋
課

税
台

帳
⑶

地
番

図

土
地

及
び

所
有

者
、

共
有

者
、

所
在

地
番

、
家

屋
番

号
、

納
税

通
知

書
の

送
付

先
の

住
所

・
電

話
番

号
、

公
示

送
達

の
有

無

空
き

地
及

び
空

き
家

の
所

有
者

に
適

正
管

理
指

導
を

行
う

た
め

に
、

所
有

者
を

確
認

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
6

都
市

計
画

課
資

産
税

課
⑴

土
地

課
税

台
帳

⑵
家

屋
課

税
台

帳
対

象
地

の
納

税
者

氏
名

、
住

所

都
市

計
画

決
定

の
た

め
の

公
聴

会
、

地
元

説
明

会
の

実
施

に
あ

た
り

、
影

響
を

受
け

る
土

地
所

有
者

に
周

知
す

る
た

め

平
成

2
9
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
9
年

9
月

3
0
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

4
7

建
築

安
全

課
資

産
税

課
⑴

土
地

課
税

台
帳

⑵
家

屋
課

税
台

帳

土
地

・
家

屋
所

有
者

（
共

有
構

成
員

含
む

）
の

氏
名

、
住

所
、

地
番

、
地

目
、

地
積

、
家

屋
番

号
、

構
造

、
床

面
積

、
建

築
年

次
、

家
屋

の
種

類
、

用
途

、
課

税
評

価
額

物
件

の
適

切
な

維
持

保
全

の
た

め
の

行
政

指
導

を
行

う
に

あ
た

り
、

所
有

者
、

連
絡

先
の

確
認

及
び

当
該

物
件

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

。

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
8

道
路

河
川

管
理

課
市

民
税

課
軽

自
動

車
税

課
税

台
帳

軽
自

動
車

税
課

税
者

の
住

所
、

氏
名

市
道

管
理

に
必

要
な

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

4
9

交
通

対
策

課
市

民
税

課
軽

自
動

車
税

課
税

台
帳

軽
自

動
車

税
課

税
者

の
住

所
、

氏
名

枚
方

市
自

転
車

等
の

放
置

防
止

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
き

、
駅

前
か

ら
撤

去
し

た
原

動
機

付
自

転
車

の
返

還
を

行
う

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
0

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
住

所
、

生
年

月
日

、
宛

名
番

号
、

世
帯

員
氏

名
・

生
年

月
日

、
転

居
年

月
日

、
転

入
出

年
月

日

水
道

料
金

等
の

請
求

・
還

付
及

び
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
1

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
住

所
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

下
水

道
事

業
受

益
者

に
対

す
る

負
担

金
の

請
求

及
び

未
収

金
徴

収
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
2

上
下

水
道

経
営

室
資

産
税

課
土

地
課

税
台

帳
兼

土
地

補
充

課
税

台
帳

氏
名

、
住

所
、

所
在

地
、

地
目

、
地

積
、

市
街

調
整

コ
ー

ド
、

高
圧

区
分

、
各

種
補

正
率

（
私

道
負

担
）

、
市

街
化

農
地

サ
イ

ン

下
水

道
事

業
受

益
者

及
び

賦
課

対
象

地
の

確
定

と
受

益
者

負
担

金
額

の
算

定
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
3

上
下

水
道

経
営

室
年

金
児

童
手

当
課

受
給

資
格

者
台

帳
（

特
別

児
童

扶
養

手
当

）

証
書

番
号

、
氏

名
、

住
所

、
個

人
番

号
、

支
給

停
止

・
解

除
年

月
日

、
支

給
停

止
・

解
除

理
由

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
4

上
下

水
道

経
営

室
年

金
児

童
手

当
課

受
給

資
格

者
台

帳
（

児
童

扶
養

手
当

）
証

書
番

号
、

氏
名

、
個

人
番

号
、

住
所

、
喪

失
年

月
日

、
喪

失
理

由
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
5

上
下

水
道

経
営

室
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル
氏

名
、

住
所

、
廃

止
年

月
日

、
世

帯
員

氏
名

、
居

住
状

況
、

公
的

扶
助

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
6

上
下

水
道

経
営

室
障

害
福

祉
室

身
体

障
害

者
手

帳
更

正
指

導
手

帳
・

療
育

手
帳

関
係

綴
・

精
神

保
健

に
関

す
る

綴
（

精
神

保
健

福
祉

手
帳

）

氏
名

、
宛

名
番

号
、

住
所

、
交

付
日

、
再

交
付

日
、

障
害

の
等

級
、

有
効

期
限

、
喪

失
年

月
日

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
7

上
下

水
道

経
営

室
市

民
税

課
⑴

課
税

台
帳

⑵
個

人
基

本
フ

ァ
イ

ル

合
計

所
得

金
額

、
所

得
金

額
、

分
離

所
得

金
額

、
市

民
税

額
、

府
民

税
額

、
年

税
額

、
専

従
者

控
除

額
、

資
料

番
号

、
控

除
対

象
配

偶
者

、
扶

養
人

数
、

専
従

者
区

分
、

専
従

者
人

数

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

5
8

上
下

水
道

経
営

室
介

護
保

険
課

介
護

保
険

情
報

フ
ァ

イ
ル

要
介

護
状

態
区

分
、

認
定

日
、

有
効

期
間

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

5
9

給
排

水
管

理
課

資
産

税
課

家
屋

課
税

台
帳

家
屋

所
有

者
の

氏
名

・
住

所
、

家
屋

の
所

在
地

番
、

家
屋

番
号

、
種

類
、

構
造

、
床

面
積

下
水

道
改

造
資

金
の

助
成

を
行

う
に

あ
た

り
、

必
要

な
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
0

給
排

水
管

理
課

生
活

福
祉

室
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

供
用

開
始

さ
れ

る
地

区
内

に
て

、
生

活
保

護
受

給
者

が
所

有
す

る
建

築
物

の
件

数

枚
方

市
水

洗
便

所
等

改
造

資
金

助
成

規
則

に
基

づ
い

た
補

助
金

の
適

用
に

使
用

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

3
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
1

給
排

水
管

理
課

上
下

水
道

経
営

室

⑴
水

栓
マ

ス
タ

ー
フ

ァ
イ

ル
⑵

使
用

者
マ

ス
タ

ー
フ

ァ
イ

ル
⑶

調
定

マ
ス

タ
ー

フ
ァ

イ
ル

水
栓

番
号

（
Ａ

・
Ｂ

）
、

使
用

者
番

号
・

カ
ナ

氏
名

・
電

話
番

号
・

住
所

、
業

種
、

メ
ー

タ
番

号
・

口
径

、
訂

正
水

量
（

な
け

れ
ば

今
回

使
用

水
量

。
な

お
、

受
水

槽
方

式
は

親
水

量
）

、
調

定
年

月
、

地
区

番
号

枚
方

市
水

道
施

設
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
に

デ
ー

タ
を

取
り

込
み

、
各

種
業

務
（

断
水

情
報

、
水

理
解

析
、

管
網

計
算

、
基

図
修

正
等

）
に

利
用

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
2

上
水

道
工

務
課

資
産

税
課

固
定

資
産

税
課

税
台

帳
土

地
所

有
者

の
氏

名
、

住
所

配
水

管
更

新
工

事
に

係
る

地
権

者
連

絡
先

確
認

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
3

学
校

給
食

課
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

世
帯

主
氏

名
、

児
童

氏
名

、
学

校
名

、
学

年
、

ケ
ー

ス
番

号
、

地
区

名
、

保
護

の
開

始
・

廃
止

日
、

居
住

地
、

担
当

者

中
学

校
給

食
費

の
負

担
者

を
確

定
す

る
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
4

学
校

給
食

課
学

務
課

就
学

援
助

受
給

認
定

者
情

報
氏

名
カ

ナ
、

申
請

番
号

、
受

給
開

始
年

月
日

中
学

校
給

食
予

約
管

理
事

務
に

利
用

す
る

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
5

児
童

生
徒

支
援

室
子

育
て

運
営

課

⑴
保

育
所

入
所

申
込

書
⑵

認
定

子
ど

も
園

利
用

調
整

申
込

書
兼

保
育

児
童

台
帳

特
別

な
配

慮
を

要
す

る
幼

児
の

氏
名

・
性

別
・

生
年

月
日

・
住

所
・

保
護

者
氏

名
・

保
育

所
名

就
学

指
導

の
た

め
平

成
2
9
年

5
月

2
4
日

か
ら

平
成

2
9
年

7
月

3
1
日

ま
で

6
6

学
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

学
齢

児
童

・
生

徒
の

保
護

者
氏

名
学

齢
簿

の
作

成
並

び
に

就
学

時
健

康
診

断
通

知
及

び
就

学
通

知
の

郵
送

に
利

用
す

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
7

学
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

世
帯

主
氏

名
、

保
護

者
氏

名
、

世
帯

員
氏

名
、

世
帯

番
号

、
個

人
番

号
、

住
所

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄

就
学

事
務

や
、

就
学

援
助

費
、

支
援

学
級

等
就

学
奨

励
費

、
奨

学
金

、
交

通
災

害
遺

児
奨

学
金

に
係

る
業

務
を

行
う

に
あ

た
り

、
必

要
な

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

- 18 -



N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
名

称
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
の

項
目

利
　

　
用

　
　

目
　

　
的

利
用

を
認

め
た

期
間

6
8

学
務

課
学

校
給

食
課

学
校

給
食

注
文

情
報

就
学

援
助

受
給

中
学

生
の

氏
名

カ
ナ

、
申

請
番

号
、

月
別

注
文

分
学

校
給

食
費

就
学

援
助

の
学

校
給

食
費

支
給

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

6
9

社
会

教
育

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
住

所
、

通
称

名
、

生
年

月
日

、
性

別
枚

方
市

成
人

祭
事

業
に

伴
う

住
所

確
認

・
ア

ン
ケ

ー
ト

発
送

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

7
0

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

住
所

、
個

人
番

号
、

世
帯

番
号

、
届

出
年

月
日

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日

留
守

家
庭

児
童

会
室

へ
の

入
室

資
格

の
確

認
及

び
入

退
室

等
の

必
要

な
通

知
を

行
う

た
め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

7
1

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

市
民

室
住

民
基

本
台

帳
Ｄ

Ｖ
等

被
害

に
係

る
支

援
対

象
者

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

住
所

、
個

人
番

号

閲
覧

に
供

す
る

選
挙

人
名

簿
抄

本
か

ら
Ｄ

Ｖ
等

被
害

に
係

る
支

援
対

象
者

を
除

外
す

る
た

め

平
成

2
9
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

7
2

農
業

委
員

会
事

務
局

資
産

税
課

⑴
土

地
課

税
台

帳
⑵

税
宛

名
シ

ス
テ

ム

納
税

義
務

者
の

氏
名

・
生

年
月

日
・

性
別

・
続

柄
・

住
所

・
世

帯
、

共
有

構
成

員
、

所
在

地
、

市
街

化
区

分
、

土
地

評
価

情
報

（
地

目
・

地
積

）
､
登

記
情

報

農
地

基
本

台
帳

管
理

シ
ス

テ
ム

運
用

に
係

る
固

定
デ

ー
タ

確
認

の
た

め
平

成
2
9
年

4
月

2
4
日

か
ら

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

※
個
人
番
号
は
番
号
法
に
規
定
さ
れ
た
個
人
番
号
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
※
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
第
９
条
第
２
項
第
６

号
の

規
定

に
よ

り
目

的
外

利
用

を
し

、
又

は
同

条
例

第
1
0
条

第
３

項
第

５
号

の
規

定
に

よ
る

提
供

を
受

け
て

目
的

外
利

用
し

た
と

き
を

合
わ

せ
て

「
目
的
外
利
用
」
と
し
て
い
ま
す
。
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Ⅱ－２．特定個人情報保護制度の運用状況 

 

１．保有個人情報開示等の請求 

  

⑴ 処理状況 

平成２９年度に保有個人情報開示等請求はありませんでした。 
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Ⅲ．情報公開・個人情報保護審議会 

 

１．審議会委員 

 

⑴  審議会委員 

審議会は、１３人の市民及び学識経験者の委員で構成され、枚方市附属機関条例の規定により

「枚方市個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項」、「情報公開制度及び個

人情報保護制度の運営に関する重要事項」について調査審議し、実施機関に意見を述べることが

できます。 

 

表１２ 審議会委員名簿                                        （平成３０年３月３１日現在） 

役 職 氏      名  推 薦 団 体 ・ 役 職 等  

会 長 道 上 達 也  弁 護 士  

副 会 長   畑 山 満 則  京 都 大 学 防 災 研 究 所 教 授  

委 員 荒 義 重  枚方市民生委員児童委員協議会  

委 員   奥 正 嗣  大 阪 国 際 大 学 名 誉 教 授  

委  員   小 野 英 子  枚 方 市 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会  

委 員 坂 口 孝 司  枚方市青少年育成指導員連絡協議会  

委 員 笹 田 庄 次  枚方市コミュニティ連絡協議会  

委 員 田 代   香 織  一 般 社 団 法 人 枚 方 市 医 師 会  

委 員 谷 本 和 子  関西外国語大学短期大学部副学長  

委 員 塚 本  勝 俊  大 阪 工 業 大 学 教 授  

委  員   林 文 子  枚 方 地 区 人 権 擁 護 委 員 会  

委 員 舘 福 美  枚方・交野地区更生保護女性会  

委 員   山 下 安 則  北 大 阪 商 工 会 議 所  

（注） 委員の任期は、平成３０年１０月２５日までの２年間
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２．審議会開催状況 

 

 ⑴ 開催日及び諮問案件 

平成２９年度の審議会は、以下のとおり５回開催されました。 

 

第１回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成２９年５月３０日（火） 

諮問案件 

第５８５号 がん登録オンラインシステムの利用に伴う電子計算組織の通信回線による

結合について 
第５８６号 遠隔地医療通訳システムにおける個人情報の電算処理について 
第５８７号 遠隔地医療通訳システムにおける電子計算組織の通信回線による結合につ

いて 
第５８８号 健康管理システムにおける個人情報の電算処理項目の追加について 
第５８９号 障害福祉システムに係る特定個人情報の電算処理項目の追加について 

      第５９０号 結婚新生活支援事業における補助金交付事務に係る個人情報の電算処理に

ついて 

 

 第２回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成２９年７月１１日（火） 

諮問案件 

第５９１号 住民基本台帳事務に係る特定個人情報ファイルの評価書の第三者点検につい

て 

第５９２号 個人住民税事務に係る特定個人情報ファイルの評価書の第三者点検について 

第５９３号 国保制度改革に伴う国保オンラインシステムにおける特定個人情報の電算処

理項目の追加について 

第５９４号 国保制度改革に伴う国保情報集約システムとの電子計算組織の通信回線によ

る結合について 
 

 第３回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成２９年８月２９日（火） 

諮問案件 

第５９５号 廃棄物収集等に関する要望・苦情等処理事務に係る個人情報の電算処理につ

いて 

 第５９６号 空き家及び空き地の所有者等の活用意向の把握に係る個人情報の電算処理

について 

第５９７号 留置施設等収容情報通知制度の実施に伴う個人情報の本人以外のものから

の収集について 

第５９８号 留置施設等収容情報通知制度の実施に伴う個人情報の外部提供について 
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 第５９９号 留置施設等収容情報通知制度の実施に伴う個人情報の電算処理について 

第６００号 避難行動要支援者登録制度の実施に伴う個人情報の本人以外のものからの

収集について 

第６０１号 避難行動要支援者登録制度の実施に伴う個人情報の外部提供について 

 第６０２号 避難行動要支援者登録制度の実施に伴う個人情報の電算処理について 

第６０３号 国民健康保険システムの再構築に伴う特定個人情報の電算処理について 
 第６０４号 医療助成システムの再構築に伴う特定個人情報の電算処理について 

       
第４回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成２９年１１月２９日（水） 

諮問案件 

  第６０５号 子育て支援情報提供システムにおける電子計算機の電気通信回線による接

続について 

第６０６号 街頭における無線通信式防犯カメラでの撮影によって取得した保有個人情

報の外部提供について 

     

 

Ⅳ．情報公開・個人情報保護審査会 

 

  １．審査会委員 

 

⑴  審査会委員 

審査会は、５人の学識経験者の委員で構成され、枚方市情報公開条例第１４条、枚方市個人情

報保護条例第２８条に規定する審査請求について審査します。 

 

表１３ 審査会委員名簿                                        （平成３０年３月３１日現在） 

役 職 氏              名 職 業 ・ 役 職 等 

会 長 松  本  哲  治 同志社大学大学院司法研究科教授 

副 会 長 片  桐  直  人 大阪大学大学院高等司法研究科准教授 

委 員 小  関  伸  吾 弁 護 士 

委 員 山  本   香   織 弁 護 士 

委 員 横  内     恵 大 阪 経 済 大 学 経 営 学 部 講 師 

   （注） 委員の任期は、平成３０年１０月１４日までの２年間 
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  ２．諮問した審査請求の処理状況 

 

⑴ 処理状況 

平成２９年度に審査会に新たに諮問した審査請求は１件で、保有情報公開請求に係る決定につ

いてのもの（平成２８年度の決定についての市長に対するもの）でした。 

平成２９年度に審査会で審査された諮問案件は２件で、このうち、２件について同年度に答申

がありました。 

 

表１４  審査された諮問案件の処理状況                                          （単位：件） 

区    分 審査請求件数 
処      理      内      訳 審 査 中 

却  下 全部認容 一部認容 棄   却 取 下 げ  

情 報 公 開 請 求 （２） － （１） － （１） － － 

    （注） （）は、前年度の審査請求分です。 
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３．審査会開催状況 

 

⑴ 開催状況及び諮問案件 

平成２９年度は、次の案件の審査のため、４回開催されました。 

案件① 「東部清掃工場に係わる次の書類・契約書・月別払出ガス量（H25、26、27 年度の

各月ごと）・月別ガス料金（H25、26、27 年度の各月ごと）」の部分公開決定に係る審

査請求に対する裁決について 

案件② 「①2017 年 2月 20日付組合事務所使用に関する交渉開催要求書の回答について ②

同、組合事務所使用について（回答）③同、市行政財産における活動に関する改善に

ついて（警告）両組合分 ①～③回議書といっさいの資料 いわゆる検討会議の日時、

場所、出席者と議事録またはメモ」のうち、「いわゆる検討会議の日時、場所、出席者

と議事録またはメモ」の公文書不存在決定に係る審査請求に対する裁決について 

 

 

第１回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日 平成２９年４月２４日（月） 

 審査事項 

  案件①について 

 

第２回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日 平成２９年６月１２日（月） 

 審査事項 

  案件②について 

 

第３回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日 平成２９年７月２４日（月） 

 審査事項 

  案件②について 

 

第４回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日 平成２９年９月４日（月） 

 審査事項 

  案件②について 
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表１５ 諮問された審査請求の内容等                            （平成３０年３月３１日現在） 

審査請求日 審査請求に係る情報の内容及び実施機関 決定内容等 
諮問日、答申日 

及 び 裁 決 内 容 

審査請求 

H28.11.18 

 

情報公開 

 

東部清掃工場に係わる次の書類 

・契約書 

・月別払出ガス量（H25、26、27年度の各月

ごと） 

・月別ガス料金（H25、26、27年度の各月ご

と） 

 

＜公文書名＞ 

東部清掃工場が締結したガス需給契約（大

口供給契約Ⅱ類）に係る次の文書 

①ガス需給契約書(平成28年3月18日契約) 

②①に係る大口供給制度供給条件 

③ガス料金月別請求書及び領収書（平成

25・26・27年度分） 

 

市長（東部清掃工場） 

 

部分公開 

 

第６条第１号 

第６条第３号 

諮問日  H29.1.19 

 

答申日  H29.4.24 

答申内容  

実施機関の判断は、妥

当でない 

 

裁決日   H29.5.23 

裁決内容  認容 

審査請求 

H29.3.27 

 

情報公開 

 

「①2017年 2月 20日付組合事務所使用に関

する交渉開催要求書の回答について ②同、

組合事務所使用について（回答）③同、市

行政財産における活動に関する改善につい

て（警告）両組合分 ①～③回議書といっ

さいの資料 いわゆる検討会議の日時、場

所、出席者と議事録またはメモ」のうち、

「いわゆる検討会議の日時、場所、出席者

と議事録またはメモ」 

 

市長（職員課） 

 

不存在 

諮問日  H29.5.8 

 

答申日  H29.9.4 

答申内容  

実施機関の決定は、妥

当である 

 

裁決日  H29.9.19 

裁決内容  棄却 
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参 考 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

1 H29.4.6 H29.4.17

｢①2017年3月27日付､枚方市行政財産使用許可書の回議書とすべての添付
資料 ②①にかかわる､いわゆる検討会議の日時､場所､出席者､議事録また
はメモ｡両組合分｣のうち､①2017年3月27日付､枚方市行政財産使用許可書
の回議書とすべての添付資料
＜対象文書＞
①行政財産(枚方市職員会館)の目的外使用許可について【枚方市職員労働
組合分】(平成29年3月27日市長決裁)
②行政財産(枚方市職員会館)の目的外使用許可について【枚方市職員関係
労働組合分】(平成29年3月27日市長決裁)

部分公開
6-3

総務部
人材育成室

職員課

2 H29.4.6 H29.4.17

｢①2017年3月27日付､枚方市行政財産使用許可書の回議書とすべての添付
資料 ②①にかかわる､いわゆる検討会議の日時､場所､出席者､議事録また
はメモ｡両組合分｣のうち､②①にかかわる､いわゆる検討会議の日時､場所､
出席者､議事録またはメモ｡両組合分

不存在
※1

総務部
人材育成室

職員課

3 H29.4.6 H29.4.20

｢香里ヶ丘図書館建設業者選定審査会の議事録､選定審査委員は誰か､選考
基準･選考資料等開示できるもの全て｣のうち､｢選定審査委員は誰か､選考
基準･選考資料等開示できるもの全て｣
＜対象文書＞
①附属機関等設置構成協議書について(依頼)(平成28年12月26日決裁)
②例規審査等に関する協議について(平成29年1月4日決裁)
③香里ヶ丘図書館設計事業者選定審査会の委員選任予定者の選任基準の確
認について(平成29年3月22日決裁)
④香里ヶ丘図書館設計事業者選定審査会委員の委嘱について(平成29年3月
29日決裁)

部分公開
6-1

市駅周辺等活性化
推進部

4 H29.4.6 H29.5.19
｢香里ヶ丘図書館建設業者選定審査会の議事録､選定審査委員は誰か､選考
基準･選考資料等開示できるもの全て｣のうち､｢香里ヶ丘図書館建設業者選
定審査会の議事録｣

非公開
6-6

市駅周辺等活性化
推進部

決定期間
延長決定
H29.4.20

5 H29.4.6 H29.4.20

モニタリングシート
蔵書計画に基づく指定管理者の選定希望資料リスト及び資料選定結果(月
別)
＜対象文書＞
①枚方市立生涯学習市民センター･図書館モニタリングシート
②指定管理者制度導入図書館作成の購入希望図書リスト
③指定管理者制度導入図書館の図書納品書

公開
教育委員会
中央図書館

6 H29.4.6 H29.4.20
モニタリングシート
＜対象文書＞
枚方市立生涯学習市民センター･図書館モニタリングシート(5月･10月分)

公開
教育委員会
中央図書館

7 H29.4.17 H29.4.21
①開発行為に伴う協議についての報告書(平成22年11月30日付事務連絡)
②開発行為等に関する完了検査結果について(平成28年8月4日付事務連絡)
及び添付資料である｢土地利用計画平面図｣

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

8 H29.4.18 H29.4.21

街かどデイハウス 新たに試行期間に現在入っている2ヶ所の選定について
の評価シート
＜対象文書＞
プレゼンテーション､ヒアリング及び書面審査採点表(平成28年度枚方市街
かどデイハウス事業者選定部会)

部分公開
6-7

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

9 H29.4.28 H29.5.10

｢介護予防ポイント事業(ひらかた生き生きマイレージ)平成27年度;28年度
の実績と高齢者居場所の内容についてわかるもの(要項)｣のうち､｢介護予
防ポイント事業(ひらかた生き生きマイレージ)平成27年度;28年度の実績｣
＜対象文書＞
①平成27年度介護予防ポイント事業報告
②平成28年度介護予防ポイント事業報告
③平成27年度介護予防ポイント事業決算書
④平成28年度介護予防ポイント事業決算書

公開
長寿社会部

地域包括ケア推進
課

10 H29.4.28 H29.6.12
｢介護予防ポイント事業(ひらかた生き生きマイレージ)平成27年度;28年度
の実績と高齢者居場所の内容についてわかるもの(要項)｣のうち｢高齢者居
場所の内容についてわかるもの(要項)｣

不存在
※2

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

決定期間
延長決定
H29.5.10

11 H29.4.28 H29.5.9
公園等春期剪定作業委託(中部A地区)に係る金入り設計書
公園等春期剪定作業委託(北部B地区)に係る金入り設計書

部分公開
6-7

土木部
公園みどり推進室

12 H29.5.1 H29.5.10
コンビニ設置AED管理台帳
個人情報及び印影を除く

公開
健康部

健康総務課

13 H29.5.1 H29.5.12

(平成28年度リフレッシュ整備事業)牧野長尾線舗装修繕工事の設計書
(平成28年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事の設計書
＜対象文書＞
設計書(金入り設計書)､特記仕様書

部分公開
6-7

土木部
道路河川補修課

14 H29.5.1 H29.5.15
次の工事に係わる金入り設計書及び特記仕様書
長尾小学校公共下水道汚水切替工事

部分公開
6-7

教育委員会
管理部

教育環境整備室

15 H29.5.1 H29.5.11
次の各工事に係わる金入り設計書及び特記仕様書
①公共下水道第32工区長尾元町6丁目地区他汚水管布設工事
②公共下水道第106工区楠葉並木2丁目地区他汚水管布設工事

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
汚水整備課

１．情報公開の請求の内容等
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

16 H29.5.2 H29.5.15
｢第４回さくらマルシェ｣の後援名義使用承認申込書
＜対象文書＞
後援名義使用承認申込書(平成29年2月10日付け総務第○○号)

部分公開
6-1
6-3

総務部
総務管理課

17 H29.5.10 H29.5.24

添付資料(写真･地図)にある市立禁野保育所フェンスに設置されている横
幕①②の許可
＜対象文書＞
禁野保育所への横断幕取り付けについて(依頼)(平成28年5月11日決裁)

公開
市立ひらかた病院

事務局
総務課

18 H29.5.10 H29.6.23

平成28年度緊急通報サービス報告書
枚方市緊急通報システム(地域包括ケア推進課)業務委託計算書(平成28年
度)
通報受信データ 枚方市(平成28年度)
廃止一覧(平成28年度)

部分公開
6-1
6-3

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

決定期間
延長決定
H29.5.22

19 H29.5.10 H29.6.23

平成28年度
月別通報装置 設置台数増減一覧表
通報装置撤去理由が本人死亡の場合､本人死亡日､死亡確認日､確認方法､通
報装置回収日､回収方法を記載した資料

不存在
※3

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

決定期間
延長決定
H29.5.22

20 H29.5.12 H29.5.24

次の各路線の平成29年度路線価格算定表
○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､
○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､
○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､
○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○､○○

公開
財務部
税務室
資産税課

21 H29.5.15 H29.5.19

平成28年度､平成29年度委託契約書及び支出に係る全ての書類
平成28年度犬猫出入表
＜対象文書＞
①平成28年度動物の保管等業務委託契約書
②平成29年度動物の飼養保管等業務委託契約書
③動物の保管等業務に係る委託料の積算について(通知)(28.3.18収受保衛
食第1272号)
④動物の飼養保管等業務に係る委託料の積算について(通知)(29.3.27収受
保衛食第1232号)
⑤動物の保管処分等委託料(上半期分)支出命令書(平成28年度)
⑥動物の保管処分等委託料(下半期分)支出命令書(平成28年度)
⑦犬出入表(平成28年度)
⑧猫出入表(平成28年度)

公開
保健所

保健衛生課

22 H29.5.19 H29.6.2

添付資料(写真)にある案内用図記号エスカレータ用､授乳室用に係る根拠
となる文書
＜対象文書＞
市立枚方市民病院改築工事(新病院建築工事)の次の公文書
①サイン配置･リスト(設計図)
②誘導サイン(施工図)
③ピクトサイン一般(施工図)

公開
市立ひらかた病院

事務局
総務課

23 H29.5.22 H29.5.31

子ども食堂の実績(H28/10～H29/3)に関する書類
＜対象文書＞
｢平成28年度子どもの居場所づくり推進事業補助金確定額一覧｣及び平成28
年度の各実施団体における｢平成28年度子どもの居場所づくり推進事業収
支決算書｣

公開
子ども青少年部
子ども青少年政策

課

24 H29.5.24 H29.6.2
平成28年度 急傾斜地除草委託に係る金入設計書
平成27年度 急傾斜地除草委託に係る金入設計書
平成28年度 準用河川八田川他除草委託に係る金入設計書

部分公開
6-7

土木部
道路河川補修課

25 H29.5.24 H29.6.2 準用河川八田川他除草委託(平成27年度分) 金入設計書
部分公開

6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

26 H29.5.26 H29.6.9

別紙､国家規格に係る(写真参照)
①案内図記号｢お手洗｣看板に掲示あるAの｢図記号｣の根拠となる文書
②案内用図記号の｢お手洗｣標識看板に｢トイレ｣表示の張紙を付ける根拠と
なる文書

不存在
※4

福祉部
福祉総務課

27 H29.5.26 H29.6.9
職員会館における組合事務所使用について(平成28年5月31日付総務部)の
文書作成における打合せ会等の議事録及びメモといっさいの配布資料

不存在
※5

総務部
人材育成室

職員課

28 H29.6.2 H29.6.16
･H28年度卒業生進路先一覧表(平成29年3月31日現在)
･平成28年度進路指導まとめ(19校分)

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

29 H29.6.7 H29.6.12
鏡伝池緑地管理棟防災設備点検委託に係る点検結果報告書(平成28年8月16
日分､平成29年2月14日分)

部分公開
6-1

土木部
公園みどり推進室
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

30 H29.6.8 H29.6.21

｢①前記の報道にある大阪府警と取り交わした協定書そのもの｣
｢②協定書締結の過程で自治体内部で作成された文書(会議の議事録､報告
書面､決裁書面など)｣
｢③協定書締結の過程で大阪府警との間でやりとりした文書(大阪府警担当
者からの連絡文書･メール､自治体担当者からの連絡文書･メール､そのほか
大阪府警から提出された資料など)｣
｢④そのほか協定書に関して保管する文書｣のうち､
｢①前記の報道にある大阪府警と取り交わした協定書そのもの｣
｢②協定書締結の過程で自治体内部で作成された文書(会議の議事録､報告
書面､決裁書面など)｣
＜対象文書＞
｢枚方市無線通信式防犯カメラ運用管理に関する協定書｣
｢枚方市無線通信式防犯カメラ運用管理に関する細部事項確認書｣
｢枚方警察署･交野警察署との枚方市無線通信式防犯カメラ運用管理に関す
る協定の締結について(平成27年3月9日付決裁)｣

公開
市民安全部
危機管理室

31 H29.6.8 H29.6.21

｢①前記の報道にある大阪府警と取り交わした協定書そのもの｣
｢②協定書締結の過程で自治体内部で作成された文書(会議の議事録､報告
書面､決裁書面など)｣
｢③協定書締結の過程で大阪府警との間でやりとりした文書(大阪府警担当
者からの連絡文書･メール､自治体担当者からの連絡文書･メール､そのほか
大阪府警から提出された資料など)｣
｢④そのほか協定書に関して保管する文書｣のうち､
｢③協定書締結の過程で大阪府警との間でやりとりした文書(大阪府警担当
者からの連絡文書･メール､自治体担当者からの連絡文書･メール､そのほか
大阪府警から提出された資料など)｣
｢④そのほか協定書に関して保管する文書｣

不存在
※6

市民安全部
危機管理室

32 H29.6.14 H29.6.20 枚方市税条例施行規則の様式登録内容に関する決裁 公開
財務部
税務室
資産税課

33 H29.6.16 H29.6.23
次の委託に係る設計書(金入り)
春日受水場～津田低区配水場間送水管基本設計委託

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
上水道整備室
上水道工務課

34 H29.6.16 H29.6.28

次の各設計業務に係わる金入り設計書
①公共下水道津田南町2丁目地区汚水管実施設計委託
②公共下水道津田駅前2丁目地区汚水管実施設計委託
③公共下水道春日野2丁目地区汚水管基本設計委託
④公共下水道野村元町地区汚水管実施設計委託

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
汚水整備課

35 H29.6.16 H29.6.28

平成28年度子どもの居場所づくり推進事業の検証と改善に関する書類(添
付資料を除く)
＜対象文書＞
平成29年度枚方子どもの居場所づくり推進事業について(平成29年1月31日
決裁)

公開
子ども青少年部
子ども青少年政策

課

36 H29.6.20 H29.7.4
別紙､写真､地図にある春日公園内にある遊具設備に係る全ての文書
＜対象文書＞
春日公園 公園台帳〈遊具設備〉

公開
土木部

公園みどり推進室
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

38 H29.6.23 H29.7.7

｢平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者の選考について
(1)本件募集選考･第12圏域の整備事業候補者である社会福祉法人松樹会
(代表者理事長中村猛氏)にかかる以下提出書類一切(添付資料がある場合
はこれも含む)
･平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者選考申込書
･地域密着型サービス整備事業計画書(概要)
･定期巡回･随時対応型訪問介護看護整備事業計画書(概要)
･地域密着型サービス整備事業計画書(①～⑧)
･地域密着型サービス整備関係課 事前相談記録(①～⑰)
･整備資金計画書
･法人及び代表者の納税証明書
･地元調整の状況
･誓約書
･用地取得に関する確約書
(2)本件募集選考･第12圏域の整備事業候補者である社会福祉法人松樹会選
考にかかる枚方市介護保険施設等整備審議会の議事録等選考プロセスが分
かる資料一切
(3)その他関連資料一切｣
のうち､｢定期巡回･随時対応型訪問介護看護整備事業計画書(概要)｣

不存在
※7

長寿社会部
長寿社会総務課

39 H29.6.26 H29.7.10

｢今年度○○の集会への後援名義使用の不承認についての①決裁文書なら
びに②検討資料(市民の声なども)③その他全ての文書｣のうち､①決裁文書
＜対象文書＞
後援名義の使用の不承認について(平成29年6月23日決裁)

部分公開
6-1

総務部
総務管理課

40 H29.6.26 H29.7.10
｢今年度○○の集会への後援名義使用の不承認についての①決裁文書なら
びに②検討資料(市民の声なども)③その他全ての文書｣のうち､②検討資料
(市民の声なども及び③その他全ての文書

不存在
※8

総務部
総務管理課

41 H29.6.26 H29.7.7
｢市税リポートひらかた｣創刊号から現在まで
＜対象文書＞
｢市税リポートひらかた｣創刊号から第13号まで

部分公開
6-1

財務部
税務室
税制課

42 H29.7.11 H29.7.21
居宅､木造瓦葺平家建､床面積○○㎡の建物(家屋番号○○)
所在:枚方市○○町○○ 昭和○○年○○月○○日新築◎家屋調査表

非公開
6-1
6-2

財務部
税務室
資産税課

平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者の選考について
(1)本件募集選考･第12圏域の整備事業候補者である社会福祉法人松樹会
(代表者理事長中村猛氏)にかかる以下提出書類一切(添付資料がある場合
はこれも含む)
･平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者選考申込書
･地域密着型サービス整備事業計画書(概要)
･地域密着型サービス整備事業計画書(①～⑧)
･地域密着型サービス整備関係課 事前相談記録(①～⑰)
･整備資金計画書
･法人及び代表者の納税証明書
･地元調整の状況
･誓約書
･用地取得に関する確約書
(2)本件募集選考･第12圏域の整備事業候補者である社会福祉法人松樹会選
考にかかる枚方市介護保険施設等整備審議会の議事録等選考プロセスが分
かる資料一切
(3)その他関連資料一切
＜対象文書＞
平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者の選考に係る次の文書
①社会福祉法人松樹会が提出した次の書類
･平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者選考申込書
･地域密着型サービス整備事業計画書(概要)
･地域密着型サービス整備事業計画書
･地域密着型サービス整備関係課 事前相談記録
･整備資金計画書
･法人及び代表者の納税証明書
･地元調整の状況
･誓約書
･用地取得に関する確約書
②平成27年度第1回枚方市介護保険施設等整備審議会議事録
③平成27年度第2回枚方市介護保険施設等整備審議会議事録
④平成27年度第3回枚方市介護保険施設等整備審議会議事録
⑤平成27年度第4回枚方市介護保険施設等整備審議会議事録
⑥平成27年度地域密着型サービス整備事業候補者の選考にかかる経過と審
議の概要について
⑦評価得点明細
⑧委員採点シート

37
長寿社会部

長寿社会総務課
H29.6.23 H29.7.7

部分公開
6-1
6-3
6-7
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

44 H29.7.21 H29.8.3
殿山第一小学校､中宮北小学校､高陵小学校､小倉小学校､第一中学校におけ
るボーリング図

部分公開
6-1

教育委員会
管理部

教育環境整備室

45 H29.8.4 H29.8.16
H30年度小学校用教科用図書(道徳)採択に係る教科書の閲覧に関するアン
ケート及び各小学校における調査報告書

公開

教育委員会
学校教育部
教育推進室
教育指導課

46 H29.8.10 H29.8.16
平成27年4月26日執行の枚方市議会議員選挙における選挙運動費用収支報
告書の要旨

公開 選挙管理委員会

47 H29.8.21 H29.9.4

｢枚方市長の公用車記録 H29 8/1～H29 8/21まで｣
＜対象文書＞
公用車(大阪302ゆ53-01)
運行日誌(平成29年8月2日､4日､5日､7日､8日､10日､11日､17日～21日)

公開
市長公室
秘書課

48 H29.8.21 H29.9.1
公共下水道招提大谷1丁目マンホールポンプ設置工事(H27年度)
設計積算内訳明細

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
汚水整備課

49 H29.8.22 H29.9.5

○○における有害物質の使用等履歴のわかる資料
＜対象文書＞
①枚方市○○町○○外土地利用履歴等調査(Phasel)報告
(自主調査結果報告書(平成29年3月15日収受 環指第○○号)の添付書類)
②有害物質使用状況報告書
(平成15年5月1日収受 環公セ第○○-○○号､平成16年5月31日収受 環公セ
第○○-○○号､平成17年4月25日収受 環公セ第○○-○○号､平成18年4月
13日収受 環公セ第○○-○○号､平成19年4月6日収受 環公セ第○○-○○
号､平成20年4月7日収受 環公セ第○○-○○号､平成21年4月13日収受 環公
セ第○○-○○号､平成22年4月6日収受 環公セ第○○-○○号､平成23年4月
11日収受 環公セ第○○-○○号､平成24年4月4日収受 環公セ第○○-○○
号､平成25年4月10日収受 環公セ第○○-○○号)
③ほう素等3物質の使用等の状況に関する報告書
(平成14年2月26日収受 環公導第○○号)
④有害物質等使用状況調査票･有機塩素化合物使用状況調査票
(平成7～13年度分)
⑤有害物質等の貯蔵状況及び災害時の公害防止対策に関する調査票
(平成6年度分)
⑥特定施設使用届出書
(昭和48年8月25日収受 淀上使第○○号)
⑦産業廃棄物処理方法届出書
(昭和47年6月26日収受)
⑧工場等廃止届出書
(昭和62年1月20日環公審第○○-○○号)

部分公開
6-1
6-3

環境部
環境指導課

決定期間
延長決定
H29.8.1

教育委員会
中央図書館

H29.8.17 公開43

･枚方市立図書館第2次グランドビジョン
･枚方市立図書館蔵書計画の策定について
･枚方市立図書館高価本選定会議実施要領の制定について
･枚方市立図書館高価本選定会議実施要領
･枚方市新行政改革大綱
･枚方市行政改革実施プラン
･平成26年度市政運営方針(要旨)
･生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的･効果的な管理運営につ
いて(方針)(平成26年8月18日)
･生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度の導入に向けた進
捗状況について(8月27日､教育委員会協議会)
･生涯学習施設と図書館の複合施設等への指定管理者制度の導入に向けた
進捗状況について(8月29日､文教委員協議会)
･生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度の導入について(方
針決裁 11月4日､教育長決裁)
･生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度の導入について(11
月21日､教育委員会協議会)
･生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度の導入について(11
月26日､文教委員協議会)
･市立図書館の運営について(平成27年5月29日､教育委員会協議会)
･枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について(6月26日､教委協議会)
･枚方市立生涯学習市民センター･図書館指定管理者選定委員会への諮問に
ついて(7月30日､教育委員会定例会)
･枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について(9月29日､教委定例会)
･枚方市立蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館及び牧野生涯学習市民セ
ンター･牧野図書館の指定候補者選定の答申について(10月23日､教委定例
会)
･議会の議決事項(枚方市立蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館及び牧
野生涯学習市民センター･牧野図書館の指定管理者の指定について)の意思
決定について(11月19日､教育委員会定例会)
･枚方市立図書館第3次グランドビジョン(平成28年3月)
･議会の議決事項(枚方市立図書館条例の一部改正について)の意思決定に
ついて(平成29年5月24日､教育委員会定例会)
･生涯学習施設･図書館複合6施設への指定管理者制度導入について(5月24
日､教育委員会協議会)
･枚方市立生涯学習市民センター･図書館指定管理者選定委員会への諮問に
ついて(7月24日､教育委員会定例会)
･香里ヶ丘図書館の建替えについて(平成28年11月22日､教委協議会)
･香里ヶ丘図書館の建替えについて(平成29年2月13日､教委協議会)
･香里ヶ丘図書館建替え基本計画の策定について(3月13日､教委定例会)
･枚方市立図書館業務マニュアル

H29.7.18
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

50 H29.8.25 H29.9.8
平成28年度第1回市債権回収対策委員会会議録とすべての配布資料
平成28年度第2回市債権回収対策委員会会議録とすべての配布資料
平成29年度第1回市債権回収対策委員会会議録とすべての配布資料

部分公開
6-6

財務部
税務室

債権回収課

審査請求
H29.12.6
(取下げ)

51 H29.8.29 H29.9.11

2017年3月～7月の蹉跎･牧野図書館･生涯学習市民センターの業務報告書
＜対象文書＞
蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館 平成28年度3月度から29年度7月度
月例報告
牧野生涯学習市民センター･牧野図書館 平成28年度3月度から29年度7月度
月例報告

部分公開
6-1

産業文化部
文化生涯学習室

52 H29.8.30 H29.9.13

｢議場コンサートの企画書と参加人数と本当に切符を買って入場された方
の人数｣
＜対象文書＞
①平成29年度文化芸術事業 事業概要
②アンケート集計表

公開
産業文化部

文化生涯学習室

53 H29.9.1 H29.9.14 分館別貸出冊数(平成28年度以降) 公開
教育委員会
中央図書館

54 H29.9.4 H29.9.12

①17年6月29日付｢職員会館の目的外使用許可について｣の回議書とすべて
の添付資料②17年7月19日付､①に同じ｡③17年8月8日付､｢職員会館の使用
許可条件以外の使用について｣の回議書とすべての添付資料｡①②③両組合
分
＜対象文書＞
①枚方市職員会館の目的外使用許可について(平成29年6月28日市長決裁)
②枚方市職員会館の目的外使用許可について(平成29年7月19日市長決裁)
③枚方市職員会館の使用許可条件以外の使用ついて(平成29年8月7日市長
決裁)

部分公開
6-1
6-3

総務部
人材育成室

職員課

55 H29.9.7 H29.9.14

枚方市○○町○○解体作業に係る届出書類一式
＜対象文書＞
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項に基づく届出
書
(平成29年度分 枚方市○○町○○解体工事)

部分公開
5-1

環境部
環境指導課

56 H29.9.11 H29.9.22

蹉跎生涯学習市民センター･図書館､牧野生涯学習市民センター･図書館の
2017年8月度月例報告書
＜対象文書＞
蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館 平成29年度8月度月例報告
牧野生涯学習市民センター･牧野図書館 平成29年度8月度月例報告

部分公開
5-1

産業文化部
文化生涯学習室

57 H29.9.21 H29.9.29
第2次蔵書計画における市立図書館の収集範囲を超える専門書等の提供の
試行にかかる回議書といっさいの添付資料

公開
教育委員会
中央図書館

58 H29.9.21 H29.9.28

①行政財産使用許可申請書(2017年1月13日付枚方市職員労働組合分及び平
成29年3月16日付自治労枚方市職員関係労働組合分)
②枚方市行政財産使用許可書(平成29年3月27日付総職第304号､平成29年3
月27日付総職第305号)

部分公開
5-1
5-3

総務部
人材育成室

職員課

59 H29.9.28 H29.10.12
サダ西小学校給食調理場建て替え工事設計委託 金入り設計書
香里小学校増築･長寿命化改修工事設計委託 金入り設計書

部分公開
5-7

教育委員会
管理部

教育環境整備室

60 H29.10.5 H29.10.19

｢平成27年(ネ)第536号不当利得返還請求控訴事件 公共施設部･施設整備室
兼松氏 裁判の弁護士費 裁判費用の請求書及び出張費用｣のうち､弁護士費
裁判費用の請求書
＜対象文書＞
大阪地方裁判所平成24年(ワ)第12330号不当利得返還請求事件､大阪高等裁
判所平成27年(ネ)第536号同控訴事件､同年(ネ)第1589号同附帯控訴事件に
係る次の書類
①請求書(着手金分)
②請求書(報酬金分)
③請求書(印紙代､郵券代分)

部分公開
5-3

総務部
コンプライアンス

推進課

61 H29.10.5 H29.10.19

｢平成27年(ネ)第536号不当利得返還請求控訴事件 公共施設部･施設整備室
兼松氏 裁判の弁護士費 裁判費用の請求書及び出張費用｣のうち､出張費用
＜対象文書＞
大阪地方裁判所平成24年(ワ)第12330号不当利得返還請求事件､大阪高等裁
判所平成27年(ネ)第536号同控訴事件､同年(ネ)第1589号同附帯控訴事件に
係る裁判に出廷等するために職員がした出張の旅費等一覧表

公開
教育委員会

管理部
教育環境整備室

62 H29.10.6 H29.10.19

｢添付資料(写真)ある逃げた鳥･猫･犬を探す広告ポスター(私製)に係る①
ポスター受付記録②保健所内に掲出した各ポスターの掲出許可又公有財産
使用許可｣のうち､①の一部について
＜対象文書＞
迷い犬等管理台帳

部分公開
5-1

保健所
保健衛生課

63 H29.10.6 H29.10.20
添付資料(写真)ある逃げた鳥･猫･犬を探す広告ポスター(私製)に係る①ポ
スター受付記録②保健所内に掲出した各ポスターの掲出許可又公有財産使
用許可のうち①の一部について

不存在
※9

保健所
保健衛生課

64 H29.10.6 H29.10.20
添付資料(写真)ある逃げた鳥･猫･犬を探す広告ポスター(私製)に係る①ポ
スター受付記録②保健所内に掲出した各ポスターの掲出許可又公有財産使
用許可のうち②について

不存在
※10

保健所
保健衛生課
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65 H29.10.11
枚方市立蹉跎保育所民営化による社会福祉法人三矢ゆりかご保育園の民営
化応募に係る書類一式(平成21年度募集)

子ども青少年部
子育て支援室
子育て事業課

取下げ

66 H29.10.13 H29.10.23

○○町○○の周辺半径1km内の井戸情報(所在地･利用用途)
のうち､保健衛生課所管分
＜対象文書＞
環境衛生営業台帳

部分公開
5-1

保健所
保健衛生課

67 H29.10.13 H29.10.23

○○町○○の周辺半径1km内の井戸情報(所在地･利用用途)
のうち､環境指導課所管分
＜対象文書＞
井戸関係対象施設情報(平成28年3月31日現在)
(枚方市公害防止条例に基づく揚水施設のうち､設置場所､採取目的に限る)

部分公開
5-1

環境部
環境指導課

68 H29.10.13 H29.10.27

広報ひらかた10月号ページ25に掲示の記事｢犬の鳴き声に注意を｣に係る1)
犬の鳴き声や臭いで近所に迷惑をかけていることを示すデータ(資料)､
2)1)で困っている､そして我慢をしていることを示すデータ(資料)､3)その
他犬の鳴き声､臭いに関する法的根拠となる文書についてそれぞれ資料
(データ) 個人情報と印影を除く
＜対象文書＞
平成27･28･29年度犬苦情相談受付一覧表(内容分類が鳴き声及び脱糞のも
のに限る)
平成29年度 苦情相談受付票(犬)(№○○､№○○､№○○､№○○､№○○､
№○○､№○○､№○○､№○○､№○○､№○○､№○○､№○○､№○○､№
○○､№○○分)

公開
保健所

保健衛生課

69 H29.10.18 添付資料(写真･地図)にある掲示板AとBの設置許可に係る全ての文書
上下水道局

上下水道経営部
給排水管理課

取下げ

70 H29.10.19 H29.10.31

市が平成27年1月25日に行った再調査にかかった費用のわかるもの
平成27年(ネ)第536号不当利得返還請求控訴事件に係わる物
＜対象文書＞
修理契約書(件名：樟葉南小学校渡廊下2階床シート修理 契約日：平成27
年1月9日)

部分公開
5-3

教育委員会
管理部

教育環境整備室

71 H29.11.2 H29.11.14 私道の市道化促進に関する要綱(平成5年4月13日制定 枚方市要綱第24号) 公開
土木部

道路河川管理課

72 H29.11.6 H29.11.20

枚方市○○町･野村不動産(株)建築特定建設作業実施届出書一式(枚方市○
○町○○､○○､○○､○○､○○)
＜対象文書＞
枚方市○○町○○､○○､○○､○○､○○において共同住宅建設に伴う特定
建設作業実施届出書一式(平成28･29年度分)

部分公開
5-1
5-3

環境部
環境指導課

73 H29.11.9 H29.11.20
市税リポートひらかた(2017年9月号)
＜対象文書＞
｢市税リポートひらかた｣第14号

公開
財務部
税務室
税制課

74 H29.11.9 H29.11.24
｢2017年9月29日市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会の案件とすべ
ての配布資料､会議録｣の内､｢2017年9月29日市立保育所民営化に係る運営
法人選定審査会の案件とすべての配布資料｣

部分公開
5-6

子ども青少年部
子育て支援室
子育て事業課

75 H29.11.9 H29.12.22
｢2017年9月29日市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会の案件とすべ
ての配布資料､会議録｣の内､｢2017年9月29日市立保育所民営化に係る運営
法人選定審査会の会議録｣

部分公開
5-6

子ども青少年部
子育て支援室
子育て事業課

決定期間
延長決定
H29.11.24

76 H29.11.10 H29.11.20
中宮小学校､山田小学校､山田東小学校､交北小学校､中宮中学校､山田中学
校におけるボーリング柱状図

部分公開
5-1

教育委員会
管理部

教育環境整備室

77 H29.11.13 H29.11.27
くらわんカーニバルの費用に関する書類
業者名､契約金､保険など

不存在
※11

産業文化部
産業振興室
賑わい交流課

78 H29.11.16 H29.11.29
枚方市道の瑕庇による交通事故(単独事故)における
①枚方市と被害者の過失割合を決定する基準書
②過去5年間の事故状況と過失割合(決定)一覧

不存在
※12

土木部
道路河川管理課

79 H29.11.24 H29.12.4

｢大阪府国民健康保険の運営方針の策定に係る意見聴取についての回議書
といっさいの添付資料｣
＜対象文書＞
｢大阪府国民健康保険運営方針の策定に係る意見聴取等の提出について｣
(平成29年11月13日決裁 添付資料を含む)

公開
健康部

国民健康保険室

80 H29.11.24 H29.12.7 風輪(第1号から第41号まで)
部分公開

5-1

教育委員会
管理部

教育総務課

81 H29.12.1 H29.12.6

｢わくわく｣と｢愛の家｣収支決算書(H28年度)及び現地調査書の結果(H28年
度)
＜対象文書＞
①平成28年度収支決算書(街かどデイハウス枚方市駅前わくわく)
②平成28年度収支決算書(街かどデイハウス愛の家)
③平成28年度現地調査の結果について(街かどデイハウス枚方市駅前わく
わく)
④平成28年度現地調査の結果について(街かどデイハウス愛の家)

公開
長寿社会部

地域包括ケア推進
課
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82 H29.12.1 H29.12.7

①H20年度～H30年度まで 施設整備にかかる要望書(市内小･中学校校長会)
及び各小学･中学校単位の要望書②H19年度～H31年度までの小･中学校洋式
トイレの普及率(各小中学校単位)のうち､②H19年度～H29年度までの小･中
学校洋式トイレの普及率(各小中学校単位)

不存在
※13

教育委員会
管理部

教育環境整備室

83 H29.12.1 H29.12.15

①H20年度～H30年度まで 施設整備にかかる要望書(市内小･中学校校長会)
及び各小学･中学校単位の要望書②H19年度～H31年度までの小･中学校洋式
トイレの普及率(各小中学校単位)のうち､①H20年度～H30年度まで 施設整
備にかかる要望書(市内小･中学校校長会)及び各小学･中学校単位の要望書
＜対象文書＞
平成27年度～平成30年度までの施設整備にかかる要望書

部分公開
5-1

教育委員会
学校教育部
教育推進室
教育指導課

84 H29.12.1 H29.12.15

①H20年度～H30年度まで 施設整備にかかる要望書(市内小･中学校校長会)
及び各小学･中学校単位の要望書②H19年度～H29年度までの小･中学校洋式
トイレの普及率(各小･中学校単位)のうち､平成20年度～平成26年度までの
施設整備にかかる要望書(市内小･中学校校長会)及び各小学･中学校単位の
要望書

不存在
※14

教育委員会
学校教育部
教育推進室
教育指導課

85 H29.12.1 H29.12.14

ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会及び幹事会の会議録(平成29年度
第1､第2回)とすべての配布資料(平成29年度第1回､第2回分)
＜対象文書＞
①平成29年度第1回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会幹事会会議録､
配付資料(資料1～5､計画書)
②平成29年度第1回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会会議録､配付資
料(資料1～6､計画書)
③平成29年度第2回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会幹事会会議録､
配付資料(資料1～3)
④平成29年度第2回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会会議録､配付資
料(資料1～5)

公開
長寿社会部

長寿社会総務課

86 H29.12.7 H30.1.17

平成30年度から平成34年度 枚方市自転車駐車場指定管理者公募提案書(株
式会社ダイゾー､公益社団法人枚方市シルバー人材センター分)※添付資料
については､【株式会社ダイゾー分】指定申請に関する誓約書､スタッフマ
ニュアル､障害者雇用状況報告書､公正採用選考人権啓発推進員異動報告
書､個人情報保護基本方針･基本規定､情報セキュリティ基本方針･基本規
定､特定個人情報保護基本方針･取扱規定､各駐輪場利用別配置とスタッフ
配置計画､【公益社団法人枚方市シルバー人材センター分】指定申請に関
する誓約書､とする｡

部分公開
5-1
5-3

土木部
交通対策課

決定期間
延長決定
H29.12.22

87 H29.12.8 H29.12.19

①香里ヶ丘図書館からの建て替え要望書(H19年～H29年までの間)②市内
小･中学校の洋式トイレ化の進捗状況についての資料(H19年～H29年まで､1
年度に改装された数について(各学校単位))のうち､②市内小･中学校の洋
式トイレ化の進捗状況についての資料(H19年～H29年まで､1年度に改装さ
れた数について(各学校単位))

不存在
※15

教育委員会
管理部

教育環境整備室

88 H29.12.8 H29.12.22

①香里ヶ丘図書館からの建て替え要望書(H19年～H29年までの間)②市内
小･中学校の洋式トイレ化の進捗状況についての資料(H19年～H29年まで､1
年度に改装された数について(各学校単位))のうち､①香里ヶ丘図書館から
の建て替え要望書(H19年～H29年までの間)

不存在
※16

教育委員会
中央図書館

89 H29.12.15 H29.12.28

平成29年11月29日東香里元町自治会への説明会会議録
平成26･27･28年度の東香里分室の人件費を含めて経費のわかるもの
＜対象文書＞
①東香里元町自治会への説明会(平成29年11月26日)会議記録
②図書館施設の光熱水費一覧
③平成28年度契約書写し(東香里分室に係るもの)

部分公開
5-3

教育委員会
中央図書館

90 H29.12.25 H30.1.9

平成29年6月30日開催の枚方市立生涯学習市民センター･図書館指定管理者
選定委員会の会議録 ※添付資料含む
＜対象文書＞
①第1回 枚方市立蹉跎･牧野生涯学習市民センター･図書館指定管理者選定
委員会､枚方市立御殿山･菅原生涯学習市民センター･図書館指定管理者選
定委員会､枚方市立楠葉･津田生涯学習市民センター･図書館指定管理者選
定委員会 会議録(平成29年6月30日(金)開催)
②枚方市立蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館及び牧野生涯学習市民
センター･牧野図書館指定管理者募集要項(案)
③枚方市立蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館及び牧野生涯学習市民
センター･牧野図書館管理運営業務基本仕様書(案)
④枚方市立御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館及び菅原生涯学習
市民センター･菅原図書館指定管理者募集要項(案)
⑤枚方市立御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館及び菅原生涯学習
市民センター･菅原図書館管理運営業務基本仕様書(案)
⑥枚方市立楠葉生涯学習市民センター･楠葉図書館及び津田生涯学習市民
センター･津田図書館指定管理者募集要項(案)
⑦枚方市立楠葉生涯学習市民センター･楠葉図書館及び津田生涯学習市民
センター･津田図書館運営業務基本仕様書(案)

公開
教育委員会
中央図書館

91 H29.12.28 H30.1.10
①市･府民税申告書の収受方法について
②市民会館 申告受付レイアウト(案)
③第2会議室 申告受付レイアウト(案)

公開
財務部
税務室
市民税課

92 H29.12.28 H30.1.11

平成28年度に支払った民生委員協議会､日本赤十字社､共同募金会事務補助
金に係る実績報告書及びその関係書類
＜対象文書＞
①事業完了報告書の提出について
②民生委員協議会･日本赤十字社･共同募金会事務補助金交付要綱

部分公開
5-3

福祉部
福祉総務課
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93 H30.1.9 H30.1.22

枚方市立生涯学習市民センター･図書館指定管理基本協定書(印影除く)の
うち事業計画書(写真を除く)全6館分3通
＜対象文書＞
①事業計画書(枚方市立蹉跎生涯学習市民センター･蹉跎図書館及び枚方市
立牧野生涯学習市民センター･牧野図書館)
②事業計画書(枚方市立御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館及び枚
方市立菅原生涯学習市民センター･菅原図書館)
③事業計画書(枚方市立楠葉生涯学習市民センター･楠葉図書館及び枚方市
立津田生涯学習市民センター･津田図書館)

部分公開
5-1
5-3

産業文化部
文化生涯学習室

94 H30.1.10 H30.2.8

香里ヶ丘図書館の建て替えに係る検討会議の会議録(添付資料除く)/プロ
ジェクトチーム発足以降､香里ヶ丘図書館の改装に係る関係資料
＜対象文書＞
①香里ヶ丘図書館･中央公園整備について関係部長会議(平成29年10月19日
開催)
②香里ヶ丘図書館･香里ヶ丘中央公園関係課会議(平成29年12月22日開催)

部分公開
5-7

市駅周辺等活性化
推進部

決定期間
延長決定
H30.1.24

95 H30.1.10 H30.2.8

香里ヶ丘図書館の建て替えに係る検討会議の会議録(添付資料除く)/プロ
ジェクトチーム発足以降､香里ヶ丘図書館の改装に係る関係資料
＜対象文書＞
①｢香里ヶ丘図書館建替え事業に係る関係課長会議会議録｣(平成28年3月9
日､5月9日､6月24日､7月8日､10月14日､平成29年1月13日､7月10日､9月22日
開催)
②｢香里ヶ丘図書館建替え事業に係る関係部長会議会議録｣(平成28年7月15
日､平成29年1月16日､7月13日開催)
③｢香里ヶ丘図書館･香里ヶ丘中央公園関係課会議会議メモ｣(平成29年12月
11日開催)
④｢新香里ヶ丘図書館のイメージづくり用資料｣

部分公開
5-7

教育委員会
中央図書館

決定期間
延長決定
H30.1.24

96 H30.1.12 H30.1.18
北部地区除草委託(H29-1)
北部A地区街路樹剪定委託(H29-1)
上記に係る平成29年度金入り設計書のすべて､当初分､変更分

部分公開
5-7

土木部
道路河川補修課

97 H30.1.12 H30.1.31

平成29年度発注委託
岡東中央公園及びプランター等管理委託に係る金入り設計書
御殿山･牧野駅前花壇等管理委託に係る金入り設計書
枚方市駅前花壇等管理委託に係る金入り設計書
樟葉駅前花壇等管理委託に係る金入り設計書
車塚公園管理業務委託に係る金入り設計書
関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その2)に係る金入り設計書
公園等草刈作業委託(北部A地区)に係る金入り設計書

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室

98 H30.1.12 H30.1.23 設計書(平成29年度除草作業委託(北部)分)
部分公開

5-7

上下水道局
上下水道事業部
上水道整備室

浄水課

99 H30.1.12 H30.1.24
水面廻廊樹木管理委託､北谷川他除草委託､枚方1号水路他除草委託の金入
り設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

100 H30.1.12 H30.1.26 金入り設計書｢平成29年度 楠葉台場跡史跡公園管理業務委託｣
部分公開

5-7

教育委員会
社会教育部
文化財課

101 H30.1.12
小学校の校区外からの通学を認めた事例に係るここ10年の実績と一切の資
料について

教育委員会
学校教育部

学務課
取下げ

102 H30.1.15 H30.1.26

｢街かどデイハウスの現地調査の結果の指摘内容のわかるもの10ヶ所(H28
年度)事業計画書｣
＜対象文書＞
①平成28年度現地調査チェックリスト
②平成28年度事業計画書

部分公開
5-1
5-3

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

103 H30.1.16 H30.1.29

平成29年度第3回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会と同幹事会の会
議録とすべての配布資料
＜対象文書＞
①平成29年度第3回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会及び幹事会合
同会議会議録
②配布資料
資料1 ひらかた高齢者保健福祉計画21(第7期)策定スケジュール
資料2 ひらかた高齢者保健福祉計画21(第7期)素案(案)

公開
長寿社会部

長寿社会総務課
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104 H30.1.17 H30.1.31

庁内の香里ヶ丘図書館建替え検討会議の会議録について(会議資料は不要)
＜対象文書＞
①香里ヶ丘図書館･中央公園整備について(平成29年10月19日開催)
②香里ヶ丘図書館･香里ヶ丘中央公園関係課会議(平成29年12月22日開催)
③香里ヶ丘図書館･中央公園整備について関係部長会議(平成30年1月11日
開催)

部分公開
5-7

市駅周辺等活性化
推進部

105 H30.1.17 H30.1.22

香里ヶ丘図書館建設費の国･府費の補助金申請書について
＜対象文書＞
平成29年度社会資本整備総合交付金交付申請書(通常)
平成29年度社会資本整備総合交付金地区別表(交付申請)
平成29年度都市再生整備計画事業単年度交付限度額算定表
平成29年度都市再生整備計画事業総括表

公開
都市整備部
都市計画課

106 H30.1.17 H30.1.26
中央図書館長訓告の報道発表の内容について
＜対象文書＞
職員に対する訓告について

公開
教育委員会

管理部
教育総務課

107 H30.1.17 H30.1.31

1.庁内の香里ヶ丘図書館建替え検討会議の会議録(会議資料は不要)につい
て
＜対象文書＞
･香里ヶ丘図書館建替え事業に係る関係課長会議会議録(平成28年3月9日､5
月9日､6月24日､7月8日､10月14日､平成29年1月13日､7月10日､9月22日開催)
･香里ヶ丘図書館建替え事業に係る関係部長会議会議録(平成28年7月15日､
平成29年1月16日､7月13日開催)
･香里ヶ丘図書館･香里ヶ丘中央公園関係課会議会議メモ(平成29年12月11
日開催)
2.庁内の香里ヶ丘図書館建替えに関する企画･立案書(伺)の内容について
＜対象文書＞
･平成29年第3回教育委員会定例会(3月13日開催)の案件について
3.｢香里ヶ丘図書館の建設費約7.5億円の公費の内訳及び今後の管理費用
(国･府･市費)｣のうち､建設費約7.5億円の公費の内訳
＜対象文書＞
･香里ヶ丘図書館建替え関連経費(概算)161025(28年12月補正シート用)

部分公開
5-7

教育委員会
中央図書館

108 H30.1.17 H30.1.31

｢中央図書館開館後『町づくり等』への評価について｣､｢平成28年11月以前
の香里ヶ丘図書館建替の理由が『町づくり等』であればその政策を決定す
るに至るまでの調査資料について｣及び｢『香里ヶ丘図書館建設費約7.5億
円の公費の内訳及び今後の管理費用について』のうち､今後の管理費用に
ついて｣

不存在
※17

教育委員会
中央図書館

109 H30.1.19 H30.2.2
｢枚方市立走谷保育所民営化による社会福祉法人晋栄福祉会の民営化応募
に係る書類一式(平成29年度募集 様式1から様式9及び添付18に限る)｣

部分公開
5-1
5-3

子ども青少年部
子育て支援室
子育て事業課

110 H30.1.23 H30.2.6
｢枚方市自転車駐車場指定管理者公募提案書｣(株式会社ダイゾー)に係る事
業計画書及び収支計画書

部分公開
5-1
5-3

土木部
交通対策課

111 H30.1.31 H30.2.5

平成16年12月3日付 枚方市指令都査第991-53号(変更許可)の添付図書のう
ち ①土地利用計画平面図 図面番号3-2②街区-25(1)擁壁展開図③街区-
25(2)擁壁展開図④擁壁一般図(重力式･L型擁壁一般図)⑤L型擁壁配筋図
(L-1､L-2)
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

112 H30.1.31 H30.2.9

枚方市と○○が取交した全ての文書(枚方市アダプトプログラムに係るも
の含)
＜対象文書＞
(1)回議書｢枚方市アダプトプログラムにおける合意書の締結について｣
(2)枚方市アダプトプログラムについての合意書

部分公開
5-1

環境部
環境保全課

113 H30.1.31 H30.2.6
･国有財産譲与契約書
･国有財産一覧表
･国有財産特定図面

公開
上下水道局

上下水道経営部
給排水管理課

114 H30.2.2 H30.2.9

平成29年度
公園等夏季剪定作業委託(北部A地区)に係る金入り設計書
公園等夏季剪定作業委託(北部B地区)に係る金入り設計書
公園等夏季剪定作業委託(中部A地区)に係る金入り設計書
公園等夏季剪定作業委託(中部B地区)に係る金入り設計書
公園等夏季剪定作業委託(南部B地区)に係る金入り設計書
公園等冬季剪定作業委託(南部A地区)に係る金入り設計書
公園等冬季剪定作業委託(南部B地区)に係る金入り設計書
津田･枚方公園駅前花壇等管理委託に係る金入り設計書

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室

115 H30.2.8 H30.2.27
招提大谷マンホール中継ポンプ場維持管理委託および出口汚水中継ポンプ
場他維持管理委託金入り設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

116 H30.2.9 H30.2.19
平成29年度
公園等冬期剪定作業委託(中部小規模)に係る金入り設計書
公園等冬期剪定作業委託(北部地区)に係る金入り設計書

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室
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117 H30.2.13 H30.2.27

①平成27年度と平成28年度における異議申立書と決定書(納税課分)
②平成27年度と平成28年度における異議申立のうち､訴訟に至ったものに
係る判決文(現在係争中のものを除く)
③平成27年度と平成28年度における異議申立のうち､訴訟に至ったものに
ついて､枚方市が負担している弁護士費用の額
のうち､①(平成28年度分)及び③
＜対象文書＞
①請求書(平成27年(行ウ)第509号に係る弁護士費用についてのもの)
②審査請求書(平成28年8月25日収受総コ推第85号)
③取下書(平成28年9月27日収受総コ推第125号)

部分公開
5-1
5-3

総務部
コンプライアンス

推進課

118 H30.2.13 H30.3.30

｢①平成27年度と平成28年度における異議申立書と決定書(納税課分)
②平成27年度と平成28年度における異議申立のうち､訴訟に至ったものに
係る判決文(現在係争中のものを除く)
③平成27年度と平成28年度における異議申立のうち､訴訟に至ったものに
ついて､枚方市が負担している弁護士費用の額｣のうち､｢①平成27年度と平
成28年度における異議申立書と決定書(納税課分)②平成27年度と平成28年
度における異議申立のうち､訴訟に至ったものに係る判決文(現在係争中の
ものを除く)｣
＜対象文書＞
①異議申立書(平成27年5月13日収受､平成27年6月23日収受､平成27年9月4
日収受､平成27年9月14日､平成27年9月28日収受)
②決定書(平成27年7月3日決定､平成27年7月22日決定､平成27年9月17日決
定､平成27年10月23日決定､平成27年11月6日決定)
③判決(平成29年5月25日判決･平成27年(行ウ)第509号､平成29年11月9日判
決･平成29年(行コ)第141号)

部分公開
5-1
5-3

財務部
税務室
納税課

決定期間
延長決定
H30.2.26

119 H30.2.15 H30.2.15

｢不動産公売の執行､見積価額の決定､公売公告及び公売通知書の発送につ
いて｣の決裁における｢見積価額の決定について｣
＜対象文書＞
｢見積価額の決定について｣

公開
財務部
税務室
納税課

120 H30.2.19 H30.2.27

下記の業務委託に係る金入り設計書
平成24年度 市内公園樹木管理委託(その2)
平成24年度 市内街路樹他剪定作業委託
平成25年度 公園等冬期剪定作業委託(路線2)
平成25年度 小規模公園冬期剪定作業委託
平成27年度 公園等春期剪定作業委託(中部路線)

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室

121 H30.2.19 H30.3.2

｢別紙[1]TopWORLDの看板設置に係る許可､全ての文書又占用料が判るもの
含｣[2]添付資料(写真･地図)にあるX1(用地)X2(橋)の占用許可､全ての文書
又占用料の判るものを含｣のうち､｢添付資料(写真･地図)にあるX1(用
地)X2(橋)の占用許可､全ての文書又占用料の判るもの含｣
＜対象文書＞
①位置図
②下水道占用許可更新申請書(27-3-141)
③請書(27-3-141)
④下水道占用料減免申請書(27-3-141)
⑤使用員数表
⑥工事設計図
⑦下水道占用許可書(更新)(27-3-125)
⑧許可条件(27-3-125)

部分公開
5-1

上下水道局
上下水道経営部
給排水管理課

122 H30.2.19 H30.3.2

｢別紙[1]TopWORLDの看板設置に係る許可､全ての文書又占用料が判るもの
含｣[2]添付資料(写真･地図)にあるX1(用地)X2(橋)の占用許可､全ての文書
又占用料の判るものを含｣のうち､｢[1]TopWORLDの看板設置に係る許可､全
ての文書又占用料が判るもの含｣

不存在
※18

上下水道局
上下水道経営部
給排水管理課

123 H30.2.21 H30.3.6
平成30年度
公園等草刈作業委託(南部B地区)に係る金入り設計書(代価表を除く)

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室

124 H30.2.26 H30.3.6
平成29年度
公園等冬期剪定作業委託(南部小規模)係る金入り設計書(代価表除く)

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室

125 H30.2.26 H30.3.9

公共施設マネジメント推進委員会 平成29年度 会議録(添付資料含む)
①淀川衛生事業所の緩衝緑地帯について
②中央図書館山田分室の廃止について に限る｡
＜対象文書＞
①第2回公共施設マネジメント推進委員会会議録(提出資料含む)
②第3回公共施設マネジメント推進委員会会議録(提出資料含む)
③第4回公共施設マネジメント推進委員会会議録(提出資料含む)
④第5回公共施設マネジメント推進委員会会議録(提出資料含む)
※①淀川衛生事業所の緩衝緑地帯について②中央図書館山田分室の廃止に
ついてに係る分に限る｡

部分公開
5-7

財務部
資産活用室
資産活用課

126 H30.2.27 H30.3.6
平成29年度
公園等冬期剪定作業委託(中部A地区)に係る金入り設計書(代価表除く)

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

127 H30.3.7 H30.3.16

H29年度第4回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会及び幹事会の合同会
議 会議録といっさいの添付資料
＜対象文書＞
･平成29年度第4回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会及び幹事会合同
会議会議録
･配布資料
資料1 ひらかた高齢者保健福祉計画21(第7期)策定スケジュール
資料2-1 ひらかた高齢者保健福祉計画21(第7期)(素案)についての市民意
見聴取の実施結果
資料2-2  ひらかた高齢者保健福祉計画21(第7期)(素案)についての市民意
見交換会の実施結果
ひらかた高齢者保健福祉計画21(第7期)案

公開
長寿社会部

長寿社会総務課

128 H30.3.9 H30.3.27

滞納処分(給料差押)取消等請求事件
大阪地裁平成27年(行ウ)第509号
大阪地裁･高裁判決文
＜対象文書＞
平成29年5月25日判決文(大阪地方裁判所7民事部)
平成29年11月9日判決文(大阪高等裁判所第4民事部)

部分公開
5-1

財務部
税務室
納税課

決定期間
延長決定
H30.3.23

129 H30.3.12 H30.3.26
自治会等代表者名簿(個人情報を除く)
＜対象文書＞
自治会等代表者名簿

公開
市民安全部
市民活動課

130 H30.3.13 H30.3.20 添付資料(写真･地図)にあるミラーの道路占用許可書
不存在
※19

土木部
道路河川管理課

131 H30.3.13 H30.3.20

･公園等草刈作業委託(北部A地区)
･公園等草刈作業委託(北部B地区)
･公園等草刈作業委託(中部A地区)
･公園等草刈作業委託(中部B地区)
･公園等草刈作業委託(南部A地区)
･公園等草刈作業委託(南部B地区)
･東部公園除草作業委託
･岡東中央公園他管理業務委託
･枚方市駅前花壇他管理委託
･御殿山･牧野駅前花壇等管理委託
･樟葉駅前花壇等管理委託
･津田･枚方公園駅前花壇等管理委託
･車塚公園管理業務委託
･天野川緑道管理業務委託
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その1)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その2)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その3)
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書(代価表を除く｡)

部分公開
5-7

土木部
公園みどり推進室

132 H30.3.13 H30.3.20
金入り設計書｢平成30年度 楠葉台場跡史跡公園管理業務委託｣(代価表を除
く)

部分公開
5-7

教育委員会
社会教育部
文化財課

133 H30.3.16 H30.3.28

｢別添資料(写真･地図)に記載した1)～3)項に求めている各文章｣のうち､3)
このフェンス囲いの公共施設出入口の鍵を管理している人又は委託内容が
判明出来る文書
＜対象文書＞
①鍵の保管に関する請け書

部分公開
5-1

上下水道局
上下水道事業部
給排水管理課

134 H30.3.16 H30.3.28

｢別添資料(写真･地図)に記載した1)～3)項に求めている各文章｣のうち､1)
このフェンスの囲いの公共施設の設置決裁に係る全ての文書(施設名､目
的､所有者､製作図等が判明出来る文書)､2)このフェンス囲い内の3台の花
壇/プランター､植木鉢の所有者､管理者が判明出来る文書｡更にボックス/
ケースが設置保管される許可書

不存在
※20

上下水道局
上下水道事業部
給排水管理課

135 H30.3.16 H30.3.29

｢別添資料(写真･地図)に記載した1)～3)項に求めている各文章｣のうち､1)
このフェンス囲いの公共施設の設置決裁に係る全ての文書(施設名､目的､
所有者､製作図等が判明出来る文書)､2)このフェンス囲い内の3台の花壇/
プランター､植木鉢の所有者､管理者が判明出来る文書｡更にボックス／
ケースが設置保管される許可書
＜対象文書＞
･下水道施設維持課 補修受付書 伝票№3
･執行回議書(茄子作南町他水路敷フェンス設置工事)
･位置図及び設計図
･請書(茄子作南町他水路敷フェンス設置工事)
･下水道施設維持課 補修受付書 伝票№489

部分公開
5-3

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

136 H30.3.20 H30.4.3

｢①滞納整理マニュアル②上記マニュアルの決裁文書③滞納処分(差押)決
議書 H27年分 H28年分 対象種別 イ不動産 ロ給料報酬 ハ預金 ④審査請
求書(平成28年8月25日収受総コ推第85号･公開済)に対する決定書⑤決定書
が発行されていないなら､取下書(平成28年9月27日収受総コ推第125号･公
開済)に至るまでの枚方市と請求者との交渉､話合等の経過･内容の分かる
書面｣のうち､コンプライアンス推進課所管分
＜対象文書＞
①審理手続を行う者の指名及びその通知について(平成28年9月5日市長決
裁)
②事件記録(平成28年第5号審査請求に係るもの)
③平成28年第5号審査請求の取下げに伴う手続について(平成28年9月27日
コンプライアンス推進課長決裁)

部分公開
5-1

総務部
コンプライアンス

推進課

137 H30.3.20 H30.5.2

｢①滞納整理マニュアル②上記マニュアルの決裁文書③滞納処分(差押)決
議書 H27年分 H28年分 対象種別 イ不動産 ロ給料報酬 ハ預金 ④審査請
求書(平成28年8月25日収受総コ推第85号･公開済)に対する決定書⑤決定書
が発行されていないなら､取下書(平成28年9月27日収受総コ推第125号･公
開済)に至るまでの枚方市と請求者との交渉､話合等の経過･内容の分かる
書面｣のうち､コンプライアンス推進課所管分以外
＜対象文書＞
｢滞納整理マニュアル改訂版(改訂16版/29年度)の運用について｣(平成29年
5月24日納税課長決裁)
差押執行決議書(平成27年4月27日決裁､平成27年6月3日決裁､平成27年8月
17日決裁､平成27年8月26日決裁､平成28年8月2日決裁､平成27年11月9日決
裁､平成28年2月9日決裁､平成28年4月4日決裁､平成28年7月11日決裁)
経過詳細一覧(審査請求(平成28年8月25日収受総コ推第85号)に係るも
の)(審査請求のあった日から取下げのあった日まで)

部分公開
5-1
5-7

財務部
税務室
納税課

決定期間
延長決定
H30.4.2

138 H30.3.26 H30.3.28
市税リポートひらかた(18年2月号)
＜対象文書＞
｢市税リポートひらかた｣平成30年2月 第15号

公開
財務部
税務室
税制課

139 H30.3.26 H30.4.6
市役所庁内報｢みすとらる｣2015年4月～2018年3月までの号
＜対象文書＞
庁内報｢みすとらる｣2015年6月1日発行第77号～2018年3月1日発行第88号

公開
総務部

人材育成室
人事課

140 H30.3.27 H30.4.1
｢長尾公民館耐震補強及び改修工事事業の枚方市財産区地区公共事業等交
付金交付決定通知書及び見積書｣

部分公開
5-3

財務部
資産活用室
財産管理課

不存在の理由
※1 定例の事務処理のため､特段､会議の開催を要さなかったため｡
※2 対象文書が作成途上であるため｡
※3 該当する文書は作成していないため｡
※4 作成していないため｡
※5 平成28年5月31日付文書(以下｢発出文書｣という｡)に記載すべき項目を整理した打合せ時の配布文書については､発出文書が作成された後､廃棄し
ており現存していないため｡また､当該打合せにおける議事録は作成していないため｡
※6 大阪府警とは､口頭でやりとりを行っていたため｡また､その他協定書に関して保管している文書はないため｡
※7 当該サービスの整備提案がなく､提出がなかったため｡
※8 当該文書は作成していないため｡
※9 該当するポスターの掲出依頼者から､台帳への記入を希望する申し出がなかったため｡
※10 保健所内の迷い犬等のポスターについて､許可を行わずに職員が掲出するため｡
※11 本件請求に係る保有情報｢HIRAKATAくらわんかーにばるの費用に関する書類(業者名､契約金､保険等)｣は､枚方市の管理に属していないため｡
※12 本件請求に係る文書を作成していないため｡
※13 本件請求に係る文書を作成していないため｡
※14 校長会教頭会関係綴の保存年限である3年が経過し､廃棄したため｡
※15 本件請求に係る文書を作成していないため｡
※16 香里ヶ丘図書館から､香里ヶ丘図書館の建て替えを要望した事実はなく､本件請求に係る文書を作成していないため｡
※17 (1)中央図書館開館後｢町づくり等｣への評価について…中央図書館開館後､まちづくり視点での中央図書館の評価は行っていないため
(2)平成28年11月以前の香里ヶ丘図書館建替の理由が｢町づくり等｣であればその政策を決定するに至るまでの調査資料について…平成28年11月以前に
町づくりの政策観点からの香里ヶ丘図書館建替えに係る調査を実施していないため｡
(3)｢香里ヶ丘図書館建設費約7.5億円の公費の内訳及び今後の管理費用について(国･府･市費)｣のうち､今後の管理費用について…香里ヶ丘図書館建替
えの内容は現在未確定で､また建替え後の運営体制等の詳細についても未検討であることから､管理費用の検討を行っていないため｡
※18 本件請求に係る情報については､現に保有していないため｡
※19 道路占用許可申請が無いため｡
※20 本件請求に係る情報については､現に保有していないため｡
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 回答内容等 主管課 備考

1 H29.4.20 H29.5.8

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年2月23日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年3月31日収受都調第○○-○○-○○号及び平
成29年4月3日収受都調第○○-○○-○○号～平成29年4月18日収受
都調第○○-○○-○○号)及び同協議書の添付図書である付近見取
り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成28年度受付番号○○～○
○及び平成29年度受付番号○○～○○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年3月13日収
受都調第○○-○○-○○号～平成29年4月18日収受都調第○○-○
○-○○号及び平成29年4月13日収受都調第○○-○○-○○号～平
成29年4月18日収受都調第○○-○○-○○号)の添付書類である計
画概要書､標識の設置を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

2 H29.4.25 H29.4.26

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年3月29日収受
都調第○○-○○-○○号及び平成29年4月13日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年4月18日収受都調第○○-○○-○○号)､添付
書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

3 H29.5.8 H29.5.18 下水道長寿命化計画策定業務委託の金入設計書
部分公開

6-7

上下水道局
上下水道事業部
上下水道計画課

4 H29.5.8 H29.5.16
公共下水道磯島北町地区汚水管実施設計委託
下水道管路施設耐震化実施設計業務委託
上記委託業務の金入設計書

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
汚水整備課

5 H29.5.8 H29.5.17 楠葉雨水貯留管整備実施設計委託に係る金入設計書
部分公開

6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
雨水整備課

6 H29.5.8 H29.5.17
渚東町汚水管改良工事に伴う設計委託､
楠葉朝日3丁目汚水管更生工事に伴う設計委託の金入設計書

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

7 H29.5.9 H30.5.22
淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事に係る次の文書
設計図書(特記仕様書及び図面)､設計書､工程表

部分公開
6-3
6-7

都市整備部
施設整備室

8 H29.5.9 H29.5.18
北ヶ丘合同宿舎解体工事に係る次の文書
設計図書(特記仕様書及び図面)､設計書､工程表

部分公開
6-3
6-7

上下水道局
上下水道事業部
上水道整備室

浄水課

9 H29.5.9 H29.5.16
枚方第二小学校管理棟外壁他改修工事及び香陽小学校管理棟外壁
改修他工事に係る次の文書
設計図書(特記仕様書及び図面)､設計書､工程表

部分公開
6-3
6-7

教育委員会
管理部

教育環境整備室

２．情報公開の申出の内容等
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 回答内容等 主管課 備考

北ヶ丘合同宿舎解体工事､淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工
事､枚方第二小学校管理棟外壁他改修工事､香陽小学校管理棟外壁
改修他工事､枚方消防署中宮出張所建替工事の入札に絡む資料(決
済書､契約書､価格内訳書)
＜対象文書＞
･｢北ヶ丘合同宿舎解体工事｣
(1)工事契約手続依頼書及び依頼時付属書類一式(平成28年7月依頼
分･8月依頼分)
(2)公告文(平成28年7月発注分･8月発注分)
(3)予定価格調書(平成28年7月19日分･8月17日分)
(4)回議書(入札の中止について)
(5)質疑･回答書
(6)資格審査結果･指名情報
(7)入札･見積結果情報
(8)提出書類一式
①｢入札参加資格確認申請書｣等一式書類確認票
②参加資格状況申告書
③価格内訳書
④配置予定技術者等調書
⑤監理技術者の資格者証及び講習修了証写し
⑥コリンズカルテ写し
⑦経営規模等評価結果通知書写し
⑧提出書類受領確認書
(9)入札結果情報
(10)落札結果のお知らせ及び契約手続について
(11)債務負担等内訳書
(12)監督職員通知書

(13)工事請負契約書
(14)建退共掛金収納書届
(15)保証証書
(16)契約締結回議書

･｢淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事｣
(1)工事契約手続依頼書及び依頼時付属書類一式
(2)公告文
(3)予定価格調書
(4)質疑･回答書
(5)資格審査結果･指名情報
(6)入札･見積結果情報
(7)提出書類一式
①｢入札参加資格確認申請書｣等一式書類確認票
②参加資格状況申告書
③価格内訳書
④配置予定技術者等調書
⑤監理技術者の資格者証及び講習修了証写し
⑥コリンズカルテ写し
⑦経営規模等評価結果通知書写し
⑧提出書類受領確認書
(8)入札結果情報
(9)落札結果のお知らせ及び契約手続について
(10)歳計外調定決議書
(11)監督職員通知書
(12)工事請負契約書
(13)建退共掛金収納書届
(14)納入通知書兼領収書
(15)契約締結回議書

･｢枚方第二小学校管理棟外壁他改修工事｣
(1)工事契約手続依頼書及び依頼時付属書類一式
(2)公告文
(3)予定価格調書
(4)質疑･回答書
(5)資格審査結果･指名情報
(6)入札･見積結果情報
(7)提出書類一式
①｢入札参加資格確認申請書｣等一式書類確認票
②参加資格状況申告書
③価格内訳書
④配置予定技術者等調書
⑤監理技術者の資格者証及び講習修了証写し
⑥監理技術者の国民健康保険被保険者証写し
⑦コリンズカルテ写し
⑧経営規模等評価結果通知書写し
⑨提出書類受領確認書
(8)入札結果情報
(9)落札結果のお知らせ及び契約手続について
(10)監督職員通知書
(11)工事請負契約書
(12)建退共掛金収納書届
(13)保証証書(契約保証)
(14)前払金請求書･保証証書(前払金保証)
(15)契約締結回議書

H29.5.19
部分公開

6-1
6-3

財務部
総合契約検査室

契約課
10 H29.5.9
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 回答内容等 主管課 備考

･｢香陽小学校管理棟外壁改修他工事｣
(1)工事契約手続依頼書及び依頼時付属書類一式
(2)公告文
(3)予定価格調書
(4)質疑･回答書
(5)資格審査結果･指名情報
(6)入札･見積結果情報
(7)提出書類一式
①｢入札参加資格確認申請書｣等一式書類確認票
②参加資格状況申告書
③価格内訳書
④配置予定技術者等調書
⑤監理技術者の資格者証及び講習修了証写し
⑥市民税･府民税特別徴収税額決定通知書
⑦コリンズカルテ写し
⑧経営規模等評価結果通知書写し
⑨提出書類受領確認書
(8)入札結果情報
(9)落札結果のお知らせ及び契約手続について
(10)監督職員通知書
(11)工事請負契約書
(12)建退共掛金収納書届
(13)保証証書(契約保証)
(14)前払金請求書･保証証書(前払金保証)
(15)契約締結回議書

･｢枚方消防署中宮出張所建替工事｣
(1)工事契約手続依頼書及び依頼時付属書類一式
(2)公告文
(3)予定価格調書
(4)資格審査結果･指名情報
(5)入札･見積結果情報
(6)提出書類一式
①｢入札参加資格確認申請書｣等一式書類確認票
②参加資格状況申告書
③価格内訳書
④配置予定技術者等調書
⑤監理技術者の資格者証及び講習修了証写し
⑥監理技術者の国民健康保険被保険者証写し
⑦コリンズカルテ写し
⑧経営規模等評価結果通知書写し
⑨提出書類受領確認書
(7)入札結果情報(落札決定時分･議決時分)
(8)決定通知書
(9)回議書(入札結果及び落札決定の通知について)

平成29年度包括外部監査人候補者の選定に関する､下記内容を含む
一切の文書
①包括外部監査人候補者の人数及び各候補者の氏名･資格
②包括外部監査人候補者選定の経過
③各候補者が提出した(企画)提案書
④各候補者の面談(面接)時の議事録(会議録)
⑤包括外部監査人候補者選定のための会議の議事録(会議録)
⑥包括外部監査人候補者選定の基準(評価項目･各項目の配点等)
⑦各候補者の評価点(各評価項目ごとの点数などを含む)
⑧包括外部監査人候補者として選定された者の氏名･住所･生年月
日･資格･所属･経歴･包括外部監査にかかる経験
⑨上記⑧の者を選定した理由
⑩その他､平成29年度包括外部監査人候補者の選定に関する一切の
文書

＜対象文書＞
･平成28年度第1回枚方市包括外部監査人選定審査会の開催につい
て(平成28年6月3日副市長決裁)
･平成29年度枚方市包括外部監査人候補者の選定に係る諮問につい
て(平成28年6月13日市長決裁)
･平成28年度第1回枚方市包括外部監査人選定審査会の資料の確定
及び送付について(平成28年7月1日部長決裁)
･平成29年度枚方市包括外部監査人募集要項･提案書様式の決定及
び公表について(平成28年8月16日部長決裁)
･平成28年度第2回枚方市包括外部監査人選定審査会の開催につい
て(平成28年10月11日副市長決裁)
･平成29年度枚方市包括外部監査人候補者の1次選考(書類選考)通
過者の決定について(平成28年10月31日部長決裁)
･平成28年度第3回枚方市包括外部監査人選定審査会の開催につい
て(平成28年11月11日副市長決裁)
･平成28年度第3回枚方市包括外部監査人選定審査会の資料の確定
について(平成28年12月1日部長決裁)
･平成29年度枚方市包括外部監査人候補者の確定について(平成28
年12月15日市長決裁)

11 H29.5.16 H29.5.30

部分公開
6-1
6-3
6-7

総務部
コンプライアンス

推進課

10 H29.5.9 H29.5.19
部分公開

6-1
6-3

財務部
総合契約検査室

契約課
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 回答内容等 主管課 備考

12 H29.5.17
平成23年10月17日付収受の都査開第○○号
開発行為変更許可申請書に添付の構造計算書

都市整備部
開発指導室
開発調整課

取下げ

13 H29.5.18 H29.5.31

枚方市入札監視員会議議事録(H28.11.22､H29.1.25分)
＜対象文書＞
･平成28年度第3回枚方市入札監視員会議　会議録
･平成28年度臨時枚方市入札監視員会議　会議録

部分公開
6-1

財務部
総合契約検査室

契約課

14 H29.5.30
2014年10月26日付京田辺市議団ニュースの記事の中
枚方市は穂谷での焼却施設建てかえをしないと表明されている文
書

環境部
環境総務課

取下げ

15 H29.5.31 H29.6.5

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年4月28日収受
都調第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置
を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

16 H29.6.7 H29.6.14

標識設置届出書(平成29年5月10日収受都調第○○-○○-○○号､平
成29年4月5日収受都調第○○-○○-○○号､平成29年4月12日収受
都調第○○-○○-○○号､平成29年4月10日収受都調第○○-○○-
○○号､平成29年4月18日収受都調第○○-○○-○○号から平成29
年4月11日収受都調第○○-○○-○○号まで､平成29年4月19日収受
都調第○○-○○-○○号､平成29年4月24日収受都調第○○-○○-
○○号､平成29年4月13日収受都調第○○-○○-○○号から平成29
年5月12日収受都調第○○-○○-○○号まで､平成29年6月1日収受
都調第○○-○○-○○号､平成29年5月29日収受都調第○○-○○-
○○号及び平成29年5月29日収受都調第○○-○○-○○号)並びに
添付書類である標識の設置を証する写真
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

17 H29.6.8 H29.6.21

次の各工事に係わる金入り設計書
①公共下水道第68工区サダ雨水貯留管整備工事
②公共下水道第65工区溝谷川ポンプ場整備工事(その2)
③公共下水道第61工区新安居川ポンプ場整備工事(その1)

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
雨水整備課

18 H29.6.12 H29.6.23

次の委託に係る設計書(金入り)
①田口山配水場～北山･楠葉分岐間送水管更新工事実施設計委託
(その1)
②尊延寺口径250mm配水管更新実施設計委託

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
上水道整備室
上水道工務課

19 H29.6.12 H29.6.19
①公共下水道杉4丁目地区汚水管実施設計委託
②公共下水道津田元町4丁目地区汚水管実施設計委託
上記委託業務の金入設計書

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
汚水整備課
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20 H29.6.13 H29.7.6

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料を除く)
＜対象文書＞
｢職務の執行に対する意見､要望等記録票｣(環境保全課所管分)のう
ち､枚方市議会からのもの(平成28年度分)13件

部分公開
6-1

環境部
環境保全課

決定期間
延長決定
H29.6.20

21 H29.6.13 H29.7.4

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料を除く)
＜対象文書＞
職務の執行に対する意見､要望記録票(計6枚)

部分公開
6-1
6-3

環境部
環境指導課

決定期間
延長決定
H29.6.20

22 H29.6.13 H29.7.25

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された枚方市議会議員からの要望等記録票
＜対象文書＞
枚方公園周辺の交通問題について　4件
平成28年6月29日･平成28年12月2日
平成28年12月20日･平成29年1月27日　協議分

部分公開
6-1

都市整備部
連続立体交差推進

室

決定期間
延長決定
H29.6.20

23 H29.6.13 H29.7.5

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料を除く)
＜対象文書＞
｢職務の執行に対する意見､要望等記録票｣(平成28年4月19日､5月26
日､6月6日､6月8日､7月5日､7月19日､8月5日､8月5日､8月12日､8月29
日､8月29日､9月13日､10月4日､10月5日､10月14日､10月21日､11月4
日､1月11日　受付分)

部分公開
6-1

土木部
道路河川管理課

決定期間
延長決定
H29.6.20

24 H29.6.13 H29.7.4

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料を除く)
＜対象文書＞
｢職務の執行に対する意見､要望等記録票｣(道路河川補修課所管分)
のうち平成28年度に枚方市議から提出があったもの｡

部分公開
6-1

土木部
道路河川補修課

決定期間
延長決定
H29.6.20

25 H29.6.13 H29.7.25

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料を除く)
＜対象文書＞
別紙1のとおり【別紙省略】

部分公開
6-1

土木部
公園みどり推進室

決定期間
延長決定
H29.6.20

26 H29.6.13 H29.6.27

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料除く)
＜対象文書＞
平成28年4月19日､7月5日､平成29年1月26日受付分

部分公開
6-1

上下水道局
上下水道経営部
給排水管理課

決定期間
延長決定
H29.6.20

27 H29.6.13 H29.7.5

｢職務の執行に対する意見､要望等の記録等に関する条例､同施行規
則｣に基づき記録された､枚方市議会議員からの要望等記録票(平成
28年度分)(添付資料を除く)
＜対象文書＞
職務の執行に対する意見､要望等の記録票(平成28年8月29日受付
分)

公開
上下水道局

上下水道事業部
上下水道計画課

決定期間
延長決定
H29.6.20

28 H29.6.13 H29.6.27

枚方市の､平成27年3月作成の､課税業務等のための地番･筆界等(で
きれば字界･字名)の現況図で業務委託によって作成又は更新され
たもの
土地参考図(平成27年3月作成分)

公開
財務部
税務室
資産税課

29 H29.6.14 H29.6.27
総合スポーツセンター駐車場拡張工事測量設計委託の金入り設計
書

部分公開
6-7

都市整備部
施設整備室

30 H29.6.14 H29.6.20
(平成28年度橋梁長寿命化事業)橋梁長寿命化耐震設計委託の金入
り設計書

部分公開
6-7

土木部
道路河川補修課

31 H29.6.14 H29.6.27
牧野長尾線(7工区)詳細設計委託及び
市駅周辺再整備ビジョン交通基盤整備詳細設計委託に係る金入り
設計書

部分公開
6-7

土木部
道路河川整備課

32 H29.6.14 H29.6.27 楠葉雨水貯留管整備に伴う土質調査委託に係る金入り設計書
部分公開

6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
雨水整備課
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33 H29.6.14 H29.6.23
次の委託に係る設計書(金入り)
尊延寺口径250mm配水管更新実施設計委託

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
上水道整備室
上水道工務課

34 H29.6.14 H29.6.28
①公共下水道杉4丁目地区汚水管実施設計委託
②公共下水道杉山手2丁目地区汚水管実施設計委託
上記委託業務の金入り設計書

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道整備室
汚水整備課

35 H29.6.14 H29.6.23
渚東町汚水管改良工事に伴う設計委託､楠葉朝日3丁目汚水管更生
工事に伴う設計委託の金入設計書

部分公開
6-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

36 H29.6.20 H29.6.26 枚方市コールセンター運営業務委託仕様書 公開
総合政策部
行革推進課

37 H29.6.20 枚方市○○町○○､○○､○○における土壌調査･対策に関する資料
環境部

環境指導課
取下げ

38 H29.6.22 H29.7.3

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年4月25日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年6月21日収受都調第○○-○○-○○号)及び同
協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年4月28日収
受都調第○○-○○-○○号～平成29年6月19日収受都調第○○-○
○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真
及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

39 H29.6.26 H29.7.7 枚方市駅周辺地区測量業務委託の金入設計書
部分公開

6-7
市駅周辺等活性化

推進部

40 H29.6.26 H29.7.4 磯島第4号線他測量設計委託に係る金入り設計書
部分公開

6-7
土木部

道路河川整備課

41 H29.6.28 H29.7.3

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年6月9日収受都
調第○○-○○-○○号～平成29年6月22日収受都調第○○-○○-○
○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び付
近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

42 H29.7.7 H29.7.20
自治会等代表者名簿(縦覧用)(町名､番地及び電話番号を除く)
平成29年7月11日発行分

公開
市民安全部
市民活動課

43 H29.7.10 H29.7.21

｢大峰北町2丁目･楠葉中之芝2丁目における住居表示台帳･住居表示
新旧対照表･住居表示案内図｣のうち､｢住居表示台帳及び住居表示
新旧対照表(楠葉中之芝2丁目)｣
＜対象文書＞
住居表示台帳(大峰北町2丁目･楠葉中之芝2丁目)
新旧対照表(楠葉中之芝2丁目)

部分公開
6-1

市民安全部
市民室

44 H29.7.10 H29.7.21
｢大峰北町2丁目･楠葉中之芝2丁目における住居表示台帳･住居表示
新旧対照表･住居表示案内図｣のうち､｢住居表示新旧対照表(大峰北
町2丁目)及び住居表示案内図｣

不存在
※1

市民安全部
市民室

45 H29.7.18 H29.7.25

公共･公益施設整備協議書(平成27年12月17日収受都調第○○-○○
-○○号)の添付書類である説明結果届出書のうち計画説明概要報
告書
公共･公益施設整備協議書(平成28年12月8日収受都調第○○-○○-
○○号)の添付書類である説明結果届出書のうち計画説明概要報告
書

部分公開
6-1
6-3

都市整備室
開発指導室
開発調整課

46 H29.7.18 H29.7.31

枚方市で把握している生産緑地地区の指定状況のわかるもの【農
地所在地､面積､生産緑地名称(番号)､地区指定告示日､制限解除日､
地区指定解除日等】｡
※行政文書名称､項目名称が市町村によって若干異なる場合は､同
趣旨のもの｡
※農地所在地は地区に含まれるすべての地番を希望します｡
※個人名は必要としておりません｡

公開
都市整備部
都市計画課

47 H29.7.20 H29.7.27

宅地造成に関する工事の変更許可申請書(平成25年3月29日収受都
査宅第○○-○○号)の添付書類である造成計画平面図(変更後)､造
成計画断面図(X方向)･(Y方向)(変更後)､擁壁断面配筋図-1･-2及び
擁壁展開図①(変更後)

公開
都市整備室
開発指導室
開発調整課
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48 H29.7.25

保険始期が平成28年6月1日から平成29年5月31日の間の損害保険契
約の内容が分かる以下の書類｡
①保険証券の写し｡
②当該保険契約の内容が分かる仕様書などの写し｡
補償対象
補償内容(死亡･後遺障害､入院､通院､事故当りの保険金額等)
保険料の算出基礎(人数､面積､金額など)
(個人情報は除く)

取下げ

49 H29.7.25

保険始期が平成28年6月1日から平成29年5月31日の間の損害保険契
約の内容が分かる以下の書類｡
①保険証券の写し｡
②当該保険契約の内容が分かる仕様書などの写し｡
補償対象
補償内容(死亡･後遺障害､入院､通院､事故当りの保険金額等)
保険料の算出基礎(人数､面積､金額など)
(個人情報は除く)

取下げ

50 H29.7.26 H29.8.4

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年6月29日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年7月25日収受都調第○○-○○-○○号)及び同
協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年6月22日収
受都調第○○-○○-○○号～平成29年7月19日収受都調第○○-○
○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真
及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

51 H29.7.27 H29.8.2

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年7月10日収受
都調第○○-○○-○○号～平成29年7月19日収受都調第○○-○○-
○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び
付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

52 H29.8.14

枚方市東部清掃工場に関する環境影響にかかわる
書類のうち､別紙1､2､3､4､8､10､11､12に
ついて｡(19年～29年)
その他､別紙のとおり｡【別紙省略】

取下げ
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53 H29.8.16 H29.8.21
平成29年度枚方市市民公益活動補償保険に係る賠償責任保険証券
及び仕様書
※約款及び特約を除く　※印影を除く

公開
市民安全部
市民活動課

54 H29.8.16 H29.8.29

･保険証券｢市立生涯学習市民センター等所蔵美術作品動産保険｣
平成28年度契約分
(添付書類(明細書を含む)を除く　約款及び特約を除く　個人情報
及び印影を除く)
･仕様書｢市立生涯学習市民センター等所蔵美術作品動産保険｣
平成28年度契約分(所蔵作品一覧を除く)

公開
産業文化部

文化生涯学習室

55 H29.8.16 H29.8.25
｢枚方子どもいきいき広場事業　公益活動およびコーディネーター
災害補償保険｣賠償責任保険証券及び仕様書(※約款及び特約を除
く､※印影を除く)(平成29年度分)

公開
子ども青少年部
子ども青少年政策

課

56 H29.8.16 H29.8.23

①保険証券(枚方市立すぎの木園　園児傷害保険に係るもの)(契約
日：平成28年4月28日)(約款及び特約を除く､印影を除く)
②保険証券(枚方市立幼児療育園　園児傷害保険に係るもの)(契約
日：平成28年4月28日)(約款及び特約を除く､印影を除く)
③仕様書(枚方市立すぎの木園　園児傷害保険に係るもの)
④仕様書(枚方市立幼児療育園　園児傷害保険に係るもの)

公開
子ども青少年部
子育て支援室
子育て運営課

57 H29.8.16 H29.8.25

次の保険の保険証券及び仕様書
※明細書を含む　※約款及び特約を除く　※個人情報及び印影を
除く
｢有価証券取扱総合保険｣
＜対象文書＞
運送保険証券　平成28年4月28日契約分(約款及び特約､個人情報及
び印影を除く)

公開 会計課

58 H29.8.16 H29.8.24
保険証券及び仕様書(平成28年度交通専従員傷害補償保険及び賠償
補償保険に係るもの)(約款及び特約を除く)(印影を除く)

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

59 H29.8.16 H29.8.23

就学時健康診断受診者及び帯同者に対する傷害保険の保険証券及
び仕様書
※明細書を含む､約款及び特約を除く､個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
①傷害保険証券(印影を除く､約款､特約を除く)
②就学時健康診断受診者及び帯同者に対する保険仕様書
③平成28年度就学時健康診断実施日程表
④別紙明細書

公開
教育委員会
学校教育部

学務課

60 H29.8.16 H29.8.21
平成28年度枚方市日本語･多文化共生教室コーディネーター傷害保
険の保険証券及び仕様書　※特約を除く　※印影を除く

公開
教育委員会
社会教育部
社会教育課

61 H29.8.16 H29.8.22
｢平成29年度留守家庭児童会室入室児童にかかる傷害保険｣の保険
証券､災害補償規定兼給付表及び仕様書　※約款及び特約を除く
※印影を除く

公開
教育委員会
社会教育部

放課後子ども課

62 H29.8.23 H29.8.31

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年7月28日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年8月17日収受都調第○○-○○-○○号)及び同
協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年8月3日収受
都調第○○-○○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設
置を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

63 H29.8.29 H29.9.8

長尾排水区排水路整備工事
･計画平面図(船橋川～No.16付近)
･縦断図(船橋川～No.16付近)
･横断図(その1)
･横断図(その2)
･水路標準図及び1号人孔
･U型水路(1800×2100)標準部配筋図
※個人情報及び印影を除く

公開
上下水道局

上下水道経営部
給排水管理課

64 H29.8.30 H29.9.6

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年8月3日収受都
調第○○-○○-○○号及び平成29年8月23日収受都調第○○-○○-
○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び
付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

65 H29.9.14 H29.9.21
淀川左岸流域関連公共下水道　中部汚水幹線布設工事その4
平面図(1)　縦断図(1)　横断図(1)　中間マンホール構造図　路線
座標値ファイル一式

公開
上下水道局

上下水道経営部
給排水管理課
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66 H29.9.14 H29.9.28

平成29年度日々雇用者(雇い上げ)損害保険(普通障害保険)の保険
証券　※明細書を含む　※約款及び特約を除く　※個人情報及び
印影を除く
＜対象文書＞
･保健福祉事業の医療等業務総合賠償保険･損害保険　加入者証(平
成29年度　日々雇用者(雇い上げ)損害保険分)(印影を除く)
･平成29年度　日々雇用者損害保険加入依頼書

公開
健康部
保健所

保健センター

67 H29.9.19 H29.10.2
平成25年3月29日収受　都査宅第○○-○○号
宅地造成に関する工事の変更許可申請書(添付書類を含む)
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

68 H29.9.21 H29.10.2

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年8月24日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年9月12日収受都調第○○-○○-○○号)及び同
協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年8月24日収
受都調第○○-○○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の
設置を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

69 H29.9.21 H29.9.26

平成26年度～28年度に契約課で契約(入札)を行った業務委託契約
一覧
＜対象文書＞
①平成26年度　契約記録綴　委託
②平成27年度　契約記録綴　委託
③平成28年度　契約記録綴　委託

公開
財務部

総合契約検査室
契約課

70 H29.9.28 H29.10.12
(仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事設計委託における
金入り設計書

部分公開
5-7

都市整備部
施設整備室

71 H29.9.28 H29.10.12

①第一中学校増築･長寿命化改修工事設計委託　金入り設計書
②第一中学校増築･長寿命化改修工事設計委託　金入り変更設計書
③桜丘小学校増築･長寿命化改修工事設計委託　金入り設計書
④桜丘小学校増築･長寿命化改修工事設計委託　金入り変更設計書

部分公開
5-7

教育委員会
管理部

教育環境整備室

72 H29.9.28 H29.10.12
牧野長尾線(7工区)詳細設計業務(変更設計)
＜対象文書＞
･設計仕様書(金額入り)一式

部分公開
5-7

土木部
道路河川整備課

73 H29.9.29 H29.10.10

枚方市市民公益活動補償保険に係る次の文書
①平成29年度市民公益活動補償保険のご案内
②平成29年度枚方市市民公益活動補償保険仕様書
③枚方市市民公益活動補償保険実施要領
④指名競争入札(委託)執行調書
⑤賠償責任保険証券(保険約款を除く)(印影を除く)
⑥賠償責任保険(市民活動総合保険特約条項付)特約明細書
⑦平成26､27､28年度契約の事故件数および支払い保険金額

公開
市民安全部
市民活動課

74 H29.10.3 H29.10.17

枚方市市民会館に関する指定管理者公募(指定期間　H29.4.1～
H33.3.31)における候補者第一順位の団体の事業計画書(提案時の
もの)
＜対象文書＞
枚方市市民会館　平成29～31年度　事業計画書

部分公開
5-1
5-3

産業文化部
文化生涯学習室

75 H29.10.6 H29.10.13

･(仮称)ニトリモール枚方ショッピングセンター建設事業に係る環
境影響評価事後調査報告書(共用開始1ヶ月後)平成28年7月
･(仮称)ニトリモール枚方ショッピングセンター建設事業に係る環
境影響評価事後調査報告書(うち交通量分)平成29年8月

公開
環境部

環境指導課

76 H29.10.16 H29.10.20
枚方市○○町○○　既確定道路明示図
＜対象文書＞
土地実測図面(市指令土道第○○-○○号)

部分公開
5-1
5-3

土木部
道路河川管理課
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77 H29.10.19 H29.11.2

平成28年9月1日から平成29年8月31日に､枚方市が契約した損害保
険契約(保険料10万円以上)の保険証券及び仕様書の写し(指定管理
も含む)｡但し､自動車保険､自賠責保険､全国市長会等各種共済契約
を除くとする｡
※個人情報､印影､約款及び特約を除く｡
＜対象文書＞
･介護保険･社会福祉事業者総合保険証券(サンポエムひらかた分)
･介護保険･社会福祉事業者総合保険証券(枚方市立くずは北デイ
サービスセンター分)
･賠償責任保険証券
※印影､約款及び特約を除く｡

公開
長寿社会部

長寿社会総務課

78 H29.10.19 H29.11.2

平成28年9月1日から平成29年8月31日に､枚方市が契約した損害保
険契約(保険料10万円以上)の保険証券及び仕様書の写し(指定管理
も含む)｡但し､自動車保険､自賠責保険､全国市長会等各種共済契約
を除くとする｡
※個人情報､印影､約款及び特約を除く｡
＜対象文書＞
賠償責任保険証書､賠償責任保険明細書
※印影､約款及び特約を除く｡

公開
福祉部

福祉総務課

79 H29.10.19 H29.11.1
｢平成29年度　留守家庭児童会室入室児童にかかる傷害保険｣の保
険証券､災害補償規定兼給付表及び仕様書　※印影､約款及び特約
を除く

公開
教育委員会
社会教育部

放課後子ども課

80 H29.10.19 H29.11.1
｢事業実施に伴う傷害および事業傷害被害に対する役職員･理事等
の責任賠償保険｣及び｢施設賠償責任保険｣の保険証券及び仕様書
※個人情報､印影､約款及び特約を除く｡

公開
教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

81 H29.10.25 H29.11.1 平成29年度公園等夏期剪作業委託(中部B地区)に係る金入り設計書
部分公開

5-7
土木部

公園みどり推進室

82 H29.10.26 H29.11.1

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年10月2日収受
都調第○○-○○-○○号及び平成29年10月25日収受都調第○○-○
○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真
及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

83 H29.10.26 H29.11.8

平成29年度に提出された枚方市公害防止条例第25条の規定に基づ
く地下水採取量等報告書及び地下水採取量等記録簿
＜対象文書＞
地下水採取量等報告書及び地下水採取量等記録簿(平成29年4月4日
～同年5月15日収受分)

部分公開
5-1
5-3

環境部
環境指導課

84 H29.10.30 H29.11.8

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年9月27日収受都調第○○-○
○-○○号～平成29年10月17日収受都調第○○-○○-○○号)及び
同協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年10月2日収
受都調第○○-○○-○○号及び平成29年10月25日収受都調第○○-
○○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写
真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

85 H29.10.31 H29.11.10
平成23年3月11日付　第H22確認一工枚方市○○号の建築確認申請
書及びその添付書類

部分公開
5-1
5-3

都市整備部
開発指導室
開発調整課

86 H29.11.27 H29.12.6

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年10月30日収受都調第○○-
○○-○○号～平成29年11月10日収受都調第○○-○○-○○号)及
び同協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年10月27日収
受都調第○○-○○-○○号～平成29年11月17日収受都調第○○-○
○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真
及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

87 H29.11.30 H29.12.6

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年10月27日収受
都調第○○-○○-○○号～平成29年11月29日収受都調第○○-○○
-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及
び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

88 H29.12.7 H29.12.12 交通安全施設設置箇所図 公開
土木部

道路河川管理課

89 H29.12.11 H29.12.18

道路賠償責任保険についての下記文書
H29道路賠償責任保険契約時の仕様書
平成27､28､29年度契約の保険証券※印影･約款･特約を除く｡
＜対象文書＞
道路および道路施設に関する賠償責任保険仕様書(平成29年度)
道路賠償責任保険被保険者証(平成27年度､28年度､29年度)
※約款･特約及び印影を除く｡

公開
土木部

道路河川管理課
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90 H29.12.27 H30.1.5

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年12月13日収受
都調第○○-○○-○○号～平成29年12月26日収受都調第○○-○○
-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及
び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

91 H29.12.27 H29.12.28

伊加賀西町･片鉾東町･高野道2丁目･香里園桜木町･杉山手3丁目･津
田南町2丁目･茄子作4丁目･西牧野4丁目･野村中町･東中振2丁目･藤
阪天神町･藤阪東町1丁目･藤阪元町2丁目･山田池東町･津田山手1丁
目の全域の住居表示台帳(住居番号までわかる資料)

公開
市民安全部

市民室

92 H30.1.15 H30.1.29

｢枚方市自転車駐車場平成30年～34年度指定申請書｣(公益社団法人
枚方市シルバー人材センター)
｢枚方市自転車駐車場指定管理者申請書｣(株式会社駐輪サービス)
｢枚方市自転車駐車場指定管理者応募申請書類｣(一般社団法人日本
駐車場工学研究会)
｢枚方市自転車駐車場指定管理者公募提案書｣(株式会社ダイゾー)
上記にかかる､事業計画書と収支予算書

部分公開
5-1
5-3

土木部
交通対策課

93 H30.1.24 H30.2.5

①開発事業に伴う事前協議書(平成29年11月24日収受都調第○○-
○○-○○号～平成30年1月16日収受都調第○○-○○-○○号)及び
同協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成29年11月24日収
受都調第○○-○○-○○号及び平成29年12月26日収受都調第○○-
○○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写
真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

94 H30.1.31 H30.2.5

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成30年1月25日収受
都調第○○-○○-○○号～平成30年1月29日収受都調第○○-○○-
○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び
付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

95 H30.2.8 H30.2.19

枚方市全域の住居表示台帳 ただし以下の住所を除く
藤阪天神町､伊加賀西町､片鉾東町､高野道2丁目､香里園桜木町､杉
山手3丁目､津田南町2丁目､藤阪元町2丁目､山田池東町､津田山手1
丁目､茄子作4丁目､西牧野4丁目､野村中町､東中振2丁目､藤阪東町1
丁目
※対象住所については別紙1のとおり【別紙省略】

公開
市民安全部

市民室

96 H30.2.13 H30.2.20
溝谷川都市下水路工事①平面図及び縦断面図②一般平面図､縦断
図､横断図及び標準断面図③平面図･縦断面図④横断図⑤横断面図
⑥配筋図⑦構造詳細図及び配筋図⑧位置図

公開
上下水道局

上下水道経営部
給排水管理課

97 H30.2.22

①メタセコイア(杉科)とGHQとの文化的かかわりを示す公文書の手
紙･写真(返還後)
②その後､小学校･中学校･大学の校庭･街路樹にうえられたことを
示す文書(樹木台帳　写真など)

― 取下げ

98 H30.2.28 H30.3.7

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成30年2月16日収受
都調第○○-○○-○○号及び平成30年2月16日収受都調第○○-○
○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真
及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

99 H30.3.6 H30.3.16

枚方市環境指導課所管の平成28年度工場等名簿台帳綴(平成28年3
月31日時点)のうち､井戸関係対象施設情報
＜対象文書＞
井戸関係対象施設情報(平成28年3月31日現在)

部分公開
5-1

環境部
環境指導課

100 H30.3.7
事業所税のみなし共同事業に当たるか否かが争われた審査請求に
係る裁決書

財務部
税務室
市民税課

取下げ
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101 H30.3.16 H30.3.27

平成29年3月29日付都査宅第○○号 宅地造成に関する工事の変更
許可申請書の図書のうち､①造成計画図(変更後)②造成断面図､擁
壁展開図(変更後)③擁壁配筋図(変更後)L-1'､L-1､L-2､L-3④擁壁
(L-1')の構造設計
平成29年1月18日付都査宅第○○号 宅地造成に関する工事の許可
申請書の図書のうち擁壁の構造設計
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

102 H30.3.16 H30.3.27
開発許可番号第○○-○○号(平成10年1月13日付)の開発許可に関
する図書のうち開発区域に含まれる地域の名称一覧表(全体)
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

103 H30.3.19 H30.3.27

平成16年12月3日付　枚方市指令都査第○○-○○号(変更許可)の
添付図書のうち①L型擁壁配筋図(L-1･L-2)②L型擁壁配筋図(L-3･
L-4)③L型擁壁配筋図(L-5･L-6)④L型擁壁配筋図(L-7･L-8)⑤新擁
壁平面図⑧図面番号5-9⑥擁壁一般図重力式･L型擁壁一般図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

104 H30.3.23 H30.4.6

枚方市総合スポーツセンター､枚方市民体育館､枚方市伊加賀ス
ポーツセンターの指定管理者の平成28年度事業報告書(完了報告
書､第1四半期～第4四半期報告書)と平成25年度の事業計画書
※個人情報を除く　印影を除く　(添付資料を除く)
＜対象文書＞
平成28年度指定管理施設完了報告書
平成28年度指定管理事業報告書の提出について(第1四半期)
平成28年度指定管理事業報告書の提出について(第2四半期)
平成28年度指定管理事業報告書の提出について(第3四半期)
平成28年度指定管理事業報告書の提出について(第4四半期)
平成25年度事業計画書

公開
教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

105 H30.3.28 H30.3.30

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成30年3月15日収受
都調第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置
を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

106 H30.3.28 H30.4.9

①開発事業に伴う事前協議書(平成30年1月30日収受都調第○○-○
○-○○号～平成30年3月26日収受都調第○○-○○-○○号)及び同
協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成29年度受付番号○○～○
○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成30年1月25日収
受都調第○○-○○-○○号～平成30年3月15日収受都調第○○-○
○-○○号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真
及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

107 H30.3.30 H30.4.11

市民活動課が所有する○○ファイルにつづられている○○町○○､
○○町○○の筆界確認書､個人情報､印影を除く
＜対象文書＞
筆界確認書(○○実測平面図)

公開
市民安全部
市民活動課

不存在の理由
※1 ｢住居表示新旧対照表(大峰北町2丁目)｣については､昭和54年10月1日に住居表示が実施された際､住民登録がなかったため｡また､｢住居表
示案内図｣については､本市では作成していないため｡
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番号 請求日 決定日 請求内容の要旨 決定内容等 主管課 備考

1 H29.4.3 H29.4.5 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

2 H29.4.13 H29.4.21 市民への回答文書に係る決裁文書 開示
市長公室
広聴相談課

3 H29.4.28 H29.5.1 住民票の写し等交付請求書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

4 H29.5.1 H29.5.10 住民票の写し等交付請求書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

5 H29.5.1 H29.5.15 土地評価額の判る資料 開示
財務部
税務室
資産税課

6 H29.5.11 H29.6.23 事故に関する書類一式
不存在
※1

市長公室
広聴相談課

決定期間
延長決定
H30.5.25

7 H29.5.11 H29.6.20 事故に関する書類一式 開示
子ども青少年部
子育て支援室
子育て運営課

決定期間
延長決定
H30.5.25

8 H29.5.12 H29.5.25 ①土地･家屋名寄台帳②物件一覧表(固定資産課税台帳　抄) 開示
財務部
税務室
資産税課

9 H29.5.12 H29.5.25 ①土地･家屋名寄台帳②物件一覧表(固定資産課税台帳　抄)
不存在
※2

財務部
税務室
資産税課

10 H29.5.12 H29.5.22 固定資産税納税記録｢経過詳細一覧｣ 開示
財務部
税務室
納税課

11 H29.5.12 H29.5.22 固定資産税納税記録｢経過詳細一覧｣
不存在
※3

財務部
税務室
納税課

12 H29.5.26 H29.5.29 主治医意見書及び認定調査票 開示
長寿社会部
介護保険課

13 H29.5.30 H29.6.1 住民票の写し等交付請求書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

14 H29.6.12 H29.6.23 ①土地・家屋名寄台帳②物件一覧表 開示
財務部
税務室
資産税課

15 H29.6.23 H29.7.6 ケース記録 開示
福祉部

生活福祉室

16 H29.7.5 H29.7.10 市民への回答文書に係る決裁文書 開示
市長公室
広聴相談課

17 H29.7.5 H29.7.10 市民への回答文書に係る決裁文書 開示
市長公室
広聴相談課

18 H29.7.10 H29.7.10 住民票の写し等交付請求書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

19 H29.7.11 H29.7.20 主治医意見書 開示
長寿社会部
介護保険課

20 H29.7.11 H29.7.21 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

21 H29.7.11 H29.7.21 非木造家屋調査表(本人以外の個人情報を除く) 開示
財務部
税務室
資産税課

22 H29.7.11 H29.7.18 開発行為許可申請書に添付の隣接所有者の同意書 開示
都市整備部
開発指導室
開発審査課

３．自己情報開示等の請求の内容等
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番号 請求日 決定日 請求内容の要旨 決定内容等 主管課 備考

23 H29.7.12 H29.7.19 面接､開始記録
部分開示
16-2-4

福祉部
生活福祉室

24 H29.7.12 H29.7.19 相談記録 開示
市民安全部

消費生活センター

25 H29.7.13 H29.7.27 ①土地･家屋名寄台帳②物件一覧表(固定資産課税台帳 抄) 開示
財務部
税務室
資産税課

26 H29.7.20 H29.7.20 戸籍交付申請書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

27 H29.7.21 H29.7.25 住民票の写し等交付申請書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

28 H29.7.24 H29.8.8 介護保険事業者事故報告書
部分開示
16-2-4

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

29 H29.8.8 H29.8.18 要介護(支援)認定審査判定議事録 開示
長寿社会部
介護保険課

30 H29.8.8 H29.8.14 住民票の写し等交付申請書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

31 H29.8.9 H29.8.18
①介護保険要介護認定･要支援認定等結果通知書
②認定調査票
③介護保険主治医意見書

部分開示
16-2-4

長寿社会部
介護保険課

32 H29.8.10 H29.8.14 住民票の写し等交付請求書 開示
市民安全部

市民室

33 H29.8.14 H29.8.24
①認定調査票
②要介護(支援)認定審査判定議事録

開示
長寿社会部
介護保険課

34 H29.8.28 H29.8.31 住民票の写し等交付申請書
部分開示
16-2-4

市民安全部
市民室

35 H29.8.30 H29.9.7
①主治医意見書
②認定調査票
③介護保険要介護認定･要支援認定等結果通知書

開示
長寿社会部
介護保険課

36 H29.9.4 H29.9.12 重度障害者住宅改造助成事業に関する書類
部分開示
16-2-4

福祉部
障害福祉室

37 H29.9.4 H29.10.12 ケース記録
部分開示
15-1-4

福祉部
生活福祉室

請求日から
決定日の間
に補正請求
期間が含ま

れる

38 H29.9.8 H29.9.14 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
部分開示
15-1-2

市民安全部
市民室

39 H29.9.8 H29.9.21 土地･家屋名寄台帳、物件一覧表(固定資産課税台帳 抄) 開示
財務部
税務室
資産税課

40 H29.9.13 H29.9.15 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書 開示
市民安全部

市民室

41 H29.9.13 住民票の写し等交付請求書
市民安全部

市民室
取下げ

42 H29.9.15 H29.9.21 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

43 H29.9.28 H29.10.5 ①土地･家屋名寄台帳②物件一覧表(固定資産課税台帳 抄) 開示
財務部
税務室
資産税課

44 H29.10.13 H29.10.24 住民票の写し等交付請求書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室
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番号 請求日 決定日 請求内容の要旨 決定内容等 主管課 備考

45 H29.10.27 H29.11.1 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

46 H29.11.17 H29.11.24 介護保険要介護認定･要支援認定等結果通知書 開示
長寿社会部
介護保険課

47 H29.11.20 H29.11.28 苦情相談受付票 開示
健康部
保健所

保健衛生課

48 H29.12.18 H29.12.27 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

49 H29.12.20 H30.1.5 介護給付費通知書 開示
長寿社会部
介護保険課

50 H29.12.25 H29.12.27 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室

51 H29.12.25 H30.1.9 物件一覧表(固定資産課税台帳 抄) 開示
財務部
税務室
資産税課

52 H30.1.16 H30.1.29

①認定調査票
②介護保険主治医意見書
③介護給付費通知書
④介護保険要介護認定･要支援認定等結果通知書

開示
長寿社会部
介護保険課

53 H30.1.18 H30.1.23 住民票の写し等交付申請書及び誓約書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室

54 H30.1.22 H30.1.26 相談記録 開示
市長公室
人権政策室

55 H30.1.25 H30.2.1 市民への回答文書に係る決裁文書 開示
市長公室
広聴相談課

56 H30.1.26 H30.2.1
①障害支援区分認定調査票
②障害支援区分概況調査票

開示
福祉部

障害福祉室

57 H30.1.29 H30.3.15 ①経過記事②差押調書に係る決裁文書

部分開示
15-1-2
15-1-3
15-1-8

財務部
税務室
納税課

決定期間
延長決定
H30.2.13

58 H30.1.29 H30.2.5 戸籍謄本等職務上請求書
部分開示
15-1-4

市民安全部
市民室

59 H30.1.29 H30.2.13
①ケース記録票②第三者情報提供請求意見書③第三者情報提供請
求通知書④受診状況等証明書

開示
福祉部

生活福祉室

60 H30.1.29 H30.2.6 相談記録 開示
市民安全部

消費生活センター

61 H30.1.29 H30.2.8 指定難病相談記録票 開示
健康部
保健所

保健予防課

62 H30.1.29 H30.2.13 ケース記録､医療に関する資料
不存在
※4

福祉部
障害福祉室

63 H30.2.1 H30.2.14 ①債権差押えに係る決裁文書②差押調書③分納に係る誓約書
部分開示
15-1-4

健康部
国民健康保険室

64 H30.2.7 H30.2.14 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室

65 H30.2.8 H30.2.20 物件一覧表(固定資産課税台帳　抄) 開示
財務部
税務室
資産税課
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番号 請求日 決定日 請求内容の要旨 決定内容等 主管課 備考

66 H30.2.19 H30.2.28 折衝記録
不存在
※5

福祉部
障害福祉室

審査請求
H30.4.27

67 H30.2.19 H30.3.5 折衝記録 開示
土木部

土木総務課

68 H30.2.19 H30.3.5 折衝記録
不存在
※6

土木部
土木総務課

審査請求
H30.4.27

69 H30.2.19 H30.3.5 折衝記録
不存在
※7

土木部
道路河川管理課

審査請求
H30.4.27

70 H30.2.19 H30.3.5 折衝記録
不存在
※8

土木部
交通対策課

審査請求
H30.4.27

71 H30.2.21 H30.2.27 住民票の写し等交付請求書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室

72 H30.2.26 H30.3.12 住民票の写し等交付請求書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室

73 H30.3.6 H30.3.14 折衝記録 開示
市長公室
広聴相談課

74 H30.3.6 H30.3.19 保管文書目録
不存在
※9

土木部
土木総務課

75 H30.3.8 H30.3.22 国民健康保険料の徴収に係る差押に関する資料
部分開示
15-1-8

財務部
税務室

債権回収課

76 H30.3.8 H30.3.22 国民健康保険料の徴収に係る差押に関する資料
部分開示
15-1-2

健康部
国民健康保険室

77 H30.3.12 H30.3.22 固定資産名寄帳､物件一覧表(固定資産課税台帳　抄) 開示
財務部
税務室
資産税課

78 H30.3.13 H30.3.28 ケース記録 開示
福祉部

生活福祉室

79 H30.3.15 H30.4.5 ケース記録
部分開示
15-1-2
15-1-4

福祉部
生活福祉室

80 H30.3.16 H30.3.19 ①口座振替依頼書②自動払込利用申込書(変更･廃止届) 開示
長寿社会部
介護保険課

81 H30.3.23 H30.3.30 文書索引目次
部分開示
15-1-2

土木部
土木総務課

82 H30.3.26 H30.3.26 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

83 H30.3.26 H30.3.28 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

84 H30.3.30 H30.4.12 土地･家屋名寄台帳 開示
財務部
税務室
資産税課

85 H30.3.30 H30.4.11 住民票・戸籍・印鑑証明交付申請書
部分開示
15-1-2
15-1-4

市民安全部
市民室

不存在の理由
※1 対象文書はすべて保存年限を経過しており、廃棄しているため。
※2 昭和56年度分及び昭和57年度分については、本人に係る土地・建物の課税額の判るものは保有していないため。
※3 収納記録の保存年限が5年となっており、破棄しているため。
※4 ○○に､○○件と○○の件については記録していないため｡また､医療に関する資料(身体障害者手帳交付申請書及び身体障害者診断書･意
見書)は保存年限が5年であり､既に保存年限を経過して廃棄しているため｡
※5 障害福祉室において本件請求に係る対象文書は作成していないため｡
※6 本件請求に係る対象文書は作成していないため｡
※7 土木部道路河川管理課において本件請求に係る対象文書は作成していないため｡
※8 土木部交通対策課において本件請求に係る対象文書は作成していないため｡
※9 土木総務課において､平成○○年○○月○○日(○)に行われた本件開示請求者と土木部長他6名の折衝に係る文書は作成しておらず､当該
文書に係る文書索引目次も作成していないため｡
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管
理
者
は
、
前
年
中
に
当
該
病
院
に

お
い
て
初
回
の
診
断
を
行
っ
た
原
発
性
の
が
ん
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
情
報
（
以
下
「
届
出
対
象
情
報
」

と
い
い
ま
す
。）

を
、
都
道
府
県
知
事
へ
届
け
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

現
在
、
本
市
で
は
、
紙
媒
体
に
よ
り
上
記
の
届
出
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
平
成
２
９
年
度
か
ら
、
厚
生
労
働
省
が
構
築
し
た

「
が
ん
登
録
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
」（

以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

の
利
用
が
開
始
さ
れ
、
本
シ
ス
テ
ム
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
届
出
対
象
情
報
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
シ
ス
テ
ム
は
各
病
院
、
国
、
都
道
府

県
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
で
接
続
し
、
届
出
対
象
情
報
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
安
全
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

す
。
 

今
般
、
情
報
漏
え
い
防
止
や
届
出
対
象
情
報
の
精
度
向
上
、
事
務
の
効
率
化
を
目
的
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
及
び
大
阪
府
よ

り
本
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
届
出
を
行
う
よ
う
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
本
市
に
お
い
て
も
、
本
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
お
い
て
、
市
の
電
子
計
算
組
織
と
市
以
外
の
電
子
計
算
組
織
を
通
信
回
線
に
よ
り
結
合

す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

な
お
、
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
５
年
８
月
２
７
日
付
け
諮
問
第
１
３
３

号
に
よ
り
貴
審
議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。
 

 
 

２
 
電
子
計
算
組
織
の
結
合
に
よ
り
伝
送
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
 
 
別
添
の
と
お
り
。【

別
添
省
略
】

 
 ３
 
接
続
先

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
 

 

４
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。

 

 １
 
目
 
的

 
市
立
ひ
ら
か
た
病
院
で
は
、
近
年
、
日
本
語
で
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
外
国
人
患
者
の
来
院
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

こ
の
よ
う
な
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、枚

方
市
が
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
向
け
の
外
国
語
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
事
業

を
利
用
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
事
業
は
少
な
く
と
も
診
療
日
の
５
営
業
日
前
に
は
予
約
が
必
要
な
た
め
、
予
約
診
療
の
場

合
に
し
か
利
用
で
き
ず
、
予
約
診
療
以
外
（
初
診
や
救
急
等
）
は
、
現
場
の
職
員
で
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

患
者
の
疾
病
状
態
を
十
分
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、
医
療
事
故
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
場
の
職

員
で
対
応
で
き
な
い
場
合
は
、
診
療
を
断
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
す
。
 

 
 
こ
れ
ら
の
こ
と
を
解
消
す
る
た
め
、
今
般
、
遠
隔
地
医
療
通
訳
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
導

入
す
る
も
の
で
す
。
本
シ
ス
テ
ム
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
介
し
て
通
訳
者
が
外
国
人
患
者
と
の
会
話
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
通
訳
す

る
も
の
で
あ
り
、
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
の
３
言
語
で
２
４
時
間
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
外
国
人
患
者
の
殆
ど
が
診
療
可
能
と
な
り
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
個
人
情
報
を
電
算
処
理
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
電
算
処
理
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
 
 
以
下
の
①
か
ら
⑥
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報

 
①
初
再
診
受
付
業
務
で
患
者
を
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
た
め
に
必
要
な
会
話

 
②
症
状
に
関
す
る
質
問
・
検
査
結
果
説
明
・
診
断
内
容
の
説
明
等
の
診
療
・
検
査
等
に
必
要
な
会
話

 
③
手
術
に
関
し
て
手
術
同
意
書
等
の
事
前
説
明
等
に
必
要
な
会
話

 
④
入
院
に
関
し
て
入
院
生
活
に
関
し
て
の
事
前
説
明
や
入
院
中
の
注
意
点
の
説
明
等
に
必
要
な
会
話

 
⑤
会
計
業
務
で
各
種
費
用
の
精
算
に
必
要
な
会
話

 
⑥
そ
の
他
、
市
立
ひ
ら
か
た
病
院
内
で
診
療
に
関
し
て
必
要
な
会
話

 
 ３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
５
８
７
号
 

  

諮
問
第
５
８
８
号
 

条
例
第
１
５
条
た
だ
し
書
（
電
子
計
算
組
織
の
結
合
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
遠
隔
地
医
療
通
訳
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
子
計
算
組
織
の
通
信
回
線
に
よ
る
結
合
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
項
目
の
追
加
に
つ
い
て

 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
５
月
３
０
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
病
院
事
業
管
理
者
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
５
月
３
０
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的

 
市
立
ひ
ら
か
た
病
院
で
は
、
近
年
、
日
本
語
で
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
外
国
人
患
者
の
来
院
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

こ
の
よ
う
な
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
枚
方
市
が
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
向
け
の
外
国
語
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
事
業

を
利
用
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
事
業
は
少
な
く
と
も
診
療
日
の
５
営
業
日
前
に
は
予
約
が
必
要
な
た
め
、
予
約
診
療
の
場

合
に
し
か
利
用
で
き
ず
、
予
約
診
療
以
外
（
初
診
や
救
急
等
）
は
、
現
場
の
職
員
で
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

患
者
の
疾
病
状
態
を
十
分
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、
医
療
事
故
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
場
の
職

員
で
対
応
で
き
な
い
場
合
は
、
診
療
を
断
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
す
。
 

 
 
こ
れ
ら
の
こ
と
を
解
消
す
る
た
め
、
今
般
、
遠
隔
地
医
療
通
訳
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
導

入
す
る
も
の
で
す
。
本
シ
ス
テ
ム
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
介
し
て
通
訳
者
が
外
国
人
患
者
と
の
会
話
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
通
訳
す

る
も
の
で
あ
り
、
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
の
３
言
語
で
２
４
時
間
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
外
国
人
患
者
の
殆
ど
が
診
療
可
能
と
な
り
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
市
の
電
子
計
算
組
織
と
市
以
外
の
電
子
計
算
組
織
を
結
合
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
電
子
計
算
組
織
の
通
信
回
線
に
よ
る
結
合
に
よ
り
伝
送
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
 
 
以
下
の
①
か
ら
⑥
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報

 
①
初
再
診
受
付
業
務
で
患
者
を
シ
ス
テ
ム
に
登
録
を
す
る
た
め
に
必
要
な
会
話

 
②
症
状
に
関
す
る
質
問
・
検
査
結
果
説
明
・
診
断
内
容
の
説
明
等
の
診
療
・
検
査
等
に
必
要
な
会
話

 
③
手
術
に
関
し
て
手
術
同
意
書
等
の
事
前
説
明
等
に
必
要
な
会
話

 
④
入
院
に
関
し
て
入
院
生
活
に
関
し
て
の
事
前
説
明
や
入
院
中
の
注
意
点
の
説
明
等
に
必
要
な
会
話

 
⑤
会
計
業
務
で
各
種
費
用
の
精
算
に
必
要
な
会
話

 
⑥
そ
の
他
、
市
立
ひ
ら
か
た
病
院
内
で
診
療
に
関
し
て
必
要
な
会
話

 
 ３
 
通
信
回
線
の
結
合
先

 
Ｉ
Ｄ
Ｃ
 
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
 
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス

 
 

４
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。

 

 １
 
目
 
的

 
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平
成
１
５
年
度
か
ら
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
健
康
増
進
事
業
、
母
子
保
健
事
業
、
予
防
接

種
事
業
等
に
お
け
る
事
務
処
理
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

 
今
般
、
平
成
１
７
年
８
月
２
３
日
付
け
で
厚
生
労
働
省
か
ら
通
知
の
あ
っ
た
「
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
の
実
施

に
つ
い
て
」
が
一
部
改
正
さ
れ
、
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
に
、
新
た
に
産
婦
健
康
診
査
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」

と
い
う
。
）
が
加
わ
り
ま
し
た
。

 
本
事
業
は
産
後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し
、妊

娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い

支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、出

産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
に
係
る
費
用
を
助
成
す
る

も
の
で
す
。

 
本
市
に
お
い
て
も
、
平
成
２
９
年
９
月
か
ら
本
事
業
を
活
用
し
て
、
産
婦
健
康
診
査
の
公
費
助
成
を
開
始
す
る
こ
と
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
で
処
理
す
る
健
康
診
査
の
結
果
の
項
目
等
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
り
、
本

諮
問
は
、
本
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
個
人
情
報
を
追
加
し
て
電
算
処
理
を
行
う
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
追
加
し
て
電
算
処
理
す
る
個
人
情
報
の
項
目
（
※
が
条
例
第
１
４
条
第
２
項
該
当
項
目
）

 

事
業
の
名
称
 

個
人
情
報
の
項
目
 

説
 
明
 

産
婦
健
康
診
査
 

受
診
医
療
機
関
 

 

EP
DS
（
エ
ジ
ン
バ
ラ
産
後
う
つ
病
質
問
票
）
※
 

点
数
 

 ３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
５
８
９
号
 

  

諮
問
第
５
９
０
号
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
障
害
福
祉
シ
ス
テ
ム
に
係
る
特
定
個
人
情
報
の
電
算
処
理
項
目
の
追
加
に
つ
い
て

 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
に
お
け
る
補
助
金
交
付
事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
５
月
３
０
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
５
月
３
０
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

地
方
自
治
法
及
び
大
阪
府
福
祉
行
政
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
現
在
大
阪
府
が
所
管
し
て

い
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
い
ま
す
。）

の
交
付
事
務
の
う
ち
、
手
帳
発
行
及
び
障
害
年
金
受
給

状
況
の
照
会
に
係
る
事
務
が
平
成
２
９
年
７
月
か
ら
本
市
に
権
限
移
譲
さ
れ
ま
す
。（

※
交
付
事
務
の
う
ち
、
申
請
の
受
付
等
、

一
部
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
既
に
本
市
に
お
い
て
、
障
害
福
祉
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
利
用

し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
本
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
３
年
２
月
２
２
日
付
け

諮
問
第
３
２
８
号
に
よ
り
、
本
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
算
処
理
項
目
へ
の
個
人
番
号
の
追
加
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
７
年
５
月

２
６
日
付
け
諮
問
第
４
８
３
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
貴
審
議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。）

 

手
帳
の
申
請
に
は
、
診
断
書
か
障
害
年
金
の
年
金
証
書
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
権
限
移
譲
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
大
阪
府
が
行
っ
て
い
た
日
本
年
金
機
構
等
に
対
す
る
障
害
年
金
の
受
給
状
況
の
照
会
を
本
市
で
行
う
こ
と
に
な
る
こ
と

か
ら
、
年
金
証
書
を
添
付
し
て
行
う
申
請
に
つ
い
て
は
、
手
帳
の
交
付
に
要
す
る
期
間
を
短
縮
で
き
ま
す
。
障
害
年
金
の
受
給

状
況
を
照
会
す
る
に
当
た
っ
て
、
 

手
帳
申
請
者
が
加
入
し
て
い
る
年
金
団
体
や
年
金
番
号
等
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
情
報
に
つ
い
て
、
本
シ

ス
テ
ム
で
管
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
手
帳
の
発
行
を
行
う
機
関
は
、
手
帳
の
交
付
件
数
や
交
付
の
原
因
と
な
っ
た
疾
患
件
数
等
、
手
帳
の
交
付
状
況
を
国

へ
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
集
計
を
行
う
た
め
、
報
告
項
目
の
う
ち
、
現
在
本
シ
ス
テ
ム
で
電
算
処
理
し
て
い

な
い
項
目
（
疾
病
コ
ー
ド
）
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
電
算
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
、
電
算
処
理
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目
を
追
加
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 

２
 
追
加
し
て
電
算
処
理
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目
 

障
害
年
金
の
種
類
、
等
級
及
び
番
号
並
び
に
疾
病
コ
ー
ド
 

 ３
 
特
定
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。

 

 １
 
目
 
的

 
妊
娠
・
出
産
、
子
育
て
期
に
加
え
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
あ
る
結
婚
期
も
含
め
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

結
婚
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
、
少
子
化
対
策
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
２
９
年
６
月
か
ら
、
新
た
に
婚

姻
し
た
世
帯
の
住
居
費
や
引
越
し
費
用
を
補
助
す
る
制
度
（
※
世
帯
所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯
を
対
象
と
し
、
交
付
金
額
は
一

世
帯
当
た
り
30
万
円
を
上
限
。）

を
開
始
し
ま
す
。
 

本
制
度
は
、
夫
婦
の
い
ず
れ
も
過
去
に
本
補
助
金
及
び
三
世
代
家
族
・
定
住
促
進
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を

交
付
要
件
と
し
て
い
ま
す
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
制
度
の
申
込
者
と
三
世
代
家
族
・
定
住
促
進
補
助
金
の
交
付
申
請
者
に
関
す
る
情
報
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
当
該
情
報
を
電
算
処
理
す
る
こ
と
で
、
事
務
の
効
率
化
を
図
る
も
の
で
す
。
 

な
お
、
三
世
代
家
族
・
定
住
促
進
補
助
金
の
交
付
事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
８
年
８
月
２

９
日
付
け
諮
問
第
５
４
４
号
に
よ
り
、
貴
審
議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。

 
 ２
 
電
算
処
理
す
る
個
人
情
報
の
項
目
 

申
込
者
及
び
配
偶
者
に
関

す
る
情
報
 

氏
名
 

生
年
月
日
 

住
所
 

電
話
番
号
 

補
助
金
に
関
す
る
情
報
 

申
込
年
月
日
 

交
付
決
定
及
び
額
確
定
日
 

交
付
決
定
額
 

交
付
が
完
了
し
て
い
る
か
否
か
 

補
助
金
の
振
込
口
座
に
関

す
る
情
報
 

金
融
機
関
名
 

支
店
名
 

預
金
種
別
 

口
座
番
号
 

口
座
名
義
 

 ３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
５
９
１
号
 

  

諮
問
第
５
９
２
号
 

 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
第
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
第
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
住
民
基
本
台
帳
事
務
に
係
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
評
価
書
の
第
三
者
点
検
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
個
人
住
民
税
事
務
に
係
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
評
価
書
の
第
三
者
点
検
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
７
月
１
１
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
７
月
１
１
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
 

 １
 
目
 
的
 

本
市
で
は
、
住
民
基
本
台
帳
事
務
に
お
い
て
法
第
２
条
第
９
項
の
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
て
い
ま
す
。

 
今
般
、
平
成
２
９
年
７
月
１
８
日
か
ら
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
他
の
団
体
と
の
情
報
連
携
が
試

行
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
規
則
で
定
め
る
重
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

 
地
方
自
治
体
の
機
関
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
２
８
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
な
変
更
を
加
え
る
前
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
評
価
し
た
結
果
を
記
載
し
た
評
価
書
を
公
示
し
、
広
く
市
民
の
意
見
を
求
め
る
（
以
下
「
意
見
公
募
」
と

い
い
ま
す
。）

と
と
も
に
、
規
則
第
７
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
得
ら
れ
た
意
見
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
当
該
評
価
書
に

必
要
な
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
評
価
書
に
記
載
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
学
識
経
験
の
あ
る
者
を
含
む
者
で
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の
機
関
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
こ
の
た
び
、
住
民
基
本
台
帳
事
務
に
係
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
評
価
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
意
見
公
募
を
完
了

し
ま
し
た
の
で
、
当
該
評
価
書
に
つ
い
て
、
①
適
合
性
及
び
②
妥
当
性
の
２
つ
の
観
点
か
ら
点
検
さ
れ
る
よ
う
求
め
ま
す
。

 
①
 
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
に
定
め
る
実
施
手
続
等
に
適
合
し
た
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か

ど
う
か
。

 
②
 
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
内
容
が
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
に
定
め
る
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
目
的

等
に
照
ら
し
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
。

 
 ２
 
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
評
価
書

 
別
添
の
と
お
り
。【

別
添
省
略
】
 

 

３
 
関
係
規
定
の
条
文
 

別
紙
の
と
お
り
。【

別
紙
省
略
】
 

 

 １
 
目
 
的
 

本
市
で
は
、
個
人
住
民
税
事
務
に
お
い
て
法
第
２
条
第
９
項
の
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
て
い
ま
す
。

 
今
般
、
平
成
２
９
年
７
月
１
８
日
か
ら
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
他
の
団
体
と
の
情
報
連
携
が
試

行
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、当

該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
規
則
で
定
め
る
重
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

 
地
方
自
治
体
の
機
関
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
２
８
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
な
変
更
を
加
え
る
前
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
評
価
し
た
結
果
を
記
載
し
た
評
価
書
を
公
示
し
、
広
く
市
民
の
意
見
を
求
め
る
（
以
下
「
意
見
公
募
」
と

い
い
ま
す
。）

と
と
も
に
、
規
則
第
７
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
得
ら
れ
た
意
見
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
当
該
評
価
書
に

必
要
な
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
評
価
書
に
記
載
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
学
識
経
験
の
あ
る
者
を
含
む
者
で
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の
機
関
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
こ
の
た
び
、
個
人
住
民
税
事
務
に
係
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
評
価
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
意
見
公
募
を
完
了
し

ま
し
た
の
で
、
当
該
評
価
書
に
つ
い
て
、
①
適
合
性
及
び
②
妥
当
性
の
２
つ
の
観
点
か
ら
点
検
さ
れ
る
よ
う
求
め
ま
す
。

 
①
 
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
に
定
め
る
実
施
手
続
等
に
適
合
し
た
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か

ど
う
か
。

 
②
 
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
内
容
が
、特

定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
に
定
め
る
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
目
的
等

に
照
ら
し
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
。

 
 ２
 
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
評
価
書
 

別
添
の
と
お
り
。【

別
添
省
略
】
 

 

３
 
関
係
規
定
の
条
文
 

別
紙
の
と
お
り
。【

別
紙
省
略
】
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諮
問
第
５
９
３
号
 

  

諮
問
第
５
９
４
号
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
５
条
た
だ
し
書
（
電
子
計
算
組
織
の
結
合
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
国
保
制
度
改
革
に
伴
う
国
保
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
特
定
個
人
情
報
の
電
算
処
理
項
目
の

追
加
に
つ
い
て

 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
国
保
制
度
改
革
に
伴
う
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
と
の
電
子
計
算
組
織
の
通
信
回
線
に
よ
る
結
合
に

つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
７
月
１
１
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
７
月
１
１
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

平
成
３
０
年
度
か
ら
実
施
す
る
国
保
制
度
改
革
に
よ
り
、
市
町
村
単
位
で
は
な
く
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
方

が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
都
道
府
県
単
位
で
資
格
取
得
・
喪
失
年
月
日
等

の
資
格
情
報
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
に
係
る
該
当
回
数
（
以
下
「
高
額
療
養
費
該
当
回
数
」
と

い
い
ま
す
。）

を
通
算
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

そ
の
た
め
、
市
町
村
ご
と
に
保
有
す
る
資
格
情
報
等
の
都
道
府
県
単
位
で
の
集
約
や
、
被
保
険
者
が
同
一
都
道
府
県
内
で
転

居
し
た
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
該
当
回
数
の
引
継
ぎ
等
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
保
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス

テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
、
資
格
情
報
や
高
額
療
養
費
該
当
回

数
等
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
単
位
で
一
元
的
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
各
市
町
村
に
お
い
て
当
該
情
報
の
共
有
を

行
う
も
の
で
す
。
な
お
、
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
の
運
用
管
理
は
、
大
阪
府
下
の
市
町
村
が
共
同
し
て
大
阪
府
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
に
委
託
し
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
本
シ
ス
テ
ム
と
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
と
の
情
報
連
携
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要

な
特
定
個
人
情
報
を
、
追
加
し
て
電
算
処
理
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

な
お
、
本
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
１
年
１
１
月
１
日
付
け
諮
問
第
２
４
号
に
よ
り
、

本
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
算
処
理
項
目
へ
の
個
人
番
号
の
追
加
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
７
年
５
月
２
６
日
付
け
諮
問
第
４
８
３

号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
貴
審
議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。

 
 ２
 
追
加
し
て
電
算
処
理
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目

 
別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】

 
 ３
 
特
定
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

情
報
シ
ス
テ
ム
に
か
か
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
 

 

 １
 
目
 
的
 

平
成
３
０
年
度
か
ら
実
施
す
る
国
保
制
度
改
革
に
よ
り
、市

町
村
単
位
で
は
な
く
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
方

が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
都
道
府
県
単
位
で
資
格
取
得
・
喪
失
年
月
日
等

の
資
格
情
報
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
に
係
る
該
当
回
数
（
以
下
「
高
額
療
養
費
該
当
回
数
」
と

い
い
ま
す
。）

を
通
算
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

そ
の
た
め
、
市
町
村
ご
と
に
保
有
す
る
資
格
情
報
等
の
都
道
府
県
単
位
で
の
集
約
や
、
被
保
険
者
が
同
一
都
道
府
県
内
で
転

居
し
た
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
該
当
回
数
の
引
継
ぎ
等
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
保
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス

テ
ム
を
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
、
資
格
情
報
や
高
額
療
養
費
該
当
回
数
等
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
単

位
で
一
元
的
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
各
市
町
村
に
お
い
て
当
該
情
報
の
共
有
を
行
う
も
の
で
す
。
な
お
、
国
保
情
報
集
約
シ

ス
テ
ム
の
運
用
管
理
は
、
大
阪
府
下
の
市
町
村
が
共
同
し
て
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
し
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、資

格
情
報
及
び
高
額
療
養
費
に
係
る
給
付
情
報
を
国
保
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
と
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
と

の
間
で
送
受
信
す
る
に
当
た
り
、市

の
電
子
計
算
組
織
と
市
以
外
の
電
子
計
算
組
織
を
通
信
回
線
に
よ
り
結
合
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
電
子
計
算
組
織
の
結
合
に
よ
り
送
受
信
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目

 
別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
 

 
 

３
 
接
続
先
 

大
阪
府
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

 
 

４
 
特
定
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
か
か
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
５
９
５
号
 

  

諮
問
第
５
９
６
号
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
廃
棄
物
収
集
等
に
関
す
る
要
望
・
苦
情
等
処
理
事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
空
き
家
及
び
空
き
地
の
所
有
者
等
の
活
用
意
向
の
把
握
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

本
市
で
は
、
現
在
、
市
民
等
か
ら
受
け
た
廃
棄
物
（
ご
み
）
収
集
等
に
関
す
る
要
望
・
苦
情
等
（
以
下
「
要
望
・
苦
情
等
」

と
い
い
ま
す
。）

の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
り
、
要
望
・
苦
情
等
の
内
容
や
そ
の
処
理
に
向
け
た
情
報
等
を
紙
に
記
録
し
、

管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

今
般
、
要
望
・
苦
情
等
の
受
付
か
ら
処
理
ま
で
の
記
録
管
理
を
電
算
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
か
つ
効
率
的
な
事
務
執
行

や
一
貫
性
の
あ
る
市
民
対
応
等
を
図
り
、
事
務
執
行
及
び
市
民
対
応
の
品
質
向
上
に
資
す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
電
算
処
理
を
す
る
個
人
情
報
の
項
目
 

別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
 

 ３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
 

 １
 
目
 
的
 

枚
方
市
で
は
空
き
家
及
び
空
き
地
（
以
下
「
空
き
家
等
」
と
い
い
ま
す
。）

対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、

枚
方
市
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
に
向
け
事
務
を
進
め
て
い
ま
す
。
当
該
計
画
で
は
、
取
り
組
む
施
策
の
方
向
性
の
一
つ
と
し

て
「
空
き
家
等
の
活
用
の
仕
組
み
づ
く
り
」
を
掲
げ
て
お
り
、
空
き
家
等
の
所
有
者
等
の
活
用
意
向
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
空
き
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
て
、
空
き
家
等
の
活
用
意
向
に
関
す
る
調
査
を
委
託
に
よ
り
実
施
し
、
所

有
者
等
の
住
所
、
氏
名
等
及
び
そ
の
調
査
結
果
等
の
情
報
を
集
約
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
取
得
し
た
情
報
を
随
時
反
映
し
て

い
く
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
電
算
処
理
す
る
こ
と
で
、
事
務
の
効
率
化
を
図
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
電
算
処
理
す
る
個
人
情
報
の
項
目
 

空
き
家
・
空
き
地
の
所
有
者

等
に
関
す
る
情
報
 

氏
名
 

住
所
 

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
 

生
年
月
日
 

所
有
す
る
空
き
家
・
空
き
地

に
関
す
る
情
報
 

空
き
家
・
空
き
地
の
所
在
地
 

空
き
家
・
空
き
地
の
登
記
情
報
 

空
き
家
・
空
き
地
の
種
類
（
一
戸
建
て
の
住
宅
、
共
同

住
宅
、
長
屋
、
空
き
地
等
の
別
）
 

空
き
家
・
空
き
地
の
管
理
状
況
及
び
そ
の
分
析
 

空
き
家
・
空
き
地
に
な
っ
た
原
因
及
び
時
期
※
 

空
き
家
・
空
き
地
の
外
観
写
真
 

空
き
家
・
空
き
地
の
所
有
者

等
の
意
向
に
関
す
る
情
報
 

空
き
家
・
空
き
地
の
活
用
等
の
意
向
 

空
き
家
・
空
き
地
の
活
用
等
に
関
す
る
課
題
 

そ
の
他
意
見
、
要
望
等
 

 ３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
５
９
７
号
 

  

諮
問
第
５
９
８
号
 

条
例
第
８
条
第
２
項
第
５
号
（
収
集
方
法
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
０
条
第
１
項
第
５
号
（
外
部
提
供
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
留
置
施
設
等
収
容
情
報
通
知
制
度
の
実
施
に
伴
う
個
人
情
報
の
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
の
収
集
に
つ

い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
留
置
施
設
等
収
容
情
報
通
知
制
度
の
実
施
に
伴
う
個
人
情
報
の
外
部
提
供
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
（
以
下
「
保
護
」
と
い
い
ま
す
。）

を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
被
保
護
者
」
と
い
い
ま
す
。）

が

逮
捕
さ
れ
留
置
施
設
等
へ
収
容
さ
れ
た
場
合
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
等
に
定
め
る
処
遇
が

行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
護
の
変
更
又
は
停
止
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
保
護
の
実
施
機
関
は
、
被
保
護
者
の
逮
捕
・
勾
留
の
事
実
を
家
族
等
か
ら
の
連
絡
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

逮
捕
・
勾
留
の
情
報
の
伝
達
を
よ
り
円
滑
に
す
る
た
め
、
平
成
３
０
年
度
ま
で
に
、
大
阪
府
内
の
全
て
の
自
治
体
に
お
い
て
、

留
置
施
設
等
収
容
情
報
通
知
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
本
制
度
は
、
留
置
施
設
等
に
収
容
さ
れ
た
者
が
被
保
護
者
又
は
被
保
護
者
の
世
帯
員
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
、
大
阪

府
警
察
本
部
が
、
保
護
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
そ
の
収
容
情
報
を
通
知
す
る
も
の
で
す
。

 
本
諮
問
は
、
本
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
個
人
情
報
の
収
集
を
行
う
こ
と
と
な
る
こ
と
に
対
応
す
る
も

の
で
す
。

 
 

２
 
個
人
情
報
の
収
集
方
法
 

大
阪
府
警
察
本
部
か
ら
の
電
話
連
絡
 

 ３
 
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
収
集
す
る
個
人
情
報
の
項
目
 

 
項
目

 
説
明

 
条
例
第
８
条
第
２
項
第
５
号

関
係
（
本
人
以
外
か
ら
の
収

集
）

 
1 

 
整
理
番
号

 
整
理
番
号

 
 

2 
 

受
理
日

 
大
阪
府
警
察
本
部
か
ら
連
絡
の
あ
っ
た
日
付

 
 

3 
 

報
告
者

 
大
阪
府
警
察
本
部
の
担
当
者
名

 
○

 
4 

 
受
理
者

 
本
市
の
連
絡
担
当
職
員
名

 
 

5 
 

氏
名

 
対
象
者
を
特
定
す
る
項
目

 
○

 
6 

 
カ
ナ
氏
名

 
 
 
同
上

 
○

 
7 

 
生
年
月
日

 
 
 
同
上

 
○

 
8 

 
性
別

 
 
 
同
上

 
○

 
9 

 
留
置
先

 
留
置
所
名

 
○

 
10

 
逮
捕
年
月
日

 
逮
捕
年
月
日

 
○

 
11

 
担
当
者

 
生
活
福
祉
室
地
区
担
当
者
名

 
 

12
 

連
絡
者

 
生
活
福
祉
室
地
区
担
当
者
に
連
絡
票
を
交
付
す
る
者

 
 

13
 

備
考

 
備
考

 
 

 

 １
 
目
 
的
 

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
（
以
下
「
保
護
」
と
い
い
ま
す
。）

を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
被
保
護
者
」
と
い
い
ま
す
。）

が

逮
捕
さ
れ
留
置
施
設
等
へ
収
容
さ
れ
た
場
合
、刑

事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
等
に
定
め
る
処
遇
が

行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
護
の
変
更
又
は
停
止
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
保
護
の
実
施
機
関
は
、
被
保
護
者
の
逮
捕
・
勾
留
の
事
実
を
家
族
等
か
ら
の
連
絡
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

逮
捕
・
勾
留
の
情
報
の
伝
達
を
よ
り
円
滑
に
す
る
た
め
、
平
成
３
０
年
度
ま
で
に
、
大
阪
府
内
の
全
て
の
自
治
体
に
お
い
て
、

留
置
施
設
等
収
容
情
報
通
知
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
本
制
度
は
、
留
置
施
設
等
に
収
容
さ
れ
た
者
が
被
保
護
者
又
は
被
保
護
者
の
世
帯
員
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
、
大
阪

府
警
察
本
部
が
、
保
護
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
そ
の
収
容
情
報
（
以
下
「
収
容
情
報
」
と
い
い
ま
す
。）

を
通
知
す
る
も

の
で
す
。

 
収
容
情
報
の
う
ち
、
本
市
に
お
け
る
被
保
護
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
大
阪
府
警
察
本
部
へ
連
絡
し

ま
す
。

 
本
諮
問
は
、
本
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
上
述
の
本
市
か
ら
大
阪
府
警
察
本
部
へ
の
連
絡
が
個
人
情
報
の
外
部
提
供
に
該
当
す

る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
個
人
情
報
の
提
供
先

 
大
阪
府
警
察
本
部
 

 ３
 
提
供
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
大
阪
府
警
察
本
部
か
ら
収
容
情
報
の
通
知
の
あ
っ
た
者
が
本
市
で
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
事
実
。
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諮
問
第
５
９
９
号
 

  

諮
問
第
６
０
０
号
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
８
条
第
２
項
第
５
号
（
収
集
方
法
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
留
置
施
設
等
収
容
情
報
通
知
制
度
の
実
施
に
伴
う
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度
の
実
施
に
伴
う
個
人
情
報
の
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
の
収
集
に
つ
い

て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
（
以
下
「
保
護
」
と
い
い
ま
す
。）

を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
被
保
護
者
」
と
い
い
ま
す
。）

が

逮
捕
さ
れ
留
置
施
設
等
へ
収
容
さ
れ
た
場
合
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
等
に
定
め
る
処
遇
が

行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
護
の
変
更
又
は
停
止
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
保
護
の
実
施
機
関
は
、
被
保
護
者
の
逮
捕
・
勾
留
の
事
実
を
家
族
等
か
ら
の
連
絡
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

逮
捕
・
勾
留
の
情
報
の
伝
達
を
よ
り
円
滑
に
す
る
た
め
、
平
成
３
０
年
度
ま
で
に
、
大
阪
府
内
の
全
て
の
自
治
体
に
お
い
て
、

留
置
施
設
等
収
容
情
報
通
知
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
本
制
度
は
、
留
置
施
設
等
に
収
容
さ
れ
た
者
が
被
保
護
者
又
は
被
保
護
者
の
世
帯
員
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
、
大
阪

府
警
察
本
部
が
、
保
護
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
そ
の
収
容
情
報
を
通
知
す
る
も
の
で
す
。

 
当
該
収
容
情
報
の
う
ち
、
本
市
に
お
け
る
被
保
護
者
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
覧
及
び
被
保
護
者
毎
に
逮

捕
・
勾
留
等
連
絡
票
を
作
成
し
、
保
護
の
変
更
又
は
停
止
処
分
を
行
い
ま
す
。

 
本
諮
問
は
、
本
制
度
の
実
施
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
、
電
算
処
理
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
電
算
処
理
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
 

項
目

 
説
明

 
条
例
第
８
条
第
２
項
第
５
号

関
係
（
本
人
以
外
か
ら
の
収

集
）

 
1 

 
整
理
番
号

 
整
理
番
号

 
 

2 
 

受
理
日

 
大
阪
府
警
察
本
部
か
ら
連
絡
の
あ
っ
た
日
付

 
 

3 
 

報
告
者

 
大
阪
府
警
察
本
部
の
担
当
者
名

 
○

 
4 

 
受
理
者

 
本
市
の
連
絡
担
当
職
員
名

 
 

5 
 

氏
名

 
対
象
者
を
特
定
す
る
項
目

 
○

 
6 

 
カ
ナ
氏
名

 
 
 
同
上

 
○

 
7 

 
生
年
月
日

 
 
 
同
上

 
○

 
8 

 
性
別

 
 
 
同
上

 
○

 
9 

 
留
置
先

 
留
置
所
名

 
○

 
10

 
逮
捕
年
月
日

 
逮
捕
年
月
日

 
○

 
11

 
担
当
者

 
生
活
福
祉
室
地
区
担
当
者
名

 
 

12
 

連
絡
者

 
生
活
福
祉
室
地
区
担
当
者
に
連
絡
票
を
交
付
す
る
者

 
 

13
 

備
考

 
備
考

 
 

 ３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
 

  

 １
 
目
 
的
 

近
年
、
災
害
発
生
時
に
多
く
の
高
齢
者
や
障
害
者
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
平
成
２
５
年
に
災
害
対
策
基

本
法
（
以
下
「
基
本
法
」
と
い
い
ま
す
。）

を
改
正
し
、「

避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
」（

以

下
「
取
組
指
針
」
と
い
い
ま
す
。）

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 
こ
れ
を
受
け
、
基
本
法
及
び
取
組
指
針
に
準
拠
し
た
枚
方
市
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と

が
困
難
な
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
へ
の
避
難
行
動
支
援
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
避
難
行
動
要
支
援
者
を
あ
ら
か
じ
め
基
本
法

第
４
９
条
の
１
０
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
登
録
す
る
「
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度
」
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

 
名
簿
登
録
は
、
基
本
法
第
４
９
条
の
１
０
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
的
に
は
、
要
介
護
認
定
情
報
及
び
障
害
者
手
帳
等

の
情
報
か
ら
対
象
者
を
抽
出
し
て
行
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
本
人
か
ら
の
申
請
に
よ
っ
て
も
名
簿
登
録
を
行
い
ま
す
が
、
本
人

が
名
簿
登
録
の
判
断
能
力
を
有
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
は
、
親
権
者
や
法
定
代
理
人
、
親
族
、
日
常
生
活
に
お
け
る
支
援
者
か

ら
の
申
請
に
よ
り
名
簿
登
録
を
行
い
ま
す
。

 
本
諮
問
は
、
本
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
個
人
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
個
人
情
報
を
収
集
す
る
相
手
方

 
親
権
者
、
法
定
代
理
人
、
親
族
、
日
常
生
活
に
お
け
る
支
援
者
（
介
護
・
障
害
者
支
援
関
係
者
、
医
療
関
係
者
、
民
生
委

員
等
）
 

 ３
 
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
収
集
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
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諮
問
第
６
０
１
号
 

  

諮
問
第
６
０
２
号
 

 
条
例
第
１
０
条
第
１
項
第
５
号
（
外
部
提
供
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度
の
実
施
に
伴
う
個
人
情
報
の
外
部
提
供
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度
の
実
施
に
伴
う
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

近
年
、
災
害
発
生
時
に
多
く
の
高
齢
者
や
障
害
者
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
平
成
２
５
年
に
災
害
対
策
基

本
法
（
以
下
「
基
本
法
」
と
い
い
ま
す
。）

を
改
正
し
、「

避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
」（

以

下
「
取
組
指
針
」
と
い
い
ま
す
。）

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 
こ
れ
を
受
け
、
基
本
法
及
び
取
組
指
針
に
準
拠
し
た
枚
方
市
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と

が
困
難
な
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
へ
の
避
難
行
動
支
援
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
避
難
行
動
要
支
援
者
を
あ
ら
か
じ
め
基
本
法

第
４
９
条
の
１
０
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
登
録
す
る
「
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度
」
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

 
名
簿
登
録
情
報
は
災
害
の
発
生
に
備
え
、
本
人
の
同
意
を
得
て
基
本
法
第
４
９
条
の
１
１
第
２
項
に
規
定
す
る
避
難
支
援
等

関
係
者
へ
外
部
提
供
を
行
い
ま
す
が
、
本
人
が
同
意
の
判
断
能
力
を
有
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
は
親
権
者
、
法
定
代
理
人
及
び

親
族
か
ら
同
意
を
得
て
、
外
部
提
供
を
行
い
ま
す
。
加
え
て
、
基
本
法
第
４
９
条
の
１
１
第
３
項
に
基
づ
き
、
災
害
発
生
時
又

は
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
避
難
行
動
要
支
援
者
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
避
難
支
援
等
に
必
要
な
限
度
で
、
外
部
提
供
を
行
い
ま
す
。

 
本
諮
問
は
、
本
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
個
人
情
報
を
外
部
提
供
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 

２
 
外
部
提
供
す
る
個
人
情
報

 
別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
 

 ３
 
外
部
提
供
先
（
避
難
支
援
等
関
係
者
）
 

①
枚
方
・
交
野
警
察
署
 
②
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
 
③
枚
方
市
社
会
福
祉
協
議
会
 
④
民
生
委
員
・
児
童
委
員
 
⑤
自
主

防
災
組
織
 
⑥
そ
の
他
市
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の
 

 

 １
 
目
 
的
 

近
年
、
災
害
発
生
時
に
多
く
の
高
齢
者
や
障
害
者
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
平
成
２
５
年
に
災
害
対
策
基

本
法
（
以
下
「
基
本
法
」
と
い
い
ま
す
。）

を
改
正
し
、「

避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
」（

以

下
「
取
組
指
針
」
と
い
い
ま
す
。）

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 
こ
れ
を
受
け
、
基
本
法
及
び
取
組
指
針
に
準
拠
し
た
枚
方
市
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と

が
困
難
な
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
へ
の
避
難
行
動
支
援
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
避
難
行
動
要
支
援
者
を
あ
ら
か
じ
め
基
本
法

第
４
９
条
の
１
０
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
登
録
す
る
「
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度
」
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

 
 
 
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
電
子
計
算
組
織
を
利
用
し
て
作
成
・
管
理
し
、
効
率
的
に
対
象
者
の
把
握
を
行
い

ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
個
人
情
報
を
電
算
処
理
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
電
算
処
理
す
る
個
人
情
報
の
項
目

 
別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
 

 

３
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
６
０
３
号
 

  

諮
問
第
６
０
４
号
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
４
条
第
１
項
・
第
２
項
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
個
人
情
報
の
記
録
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
に
伴
う
特
定
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
医
療
助
成
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
に
伴
う
特
定
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
８
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

本
市
で
は
、
平
成
１
２
年
に
国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
導
入
し
、
以
来
、
業

務
全
般
の
処
理
に
活
用
し
て
い
ま
す
。（

※
本
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
１
年
１
１
月

１
日
付
け
諮
問
第
２
４
号
に
よ
り
、
本
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
算
処
理
項
目
へ
の
個
人
番
号
の
追
加
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
７

年
５
月
２
６
日
付
け
諮
問
第
４
８
３
号
に
よ
り
、
貴
審
議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。）

 
し
か
し
、
本
シ
ス
テ
ム
は
稼
動
か
ら
既
に
１
７
年
が
経
過
し
、
シ
ス
テ
ム
の
老
朽
化
に
加
え
、
度
重
な
る
法
制
度
改
正
対
応

に
よ
り
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
化
し
た
状
態
と
な
り
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
ま
ま
で
は
、
効
率
的
な
運
用
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
平
成
３
０
年
度
か
ら
実
施
す
る
国
保
制
度
改
革
へ
の
対
応
も
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 
そ
の
た
め
、
業
務
効
率
の
向
上
及
び
安
定
し
た
運
用
を
図
る
と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
の
運
用
費
用
を
削
減
す
る
た
め
、
新
た

に
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
３
０
年
度
に
向
け
て
シ
ス
テ
ム
構
築
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

本
諮
問
は
、
新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
い
、
特
定
個
人
情
報
を
電
算
処
理
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
電
算
処
理
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目
 

別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
 

 ３
 
特
定
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
 

 

 １
 
目
 
的
 

本
市
で
は
、
平
成
１
８
年
に
医
療
助
成
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
導
入
し
、
以
来
、
業
務
全

般
の
処
理
に
活
用
し
て
い
ま
す
。（

※
本
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
の
電
算
処
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
７
年
２
月
２
８
日

付
け
諮
問
第
１
７
６
号
に
よ
り
、
貴
審
議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。）

 
し
か
し
、
本
シ
ス
テ
ム
は
、
稼
動
か
ら
既
に
１
１
年
が
経
過
し
、
老
朽
化
に
加
え
制
度
改
正
に
よ
る
対
象
者
の
急
増
な
ど
、

シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
負
荷
が
増
大
し
て
お
り
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
ま
ま
で
は
、
効
率
的
な
運
用
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。
 

そ
の
た
め
、
シ
ス
テ
ム
の
負
荷
を
軽
減
し
業
務
効
率
の
向
上
及
び
安
定
し
た
運
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
運
用

費
用
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、
事
務
処
理
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
新
た
に
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
、
シ
ス
テ
ム
構

築
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

本
諮
問
は
、
新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
い
、
特
定
個
人
情
報
を
電
算
処
理
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
電
算
処
理
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目

 
別
表
の
と
お
り
。【

別
表
省
略
】
 

 ３
 
特
定
個
人
情
報
の
保
護
体
制
 

情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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諮
問
第
６
０
５
号
 
 

  

諮
問
第
６
０
６
号
 

 
条
例
第
１
３
条
た
だ
し
書
（
電
子
計
算
機
の
接
続
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
０
条
第
３
項
第
６
号
（
提
供
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
子
育
て
支
援
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
子
計
算
機
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
街
頭
に
お
け
る
無
線
通
信
式
防
犯
カ
メ
ラ
で
の
撮
影
に
よ
っ
て
取
得
し
た
保
有
個
人
情
報
の
外
部
提

供
に
つ
い
て

 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
１
１
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
２
９
年
１
１
月
２
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的

 
本
市
の
妊
娠
期
か
ら
就
学
前
の
子
ど
も
が
い
る
保
護
者
が
必
要
と
す
る
、
子
育
て
イ
ベ
ン
ト
、
予
防
接
種
及
び
健
康
診
断
等

の
子
育
て
支
援
情
報
（
以
下
「
支
援
情
報
」
と
い
い
ま
す
。）

を
、
子
ど
も
の
年
齢
や
居
住
地
域
に
応
じ
て
き
め
細
か
に
提
供

で
き
る
よ
う
、
支
援
情
報
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電
話
・
パ
ソ
コ
ン
へ
配
信
す
る
子
育
て
支
援
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
（
以

下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
運
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

本
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者
は
、
広
報
や
不
定
期
に
更
新
さ
れ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
か
ら
自
分
で

支
援
情
報
を
探
す
の
で
は
な
く
、
登
録
し
た
子
ど
も
の
年
齢
や
居
住
地
域
に
合
っ
た
支
援
情
報
の
配
信
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
活
用
し
、
子
育
て
イ
ベ
ン
ト
会
場
、
保
育
所
及
び
公
園
等
へ
の
経
路
検
索
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

本
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
た
情
報
は
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
で
あ
る
本
シ
ス
テ
ム
の
運
用
委
託
事
業
者
の
サ
ー

バ
に
お
い
て
保
持
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
実
施
機
関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
に
よ

り
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者
が
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を

随
時
に
取
得
し
得
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
以
外
の
者
が
随
時
に
取
得
し
得
る
保
有
個
人
情
報
の
項
目

 
自
ら
登
録
し
た
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
、
子
ど
も
の
生
年
月
日
、
子
ど
も
の
性
別
、
郵
便
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
子
ど
も

の
予
防
接
種
履
歴
、
子
ど
も
の
身
長
、
子
ど
も
の
体
重
 

 ３
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を
随
時
に
取
得
し
得
る

者
 

 
 
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者

 
 ４
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。

 
 

 １
 
目
 
的
 

街
頭
に
お
け
る
無
線
通
信
式
防
犯
カ
メ
ラ
で
撮
影
・
録
画
し
た
画
像
を
、
捜
査
機
関
等
（
警
察
、
検
察
、
裁
判
所
等
犯
罪
捜

査
に
つ
い
て
法
的
権
限
を
有
す
る
機
関
。
以
下
同
じ
。）

か
ら
の
求
め
に
応
じ
専
用
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
取
り
出
し
た
上
で
、

当
該
捜
査
機
関
等
に
対
し
外
部
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、平

成
２
６
年
８
月
２
８
日
付
け
諮
問
第
４
６
１
号
に
よ
り
貴
審

議
会
に
諮
問
し
、
異
論
の
な
い
旨
、
答
申
を
得
て
い
ま
す
。

 
現
在
、
本
答
申
に
基
づ
く
枚
方
市
無
線
通
信
式
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
、
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
要
領
に
則
っ
て
、
外
部
提

供
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
具
体
的
に
は
、
原
則
と
し
て
、
本
市
職
員
が
画
像
を
取
り
出
し
当
該
捜
査
機
関
等
に
提
供
し

て
い
ま
す
（
同
要
領
第
１
０
条
、
第
１
１
条
）
が
、
本
市
を
管
轄
し
て
い
る
枚
方
警
察
署
及
び
交
野
警
察
署
に
つ
い
て
は
、
画

像
取
り
出
し
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
、
夜
間
、
休
日
等
に
お
い
て
緊
急
を
要
す
る
犯
罪
捜
査
の
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
警
察
署
の
職
員
が
専
用
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
直
接
画
像
を
取
り
出
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
同
要
領

第
１
２
条
）。

 

防
犯
カ
メ
ラ
は
本
市
に
お
け
る
犯
罪
の
未
然
防
止
を
目
的
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、犯

罪
発
生
時
に
迅
速
に
画
像
を

警
察
に
提
供
で
き
る
体
制
を
充
実
す
る
こ
と
に
よ
り
、犯

罪
の
未
然
防
止
の
効
果
を
更
に
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、今

般
、

本
市
を
管
轄
し
て
い
る
枚
方
警
察
署
及
び
交
野
警
察
署
に
つ
い
て
は
、
夜
間
、
休
日
以
外
に
お
い
て
も
、
当
該
警
察
署
の
職
員

が
専
用
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
直
接
画
像
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
す
。
本
諮
問
は
、
こ
の
こ
と
に
対
応

す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
外
部
提
供
す
る
保
有
個
人
情
報
の
項
目
 

特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
る
画
像
 

 ３
 
外
部
提
供
先
及
び
外
部
提
供
方
法
 

①
枚
方
警
察
署
及
び
交
野
警
察
署
 

当
該
警
察
署
の
職
員
が
専
用
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
直
接
画
像
を
取
り
出
し
。
 

②
上
記
①
の
警
察
署
以
外
の
捜
査
機
関
等
 

本
市
職
員
が
画
像
を
取
り
出
し
、
当
該
捜
査
機
関
等
に
提
供
。
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諮
問
第
６
０
７
号
 
 

  

諮
問
第
６
０
８
号
 

 
条
例
第
１
３
条
た
だ
し
書
（
電
子
計
算
機
の
接
続
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

 
条
例
第
１
３
条
た
だ
し
書
（
電
子
計
算
機
の
接
続
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
民
泊
制
度
運
営
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
子
計
算
機
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
に
つ
い
て

 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
ひ
ら
か
た
ポ
イ
ン
ト
事
業
に
お
け
る
電
子
計
算
機
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
３
０
年
２
月
１
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
３
０
年
２
月
１
９
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

民
泊
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
つ
つ
、
健
全
な
民
泊
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
住
宅
宿
泊
事
業
法
(平

成
２
９
年
法
律
第
６
５
号
)が

第
１
９
３
回
国
会
で
成
立
（
平
成
２
９
年
６
月
１
６
日
公
布
）
し
、
平
成
３
０
年
６
月
１
５
日

に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
同
法
第
３
条
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
を
営
む
者
の
届
出
等
の
準
備
行
為
に
つ

い
て
は
、
平
成
３
０
年
３
月
１
５
日
か
ら
実
施
可
能
と
な
り
ま
す
。
 

住
宅
宿
泊
事
業
法
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
及
び
同
法
に
規
定
さ
れ
る
事
業
を
営
む
者
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す

る
た
め
に
、
観
光
庁
が
民
泊
制
度
運
営
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

を
構
築
し
ま
す
。
本
市
は
、
本

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
枚
方
市
長
に
届
出
を
行
っ
た
住
宅
宿
泊
事
業
者
（
以
下
「
当
該
事
業
者
」
と
い
い
ま
す
。）

に
係
る
情
報

を
管
理
し
、
観
光
庁
と
当
該
情
報
の
共
有
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
本
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
が
各
自

の
届
出
に
係
る
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
実
施
機
関
が
使
用
す
る
こ
と
に
伴
い
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
実
施
機

関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者
及
び
観
光

庁
が
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を
随
時
に
取
得
し
得
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
対
応

す
る
も
の
で
す
。

 
 ２
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
以
外
の
者
が
随
時
に
取
得
し
得
る
保
有
個
人
情
報
の
項
目
 

別
紙
の
と
お
り
（
住
宅
宿
泊
事
業
者
及
び
事
業
廃
止
の
届
出
を
行
っ
た
者
に
お
い
て
は
、
各
自
の
届
出
に
係
る
情
報
に
限

る
。）
【
別
紙
省
略
】
 

 ３
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を
随
時
に
取
得
し
得
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
者
 住
宅
宿
泊
事
業
者
、
事
業
廃
止
の
届
出
を
行
っ
た
者
、
国
の
機
関
（
観
光
庁
）
 

 

４
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
 

 １
 
目
 
的
 

本
市
で
は
、
平
成
３
０
年
度
か
ら
、
本
市
が
実
施
す
る
健
康
・
高
齢
者
等
の
分
野
に
関
す
る
教
室
・
講
座
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
事
業
に
参
加
し
、
又
は
検
診
等
を
受
診
し
た
市
民
に
対
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
市
内
の
協
力
店
舗
や

交
通
機
関
等
で
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
で
き
る
、
ひ
ら
か
た
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
運
用
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。
 

本
事
業
の
実
施
に
伴
い
、
専
用
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。）

の
導
入
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
本
シ

ス
テ
ム
は
、
本
事
業
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等
の
情
報
の
閲
覧
の
ほ
か
、
本
シ
ス
テ
ム
に
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド

等
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
自
の
ポ
イ
ン
ト
残
高
等
の
情
報
（
以
下
「
ポ
イ
ン
ト
情
報
等
」
と
い
い
ま
す
。）

の
確
認
が

で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
す
。
 

本
諮
問
は
、実

施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
実
施
機
関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
に
よ

り
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、本

シ
ス
テ
ム
の
登
録
者
が
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を

随
時
に
取
得
し
得
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 
 

２
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
以
外
の
者
が
随
時
に
取
得
し
得
る
保
有
個
人
情
報
の
項
目
 

自
ら
登
録
し
た
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
電
話
番
号
及
び
ポ
イ
ン
ト

情
報
等

 
 

 
３
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を
随
時
に
取
得
し
得
る
 

 
者
 

 
 
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者
 

 ４
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。
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情報システムに係る個人情報保護基準 
 
◎ 情報セキュリティ対策 
情報資産を脅威から保護するため、次に定める情報セキュリティ対策を講ずるものとする。 

（１） 物理的セキュリティ対策 
情報システムを設置する施設への不正な立入り、情報資産への損傷・盗難等から保護するために施

設整備等の物理的な対策を講ずる。 
（２） 人的セキュリティ対策 

情報セキュリティに関する権限や責任を定めるとともに、全ての職員等に情報セキュリティポリシ

ーを周知徹底するための教育を実施する等、必要な対策を講ずる。 
（３） 技術的セキュリティ対策 

情報資産を不正なアクセス等から適切に保護するため、情報資産へのアクセス制御、コンピュータ

ウイルス対策ソフト導入等の技術面における対策を講ずる。 
（４） 運用 

外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講ずる。 
 
◎ 物理的セキュリティ対策 
（１） サーバ等の管理 
① サーバ等の機器の取付けを行う場合は、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を可能な限

り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう適切に固定する等、必要な措置を講じなければ

ならない。 
② サーバ室から外部に通ずるドアは必要最小限にし、施錠設備等によって許可されていない立ち入

りを防止しなければならない。また、施錠設備に関連する鍵、IC カード等は適正に管理しなければ

ならない。 
（２） 記録媒体の管理 

記録媒体は、サーバ室又は施錠可能な保管庫に保管するなどの盗難防止対策を講じなければならな

い。 
（３） その他の機器の管理 
① 端末機は盗難防止のため、ワイヤーによる固定等の物理的措置を講じなければならない。 
② 端末機は盗難や不正アクセス等に備え、ログインパスワードの入力を必要とするように設定しな

ければならない。 
③ ネットワーク機器及びその他の機器については、不可抗力による損傷、破損、または意図的な情

報の傍受等を防止するため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 
（４） 機器の修理・廃棄等 
① 記録媒体を内蔵する機器を外部の事業者に修理させる場合、内容を消去した状態で行わせなけれ

ばならない。内容を消去できない場合は、修理を委託する事業者との間で、守秘義務契約を締結す

る等、秘密保持体制の確認などを行わなければならない。 
② 機器の廃棄等の場合は、機器内部の記憶装置から、すべての情報を消去の上、復元不可能な状態
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にする措置を講じなければならない。 
 
◎ 人的セキュリティ対策 
（１） IC カード等の取扱い 

① 認証に用いる IC カード等を、職員等間で共有してはならない。 
② 退席時または業務上必要のない場合等は、IC カード等をカードリーダ等から抜いておかなければ

ならない。 
（２） ID の取扱い 

① 自己が利用している ID は、他人に利用させてはならない。 
② 共用 ID を利用する場合は、共用 ID の利用者以外に利用させてはならない。 
③ ID には必ずパスワードを設定し、他人に使用させてはならない。 
④ 職員等は、パスワードが流出し、他人が不正使用した場合であっても、被害を最小限に抑えるた

め、システムごとに異なったパスワードを設定しなければならない。 
⑤ システムを導入する場合においては、システム利用者が 8 桁以上のパスワード設定を必要とする

ようシステム設計しなければならない。 
 
◎ 技術的セキュリティ対策 
（１） バックアップの実施 

サーバ等に記録された情報について、必要に応じて定期的にバックアップを実施しなければならな

い。 
（２）ネットワークの接続制御 

不正アクセスを防止するため、ネットワークに適切なアクセス制御を施さなければならない。 
（３）アクセス管理 

システムの各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存

しなければならない。 
（４） 無線 LAN・広域無線通信の利用制限 

① 情報セキュリティ責任者（総務部長）が認めた場合を除き、無線 LAN を利用してはならない。 
② 情報セキュリティ責任者（総務部長）は、災害時の場合を除き広域無線通信の利用を認めない。 
③ 無線 LAN 及び広域無線通信の利用を認める場合、解読が困難な暗号化等の必要な措置を義務付け

なければならない。 
（５） アクセス制御 

ネットワーク又は情報システムごとにアクセスする権限のない職員等がアクセスできないように、

システム上制限しなければならない。 
（６） 利用者 ID の取扱い 

利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員等の異動、出向、退職に伴う利用者 ID の取扱い等の

方法を定めなければならない。 
（７） 特権を付与された ID の管理 

① 管理者権限等の特権を付与された ID を利用する者を必要最小限にし、当該 ID のパスワードの漏
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えい等が発生しないよう、当該 ID 及びパスワードを厳重に管理しなければならない。 
② 特権を付与された ID にて外部委託事業者が作業を行う場合は、職員等の立会いにより、作業内容

の確認を行わなければならない。 
③ 特権を付与された ID 及びパスワードについては、定期的な変更または入力回数制限等により、特

にセキュリティ機能を強化しなければならない。 
（８）パスワードに関する情報の管理 
① 職員等のパスワードに関する情報を厳重に管理しなければならない。各情報システムにおいて、

パスワード設定のセキュリティ強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。 
② 特権によるネットワーク及び情報システムへの接続を必要最小限にしなければならない。 

（９） システム開発・導入・保守等 
① 情報システム開発、導入、保守等の調達にあたっては、調達仕様書に必要とする技術的なセキュ

リティ機能を明記しなければならない。 
② システム開発の責任者及び作業者が使用するＩＤを管理し、開発完了後、開発用ＩＤを削除しな

ければならない。 
③ システム開発の責任者及び作業者のアクセス権限を設定しなければならない。 
④ システム開発及びテスト環境からシステム運用環境への移行について、システム開発計画の策定

時に手順を明確にしなければならない。 
（10） 不正プログラム対策 

① 所管するサーバ等及び端末機等に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウエア

を常駐させなければならない。 
② 不正プログラム対策ソフトウエアのパターンファイルを常に最新の状態に保たなければならない。 

 
◎ 運用 
（１） 外部委託 

① 外部委託先の選定にあたり、委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認し

なければならない。 
② ASP／クラウドによるシステムを利用する場合、委託事業者がサービス内容に応じた十分な情報

セキュリティ対策を確保していることを確認しなければならない。 
③ 情報システムの運用等を外部委託する場合には、委託する業務の内容に応じて、委託事業者との

間で次の情報セキュリティ要件を規定した契約を締結しなければならない。 
・情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守 
・委託先の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定 
・通信速度及び安定性、システムの信頼性等の品質保証 
・従業員に対するセキュリティ教育の実施 
・提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止 
・業務上知りえた情報の守秘義務 
・再委託に関する制限事項の遵守 
・委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等 
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・委託業務の定期報告及び緊急時報告義務 
・市による検査 
・市による監査 
・市による事故時等の公表 
・情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等） 

④ ASP／クラウドによるシステムを導入する場合は、委託契約項目に合わせて次の情報セキュリテ

ィ要件を規定した契約を締結しなければならない。 
・本店所在地及びデータセンター、データバックアップ先が日本国内であること 
・データセンターは十分な情報セキュリティ対策、災害対策を確保していること 

⑤ 個人情報を取扱う作業を委託する場合は、委託事業者に対し、必ず個人情報の保護に関する覚書

を取り交わさなければならない。 
⑥ 個人情報を取り扱う業務を外部委託する場合は、委託事業者と個人情報の保護に関する覚書を締

結する際に、委託事業者に対し、個人情報の具体的な取り扱いについて説明を行わなければならな

い。 
 

 
 

＜用語の定義＞ 
・ 無線 LAN 

電波等を利用してデータの送受信を行う構内通信網システム 
・ 広域無線通信 

電波等を利用してデータの送受信を行う、事業者が提供する広域向けの通信網システム 
・ ＡＳＰ／クラウド 

庁外データセンター等でプログラムやデータベースを管理し、ネットワークを介してこれを利用する

仕組みや概念。 
・ データセンター 

耐震性に優れた建物にシステムを収容して高速な通信回線を引き込み、空調設備や入退室管理、カメ

ラによる監視等のセキュリティ対策を施した施設 
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５．審査会答申 
 

情個審答申第 ５４ 号 

平成２９年４月２４日 

 

 

枚方市長 伏見 隆  様 

枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

                        会 長   松 本  哲 治 

 

 

 

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

平成２９年１月１８日付け総コ推第１８８号により諮問のあった部分公開決定（平成２

８年１０月２０日付け環東第６５－３号）に対する審査請求について、次のとおり答申し

ます。 
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第一 審査会の結論 

 枚方市長（事務所管は環境部東部清掃工場。以下「実施機関」という。）が締結したガ

ス需給契約（大口供給契約Ⅱ類）に係る以下の３文書（以下「本件文書」という。）につ

き、部分公開とした決定について、審査請求人から非公開とするよう求められた部分を、

枚方市情報公開条例（以下「条例」という。）６条３号に規定する情報に該当しないもの

とした実施機関の判断は、妥当でない。 

 文書１ ガス需給契約書（平成２８年３月１８日契約） 

 文書２ 文書１に添付の大口供給制度供給条件 

 文書３ ガス料金月別請求書及び領収書（平成２５・２６・２７年度分） 

 

 

第二 経過 

 

１ 情報公開請求 

  平成２８年９月７日付けで、条例５条１項の規定に基づき、実施機関に対し、「東部

清掃工場に係わる次の書類 ・契約書 ・月別払出ガス量（Ｈ２５、２６、２７年度の各

月ごと） ・月別ガス料金（Ｈ２５、２６、２７年度の各月ごと）」の公開の請求（以下

「本件請求」という。）があった。 

 

２ 対象文書の特定と第三者意見照会 

  実施機関は、本件請求に対応するものとして、本件文書を特定の上、本件文書に第三

者に関する情報が記録されていたことから、平成２８年９月２１日付けで、条例１１条

１項の規定に基づき、当該第三者（以下「審査請求人」という。）に対し、本件文書を

公開することについて意見書を提出するよう求めた。 

そうしたところ、審査請求人からは、平成２８年１０月４日付けで、以下の意見が記

載された意見書の提出があった。 

  ・公開の可否：公開しないでほしい。 

  ・理   由：①ガス需給契約書第７条の守秘義務条項があるため。 

②契約書の公開により、審査請求人のノウハウ（営業秘密）である料

金構造が公開されることとなり、競争上の地位その他正当な利益を

害されるため。具体的には、 

・契約書記載の単価 

・従量料金のみとする料金制 

・その単価算定の条件になる供給条件の条項（適用条件、単位料金

の調整、審査請求人の原料調達費、精算額など） 

が該当する。 
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※本件でガス入札が実施される場合、入札時には公開されることのな

い各社情報が審査請求人のみ公開されることとなり、公平性が担保

されない。 

※入札、見積り合わせ等、他の案件においても、本内容が公開され、

他社がそれを利用することで審査請求人が競争上の不利益を受ける。 

 

３ 部分公開決定 

  実施機関は、審査請求人の意見も考慮して、平成２８年１０月２０日付けで、次に掲

げる理由により、それぞれ当該理由に該当する項目を公開しないこととして、本件文書

の部分公開決定（以下「本件処分」という。）をし、本件請求の請求者（以下「本件請

求者」という。）と審査請求人のそれぞれに対してその旨を通知した。 

  なお、本件処分は、審査請求人から公開に反対する旨の意見のあった情報を公開する

内容を含むものであったため、本件処分による公開は、条例１１条３項の規定に基づき、

平成２８年１１月２１日以降に実施するとされた。 

  ・条例６条１号に該当 

    検針担当者の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るも

のであるため。 

  ・条例６条３号に該当 

    ガス需給契約書中の契約最大需要期使用量、契約年間引取量、基準単位料金、基

準平均原料価格、法人印の印影及び法人代表者印の印影、大口供給制度供給条件中

の最大需要期、適用条件（本契約に独自のものに限る。）、基準平均原料価格、需給

契約中途解約精算額算定係数、需給契約中途変更精算額算定係数、契約年間引取量

未達精算額算定係数、契約最大使用量超過精算額算定係数、契約最大需要期使用量

超過精算額算定係数及び本支管工事費の負担額算定に関する事項並びにガス料金月

別請求書及び領収書中の月別ガス料金及び月別ガス単位料金は、法人に関する情報

であって、公開することにより、当該法人の正当な利益を害すると認められるもの

であるため。 

 

４ 審査請求の提起及び執行停止の申立て 

審査請求人は、本件処分のうち、審査請求情報（本件文書に記録されている情報のう

ち、審査請求人が審査請求書に添付された本件文書の写しに下線を付した情報をいう。

以下同じ。）を公開するとした部分について、審査庁（事務所管は総務部コンプライア

ンス推進課。以下同じ。）に対し、平成２８年１１月１８日付けで、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）２条の規定に基づく審査請求を提起

するとともに、平成２８年１１月２１日付けで、法２５条２項の規定に基づく執行停止

を申し立てた。 
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５ 執行停止 

  審査庁は、審査請求人の申立てを認め、平成２８年１１月３０日付けで、審査請求情

報の公開を平成２９年５月２９日まで停止する旨の決定を行った。 

 

６ 決定理由説明書の提出要求 

  審査庁は、法２９条２項の規定に基づき、平成２８年１１月３０日付けで、実施機関

に対し、決定理由説明書の提出を求めた。 

 

７ 公開の実施 

  実施機関は、平成２８年１２月１９日に、本件請求者に対し、本件処分により非公開

とした情報と審査請求情報を除く情報の公開を実施した。 

 

８ 決定理由説明書の提出 

  実施機関は、平成２９年１月６日付けで、審査庁に対し、決定理由説明書を提出した。 

 

９ 審査会に対する諮問 

  審査庁は、条例１４条の２第１項の規定に基づき、平成２９年１月１８日付けで、本

件審査請求に対する裁決について、審査会に対し、諮問を行った。 

 

１０ 口頭意見陳述の実施 

  審査庁は、法３１条１項の規定に基づく審査請求人の申立てに応じて、平成２９年２

月１７日に、審査会において、審査請求人及び実施機関に口頭により意見を陳述させた。 

 

１１ 参加人の参加 

  審査庁は、より適正な審査を行うため、本件請求者を本件審査請求に参加させること

が必要と認めたことから、法１３条２項の規定に基づき、平成２９年３月１日付けで、

本件請求者を参加人とした。 

  なお、この答申の日までに、参加人から法に定める手続きを行う旨の申出はなかった。 

 

 

第三 本件審査請求の要旨 

 本件処分の一部を取り消し、審査請求情報を非公開とする裁決を求める。 

 

 

第四 審査請求人の主張要旨 

審査請求書、執行停止申立書及び口頭意見陳述の内容を総合すると、審査請求人の主張
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は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 審査請求情報の公開により、審査請求人のノウハウ（営業秘密）である料金構造が公

開されることとなり、競争上の地位その他正当な利益を害される。具体的には、以下の

⑴から⑶に示す事項が審査請求人独自のノウハウに該当する。これらの情報が一度公開

されれば多数の実施機関と締結した契約と同様の又は類似した契約を行っている顧客へ

の競争上の正当な地位を審査請求人は失う。 

 

 ⑴ 契約最大需要期使用量に関する事項 

   最大需要期使用量は、いずれのガス小売事業者も締結する託送契約に必要な使用量

ではなく、ガス入札実施においても定める必要がない事項であり、審査請求人が独自

に単価算定を行うために設けた事項である。公開されることにより、他社に審査請求

人の単価算定構造が分かり、審査請求人が競争上の正当な地位を失う。 

 

 ⑵ 調整単位料金の適用基準に関する事項 

   契約単価や約款が公開されている自由化対象外顧客（年間１０２，２２３立方メー

トル未満）とは異なり、自由化対象の大口顧客とは相対契約であり、燃料調整算定条

件が独自のものである。特に審査請求人の購入実績により価格を調整すること、かつ、

２ヶ月毎に調整することは大口顧客の中でも年間１，０００，０００立法メートル以

上ガスを利用いただく顧客向けの独自の調整方法で、さらに、大口顧客においても調

整方法が異なる場合がある。エネルギー業界や専門の者であれば、審査請求人のＬＮ

Ｇ調達価格は推定でき、燃料調整算定条件を公開されれば、審査請求人の経費や利益

が算出可能となる。入札条件によっては審査請求人の応札価格が推定され、競争上の

正当な地位を失う。 

 

 ⑶ 精算額に関する事項 

   契約の中途解約や使用量超過などによる精算額算出についても、精算額を設けるか

否かを含めてガス小売事業者が独自で定めることであり、特に、係数だけでなく、精

算額の算定に年間引取量や最大需要期使用量を用いることも独自の算定方法である。

公開されることにより、精算額算出手法だけでなく、中途解約や使用量超過などによ

る審査請求人の損失（経費構造）が分かり、競争上の正当な地位を失う。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

部分公開決定通知書、決定理由説明書及び口頭意見陳述の内容を総合すると、実施機関

の主張は、おおむね次のとおりである。 
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１ 本件処分の正当性とその理由 

 

 ⑴ ガス事業は、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）２条１０号の規定により、一

般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業、大口ガス事業の４つに区分されていて、

本件文書（文書３を除く。）による契約（以下「本件契約」という。）に基づくガス供

給は、一般ガス事業によるものである。 

   一般ガス事業については、同法１７条及び１９条の規定により、ガスの料金その他

の供給条件について供給約款や選択約款を定め、これを公表しなければならないとさ

れているが、大口供給については、同法２０条ただし書の規定により、供給約款や選

択約款ではなく、公表義務のない、供給の相手方との合意（その具体的内容は大口供

給制度供給条件に記載され、本件契約については文書２がこれに当たる。）によるこ

とができるとされており、本件契約はこれに当たる。 

 

⑵ 審査請求情報は、以下の５情報に分類することができる。 

情報Ａ 本件文書に記載されている次の用語 

・契約最大需要期使用量（文書２のＰ１に記載されているものを除く。） 

・契約最大需要期使用量超過精算額 

・最大需要期 

・実績最大需要期使用量 

情報Ｂ 需給契約中途解約精算額の算定式の項のうち、「契約年間引取量」と「需

給契約解約（変更）月における単位料金」（これらが類推され得る記述を

含む。） 

情報Ｃ 平均原料価格を算出するために原料価格を観察する期間 

情報Ｄ 平均原料価格の算定基礎となる価格の具体的内容 

情報Ｅ 調整単位料金の適用基準 

 

⑶ 情報Ａと情報Ｂは、本件契約における精算金（文書２においてあらかじめ定められ

たガス使用量と、実際のガス使用量との乖離の有無や程度等に応じて、ガス料金とは

別に、実施機関が負担すべきとされているもの。）に関する情報である。 

審査請求人が開設しているホームページに掲載されている、大口基準未達補償料の算

定式には「当該年度における各種の精算額を付加する前の･･･」との記述があるので、

大口供給契約である本件契約について、何らかの精算金が設定されていること自体は

公知の事実であるが、⑴で述べたとおり、大口供給制度供給条件は公表されていない

ので、本件契約を含む審査請求人が締結する大口供給契約における精算金に関する情

報の具体的内容は、公知のものとはいえない。 
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その上で、審査請求人の意見の理由が、本件契約の契約書記載の単価を具体的に算

定され得る情報が営業秘密に該当し、これらを公開されることが競争上の不利益につ

ながるというものであったことからすると、精算金に関する情報のうち、料金構造を

構成する要素たる審査請求人特有の数値（＝精算金算定式の定数項の数値）はともか

く、本件契約における精算金の名称や算定項目の具体的内容（＝情報Ａや情報Ｂ）は、

これらを公開したとしても、本件処分による非公開情報を公開しない限りにおいて、

精算金の具体的金額に係る数値を知ることはできず、そうであれば、ガス供給契約の

見積合わせや入札において、審査請求人が他の事業者との比較において一方的な不利

益を被る等の競争上の地位が害されるおそれはないと判断した。 

 

 ⑷ また、ガス事業法施行規則（昭和４５年通商産業省令第９７号）３条と審査請求人

が開設しているホームページによると、大口供給契約については、従量価格と、輸入

原料価格の変動に応じて、大口供給制度供給条件の定めるところにしたがって自動的

に調整される調整単位料金をガス料金の要素としており、本件契約についても、これ

らの要素によることは明らかである。 

   情報Ｃから情報Ｅまでは、この調整単位料金に関する情報であるが、審査請求人は、

２００８年９月２９日付けで、大口供給契約における原料費調整制度に関してプレス

リリースを行っており、その内容は、情報Ｃから情報Ｅまでの内容を含んでいる。こ

のプレスリリースの内容は、審査請求人の開設するホームページに掲載されていて、

現在でも、誰でも見ることができるようになっている。 

   このため、情報Ｃから情報Ｅまでについては、既に公知のものであると判断し、本

件処分により公開することとしても、審査請求人の正当な権利利益を害するおそれは

ないと判断した。 

 

２ 結論 

  実施機関は、以上のことから、本件処分を行った。 

 

 

第六 審査会の判断理由 

当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する｡ 

 

１ 審査請求情報は、本件文書のうち、文書１及び文書２に記載されていて、実施機関は、

これらの情報は条例６条３号に該当しないと主張しているので、以下、この点について

検討する。 
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２ 本件契約によるガスの供給は、ガス事業法上の一般ガス事業における大口供給に当た

り、大口供給については、既に自由化されていて、一般ガス事業者と顧客が個別に合意

した供給条件によりガスを供給できるとされ、その内容の公表も、約款とは異なって義

務付けられていない。 

 

３ まず、情報Ａ及び情報Ｂについて、検討する。 

２で述べたとおり、一般ガス事業における大口供給においては顧客ごとに個別に供給

条件を定めることが可能であり、どのような供給条件を定めるかは、事業者間の競争に

おける営業上の工夫であるといえる。そして、個別に定める供給条件においては、公表

されないことを前提として、独自のノウハウの核心も含む記載がなされているとの審査

請求人の主張も理解できる。 

加えて、一般的に、供給物の品質や量は、供給者にとって、同業他社との差別化を図

る上で大きな比重を占めるが、そのような差別化の余地が限られるガス事業においては、

同業他社との差別化を図る上で、その供給条件とりわけ料金設定の如何がより重要な位

置を占めると考えられる。 

これらのことからすると、審査請求人が主張するとおり、本件契約の契約書記載の単

価を具体的に算定し得る情報のみならず、精算金の名称やその算定項目の具体的内容も

また、営業上工夫された料金設定であり、営業秘密に属する情報に当たるとみるべきで

ある。 

以上のことから、精算金の名称や算定項目の具体的内容について、条例６条３号に該

当しないとした実施機関の判断は、妥当でない。 

なお、本件文書には、審査請求情報以外にも、料金構造に関する記載があるが、それ

らについては、本件審査請求の対象となっていない。 

 

４ 続いて、情報Ｃから情報Ｅについて、検討する。 

３で述べたとおり、一般ガス事業における大口供給においては、その料金設定の如

何がより重要な位置を占めると考えられる以上、料金設定の一部を成す原料費調整制

度に関する情報Ｃから情報Ｅもまた、審査請求人が主張するとおり、営業秘密に属す

る情報と認められる。 

これに対して、実施機関は、第五の１の⑷の内容がプレスリリースとしてホームペー

ジ上に公開されていることから、それがすべての大口供給契約に等しく適用されると理

解し、それと同一の情報Ｃから情報Ｅにつき、既に公知の情報となっていると判断した

とのことである。たしかに、既に公知となっている情報については、もはやこれを営業

秘密に属する情報とはいえないから、これを非公開とする理由はない。しかし、審査請

求人によると、大口供給契約については顧客ごとに個別に内容の異なる原料費調整を行

うことがあるとのことなので、本件契約を含む審査請求人の大口供給契約における原料
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費調整制度の内容が、公知のものとはいえない。 

これらのことから、情報Ｃから情報Ｅについて、既に公知のものとした実施機関の

判断は妥当でない。その上で、本件契約に係る原料費調整制度に関する情報もまた営

業秘密に属する情報と認められることは先に述べたとおりであるから、これらの情報

は、条例６条３号に該当すると解すべきである。 

  

５ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

第七 審査会の処理経過 

開 催 年 月 日 処    理    内    容 

平成２９年１月１９日 諮問書の収受 

平成２９年２月１７日 
事務局からの事案説明、実施機関及び審査請求人からの意

見聴取、審査 

平成２９年３月２４日 審査 

平成２９年４月２４日 審査、答申 
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情個審答申第５５号 

平成２９年９月４日 

 

枚方市長 伏見 隆  様 

 

枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

会  長   松 本  哲 治 

 

                                          

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

平成２９年５月８日付け総コ推第１８号により諮問のあった公文書不存在決定（平成 

２９年３月２１日付け総職第２９９号）に対する審査請求について、次のとおり答申しま

す。 

 

 

 

 

 

 

- 81 -



 
 

 

第一 審査会の結論 

枚方市長（事務所管は総務部人材育成室職員課。以下「実施機関」という。）の決定

は、妥当である。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 情報公開請求 

平成２９年３月６日、審査請求人は、枚方市情報公開条例（以下「条例」という。）

５条１項の規定に基づき、実施機関に対し、「①２０１７年２月２０日付組合事務所使

用に関する交渉開催要求書の回答について②同、組合事務所使用について（回答）③同、

市行政財産における活動に関する改善について（警告）両組合分 ①～③回議書といっ

さいの資料 いわゆる検討会議の日時、場所、出席者と議事録またはメモ」（以下「本

件請求情報」という。）の公開の請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

平成２９年３月２１日、実施機関は、本件請求情報のうち、「いわゆる検討会議の日

時、場所、出席者と議事録またはメモ」（以下「本件対象文書」という。）の部分につい

ては、以下の理由に基づき公文書不存在の決定（以下「本件処分」という。）を、それ

以外の部分については、 

① 市職労『組合事務所使用等に関する交渉開催要求書』に対する回答について（平

成 29年２月 20日市長決裁） 

② 組合事務所使用について（平成 29年２月 20日市長決裁） 

③ 枚方市行政財産における活動に関する改善について（平成 29 年２月 20 日市長決

裁） 

の３件の文書（以下「本件関係文書」という。）を特定の上、部分公開の決定をそれぞ

れ行い、審査請求人に対してその旨を通知した。 

  （不存在の理由） 

   本件関係文書を作成するための会議を開催していないため。 

 

３ 審査請求 

平成２９年３月２７日、審査請求人は、本件処分を不服とし、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）２条の規定に基づく審査請求を提起した。 

 

第三 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消し、本件対象文書を公開することの決定を求める。 
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第四 審査請求人の主張要旨 

審査請求書、決定理由説明書に対する意見書及び口頭意見陳述の内容を総合すると、審

査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 実施機関は、「本件関係文書は、実施機関の担当者が作成した原案をもとに、関係職

員の意見を順次反映させながら成案を得たものであり、関係職員による検討会議は開催

しておらず、関係職員が出した意見を別途記録することはなかったため、本件対象文書

は存在しない」と主張している。本件請求時及び本件関係文書の写しの交付時に、起案

担当の職員に決裁文・本文以外に添付書類はないのか、意思統一のための検討会議等は

開催していないのか、会議録・メモはないのかと説明を求めたが、いずれも「添付書類

はない」、「会議等は開催していない」とのことであった。 

組合事務所の使用に係る回答書において、「・・・検討した結果・・・本市が行った

目的外使用許可の使用目的に含まれないと認識するに至ったもの」としており、検討し

たことは認めている。検討した結果とは、会議を開き検討したのではないか。どういう

事例が使用目的に含まれないとなったかなど、会議を開き、議論しないと実施機関とし

ての合意は得られない。 

また、同回答書には「関連する条例等の規定に基づき行った」、組合事務所使用等に

関する交渉開催要求書に対する回答書には「労働基本権についても関係法令に規定され

る範囲内において尊重する立場である」と記載されているが、関連法令や条文が添付さ

れていない。関係法令とは何を指すのか、範囲内とはどのような法律のどういう条文・

規則なのか、資料を添付しなければ決裁者には分からない。同様に、行政財産における

活動に関する改善に係る警告書の決裁文書についても、その指摘の根拠となる機関紙が

添付されていない。 

加えて、組合事務所を貸さないということは、重大な判断であり、裁判などに発展す

る可能性が極めて強いものである。 

これらのことから、関係職員の意見を順次反映させて成案を得たとは到底考えられな

い。市首脳部の意思統一の会議等があったと考えるのが普通である。 

 

２ 条例１条で、「市の保有する情報を公開することにより、市政に関する市民の知る権

利を保障し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政参加を促進し」、条例

３条で、「実施機関は、市政に関する市民の知る権利が十分に保障されるように、この

条例を解釈し、運用しなければならない」と定められている。解釈では、「実施機関は、

本来あるべき公文書が作成されていなかったり、紛失したり、廃棄されたりすることの

ないよう、枚方市文書取扱規程（以下「規程」という。）等に基づく適切な作成及び保

存に努めなければならない」とされている。 

規程では、決裁に際して、「必要に応じ、理由、経過その他参考事項を記載するとと
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もに関係資料を添付すること」、「起案文書の回付の途中でその内容に重要な変更があっ

たときは、既に決定関与及び合議を終了した者に開示し、その承諾を得なければならな

い」とされている。 

条例の趣旨に反し、規程にも違反するような文書処理をしているのは、市民から事実

を隠すためと推測されても仕方がない行為である。 

 

３ 以上のことから、決裁文書に「関係資料も添付しない」、「会議も開かない」、「記録も

ない」などの主張は承知できるものではなく、速やかに関係資料を公開することを強く

求める。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

実施機関の公文書不存在通知書、決定理由説明書及び口頭意見陳述の内容を総合する

と、実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 実施機関は、本市職員で構成される組合（以下単に「組合」という。）から、地方自

治法第２３８条の４第７項の規定に基づく行政財産の使用の許可の申請を受け、その所

管する施設の一部について、同組合の事務所として使用することを目的として、地方自

治法第２３８条の４第７項の規定に基づき、平成２８年３月３１日付けで、許可期間を

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとする行政財産目的外使用許可を

行っており、当行政財産目的外使用許可には、「職員の勤務条件の維持改善及び職員の

福利厚生の活動に限る」という許可条件が付されている。 

 

２ 本件請求のうち、本件対象文書に係る部分は、実施機関が組合によるその許可を受け

た行政財産の使用状況が前記許可条件に違反していると認識せざるを得ないと思料して

組合に対して発出した警告文書、組合からの質問に対する回答文書及び要求に対する回

答文書並びにこれらの文書に関する回議書及びその添付資料、すなわち本件関係文書の

作成に当たって、実施機関の職員が検討を行うために開催した会議に関する文書の公開

を求められたものであると判断した。 

 

３ 本件関係文書については、実施機関の担当者が作成した原案をもとに、上司を交えて

打合せや議論を行う中で、手直しを繰り返すことによって、関係職員の意見を順次反映

させながら、成案を得たものである。このことから、関係職員による検討会議は開催し

ておらず、それに類する議事録も作成していない。また、関係職員が出した意見を別途

記録することもなかった。手直しが入った文書については、手直し終了後、あるいは決

裁終了後に廃棄している。 
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４ これらのことから、本件対象文書は存在しない。 

以上のことから、実施機関は本件処分を行った。 

   

 

第六 審査会の判断理由 

当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する｡ 

 

１ 本件審査請求は、本件関係文書の作成に係る「いわゆる検討会議の日時、場所、出席

者と議事録またはメモ」の存否を争点とするものであるので、このことについて検討す

る。 

 

２ 審査請求人は、本件関係文書の内容に照らせば、その作成に当たっては、意思統一の

ための会議等があったと考えるのが普通であると主張している。 

 

３ これに対して、実施機関は、本件関係文書については、担当職員がパソコンで原案

データを作成し、紙に出力したものに上席者の指示等を手書きで加筆し、その内容に基

づいて原案データを修正し、それを再度紙に出力するというサイクルで、加筆と修正を

繰り返し行い成案を作成したものであり、会議は開催しておらず、別途職員の意見につ

いて記録を行うこともなかったと主張する。また、成案を得るまでに順次発生した手書

きで加筆した書類（以下「加筆書類」という。）については、加筆内容を原案データに

反映した後に廃棄したとのことである。 

 

４ まず、審査請求人が主張する会議等の有無についてであるが、現に見分している本件

関係文書の内容やボリューム、作成に関与した部署の数に照らせば、本件関係文書が何

らの会議も経ることなく、実施機関の説明するような手法で作成されたとする実施機関

の主張は、特に不自然とはいえない。 

また、何らかの会議が開催されたと推認される具体的な事情に関する審査請求人から

の主張もない。 

これらのことから、本件関係文書の作成に当たり、何ら会議は開催していないという

実施機関の主張を覆すに足りる事情はない。 

 

５ もちろん、本件請求の趣旨からすると、本件対象文書の範囲を何らかの会議に関する

文書に局限することは適当でなく、実施機関の主張にもあるとおり、担当者と上席者に

よる打合せや議論が行われているのであるから、その過程で何らかの文書は発生してい

たと考えられる。しかし、それが実施機関の主張する、既に廃棄されたという加筆書類

- 85 -



 
 

 

のみであるということを覆すに足りる事情は見出すことができない。 

 

６ その上で、審査請求人は、条例３条２項や規程１５条８号の規定を引用して、本件関

係文書の作成に当たり、既に公開されている文書以外に何らかの文書が作成、保存され

るべきであったと主張しているので、最後に、加筆書類を廃棄した実施機関の取扱いの

是非について検討する。 

実施機関は、条例３条２項の規定により、公文書の適切な作成及び保存に努めなけれ

ばならないとされ、公文書は、条例２条１号により、実施機関が職務上作成し、又は取

得した文書、図画及び写真で、実施機関が管理しているものと規定されている。 

ここでいう「実施機関が管理しているもの」とは、枚方市の情報公開事務の手引によ

れば、「規程等に基づき、現に実施機関が保管・保存しているものをいい、実施機関の

職員が自己の職務を遂行する過程で作成した起案文書の草稿は、通常は保管の対象とし

ない。ただし、他の公文書に添付されている場合や、供覧に付した場合には、公的に管

理にしているものである」と解釈されている。ただ、どのような草稿を他の公文書に添

付し、又は供覧に付するかについては、ルール化されていない。 

このような現状は、条例３条２項が公文書の適切な作成及び保存を要請する趣旨に照

らして疑問の余地がないではないが、実施機関が、加筆書類について本件関係文書の草

稿に当たり、保存義務はないものと判断し、廃棄したことは、実施機関で通用している

条例の解釈、運用から逸脱するものであるとはいえない。 

 

７ これらのことから、本件対象文書となるべき何らかの文書を実施機関が現に保管、保

存していると認めることは困難である。 

  

８ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

第七 審査会の処理経過 

開 催 年 月 日 処    理    内    容 

平成２９年 ５月 ８日 諮問書の収受 

平成２９年 ６月１２日 
事務局からの事案説明、実施機関及び審査請求人からの

意見聴取、審査 

平成２９年 ７月２４日 審査 

平成２９年 ９月 ４日 審査・答申 
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又
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情
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。
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又
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。
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事
務
事
業
又
は
国
等
か
ら
依
頼
、
協
議
等
を
受
け
て
行
う
事
務
事
業
に
関
し
て
作
成
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し
、

又
は

取
得

し
た

情
報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
と
国
等
と
の
協
力
関
係
を
著
し

く
損
な

う
と

認
め

ら
れ
る
も
の
 

（
５
）
 

公
開

し
な

い
と
の
約
束
の
下
に
、
個
人
又
は
法
人
等
か
ら
任
意
に
提
供
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、

当
該
約

束
の

締
結

が
状
況
に
照
ら
し
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

（
６
）
 

市
の

内
部

又
は

市
と
国
等
と
の
間
に
お
け
る
審
議
、
協
議
、
検
討
、
調
査
研
究
そ
の
他
の
意
思

形
成

過
程

に
関

す
る

情
報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
意
思
形
成
を
適
正
又
は
公
正

に
行
う

こ
と

に
著

し
い
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

（
７
）
 

市
又

は
国

等
が

行
う
取
締
り
、
監
督
、
立
入
検
査
、
入
札
、
交
渉
、
渉
外
、
争
訟
、
試
験
、
人

事
そ

の
他

の
事

務
事

業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
務
事
業
の
目

的
を

著
し

く
失

わ
せ

、
又
は
こ
れ
ら
の
事
務
事
業
の
適
正
若
し
く
は
公
正
な
執
行
を
著
し
く
妨
げ
る

と
認
め

ら
れ

る
も

の
 

（
８
）
 

公
開

す
る

こ
と
に
よ
り
、
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
財
産
又
は
生
活
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防

そ
の
他

の
公

共
の

安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

（
部
分

公
開

）
 

第
７
条
 
実

施
機

関
は

、
情
報
の
公
開
の
請
求
に
係
る
公
文
書
の
一
部
に
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
情
報

が
記

録
さ

れ
て

い
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
部
分
を
容
易
に
、
か
つ
、
当
該
請
求
の

趣
旨
を

損
な

わ
な

い
程

度
に
分
離
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
部
分

を
除
い
て
、
当
該
情
報
の
公
開
を
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
公
開

の
請

求
手

続
）
 

第
８
条
 
情

報
の

公
開

を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機

関
に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 

氏
名

及
び

住
所
（
法
人
等
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者

の
氏
名

）
 

（
２
）
 
請

求
に

係
る

情
報
の
内
容
そ
の
他
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

（
３
）

 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
前

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
を
代
理
人
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
代
理
人
の
氏
名
及
び

住
所
を

併
記

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
説
明

及
び

助
言

）
 

第
９
条
 
情

報
の

公
開

を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
請
求
に
係
る
情
報
を
特

定
す
る

た
め

に
必

要
な

説
明
及
び
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
公
開

の
請

求
に

対
す

る
決
定
及
び
通
知
）
 

第
1
0条

 
実

施
機

関
は

、
第

８
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
が
到
達
し
た
日
か
ら

起
算
し

て
15
日
以

内
に

、
当
該
請
求
に
係
る
情
報
の
公
開
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
や

む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き

な
い

と
き

は
、
同
項
の
請
求
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
4
5日

を
限
度
と
し
て
、
当
該
期
間
を

延
長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理
由
（
当

該
決
定
を
す
る
時
期
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
同
項
の
請
求
を
し
た
も
の
（
以

下
「
請
求
者
」
と

い
う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
決
定
の
内
容
を
請
求
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

４
 
前
項
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
請
求
に
係
る
情
報
の
公
開
を
し
な
い
旨
の
決
定
（
第
７
条
の
規
定
に
よ

り
情
報
の
一

部
を
公
開
し
な
い
場
合
及
び
公

文
書
が
不
存
在
で
あ
る
た
め
情
報
を

公
開
で
き
な
い
場

合

を
含
む
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
請
求
者
は
、
実
施

機
関
が
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
（
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
期
間
が
延
長
さ
れ

た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
内
に
第
１
項
の
決
定
を
し
な
い
と
き
は
、
情
報
の
公
開
を

し
な
い
旨
の
決
定

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
第
三
者
保
護
に

関
す
る
手
続
）
 

第
1
1条

 
実
施
機
関
は

、
公
開
の
請
求
に
係
る
情
報
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
請
求
者
以
外
の
者
（
以
下

「
第
三
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
前
条
第
１
項
の
決
定
を
す
る
に

当
た
り
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
の
意
見
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る

。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
公
開
の
請
求
に
係
る
情
報
に
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
第
６
条
第
１
号
ニ
又
は
同
条
第
３
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
公
開
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
公
開
の
決

定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
実
施
機
関
の
定
め
る
事
項
を
通
知
し
て
、
意

見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前

２
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
公
開
を
す
る
と

き
は
、
情
報
の
公
開
の
決
定
を
し
た
日
か
ら
相
当
の
期
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
公
開
の
決
定
後
速
や
か
に
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
実
施

機
関
の
定
め
る
事

項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
公
開
の
実
施
）
 

第
1
2
条
 

実
施
機
関
は
、
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、

前
条
第
３
項
に
規

定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
請
求
者
に
対
し
情
報
の
公
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
情
報
の
公
開
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
開
を
す
る
と
き
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
公
文
書
を
複
写
し
た
も
の
を
閲
覧
に
供
し
、
又
は
そ
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
手
数
料
及
び
費
用
負
担
）
 

第
1
3条

 
情
報
の
公
開
に
係
る
手
数
料
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）

 
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
情
報
の
公
開
の
請
求
の
場
合
 
無
料
 

（
２
）

 
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
情
報
の
公
開
の
申
出
の
場
合
 
１
件
に
つ
き
3
0
0円

 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
請
求
者
又
は
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
公
開
の
申
出
を
行
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っ
た
も

の
は

、
公
文

書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
写
し
を
含
む
。
）
の
交
付
に
よ
り
情
報
の
公

開
を
受

け
た

場
合

は
、

当
該
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
章
 
救

済
手

続
 

（
救
済

手
続

）
 

第
1
4
条
 
実

施
機

関
は

、
第
1
0
条
第
１
項
の
決
定
に
つ
い
て
、
行

政
不
服
審
査
法
（
昭
和
3
7
年
法
律
第
16
0

号
）
の
規

定
に

よ
る

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
不
服
申
立
て
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
る
と

き
を
除

き
、

遅
滞

な
く

、
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２
 
実
施
機

関
は

、
前
項

の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
答
申
が

あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
速

や
か
に

、
当

該
不

服
申

立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
４
章
 
情

報
公
開
の
総
合
的
な
推
進
 

（
情
報

公
開

の
総

合
的

な
推
進
）
 

第
1
5条

 
実

施
機

関
は

、
こ

の
条
例
に
定
め
る
情
報
の
公
開
の
ほ
か
、
情
報
提
供
施
策
及
び
情
報
公
表
施
策

の
拡
充

を
図

り
、
市
政

に
関
す
る
正
確
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
を
市
民
が
迅
速
か
つ
容
易
に
得
ら
れ
る
よ

う
に
情

報
公

開
の

総
合

的
な
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
章
 
雑

則
 

（
市
長

の
調

整
）
 

第
1
6条

 
市

長
は

、
市
長

以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
情
報
の
公
開
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
を
行

う
こ
と

が
で

き
る

。
 

（
出
資

法
人

へ
の

要
請

）
 

第
1
7条

 
市

長
は

、
市

が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
に
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ

た
措

置
を

講
ず

る
よ
う
に
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
指
定

管
理

者
の

情
報

公
開
）
 

第
17
条
の
２

 
公

の
施

設
の
管
理
に
つ

い
て
枚
方

市
公
の
施

設
に
お
け
る

指
定
管
理

者
の
指
定

の
手
続
等

に
関
す

る
条

例
（
平

成
16
年
枚
方
市
条
例
第
28
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以

下
「
指
定

管
理

者
」
と

い
う
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
の

っ
と
り
、
当
該
公
の
施
設
の
管
理
業
務
に

関
し
保

有
す

る
文

書
の

公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
前
項

の
公
の
施
設
の
管
理
業
務
に
関
す
る
文
書
で
あ
っ
て
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
な

い
も
の

に
つ

い
て

閲
覧

又
は
写
し
の
交
付
の

求
め
が
あ
っ
た

と
き
そ
の
他
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と

き

は
、
当
該

公
の

施
設

の
指

定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
文
書
を
実
施
機
関
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と

す
る
。
 

（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
1
8条

 
市

長
は

、
こ

の
条

例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
１

回
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
他
の

制
度

と
の

調
整

）
 

第
1
9
条
 

こ
の

条
例

は
、

法
令
又
は
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
公
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
縦
覧
又
は
謄
本
、

抄
本
若

し
く

は
写

し
の

交
付
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

２
 
こ
の
条

例
は

、
実

施
機
関
に
お
い
て
、
市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
保
有
す
る
情
報
に

つ
い
て

は
、

適
用

し
な

い
。
 

（
検
索
資
料
の
作
成
等
）
 

第
2
0条

 
実
施
機
関
は
、
情
報
の
公
開
に
必
要
な
検
索
資
料
を
作
成
し
、
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
委
任
）
 

第
2
1条

 
こ
の
条
例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 
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枚
方

市
情

報
公

開
条

例
 

 
平

成
2

9
年

9
月

1
3
日

 
条

例
第

4
0

号
  

 

枚
方
市

情
報

公
開

条
例

（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
23
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。
 

目
次
 

第
１
章
 
総

則
（

第
１

条
―
第
３
条
）
 

第
２
章

 
保

有
情

報
の

公
開
（
第
４
条
―
第
1
3条

）
 

第
３
章
 
救

済
手

続
（

第
14
条
・
第

15
条
）
 

第
４
章
 
情

報
の

公
開

の
総
合
的
な
推
進
（
第
16
条
）
 

第
５
章
 
雑

則
（

第
17
条
―
第
23
条
）
 

附
則
 

 

第
１
章
 
総

則
 

（
目
的

）
 

第
１
条
 
こ

の
条

例
は

、
保

有
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
を
保
障

し
、
市
政
に

対
す

る
市

民
の
理
解
と
信
頼
を
深
め
、
市
民
の
市
政
参
加
を
促
進
し
、
も
っ
て
地
方
自
治
の

本
旨
に

即
し

た
市

政
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
定
義

）
 

第
２
条
 
こ

の
条

例
に

お
い

て
「
実
施
機
関
」
と
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委

員
会
、
監
査

委
員

、
農

業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業

管
理
者

及
び

議
会

の
議

長
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
条

例
に

お
い

て
「
保
有
情
報
」
と
は
、
実
施
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文

書
、
図
画
又

は
電

磁
的

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が

組
織
的

に
用

い
る

も
の

と
し
て
、
当
該
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
官
報
、
白
書
、
新
聞
、
雑
誌
、

書
籍
そ

の
他

不
特

定
多

数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
（
第
1
9条

第
１
項
に

お
い
て
「

官
報

等
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
公
文
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ

れ
て
い

る
情

報
を

い
う

。
 

（
実
施

機
関

の
責

務
）
 

第
３
条
 
実

施
機

関
は

、
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
条
例
を

解
釈
し

、
運

用
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
が
正
当
な
理
由

な
く
公

開
さ

れ
る

こ
と

の
な
い
よ
う
に
最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
公
文

書
の
適
切
な
作
成
及
び
保
存
並
び
に
迅
速
な
検
索
に
資
す
る
た
め
の
管
理
体
制
の

整
備
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
２
章
 
保

有
情
報
の
公
開
 

（
公
開

請
求

権
等

）
 

第
４
条
 
次

に
掲

げ
る

も
の
（
以
下
「
公
開
請
求
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保
有
す
る
保
有
情
報
の
公
開
（
第
６
号
に
掲
げ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
も
の
が
有
す
る
利
害
関
係
に
係
る
保
有
情
報
の
公
開
に
限
る
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）
 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
 

（
２
）

 
市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
 

（
３
）
 
市
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
 

（
４
）
 
市
内
の
学
校
に
在
学
す
る
者
 

（
５
）
 
市
税
の
納
税
義
務
を
有
す
る
者
 

（
６
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
行
う
事
務
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
 

２
 
公
開
請
求
権
者
の

代
理
人
は
、
当
該
公
開
請
求
権
者
に
代
わ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
公

開
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
公

開
請
求
権
者
及
び
そ
の
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
保
有
情
報
の
公
開
の
申
出
（
以
下

「
公
開
申
出
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
次
条
か
ら
第
1
2条

ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
保

有
情
報
の
公
開
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
保
有
情
報
の
公
開
義
務
）
 

第
５
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
次
に
掲
げ
る
情
報

（
以
下
「
非
公
開
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
公
開
請
求
を

し
た
も
の
（
以
下
「
公
開
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
保
有
情
報
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１
）
 
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関

す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文

書
、
図
画
若
し

く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ

れ
た
一
切
の
事

項
を
い
う
。
次
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も

の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
る

も
の
を
含
む
。
）
又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、

な
お
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情

報
を
除
く
。
 

イ
 
法
令
若
し

く
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
慣
行
と
し
て
公

に
さ
れ
、
又
は
公
に
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報
 

ロ
 
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
情

報
 

ハ
 
当
該
個
人
が
公
務
員
等
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
20
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
国
家
公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
1
1年

法
律
第
1
0
3号

）
第
２
条
第
４
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の

保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
3
年
法
律
第
14
0
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
及
び
職
員
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法

律
第
26
1
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
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人
法
（
平

成
1
5
年
法
律
第
1
18
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以

下
同

じ
。

）
の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の

遂
行

に
係

る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
氏
名
並
び
に

当
該
職

務
遂

行
の
内
容
に
係
る
部
分
 

（
２
）
 
法

令
等

の
規

定
に
よ
り
、
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
情
報
 

（
３

）
 

法
人

そ
の

他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く

。
以

下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営

む
個

人
の

当
該

事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該

個
人

の
権

利
、

競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人

の
生

命
、

健
康

、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
情
報

を
除

く
。
 

（
４
）
 

個
人

又
は

法
人

等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
実
施
機
関

の
要
請
を
受
け
て
、
公
に
し
な
い
と
の
条

件
で

任
意

に
提

供
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
又
は
法
人
等
に
お
け
る
通
例
と
し
て
公
に
し
な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

も
の
そ
の
他
の
当
該
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
当
該
情
報
の
性
質
、
当
時
の
状
況

等
に

照
ら

し
て

合
理

的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財

産
を
保

護
す

る
た

め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。
 

（
５
）
 
公

に
す

る
こ

と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他

の
公
共

の
安

全
と

秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
情
報
 

（
６
）
 

実
施

機
関

、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
内

部
又

は
相

互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と

に
よ

り
、

率
直

な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
、
不
当
に
市
民

の
間

に
混

乱
を

生
じ
さ
せ
、
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
若
し
く
は
不
利
益
を
及
ぼ
す

と
認
め

ら
れ

る
も

の
 

（
７
）
 

実
施

機
関

、
国

の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人

が
行

う
事

務
又

は
事

業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
支
障
を

及
ぼ

す
と

認
め

ら
れ

る
も
の
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正

な
遂
行

に
著

し
い

支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

イ
 
監

査
、

検
査

、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
関
し
、
正
確

な
事

実
の

把
握
を
困
難
に
し
、
又
は
違
法
若
し
く
は
不

当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の

発
見
を

困
難

に
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
契

約
、

交
渉

又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
実
施
機
関
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地

方
公

共
団

体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利

益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に

害
す
る

こ
と

。
 

ハ
 
人

事
管

理
に

係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
。
 

ニ
 

独
立

行
政

法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る

事
業
に

関
し

、
そ
の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
著

し
く
害
す
る
こ
と
。
 

（
部
分
公
開
）
 

第
６
条
 

実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

非
公
開
情
報
に
該

当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、

当
該
部
分
を
除
い

た
部
分
に
つ
き
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に

有
意
の
情
報
が
含

ま
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
公
開
請
求
に
係
る

保
有
情
報
に
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
情
報
（
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他

の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
記
述
等
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
公
に
し

て
も
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部

分
は
、
同
号
に
掲
げ
る
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

（
裁
量
的
公
開
）
 

第
７
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、
当
該
保
有
情
報
を
公
開
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

（
保
有
情
報
の
存
否
に
関
す
る
情
報
）
 

第
８
条
 
公
開
請
求
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る
だ
け

で
、
非
公
開
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
保
有
情
報
の
存
否
を
明
ら
か

に
し
な
い
で
、
当
該
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
公
開
請
求
の
手

続
）
 

第
９
条

 
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
氏
名
及
び

住
所
（
第
４
条
第
１
項
第
２
号
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

（
２
）
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
内
容
そ
の
他
当
該
保
有
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
公
開
請
求
権
者
の

代
理
人
は
、
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、

当
該
代
理
人

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

に
必
要
な
資
料
で
規
則
で
定
め
る
も

の
を
実
施
機
関
に

提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
公

開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
特
定

に
関
し
参
考

と
な

る
情
報
の
提
供
そ
の
他
当

該
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の

の
利
便
を
考
慮
し

た

適
切
な
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に

不
備
が
あ
り
、
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
公
開
請

求
者
に
対
し
、
相
当

の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

実
施
機
関
は
、
公
開

請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

（
公
開
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）
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第
1
0条

 
実

施
機

関
は

、
公

開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
開
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
15
日

以
内
に

、
次
に

掲
げ

る
い

ず
れ
か
の
決
定
（
以
下
「
公
開
決
定

等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し

、
前

条
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日

数
は
、

当
該

期
間

に
算

入
し
な
い
。
 

（
１
）
 
当

該
公

開
請

求
に
係
る
保
有
情
報
の
全
部
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定
 

（
２
）
 
当

該
公

開
請

求
に
係
る
保
有
情
報
の
一
部
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定
 

（
３
）

 
当

該
公

開
請

求
に
係
る
保
有
情
報
の
全
部
の
公
開
を
し
な
い
旨
の
決
定
 

（
４
）

 
第

８
条

の
規

定
に
よ
る
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定
 

（
５
）
 
公

開
請

求
に

係
る
保
有
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
公
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
決

定
 

２
 
実
施
機

関
は

、
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
公
開
決
定
等
を
す
る
こ
と

が
で
き

な
い

と
き

は
、
公

開
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
4
5日

を
限
度
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る

期
間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理

由
（
公
開

決
定

等
を

す
る

時
期
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
公
開
請
求
者
に
書

面
に
よ

り
通

知
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機

関
は

、
公
開

決
定
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
公
開
請
求
者
に
書
面
に
よ
り

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

４
 
前
項
の

場
合

に
お

い
て

、
当
該
公
開
決
定
等
が
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
で
あ

る
と
き

は
、
そ
の

理
由

を
併
せ
て
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
理
由

が
消

滅
す

る
時

期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
第
三

者
保

護
に

関
す

る
手
続
）
 

第
1
1条

 
実

施
機

関
は

、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、
地
方

独
立
行

政
法

人
及

び
公

開
請
求
者
（
当
該
公
開
請
求
者
が
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該

公
開

請
求

権
者
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び

第
15
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）

に
関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
公
開
決
定

等
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と

き
は

、
当

該
第

三
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
次

の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
公
開
請
求
に
対
す
る
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
２
号

に
掲

げ
る

決
定

に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 

第
三
者

に
関

す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
情
報
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該

第
三

者
に

関
す

る
情
報
が
第
５
条
第
１
号
ロ
、
第
３
号
た
だ
し
書
又
は
第
４
号
た
だ
し
書
に
規

定
す
る

情
報

に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
第

三
者

に
関

す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
情
報
を
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
し
よ
う
と

す
る
と

き
。
 

３
 
実
施
機

関
は

、
前
２

項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者

に
関
す

る
情

報
の

公
開

に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
と
公
開
を
行
う
日
と
の
間
に
少
な

く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
当
該
決
定
後
直
ち

に
、
当
該
意
見
書
（
第
1
5条

第
３
項
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対

し
、
当
該
決
定
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
公
開
を
行
う
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
公
開
の
実
施
）
 

第
1
2条

 
実
施
機
関
は
、
第
1
0条

第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
保
有
情
報
の
公
開
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
保
有
情
報
の
公
開
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
行
う
。
 

（
１
）
 
文
書
又
は
図
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
情
報
 
保
有
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図

画
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
 

（
２
）
 
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
情
報
 
保
有
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
の

種
別
、
情
報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前

項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
を

汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
を
行
う
と
き

そ
の
他
相
当
の
理

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
保

有
情
報
の
公
開
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
手
数
料
等
）
 

第
1
3条

 
保
有
情
報
の
公
開
に
係
る
手
数
料
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
公
開
請
求
 
無
料
 

（
２
）

 
公
開
申
出
 
１
件
に
つ
き
30
0
円
 

２
 
公
開
請
求
者
又
は
公
開
申
出
を
行
っ
た
も
の
は
、
公
文
書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
第
２
号
又
は
第
３
項

（
第
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

公
開
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
よ
り
保
有

情
報
の
公
開
を
受

け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
章

 
救
済
手
続
 

（
審
理
員
に
よ
る

審
理
手
続
に
関
す
る
適
用
除
外
）
 

第
1
4条

 
公
開
決
定
等

又
は
公
開
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
2
6年

法
律
第
6
8号

）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
９
条
第
１
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
1
5条

 
前
条
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
べ
き
行
政
庁
で
あ
る

実
施
機
関
は
、
当
該
審
査
請
求
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚

方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成
2
4年

枚
方
市
条
例
第
3
5号

）
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情

報
公

開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
 
審
査
会

に
お

け
る

調
査

審
議
の
手
続
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
５
章
第
１
節
第
２
款
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か

、
審
査

会
が

定
め

る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
提
出
資
料
の
閲
覧
等
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

第
1
3条

第
２

項
の

規
定

の
例
に
よ
る
。
 

３
 
第

１
項

の
規

定
に

よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
１
）
 

審
査
請

求
人

及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第
1
3
条
第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。

第
５
項

に
お

い
て

同
じ
。
）
 

（
２
）
 
公

開
請

求
者

が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
開
請
求
者
 

（
３
）
 
当

該
審

査
請

求
に
係
る
保
有
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
が
第
１

号
に
掲

げ
る

者
で

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
 

４
 
実
施
機

関
は

、
第

１
項

の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
審
査
会
の
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊

重
し
て

、
速

や
か

に
、

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

５
 
第
1
1条

第
３

項
の

規
定

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

（
１
）
 
第

1
0条

第
１

項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁

決
（

当
該

決
定
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
除

く
。
）
 

（
２
）
 

審
査

請
求

に
係
る
第
1
0条

第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
を
変
更
し
、
当
該

審
査

請
求

に
係

る
保
有
情
報
を
公
開
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
第
三
者
に
関

す
る
情

報
の

公
開

に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

第
４
章
 
情

報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進
 

第
1
6条

 
実

施
機

関
は

、
こ

の
条
例
に
定
め
る
保
有
情
報
の
公
開
の
ほ
か
、
情
報
提
供
施
策
及
び
情
報
公
表

施
策
の

拡
充

を
図

り
、
市
政
に
関
す
る
正
確
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
を
市
民
が
迅
速
か
つ
容
易
に
得
ら
れ

る
よ
う

に
そ

の
保

有
す

る
情
報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
章
 
雑

則
 

（
市
長

の
調

整
）
 

第
1
7条

 
市

長
は

、
市
長

以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
保
有
情
報
の
公
開
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言

を
行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
出
資

法
人

へ
の

要
請

）
 

第
1
8条

 
市

長
は

、
市

が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ

た
措

置
を

講
ず

る
よ
う
に
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
指
定

管
理

者
の

情
報

公
開
）
 

第
1
9条

 
枚

方
市

公
の

施
設

に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手

続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
6
年
枚
方
市

条
例

第
28
号

）
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
条

例
の

趣
旨

に
の
っ
と
り
、
市
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
業
務
に
関
し
、
そ
の
従

業
者
が

職
務

上
作

成
し

、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
管
理
者

の
従
業

者
が

組
織

的
に

用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
指
定
管
理
者
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
官
報
等
を
除

く
。
）

に
記

載
さ

れ
、

又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
で
あ
っ
て
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
公
開

の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
情
報
を
保
有
す
る
指
定
管
理
者
に

対
し
、
当
該
情
報
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
実
施
機
関
に
提
出

す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
2
0条

 
市
長
は
、
毎
年
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

第
2
1条

 
第
２
章
の
規
定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
縦
覧
又
は
謄
本
、
抄
本
若
し
く

は
写
し
の
交
付
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

２
 
前
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
第
２
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
に
お
い
て
、
市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ

と
を
そ
の
利
用
の
目
的
と
す
る
保
有
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

（
検
索
資
料
の
作
成
等
）
 

第
2
2条

 
実
施
機
関
は
、
保
有
情
報
の
公
開
に
必
要
な
検
索
資
料
を
作
成
し
、
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

第
2
3条

 
こ
の
条
例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
２
章
の
規
定
は
、
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
保
有
情
報
の

う
ち
、
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
公
文
書
以
外
に
記
録
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は

、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
 

３
 

こ
の
条
例

の
施

行
前

に
さ
れ
た
改

正
前
の
枚

方
市
情
報

公
開
条
例
第

５
条
第
１

項
の
規
定

に
よ
る
請

求
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
開
請
求
及
び
公
開
申
出
と
み
な
す
。 

４
 
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た

処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
中
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
規
定
が
あ
る

と
き
は
、
同
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
す
。
 

（
枚
方
市
議
会
議

員
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

５
 
枚
方
市
議
会
議
員
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
3
年
枚
方
市
条
例
第
1
2
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

〔
次
の
よ
う
略
〕
 

（
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）
 

６
 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

〔
次
の
よ
う
略
〕
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（
枚
方

市
保

健
所

運
営

協
議
会
条
例
等
の
一
部
改
正
）
 

７
 
次

に
掲

げ
る

条
例

の
規
定
中
「
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
2
3号

）
第
６
条
に
規
定
す
る
情
報
」
を
「
（
平

成
2
9年

枚
方

市
条

例
第
4
0号

）
第
５
条
に
規
定
す
る
非
公
開
情
報
」
に
改
め
る
。
 

（
１
）
 
枚

方
市

保
健

所
運
営
協
議
会
条
例
（
平
成
25
年
枚
方
市
条
例
第
3
9号

）
第
８
条
第
１
項
第
１
号
 

（
２
）
 
枚

方
市

社
会

福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成
2
5年

枚
方
市
条
例
第
4
1
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１
号
 

（
３
）
 

枚
方

市
上

下
水
道
局
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
委
託
業
務
事
業
者
選
定
審
査
会
条
例
（
平
成

2
6
年
枚

方
市

条
例

第
36
号
）
第
７
条
第
１
項
第
１
号
 

（
４
）
 
枚

方
市

ス
ポ

ー
ツ
推
進
審
議
会
条
例
（
平
成
2
8年

枚
方
市
条
例
第
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１

号
 

（
５
）
 
枚

方
市

上
下

水
道
事
業
経
営
審
議
会
条
例
（
平
成
2
8年

枚
方
市
条
例
第
４
号
）
第
８
条
第
１
項

第
１
号
 

                          

 
 
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則

 
 
平

成
1

0
年

8
月

5
日

 
規

則
第

5
3

号
  

 （
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
2
3号

。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
情
報
の
公
開
の

請
求
手
続
）
 

第
２
条
 
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
は
、
情
報
公
開
請
求
書
（
様
式
第
１
号
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
情
報
の
公
開
の
請
求
書
の
記
載
事
項
）
 

第
３
条
 
条
例
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
公
開
の
方
法
 

（
２
）
 
次
に
掲
げ
る
請
求
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
事
項
 

イ
 
条
例
第
５
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
 

そ
の
も
の
が
本
市
の
区
域
内
に
有
す
る
事
務
所

又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
 

ロ
 
条
例
第
５
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 

そ
の
者
が
勤
務
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地
 

ハ
 
条
例
第
５
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
そ
の
者
が
在
学
す
る
学
校
の
名
称
及
び
所
在
地
 

ニ
 
条
例
第
５
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
そ
の
市
税
の
税
目
名
 

ホ
 
条
例
第
５

条
第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る
も
の
 

実
施
機
関
が
行
う
事
務
事
業
に
関
し
て
そ
の
も

の
が
有
す
る
利
害
関
係
の
内
容
 

（
情
報
の
公
開
の
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
通
知
）
 

第
４
条
 
条
例
第
1
0条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
２
号
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る

。
 

（
情
報
の
公
開
の
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）
 

第
５
条
 
条
例
第
1
0条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
情
報
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
３
号
）
 

（
２
）
 
情
報
の
部
分
公
開
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
部
分
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
４

号
）
 

（
３
）
 
情
報
の
公
開
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
非
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
５
号
）
 

（
４
）
 
情
報
の
公
開
の
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
が
存
在
し
な
い
場
合
 
公
文
書
不
存
在
通
知
書
（
様
式

第
６
号
）
 

（
第
三
者
に
対
す

る
通
知
）
 

第
６
条

 
条
例
第
1
1条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書

（
様
式
第
７
号
）
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
は
、
第
三
者
情
報
公
開
請

求
意
見
書
（
様
式

第
８
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
1
1条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
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る
。
 

３
 
条

例
第
1
1条

第
３

項
の

規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様

式
第
９

号
）

に
よ

り
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
情
報

の
公

開
の

申
出

）
 

第
７
条
 
情

報
の

公
開

の
申
出
は
、
情
報
公
開
申
出
書
（
様
式
第
1
0号

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
情
報
の

公
開

の
申

出
に

対
す
る
回
答
は
、
情
報
公
開
申
出
回

答
書
（
様
式
第
1
1号

）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る

。
 

（
情
報

の
公

開
の

実
施

方
法
等
）
 

第
８

条
 

条
例

第
1
2
条

第
１
項
の
規
定

に
よ
る
情

報
の
公
開

（
郵
送
に
よ

り
写
し
を

交
付
す
る

場
合
を
除

く
。
）
は

、
実
施

機
関

が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
実
施
機
関
の
主
管
課
の
担
当
職
員
の
立

会
い
の

上
で

行
う

も
の

と
す
る
。
 

２
 
情
報
の

公
開

は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
 

（
１
）
 
文

書
、

図
画

及
び
写
真
 
原
本
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

（
２
）
 
電

子
計

算
組

織
等
に
係
る
磁
気
テ
ー
プ
等
 
現
に
使
用
し
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
印
字

装
置
に

よ
り

出
力

し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

（
３
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
 
リ
ー
ダ
ー
プ
リ
ン
タ
で
複
写
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

（
４
）
 
録

音
テ

ー
プ
 
テ
ー
プ
か
ら
採
録
し
た
文
書
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

３
 
実
施
機

関
は

、
閲

覧
に
よ
る
情
報
の
公
開
を
受
け
る
者
が
当
該
閲
覧
に
係
る
公
文
書
を
汚
損
し
、
又
は

破
損
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
閲
覧
の
中
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
情
報
の

公
開

を
す

る
場
合
に
お
い
て
、
公
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
と
き
の
交
付
部
数
は
、
当
該
請
求

に
係
る

公
文

書
１

件
に

つ
き
原
則
と
し
て
１
部
と
す
る
。
 

（
手
数

料
及

び
費

用
負

担
）
 

第
９
条
 
条

例
第
1
3条

に
規
定
す
る
手
数
料
及
び
費
用
は
、
情
報
の
公
開
ま
で
に
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
前

項
の

費
用

の
う

ち
、

写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は

、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
出
資

法
人

）
 

第
1
0条

 
条

例
第
1
7条

の
市

が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も

の
の

２
分

の
１

以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。
 

（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
1
1条

 
条

例
第
1
8条

の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
一
般
の
閲
覧

に
供
し

て
行

う
も

の
と

す
る
。
 

（
１
）
 
情

報
の

公
開

の
請
求
及
び
決
定
の
状
況
 

（
２
）

 
不

服
申

立
て

の
状
況
 

（
３
）
 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 

 

 
 
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則

 
 
平

成
2

9
年

９
月

1
3
日

 
条

例
第

6
8

号
  

 枚
方
市
情
報
公
開

条
例
施
行
規
則
（
平
成
10
年
枚
方
市
規
則
第
53
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
2
9年

枚
方
市
条
例
第
4
0号

。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

（
公
開
請
求
の
手
続
）
 

第
３
条
 
条
例
第
９
条
第
１
項
の
請
求
書
は
、
保
有
情
報
公
開
請
求
書
（
様
式
第
１
号
）
と
す
る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
条
例
第
９
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
求
め
は
、
保
有
情
報
公
開
請
求
書
補
正
通
知
書
（
様
式
第

２
号
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
公
開
請
求
に
係

る
決
定
期
間
の
延
長
通
知
）
 

第
４
条
 
条
例
第
1
0条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
情
報
公
開
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第

３
号
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
公
開
請
求
に
係

る
決
定
の
通
知
）
 

第
５
条
 
条
例
第
1
0条

第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）

 
条
例
第
1
0条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
４

号
）
 

（
２
）
 
条
例
第
10
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
情
報
部
分
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
５

号
）
 

（
３
）
 
条
例
第
1
0
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
情
報
非
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
６
号
） 

（
４
）
 
条
例
第
10
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
情
報
存
否
応
答
拒
否
決
定
通
知
書
（
様
式

第
７
号
）
 

（
５
）
 
条
例
第
1
0
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
（
様
式
第
８
号
） 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
機
会
の
付
与
）
 

第
６
条

 
実
施
機
関
は
、
条
例
第
1
1
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
の
機
会
を
与
え

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
に
よ
り
そ
の

旨
を
当
該
第
三
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書
を
受
け
た
第
三
者
は
、
前
項
の
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
三
者
情
報
公
開

請
求
意
見
書
（
様
式
第
10
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
条
例
第
1
1条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様

式
第
11
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
公
開
申
出
の
手
続
等
）
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第
７
条
 
公

開
申

出
は

、
保

有
情
報
公
開
申
出
書
（
様
式
第
1
2号

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
公
開
申

出
に

対
す

る
回

答
の
内
容
は
、
保
有
情
報
公
開
申
出
回
答
書
（
様
式
第
1
3
号
）
に
よ
り
通
知
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
公
開

の
実

施
方

法
等

）
 

第
８
条
 
条

例
第
1
2条

第
２

項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
有

情
報
の
公
開
（
郵
便
に
よ
り
公
文
書
の
写

し
（
条
例

第
1
3
条
第

２
項

に
規
定
す
る
公
文
書
の
写
し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
場
合
を
除

く
。
）
は

、
実
施

機
関

が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
有
情
報
を
保
有
す
る
課
の
担
当

職
員
の

立
会

い
の

上
で

行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
条

例
第
1
2条

第
２

項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
１
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
の
閲
覧
 

（
２
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧
 

３
 
条
例
第
1
2条

第
２

項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等

の
区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付
 

（
２
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付
 

４
 
条
例
第
1
2条

第
２

項
第

２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次

に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
に
掲

げ
る

方
法

に
つ

い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該

複
写
し

た
も

の
を

容
易

に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
 

（
１
）
 
当

該
電

磁
的

記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付
 

（
２
）

 
当

該
電

磁
的

記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
 

（
３
）
 

当
該

電
磁

的
記

録
を
専
用
機
器
（
公
開
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付

け
ら

れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴
 

５
 
実
施
機

関
は

、
第
２

項
第
１
号
又
は
前
項
第
３
号
の
方
法
に
よ
り
現
に
公
開
を
行
っ
て
い
る
公
文
書
又

は
同
号

の
専

用
機

器
を

汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公
開
を
中
断

し
、
又

は
中

止
す

る
こ

と
が
で
き
る
。
 

（
公
開

申
出

に
係

る
手

数
料
の
納
付
期
限
）
 

第
９
条
 
条

例
第
1
3条

第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
条
例
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
準
ず

る
こ
と

と
さ

れ
る

条
例

第
10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
交
付

部
数

及
び

費
用

負
担
）
 

第
10
条
 
公

文
書

の
写

し
を
交
付
す
る

こ
と
に
よ

り
公
開
を

行
う
場
合
に

お
け
る
当

該
交
付
す

る
公
文
書

の
写
し

の
部

数
は

、
１

部
と
す
る
。
 

２
 

条
例
第

13
条

第
２

項
の
公
文
書
の

写
し
の
作

成
及
び
送

付
に
要
す
る

費
用
と
し

て
規
則
で

定
め
る
額

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
公

文
書

の
写

し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
文
書
の
写
し
の
区
分
ご
と

に
同
表

の
右

欄
に

定
め
る
額
 

（
２
）
 
公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
た
郵
便
料
金
に
相
当
す

る
額
 

３
 
前
項
の
費
用
の
額

は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
出
資
法
人
）
 

第
1
1条

 
条
例
第
1
8条

の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も
の
の
２
分

の
１
以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。
 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
1
2
条
 

条
例
第

2
0
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
公
開
請
求
及
び
公
開
決
定
等
の
状
況
 

（
２
）

 
条
例
第
1
4条

の
審
査
請
求
の
状
況
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

（
補
則
）
 

第
1
3条

 
こ
の
規
則
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
様
式
第

１
号
及
び
様
式
第
12
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
様
式
第
１
号
中
「
 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 
 
□
写
し
の
交
付
 

（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）
 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
あ
る
の
は
「
 

□
閲
覧

 
 
 
 
 
 
 
□
写
し
の
交
付
 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
、
新
規
則
様

式
第
1
2号

中
「
 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 
 
□
写
し
の
交
付
 

（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）
 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
あ
る
の
は
「
 

□
閲
覧

 
 
 
 
 
 
 
□
写
し
の
交
付
 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
す
る
。
 

３
 

こ
の
規
則

の
施

行
前

に
改
正
前
の

枚
方
市
情

報
公
開
条

例
施
行
規
則

の
規
定
に

よ
っ
て
な

さ
れ
た
手

続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。
 

別
表
（
第
10
条
関
係
）
 

項
 

交
付
す

る
写
し
の
区
分
 

費
用
の
額
 

１
 

用
紙
に
複
写
し

、
印
刷
し
、
又
は
出
力
し

日
本
工
業
規
格
A列

０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
5
0円
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た
も
の
 

日
本
工
業
規
格
A列

１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
3
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
2
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規
格
B列

４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規
格
B列

５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

２
 

光
デ
ィ

ス
ク

に
複

写
し

た
も
の
 

光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き
10
0
円
 

備
考

 
用

紙
の
両

面
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と

し
て

費
用

の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格
A
列
４
番
及
び
B列

５
番

の
用

紙
の

両
面
又
は
片
面
２
枚
に
複
写
し
、
印
刷
し

、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
両

面
又

は
当
該
片
面
２
枚
を
日
本
工
業
規
格
A列

３
番
又
は
B
列
４
番
の
用
紙
１
枚
と
み
な
し

て
費
用

の
額

を
算
定
す
る
。
 

                        

 
 
 
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例

 
 

平
成

9
年

1
2
月

1
5
日

 
条

例
第

2
4

号
  

 目
次
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
６
条
）
 

第
２
章
 
個
人
情
報
の
収
集
等
の
制
限
（
第
７
条
―
第
1
0条

）
 

第
３
章

 
個
人
情
報
の
適
正
管
理
（
第
1
1条

―
第
1
5条

）
 

第
４
章
 
自
己
情
報
の
開
示
等
（
第
16
条
―
第
25
条
）
 

第
５
章

 
救
済
手
続
（
第
26
条
）
 

第
６
章
 
雑
則
（
第
27
条
─
第
32
条
）
 

第
７
章

 
罰
則
（
第
33
条
─
第
38
条
）
 

 

第
１
章
 
総
則
 

（
目
的
）
 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
自
己
に
関
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
等
を
求
め
る
市
民
の
権
利
を
保
障
す
る

と
と
も
に
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利

益
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

（
１
）
 
個
人
情
報
 
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
に
関
す
る
も
の
及
び
事
業
を

営
む
個
人
の
当

該
事
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
る
も

の
を
い
う
。
 

（
２
）
 
実
施
機
関
 
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委

員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
議
会
を
い

う
。
 

（
３
）
 
個
人
情
報
の
収
集
等
 
個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
又
は
利
用
を
い
う
。
 

（
実
施
機
関
の
責

務
）
 

第
３
条

 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
の
収
集
等
を
行
う
に
際
し
て
は
、
市
民
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
、
個

人
情
報
の
保
護
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
個

人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
を
認
識
し
、
職
員
に
対
し
、
教
育
及
び
研
修
を
行
い
、
そ

の
指
導
及
び
監
督

に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
の
職
員

又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
内
容
を
み

だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
事
業
者
の
責
務
）
 

第
４
条
 
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
個
人
情
報
の
収
集
等
を
す
る
と
き
は
、
個
人
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情
報
の

保
護

の
重

要
性

を
認
識
し
、
個
人
情
報
に
係
る
市
民
の
基
本
的
人
権
の
侵
害
を
防
止
す
る
措
置
を

講
ず
る

と
と

も
に

、
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
市
の
施
策
に
つ
い
て
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
市
民

の
責

務
）
 

第
５
条
 
市

民
は

、
個

人
情

報
の
保
護
の
重
要
性
を
認
識
し
、
自
己
の
個
人
情
報
を
適
切
に
管
理
し
、
か
つ
、

他
人
の

個
人

情
報

の
取

扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
他
人
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め

る
と
と

も
に

、
個

人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
市
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
適
用

上
の

注
意

）
 

第
６
条
 
こ

の
条

例
の

適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
及
び
市
民
の
権
利
と
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う

な
こ
と

が
あ

っ
て

は
な

ら
な
い
。
 

第
２
章
 
個

人
情

報
の
収
集
等
の
制
限
 

（
収
集

等
の

一
般

的
制

限
）
 

第
７
条
 
実

施
機

関
は

、
個
人
情
報
の
収
集
等
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
掌
す
る
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に

必
要

最
小

限
の

範
囲
内
で
適
正
か
つ
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
個
人
情
報
の
収

集
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

令
又
は

条
例
（

以
下
「

法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め
に
基
づ
く
と
き
、
又
は
実
施
機
関
が
枚
方
市
情
報

公
開
・
個

人
情

報
保

護
審

議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め

た
と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な
い
。
 

（
１
）
 
思

想
、

信
条

及
び
信
仰
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）

 
社

会
的

差
別

の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
 

（
収
集

方
法

の
制

限
）
 

第
８
条
 
実

施
機

関
は

、
個
人
情
報
を
収
集
す
る
場
合
は
、
そ
の
個
人
情
報
の
収
集
目
的
及
び
記
録
項
目
を

明
ら
か

に
し

て
、

当
該

個
人
（
以
下
「
本
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
直
接
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
本
人
以

外
の
も

の
か

ら
個

人
情

報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
 
法

令
等

に
定

め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
本

人
の

同
意

が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）

 
出

版
、

報
道

等
に
よ
り
、
当
該
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
４
）
 
個

人
の

生
命

、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

（
５
）
 
前

各
号

に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ

る
と
認

め
た

と
き

。
 

３
 
実
施
機

関
は

、
前
項

第
４
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
本
人
以
外
の
も
の
か
ら
個
人
情
報
を
収

集
し
た

と
き

は
、

速
や

か
に
、
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
法
令
、
条
例

、
規

則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
申
請
、
届
出
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る

行
為

を
す

る
場

合
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
収
集
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
目
的

外
利

用
の

制
限

）
 

第
９
条
 
実

施
機

関
は

、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
収
集
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
実
施
機
関
内
又
は
実
施
機

関
相
互
に
お
け
る

個
人
情
報
の
利
用
（
以
下
「
目
的
外
利
用
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）

 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）
 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
４
）
 
個
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

（
５
）
 
正
当
な
行
政
執
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
本
人
又
は

本
人
以
外
の
も
の
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
実
施
機
関
が
認
め
る
と
き
。
 

（
６
）
 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
と
き
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
前

項
第
４
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
目
的
外
利
用
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
第

１
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
目
的
外
利
用
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
審
議
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
外
部
提
供
の
制

限
）
 

第
1
0条

 
実
施
機
関
は

、
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
収
集
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
市
以
外
の
も
の
ヘ
の
個

人
情
報
の
提
供
（
以
下
「
外
部
提
供
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）

 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
人
に
提
供
す
る
と
き
。
 

（
３
）
 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
４
）
 
個
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

（
５
）
 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
と
き
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
前
項
第
４
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
外
部
提
供
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
本
人
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
章

 
個
人
情
報
の
適
正
管
理
 

（
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
作
成
等
）
 

第
1
1条

 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
の
収
集
等
に
当
た
り
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
所
定
の
様
式
に
従
っ
て

個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
台
帳
、
名
簿
等
で
あ
っ
て
氏
名
、
番
号
等
に
よ
り
個
人
を
特
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
個
人
情
報
の
集
合
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
簡
易
又
は
一
時
的
な
個
人
情
報
フ

ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
業
務
の
名
称
 

（
２
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
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（
３
）
 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
組
織
の
名
称
 

（
４
）
 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
の
利
用
目
的
 

（
５
）

 
記

録
す

る
個

人
情
報
の
項
目
 

（
６
）

 
記

録
の

対
象

と
な
る
個
人
の
範
囲
 

（
７
）

 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
実

施
機

関
は

、
前

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し
よ
う

と
す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ
め
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
市
長
は

、
前
２

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
審
議
会
に
報
告
す

る
と
と

も
に

、
公

表
し

、
市
民
の
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
適
正

な
維

持
管

理
）
 

第
1
2条

 
実

施
機

関
は

、
個
人
情
報
の
適
正
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
個
人
情
報
管
理
責
任
者
を
定
め
る

と
と
も

に
、

次
に

掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 

保
管

す
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
、
利
用
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
で
正
確
か
つ
最
新
な
も
の
と
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 
個

人
情

報
の

漏
え
い
、
改
ざ
ん
、
滅
失
、
き
損
そ
の
他
の
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
。
 

（
３
）

 
必

要
で

な
く

な
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
廃
棄
し
、
又
は
消
去
す
る
こ
と
。
 

（
委
託

業
務

の
適

正
管

理
）
 

第
1
3条

 
実

施
機

関
か

ら
個
人
情
報
の
処
理
業
務
の
委
託
を
受
け

た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
は
、

当
該
委

託
を

受
け
た
処

理
業
務
（
以
下
「
受
託
業
務
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に

つ
い
て

実
施

機
関

と
同

様
の
責
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
個

人
情

報
の
処
理
業
務
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
受
託
者
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
必
要

な
措

置
を

講
じ

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
受
託
業

務
に

従
事

し
て

い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
受
託
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報

の
内
容

を
み

だ
り

に
他

人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
指
定

管
理

業
務

の
適

正
管
理
）
 

第
13
条
の
２

 
実

施
機

関
か
ら
個
人
情

報
の
処
理

業
務
を
伴

う
公
の
施
設

の
管
理
に

つ
い
て
枚

方
市
公
の

施
設
に

お
け

る
指

定
管

理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
6
年
枚
方
市
条
例
第
28
号
）
第
５

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
公
の
施
設

の
管
理

業
務
（

以
下
「

指
定
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
実
施

機
関
と

同
様

の
責

務
を

負
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
前

項
の

指
定
に
当
た
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
必
要
な
措

置
を
講

じ
さ

せ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
指
定
管

理
業

務
に

従
事

し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
指
定
管
理
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た

個
人
情

報
の

内
容

を
み

だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
電
子

計
算

組
織

に
よ

る
個
人
情
報
の
記
録
）
 

第
1
4条

 
実

施
機

関
は

、
電

子
計
算
組
織
を
利
用
し
て
個
人
情
報
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、

審
議

会
の

意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
第
７
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
個
人
情
報
を
電
子
計
算
組
織
に
記
録
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
行
政
執
行
の
た
め
に
必
要
で
あ

り
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
場
合
は
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
電
子
計
算
組
織
に
記
録
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
電
子
計
算
組
織
の
結
合
の
禁
止
）
 

第
1
5条

 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
、
市
の
電
子
計
算
組
織
と
市
以
外
の
電
子
計

算
組
織
と
の
通
信
回
線
に
よ
る
結
合
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を

聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
４
章
 
自
己
情
報
の
開
示
等
 

（
開
示
の
請
求
）
 

第
1
6条

 
何
人
も
、
実

施
機
関
に
対
し
、
公
文
書
（
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
2
3

号
）
第
２
条
第
１
号

に
規
定
す
る
公
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
自
己
に
関
す
る

個
人
情
報
（
以
下
「
自
己
情
報
」
と
い
う
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
己
情
報
に
つ
い
て
は
、
開
示
を
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）

 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
 

（
２
）
 
個
人
の
評
価
、
判
定
、
診
断
等
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事

務
事
業
の
目
的
が
達
成
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
 

（
３
）
 
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
務
事
業
の
適
正
か
つ
公
正
な
執
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
も
の
 

（
４
）
 
本
人
以
外
の
も
の
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本

人
以
外
の
も
の
の
正
当
な
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
 

（
５
）
 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
も
の
 

３
 
実
施
機
関
は
、
開
示
の
請
求
に
係
る
自
己
情
報
の
一
部
に
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情
報
が

記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
部
分
を
容
易
に
、
か
つ
、
当
該
請
求
の
趣
旨
を
損

な
わ
な
い
程
度
に
分
離
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
を
除
い
て
、
当
該
自
己
情
報
の
開
示
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
訂
正
の
請
求
）
 

第
1
7条

 
何
人
も
、
実

施
機
関
に
対
し
、
自
己
情
報
の
事
実
に
関
す
る
事
項
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
削
除
の
請
求
）
 

第
1
8条

 
何
人
も
、
実
施
機
関
に
対
し
、
第
７
条
又
は
第
８
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
制

限
を
超
え
て
、
自
己
情
報
の
収
集
が
さ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
削
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
中
止
の
請
求
）
 

第
1
9条

 
何
人
も
、
実
施
機
関
に
対
し
、
第
９
条
第
１
項
又
は
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
反
し
て
、
自
己
情

報
の
目
的
外
利
用
又
は
外
部
提
供
（
以
下
「
目
的
外
利
用
等
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と

- 99 -



き
は
、

そ
の

中
止

を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
開
示

等
の

請
求

手
続

）
 

第
2
0条

 
第

1
6条

の
規

定
に
よ
る
開
示
、
第
1
7条

の
規
定
に
よ
る
訂
正
、
第
1
8
条
の
規
定
に
よ
る
削
除
又
は

前
条
の

規
定

に
よ

る
目

的
外
利
用
等
の
中
止
（
以
下
「
自
己
情
報
の
開
示
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し

よ
う
と

す
る

者
は

、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）
 
氏

名
及

び
住

所
 

（
２
）
 
請

求
に

係
る

自
己
情
報
の
内
容
そ
の
他
自
己
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
自

己
情

報
の

開
示

等
の

請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、
当
該
自
己
情

報
の

本
人

又
は

規
則

で
定
め
る
代
理
人
で
あ

る
こ
と
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な

資
料
で
規
則
で
定

め

る
も
の

を
実

施
機

関
に

提
出
し
、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
説
明

及
び

助
言

）
 

第
2
1条

 
自

己
情

報
の

開
示
等
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
請
求
に
係
る
自
己

情
報
を

特
定

す
る

た
め

に
必
要
な
説
明
及
び
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
開
示

等
の

請
求

に
対

す
る
決
定
及
び
通
知
）
 

第
2
2条

 
実

施
機

関
は

、
第

2
0条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
が
到
達
し
た

日
か
ら

起
算

し
て

、
開

示
の
請
求
に
あ
っ
て
は
15
日
以
内
に
、
訂
正
、
削
除
又
は
目
的
外
利
用
等
の
中
止

の
請
求

に
あ

っ
て

は
30
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
自
己
情
報
の
開
示
等
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
を

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き

な
い

と
き

は
、
同
項
の
請
求
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
開
示
の
請
求
に
あ
っ
て
は
4
5日

を
、

訂
正
、
削

除
又

は
目

的
外
利
用
等
の
中
止
の
請
求
に
あ
っ
て
は
6
0日

を
限
度
と
し
て
、
当
該
期
間
を
延
長

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理
由
（
当
該
決

定
を
す

る
時

期
が

明
ら

か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
同
項
の
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
請

求
者
」

と
い

う
。

）
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機

関
は

、
第
１

項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
決
定
の
内
容
を
請
求
者
に
通
知
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

４
 
前
項
の

場
合

に
お

い
て

、
当
該
請
求
に
係
る
自
己
情
報
の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定
（
第
1
6
条
第
３

項
の
規

定
に

よ
り

自
己

情
報
の
一
部
を
開
示

し
な
い
場
合
及
び
当
該
自
己
情
報
が

不
存
在
で
あ
る
た

め

開
示
で
き

な
い
場

合
を

含
む
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合

に
お
い

て
、

そ
の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

そ
の
時

期
を

明
ら

か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
請
求
者

は
、
実
施

機
関
が
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
（
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
期
間
が
延
長
さ
れ

た
場
合

に
あ

っ
て

は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
内
に
第
１
項
の
決
定
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
自
己
情
報

の
開
示

等
を

し
な

い
旨

の
決
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
第
三

者
保

護
に

関
す

る
手
続
）
 

第
2
3条

 
実

施
機

関
は

、
開

示
の
請
求
に
係
る
自
己
情
報
に
国
、
地

方
公
共
団
体
及
び
請
求
者
以
外
の
者
（
以

下
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
前
条
第
１
項
の
決
定
を
す
る

に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
開
示
の
請
求
に
係
る
自
己
情
報
に
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
自
己
情
報
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
開
示
の
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対

し
、
実
施
機
関
の

定
め
る
事
項
を
通
知
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
に
よ
り
手
続
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
己
情
報
を
開
示
す
る
と
き
は
、

開
示
の
決
定
を
し
た
日
か
ら
相
当
の
期
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
実
施

機
関
は
、
開
示
の
決
定
後
速
や
か
に
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
実
施
機
関
の
定
め
る

事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
開
示
等
の
実
施
）
 

第
2
4条

 
実
施
機
関
は
、
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
の
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と

き
は
、
前
条
第
３
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
自
己
情
報
の
開
示
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
自
己
情
報
の
開
示
は
、
当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
自
己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
を
閲
覧
に
供

し
、
又
は
そ
の
写

し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
自
己
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
、
第

16
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
情
報
の
開
示
を
す
る
と
き
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
公
文
書
を
複
写
し
た
も
の
を
閲
覧
に
供
し
、
又
は
そ
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
 
実
施
機
関
は
、
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
の
訂
正
、
削
除
又
は
目
的
外
利
用
等
の
中
止
を
し
た

と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
費
用
負
担
）
 

第
2
5条

 
自
己
情
報
の

開
示
等
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と
す
る
。
 

２
 
請
求
者
は
、
公
文

書
の
写
し
（
前
条
第
３
項
に
規
定
す
る
写
し
を
含
む
。
）
の
交
付
に
よ
り
自
己
情
報

の
開
示
を
受
け
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
５
章

 
救
済
手
続
 

（
救
済
手
続
）
 

第
2
6
条
 

実
施
機
関
は
、
第
2
2
条
第
１
項
の
決
定
に
つ
い
て
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
3
7
年
法
律
第
16
0

号
）
の
規
定
に
よ
る
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
不
服
申
立
て
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
る
と

き
を
除
き
、
遅
滞

な
く
、
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２
 
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
速

や
か
に
、
当
該
不

服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
６
章

 
雑
則
 

（
市
長
の
調
整
）
 

第
2
7条

 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
出
資
法
人
へ
の
要
請
）
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第
2
8条

 
市

長
は

、
市

が
出

資
す
る
法
人
で
規
則
に
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ

た
措

置
を

講
ず

る
よ
う
に
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
2
9条

 
実

施
機

関
は

、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
１
回
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
他
の

制
度

と
の

調
整

）
 

第
3
0条

 
こ

の
条

例
は

、
法
令
又
は
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
の
閲

覧
若
し

く
は

縦
覧

、
謄

本
、
抄
本
若
し
く
は
写
し
の
交
付
、
記
載
の
訂
正
若
し
く
は
記
録
の
削
除
又
は
目

的
外
利

用
等

の
手

続
が

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

２
 
こ
の
条

例
は

、
実

施
機

関
に
お
い
て
、
市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
管
理
さ
れ
る
個
人

情
報
に

つ
い

て
は

、
適

用
し
な
い
。
 

（
事
業

者
に

対
す

る
指

導
、
勧
告
等
）
 

第
3
1
条
 

市
長

は
、

事
業

者
が
第
４
条
の
規
定
に
著
し
く
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
事

業
者

に
対

し
、
説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
た
後
に

、
当
該
行
為
の
是
正
又
は
中
止
を
指
導
し
、

こ
れ
に

従
わ

な
い

と
き

は
、
当
該
行
為
の
是
正
又
は
中
止
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市

長
は

、
事
業

者
が

前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
業
者
に

意
見
を

述
べ

る
機

会
を

与
え
た
上
で
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

て
、
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

（
委
任

）
 

第
3
2条

 
こ

の
条

例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

第
７
章
 
罰

則
 

第
3
3条

 
実

施
機

関
の

職
員

若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事

し
て
い

た
者

又
は

指
定

管
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の

に
、
個
人

の
秘

密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
そ
の
業
務
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ

て
、
特

定
の

個
人

情
報

を
電
子
計
算
組
織
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し

た
も
の
（
そ

の
全

部
又

は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２

年
以
下

の
懲

役
又

は
10
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
3
4条

 
前

条
に

規
定

す
る

者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
（
そ
の
業
務
上
収
集
さ
れ
た

も
の
で

あ
っ

て
、
組
織

的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
自
己
若
し
く

は
第
三

者
の

不
正

な
利

益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用

し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
5
0

万
円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る
。
 

第
3
5条

 
受

託
者

又
は

指
定

管
理
者
で
あ
る
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の

を
含

む
。
以

下
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
が
、
そ
の

法
人

又
は

人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
２
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る

ほ
か
、

そ
の

法
人

又
は

人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
 

第
3
6条

 
実

施
機

関
の

職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で

個
人
の

秘
密

に
属

す
る

事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は

電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１
年

以
下
の

懲
役

又
は
5
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
3
7条

 
第
3
3条

、
第

3
4条

及
び
前
条
の
規
定
は
、
枚
方
市
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に

も
適
用
す
る
。
 

第
3
8条

 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
第
2
2条

第
１
項
の
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
者
は
、
５

万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。
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枚
方

市
個

人
情

報
保

護
条
例

 
 

平
成

2
9
年

９
月

1
3
日

 
条

例
第

3
9

号
  

 枚
方
市

個
人

情
報

保
護

条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
24
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。
 

目
次
 

第
１
章
 
総

則
（

第
１

条
―
第
３
条
）
 

第
２
章

 
実

施
機

関
等

に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
第
４
条
―
第
1
0
条
）
 

第
３
章

 
個

人
情

報
の

適
正
管
理
（
第
1
1条

―
第

1
3条

）
 

第
４
章
 
保

有
個

人
情

報
の
開
示
等
（
第
14
条
―
第

27
条
）
 

第
５
章
 
救

済
手

続
（

第
28
条
・
第

29
条
）
 

第
６
章
 
雑

則
（

第
30
条
―
第
35
条
）
 

第
７
章
 
罰

則
（

第
36
条
―
第

41
条
）
 

附
則
 第

１
章
 
総

則
 

（
目
的

）
 

第
１
条
 
こ

の
条

例
は

、
本

市
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
並
び

に
保
有

個
人

情
報

の
開

示
、
訂
正
、
追
加
、
削
除
、
利
用
の
停
止
、
消
去
及
び
提
供
の
停
止
を
求
め
る
市

民
の
権

利
の

保
障

に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
、
も

っ
て
市

民
の

基
本

的
人

権
の
擁
護
と
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
定
義

）
 

第
２
条
 
こ

の
条

例
に

お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委

員
会
、
監
査

委
員

、
農

業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業

管
理
者

及
び

議
会

の
議

長
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
条

例
に

お
い

て
「
個
人
情
報
」
と
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も

の
を

い
う

。
 

（
１
）
 

当
該

情
報

に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的

記
録

（
電

磁
的

方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で

き
な

い
方

式
を
い
う
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

）
に

記
載

さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ

た
一

切
の

事
項

（
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す

る
こ

と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
 

（
２
）
 
個

人
識

別
符

号
が
含
ま
れ
る
も
の
 

３
 
こ

の
条

例
に

お
い

て
「
個
人
識
別
符
号
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の

符
号

の
う

ち
、

規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
 

（
１

）
 

特
定
の

個
人

の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、

記
号

そ
の

他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
 

（
２
）
 
個
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ
れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当

て
ら
れ
、
又
は

個
人
に
発
行
さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁
的
方
式

に
よ
り
記
録
さ

れ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入

者
又
は
発
行
を

受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
記
載
さ
れ
、

若
し
く
は
記
録

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
 

４
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
5年

法
律
第
27
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第

８
項
に
規
定
す
る

特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
 

５
 
こ
の
条
例
に
お
い

て
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯

罪
の
経
歴
、
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利

益
が
生
じ
な

い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に

配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で

定
め
る
記
述
等
が

含

ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。
 

６
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は
、
実
施
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し

た
個
人
情
報
で
あ

っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
当
該
実
施
機
関

が
保
有
し
て
い
る

も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
公
文
書
（
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
2
9年

枚
方
市
条
例

第
4
0号

）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
 

７
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
特
定
個
人
情
報
に
該
当
す
る
保
有
個
人
情
報
を

い
う
。
 

８
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
保
有
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
。
 

（
１
）
 
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に

構
成
し
た
も
の
 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

９
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
情
報
提
供
等
記
録
」
と
は
、
番
号
法
第
2
3条

第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る

記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
 

1
0
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
個
人
情
報
に
つ
い
て
「
本
人
」
と
は
、
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の

個
人
を
い
う
。
 

1
1
 
こ
の
条
例
に
お
い

て
「
受
託
業
務
」
と
は
、
実
施
機
関
か
ら
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託

を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
委
託
を
受
け
た
業
務
を
い
う
。
 

1
2
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
指
定
管
理
業
務
」
と
は
、
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の

手
続
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
1
6年

枚
方
市
条
例
第
2
8号

）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

た
者
（
以
下
「
指

定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
市
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
業
務
を
い

う
。 

（
適
用
上
の
注
意
）
 

第
３
条
 
こ
の
条
例
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
及
び
市
民
の
権
利
と
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う
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な
こ
と

が
あ

っ
て

は
な

ら
な
い
。
 

第
２
章
 
実

施
機

関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
 

（
個
人

情
報

の
保

有
の

制
限
等
）
 

第
４
条
 
実

施
機

関
は

、
番
号
法
第
1
9
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

保
管
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
個

人
情
報
を
保
有
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
又
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）

の
定
め

る
所

掌
事

務
を

遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限
り
、
か
つ
、
そ
の
利
用
の
目
的
を
で
き
る
限
り

特
定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

３
 
実
施
機

関
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
（
以
下
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
）
の

達
成
に

必
要

な
範

囲
を

超
え
て
、
個
人
情
報
を
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
利
用

目
的

及
び

取
得

項
目
の
明
示
）
 

第
５
条
 
実

施
機

関
は

、
本

人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
に

限
る

。
以

下
こ

の
章

及
び

第
４
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
直
接
書
面
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記

録
さ
れ

た
当

該
本

人
の

個
人
情
報
を
取
得
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
本

人
又
は

そ
の

法
定

代
理

人
に
対
し
、
そ
の
利
用
目
的
及
び
取
得
し
よ
う
と
す
る
項
目
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「

取
得

項
目

」
と

い
う
。
）
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
人

の
生

命
、

身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 

利
用

目
的

又
は

取
得
項
目
を
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
又

は
第
三

者
の

生
命

、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）
 

利
用

目
的

又
は
取
得
項
目
を
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
施
機

関
、

国
の

機
関

、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律

（
平

成
1
5
年

法
律
第
5
9
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

）
、

他
の

地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5
年
法

律
第

11
8
号

）
第

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
事

務
又
は

事
業

の
適

正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

（
４
）
 
取

得
の

状
況

か
ら
み
て
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

（
正
確

性
の

確
保

及
び

安
全
確
保
の
措
置
）
 

第
６
条
 
実

施
機

関
は

、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
保
有
個
人
情
報
が
過
去
又
は
現
在
の
事

実
と
合

致
す

る
よ

う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
保

有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
保
有
個
人
情
報
の
適
切

な
管
理

の
た

め
に

必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
項
の

規
定

は
、
受
託
者
、
指
定
管
理
者
又
は
受
託
業
務
若
し
く
は
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の

委
託

を
受

け
た

者
が
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
従
事

者
の

義
務

）
 

第
７

条
 

個
人

情
報

の
取

扱
い
に
従
事

す
る
実
施

機
関
の
職

員
若
し
く
は

職
員
で
あ

っ
た
者
又

は
受
託
業

務
若
し

く
は

指
定
管
理

業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て

知
り
得

た
個

人
情

報
の

内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
収
集
の
制
限
）
 

第
８
条
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
収
集
す
る
と
き
は
、
適
正
か
つ
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
番

号
法
第
1
9
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を
収
集

し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
要
配
慮
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
を
除

く
。
）
を
収
集
し
、
又
は
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を

営
む
個
人
の
当
該

事
業
に
関
す
る
個
人
情
報
を
除
く
。
）
を
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も

の
か
ら
収
集
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

（
１
）

 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）

 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
４
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。
 

（
５
）
 
前
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
、
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成
2
4年

枚
方
市

条
例
第
3
5
号
）

別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
（
以
下
「
審

議
会
」
と
い
う

。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
要
配
慮
個
人
情
報
を
収
集
し
、
又
は
個
人
情
報
を

本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。
 

４
 
法
令
等
、
規
則
等

の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
に
対
し
て
申
請
、
届
出
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
が

あ
っ
た
と
き
は
、

前
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
と
み
な
す
。
 

（
利
用
の
制
限
）
 

第
９
条

 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
保
有
特
定
個
人
情
報
に
あ
っ
て
は
第
１
号
に
、
保
有
特

定
個
人
情
報

以
外

の
保
有
個
人
情
報
に
あ
っ

て
は
第
２
号
か
ら
第
７
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す

る

場
合
は
、
利
用
目

的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用

目
的
以
外
の
目
的

の
た
め
に
自
ら
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に

侵
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
が

あ
り
、
又
は
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。
 

（
４
）

 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
５
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。
 

（
６
）
 
正
当
な
事
務
若
し
く
は
事
業
の
遂
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
実

施
機
関
が
認
め
る
と
き
。
 

（
７
）
 
第
２
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公

益
上
利
用
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
実
施
機
関
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が
認
め

る
と

き
。
 

３
 

実
施
機
関

は
、

前
項

第
５
号
又
は
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨

を
審

議
会

に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
提
供

の
制

限
）
 

第
1
0条

 
実

施
機

関
は

、
番

号
法
第
1
9
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

提
供
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
利
用

目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人

情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
項
の

規
定

に
か

か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
用
目
的
以
外

の
目
的

の
た

め
に

保
有

個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用
目
的

以
外
の

目
的

の
た

め
に

提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る

お
そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ
る
と
き
（
法
令
等
に
よ
り
当
該
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ

て
い

る
と

き
を

除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
法

令
等

に
定

め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 

本
人

若
し

く
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理

人
に
提

供
す

る
と

き
。
 

（
３
）
 
出

版
、

報
道

等
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
４
）
 
人

の
生

命
、

身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。
 

（
５
）
 
正

当
な

事
務

若
し
く
は
事
業
の
遂
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
実

施
機
関

が
認

め
る

場
合
に
お
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
提
供

す
る
と
き
。
 

（
６
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
利
用
目
的

以
外
の

目
的

の
た

め
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
た
と
き
。
 

４
 
実
施
機

関
は

、
前

項
第

４
号
又
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を

審
議

会
に

報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
章
 
個

人
情
報
の
適
正
管
理
 

（
個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
保
有
等
）
 

第
1
1条

 
実

施
機

関
は

、
個

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、

あ
ら

か
じ

め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）

 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
の
名
称
 

（
２
）

 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ
る
事
務
の
名
称
 

（
３
）

 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
組
織
の
名
称
 

（
４
）
 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
の
利
用
目
的
 

（
５
）
 

個
人

情
報

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
項
目
（
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」
と
い
う
。
）
 

（
６
）
 
本

人
（

他
の

個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
ら
な
い
で
検
索
し
得
る
者
に
限

る
。

）
と

し
て

個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
の
範
囲
（
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
記
録

範
囲
」

と
い

う
。

）
 

（
７
）
 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
情
報
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
記
録
情

報
」
と
い
う
。
）
の
収
集
方
法
 

（
８
）
 
記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
 

（
９
）
 
記
録
情
報
を
経
常
的
に
提
供
す
る
場
合
（
前
条
第
３
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
提
供
先
 

（
1
0）

 
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
が
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
 

（
1
1）

 
前
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
 
実
施
機
関

の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の

人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
実

施
機
関
が
行
う
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
。
）
 

（
２
）
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
記
録
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
で
あ
っ
て
、

そ
の
利
用
目
的
、
記
録
項
目
及
び
記
録
範
囲
が
当
該
届
出
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
の

範
囲
内
の
も
の
 

（
３
）
 
１
年
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
記
録
情
報
の
み
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
 

（
４
）
 
資
料
そ
の
他
の
物
品
若
し
く
は
金
銭
の
送
付
又
は
業
務
上
必
要
な
連
絡
の
た
め
に
利
用
す
る
記

録
情
報
を
記
録

し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ

の
他
の
送
付
又
は
連
絡
に
必
要
な
事
項
の
み
を
記
録
す
る
も
の
 

３
 
実
施
機
関
は
、
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
を
や
め
、
又
は
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
保
有
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
又
は

当
該
変
更
し
よ
う

と
す
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
市
長
は
、
第
１
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
審
議
会

に
報
告
し
、
及
び
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
委
託
先
等
の
監
督
）
 

第
1
2条

 
実
施
機
関
は
、
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理

が
図
ら
れ
る
よ
う
、
受
託
者
又
は
指
定
管
理
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
受
託
業
務
又
は
指

定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
委
託
を
す
る
者
は
、
当
該
委
託
を
す
る
業
務

に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る

必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
電
子
計
算
機
の
接
続
の
禁
止
）
 

第
1
3条

 
実
施
機
関
は
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の
者

が
随
時
に
取
得
し
得
る
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
実
施
機
関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計

算
機
と
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、
公
益
上
当
該
接
続
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
４
章
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
 

（
開
示
請
求
権
）
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第
1
4条

 
何

人
も

、
こ
の

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保
有
す

る
自
己

を
本

人
と

す
る

保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
次
に
掲

げ
る

者
は

、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特

定
個

人
情

報
に

係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）

 
本

人
の

法
定

代
理
人
 

（
２
）
 

本
人
（

自
ら

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任

に
よ

る
代

理
人
 

（
３
）
 
本

人
（

前
号

の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

３
 
次
に
掲

げ
る

者
は

、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保

有
す
る

死
亡

し
た

個
人

を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が

相
続
に

よ
り

取
得

し
た

財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
 
本

人
の

死
亡

当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母
 

（
２
）

 
前

号
に

掲
げ

る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族
 

（
３
）

 
本

人
の

相
続

人
 

（
保
有

個
人

情
報

の
開

示
義
務
）
 

第
1
5条

 
実

施
機

関
は

、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、

開
示
請

求
に

係
る

保
有

個
人
情
報
に
次
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
非
開
示
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ

か
が
含

ま
れ

て
い

る
場

合
を
除
き
、
当
該
開
示
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、

当
該

保
有

個
人

情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 

開
示

請
求

者
（
前
条
第
２
項
各
号
及
び
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
開
示
請
求
に
あ
っ
て

は
、

当
該

本
人

。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
２
項
及
び
第
2
5
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
命
、

健
康
、

生
活

又
は

財
産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
 

（
２
）
 

開
示

請
求

者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個

人
の

当
該

事
業

に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日

そ
の

他
の

記
述

等
に
よ
り
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他

の
情

報
と

照
合

す
る
こ
と
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
又
は
開
示
請
求
者
以
外

の
特

定
の

個
人

を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
開
示
請
求
者
以

外
の
個

人
の

権
利

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。
 

イ
 
法

令
等

の
規

定
に
よ
り
、
又
は
慣
行
と
し
て
開
示
請
求
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
知
る
こ

と
が
予

定
さ

れ
て

い
る
情
報
 

ロ
 
人

の
生

命
、

健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
情

報
 

ハ
 
当

該
個

人
が

公
務
員
等
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
20
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
国

家
公

務
員
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
1
1年

法
律
第
1
0
3号

）
第
２
条
第
４
項
に
規
定

す
る

行
政

執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、

独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
及
び
職
員
、
地

方
公
務

員
法
（
昭

和
2
5
年
法
律
第
2
61
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
並
び
に
地
方
独
立
行

政
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の
遂
行

に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
氏
名
並
び
に
当
該

職
務
遂
行
の
内
容
に
係
る
部
分
 

（
３
）
 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
情
報
 

（
４
）
 
法
人
そ
の

他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
又
は
開
示
請
求

者
以
外
の
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
法
人
等
又
は
当
該
個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。
 

（
５
）
 
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法
人
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
実
施
機
関
の
要
請
を
受
け
て
、

開
示
し
な
い
と

の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法

人
等
に
お
け
る

通
例
と
し
て
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
条
件
を
付
す
る

こ
と
が
当
該
情

報
の
性
質
、
当
時
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た

だ
し
、
人
の
生

命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。
 

（
６
）
 
開
示
す

る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他

の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
情
報
 

（
７
）
 
実
施
機
関

、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
、
不
当
に
市
民

の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
若
し
く
は
不
利
益
を
及
ぼ
す

と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

（
８
）
 
実
施
機
関

、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人

が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
支
障
を

及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正

な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

イ
 
監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
関
し
、
正
確

な
事
実
の
把

握
を
困
難
に
し
、
又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の

発
見
を
困
難

に
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
個
人
の
評

価
、
判
定
、
診
断
、
選
考
、
相
談
又
は
指
導
に
係
る
事
務
に
関
し
、
率
直
な
意
見
若

し
く
は
必
要
な
内
容
を
記
録
す
る
こ
と
を
著
し
く
た
め
ら
わ
せ
、
又
は
当
該
個
人
と
の
信
頼
関
係

を
著
し
く
損
な
う
こ
と
。
 

ハ
 
契
約
、
交
渉
又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
実
施
機
関
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地

方
公
共
団
体

又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に

害
す
る
こ
と

。
 

ニ
 
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
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と
。
 

ホ
 

独
立

行
政

法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
事
業

に
関
し

、
そ

の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
著
し
く

害
す
る
こ
と
。
 

（
９
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
開
示
し
な

い
こ
と

が
適

当
で

あ
る
と
認
め
た
情
報
 

２
 

前
条
第

３
項

各
号

に
掲
げ
る
者
に

よ
る
開
示

請
求
に
関

す
る
前
項
第

１
号
及
び

第
２
号
イ

の
規
定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同
項
第
１
号
中
「
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
名
誉
又
は
尊
厳
」

と
、
同

項
第

２
号

イ
中

「
予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
予
定
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
 

（
部
分

開
示

）
 

第
1
6条

 
実

施
機

関
は

、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
非
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
非
開

示
情

報
に

該
当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に

対
し
、

当
該

部
分

を
除

い
た
部
分
に
つ
き
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
開
示
請

求
に

係
る

保
有
個
人
情
報
に
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る

情
報
（
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人

を
識

別
す

る
こ
と

が
で

き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、

氏
名
、
生
年

月
日

そ
の

他
の
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

記
述
等

及
び

個
人

識
別

符
号
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
開
示
し
て
も
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
の

権
利
利

益
が

害
さ

れ
る

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
は
、
同
号
に

掲
げ
る

情
報

に
含

ま
れ

な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

（
裁
量

的
開

示
）
 

第
1
7条

 
実

施
機

関
は

、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
非
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も

、
個

人
の

権
利

利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、

当
該
保

有
個

人
情

報
を

開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
保
有

個
人

情
報

の
存

否
に
関
す
る
情
報
）
 

第
1
8条

 
開

示
請

求
に

対
し

、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る

だ
け
で

、
非

開
示

情
報

を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
存
否

を
明
ら

か
に

し
な

い
で

、
当
該
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
訂
正

請
求

権
）
 

第
1
9条

 
何

人
も

、
自

己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ

の
条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
保
有
個

人
情
報

の
訂

正
（

追
加

又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
次
に
掲

げ
る

者
は

、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特

定
個

人
情

報
に

係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
 
本

人
の

法
定

代
理
人
 

（
２
）
 

本
人
（

自
ら

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任

に
よ

る
代

理
人
 

（
３
）
 
本

人
（

前
号

の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

３
 
次
に
掲

げ
る
者
は

、
死

亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す

る
と
き
は
、
こ
の
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、

当
該
保
有
個
人
情

報
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）

 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母
 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族
 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
義
務
）
 

第
2
0条

 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
訂
正

請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
1
8条

の
規
定
は
、
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
利
用
停
止
等
請
求
権
）
 

第
2
1条

 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
 
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
よ
り
適
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
、

第
４
条
第
１
項

若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
管
若
し
く
は
保
有
さ
れ
て
い
る
と
き
、
第

８
条
第
２
項
若

し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
集
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第
９
条
第
１
項
及

び
第
２
項
の
規

定
に
違
反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き
 
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は

消
去
 

（
２
）
 
第
1
0
条
第

１
項
か
ら
第
３
項
（
第
５
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い

る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
の
停
止
 

（
３
）
 
第
1
0条

第
３
項
第
５
号
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き
 
当
該
保
有
個
人
情
報
の

提
供
の
停
止
又
は
消
去
 

（
４
）
 
番
号
法
第
2
8条

の
規
定
に
違
反
し
て
作
成
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
番
号
法
第
２
条

第
９
項
に
規
定

す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
 
当
該
保
有

特
定
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は
消
去
 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情

報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）

 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

（
３
）

 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は

、
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
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実
施
機

関
に

対
し

、
当

該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
 
本

人
の

死
亡

当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母
 

（
２
）
 
前

号
に

掲
げ

る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族
 

（
３
）

 
本

人
の

相
続

人
 

（
保
有

個
人

情
報

の
利

用
停
止
等
義
務
）
 

第
2
2条

 
実

施
機

関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
利
用
停
止
等
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

場
合
に

お
い

て
、
当

該
利
用
停
止
等
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
機
関
に
お
け
る

個
人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情

報
の

利
用

の
停

止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
（
以
下
「
利
用
停
止
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情

報
の
利

用
目

的
に

係
る

事
務
の
性
質
上
、
当
該
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で
な
い
。
 

２
 
第
1
8条

の
規

定
は

、
利

用
停
止
等
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
開
示

等
請

求
の

手
続

）
 

第
2
3条

 
開

示
請

求
、
訂

正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
（
以
下
「
開
示
等
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う

と
す
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
氏

名
及

び
住

所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

（
２
）
 
開

示
等

請
求

に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
そ
の
他
当
該
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な

事
項
 

（
３
）
 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
開

示
等

請
求

を
し

よ
う

と
す
る
者
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保

有
個
人

情
報

の
本

人
、
そ
の
代
理
人
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
開
示
等
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
者
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
実
施
機
関
に
提
出
し
、
又

は
提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機

関
は

、
開

示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報

の
特

定
に

関
し

参
考

と
な
る
情
報
の
提
供
そ

の
他
当
該
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と

す
る
者
の
利
便
を

考

慮
し
た

適
切

な
措

置
を

講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
実
施
機

関
は

、
第

１
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に

不
備
が

あ
り
、
又
は

第
２

項
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
若
し
く

は
提
示
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や

か
に
、
開
示

等
請

求
を

し
た
者
（
以
下
「
開
示
等
請
求
者
」
と

い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め

て
、
そ
の

補
正

を
求

め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
者
に

対
し
、

補
正

の
参

考
と

な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
開
示

等
請

求
に

対
す

る
決
定
及
び
通
知
）
 

第
2
4条

 
実

施
機

関
は

、
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
開

示
等
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、

開
示
請

求
に

あ
っ

て
は
1
5日

以
内
に
、
訂
正
請
求
又
は
利
用
停

止
等
請
求
に
あ
っ
て
は
30
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ

る
い

ず
れ

か
の

決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

前
条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期

間
に
算
入
し
な
い

。
 

（
１
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
、
訂
正
又
は
利
用
停
止
等
（
以
下
「
開

示
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
旨
の
決
定
 

（
２
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
 

（
３
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定
 

（
４
）
 
第
1
8
条
（
第
20
条
第
２
項
及
び
第
22
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
開
示
等
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定
 

（
５
）
 
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
開
示
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
旨
の
決
定
 

２
 
実
施
機
関
は
、
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き

は
、
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は
45
日
を
、
訂

正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
に
あ
っ
て
は
6
0日

を
限
度
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理
由
（
開
示
決
定
等

を
す
る
時
期
が
明

ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
開
示
等
請
求
者
に
書
面
に
よ
り
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
開
示
決
定
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
開
示
等
請
求
者
に
書
面
に
よ

り
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
前
項
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
開
示
決
定
等
が
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
開
示
請
求
に
係
る
第
三
者
保
護
に
関
す
る
手
続
）
 

第
2
5
条
 

実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、

地
方
独
立
行
政
法

人
及
び
開
示
請
求
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
2
9条

に
お
い
て
「
第
三
者
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る

情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
等
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
第
三
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
開
示
請
求
に
対
す
る
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
第
三

者
に
関
す
る
情
報
が
第
1
5
条
第
２
号
ロ
、
第
４
号
た
だ
し
書
又
は
第
５
号
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
第
1
7条

の
規
定
に
よ
り
開
示
し
よ

う
と
す
る
と
き
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の

開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２

号
に
掲
げ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
と
開
示
を
行
う
日
と
の
間
に
少
な
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く
と
も

２
週

間
を

置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
当
該
決
定
後
直
ち

に
、
当
該

意
見

書
（
第
2
9条

第
３
項
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対

し
、
当

該
決

定
の

内
容

及
び
そ
の
理
由
並
び
に
開
示
を
行
う
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
開
示

等
の

実
施

）
 

第
2
6条

 
実

施
機

関
は

、
第
2
4条

第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３

項
に
規

定
す

る
場

合
を

除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
 
保
有
個

人
情

報
の

開
示

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
個
人
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法

に
よ

り
行

う
。
 

（
１
）
 
文

書
又

は
図

画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
 
保
有
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文

書
又
は

図
画

の
閲

覧
又
は
写
し
の
交
付
 

（
２
）
 
電

磁
的

記
録

に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
 
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁

的
記
録

の
種

別
、

情
報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
 

３
 
実
施
機

関
は

、
前

項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
文

書
を
汚

損
し
、
又
は

破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第
16
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を

行
う
と

き
そ

の
他

相
当

の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
保

有
個
人

情
報

の
開

示
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
実
施
機
関

は
、

第
１

項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
又
は
利
用
停
止
等
を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
訂

正
請

求
又

は
利

用
停
止
等
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
速

や
か
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

５
 
実
施
機

関
は

、
第

１
項

の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
認

め
る

と
き

は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
（
情
報
提
供
等
記
録
に
あ
っ
て
は
、
総
務
大
臣
及

び
番
号

法
第

1
9
条

第
７

号
に
規
定
す
る
情
報

照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は

同
条
第
８
号
に
規

定

す
る
条

例
事

務
関

係
情

報
照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正
に
係
る
情
報
提
供

等
記
録

に
記

録
さ

れ
た

者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
、
遅

滞
な
く

、
そ

の
旨

を
書

面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
手
数

料
等

）
 

第
2
7条

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示
等
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と

す
る
。
 

２
 
開

示
請

求
者

は
、
公
文
書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
第
２
号
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
開
示

を
行
う

こ
と

に
よ

っ
て

交
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
よ
り
保
有
個
人

情
報
の

開
示

を
受

け
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し

て
規
則

で
定

め
る

額
を

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
規
則

で
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と

が
で
き

る
。
 

第
５
章
 
救

済
手
続
 

（
審
理

員
に

よ
る

審
理

手
続
に
関
す
る
適
用
除
外
）
 

第
2
8条

 
開
示
決
定
等
及
び
開
示
等
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
2
6

年
法
律
第
68
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
９
条
第
１

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
2
9条

 
前
条
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
べ
き
行
政
庁
で
あ
る

実
施
機
関
は
、
当
該

審
査
請
求
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚

方
市
附
属
機
関
条
例
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審

査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
審
査
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
手
続
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
５
章
第
１
節
第
２
款
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
審
査
会
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
提
出
資
料
の
閲
覧
等
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

第
2
7条

第
２
項
及

び
第
３
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第
1
3
条
第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。

第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
者
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
等
請
求
者
 

（
３
）
 
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
が

第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
 

４
 
実
施
機
関
は
、
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
審
査
会
の
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊

重
し
て
、
速
や
か

に
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

５
 
第
2
5条

第
３
項
の

規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

（
１
）
 
第
2
4条

第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
（
当
該
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
審
査
請
求

に
係
る
第
2
4条

第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
を
変
更
し
、
当
該

審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

第
６
章
 
雑
則
 

（
市
長
の
助
言
等
）
 

第
3
0条

 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
は
、
個
人
情

報
の
保
護
の
重
要
性
に
鑑
み
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
個
人
の
権
利
利
益

を
侵
害
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
に
関
し
事
業
者
及
び
市
民
の
意
識
の
啓
発

に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
出
資
法
人
へ
の
要
請
）
 

第
3
1条

 
市
長
は
、
市

が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
3
2条

 
市

長
は

、
毎
年

度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る

。
 

（
他
の

制
度

と
の

調
整

）
 

第
3
3条

 
第

４
章

の
規

定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
閲
覧

若
し
く
は
縦
覧
、
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は

写
し
の

交
付

又
は

訂
正

、
利
用
の
停
止
、
消
去
若
し
く
は
提
供
の
停
止
（
保
有
特
定
個
人
情
報
の
閲
覧
若

し
く
は

縦
覧

又
は

謄
本

、
抄
本
若
し
く
は
写
し
の
交
付
を
除
く
。
）
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
個

人
情
報

に
つ

い
て

は
、

適
用
し
な
い
。
 

２
 
前

項
に

定
め

る
も

の
の
ほ
か
、
第
４
章
の
規
定
（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

市
民
の

利
用

に
供

す
る

こ
と
を
利
用
目
的
と
す
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

（
事
業

者
に

対
す

る
指

導
、
勧
告
等
）
 

第
3
4条

 
市

長
は

、
事
業

者
が
個
人
情
報
を
著
し
く
不
適
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該

事
業

者
に

対
し
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
説
明
又
は

資
料
の

提
出

を
求

め
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
は

、
事

業
者

が
個

人
情
報
を
著
し
く
不
適
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業

者
に
対

し
、

そ
の

取
扱

い
を
是
正
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
市
長
は

、
事
業

者
が

前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
業
者
に

意
見
を

述
べ

る
機

会
を

与
え
た
上
で
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

４
 
前
項
の

規
定

に
よ

る
事

実
の
公
表
は
、
市
民
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
に
必

要
な

範
囲

内
に

お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
委
任

）
 

第
3
5条

 
こ

の
条

例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

第
７
章
 
罰

則
 

第
3
6条

 
実

施
機

関
の

職
員

若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事

し
て
い

た
者

又
は

指
定

管
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の

に
、
個

人
の

秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
そ
の

業
務
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
第
２

条
第
８

項
第

１
号

に
掲

げ
る
情
報
の
集
合
物
に
係
る
も
の
（
番
号
法
第
48
条
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報

フ
ァ
イ

ル
に

該
当

す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も

の
を
含

む
。

）
を

提
供

し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
3
7条

 
前

条
に

規
定

す
る

者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
（
そ
の
業
務
上
収
集
さ
れ
た

も
の
で

あ
っ

て
、
組

織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
（
番
号
法
第
２
条
第
５
項
に

規
定
す

る
個

人
番

号
を

除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で

提
供
し

、
又

は
盗

用
し

た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
5
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
3
8条

 
受

託
者

又
は

指
定

管
理
者
で
あ
る
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の

を
含

む
。
以

下
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
が
、
そ
の

法
人

又
は

人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
２
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る

ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
 

第
3
9条

 
実
施
機
関
の
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で

個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記

録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
5
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
4
0条

 
第
3
6条

、
第
3
7条

及
び
前
条
の
規
定
は
、
本
市
の
区
域
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
の
罪
を
犯
し
た

者
に
も
適
用
す
る
。
 

第
4
1条

 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
第
2
4
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
基
づ

き
開
示
を
受
け
た
者
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
１
）
 
改
正
後
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
11
条
及
び
附
則
第

６
項
 
平
成
2
9年

1
2月

１
日
 

（
２
）
 
新
条
例
第
６
条
第
３
項
（
受
託
者
及
び
指
定
管
理
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
1
2条

第

２
項
並
び
に
附
則
第
３
項
 
平
成
3
0年

４
月
１
日
 

（
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
）
 

２
 
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
27
年
枚
方
市
条
例
第
23
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

３
 
附
則
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
の
施
行
の
日
以
後
に
締
結
し
た
契
約
又
は
同
日
以
後
に
し

た
枚
方
市
公

の
施

設
に
お
け
る
指
定
管
理
者

の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第

５
条
第
１
項
の
規

定

に
よ
る
指
定
に
係

る
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
 

４
 
新
条
例
第
４
条
第

２
項
及
び
第
３
項
、
第
９
条
第
１
項
並
び
に
第
1
0
条
第
２
項
の
規
定
は
、
平
成
2
9
年

1
1
月
30
日
ま
で
の
間
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
保
有

個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
 

５
 
平
成
29
年
11
月
30
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
８
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
要

配
慮
個
人
情
報
」
と
あ
る
の
は
、
「
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
第
７
条
第
２
項
本
文
に
規
定

す
る
個
人
情
報
」

と
す
る
。
 

６
 

附
則
第
１

項
第

１
号

に
掲
げ
る
規

定
の
施
行

の
際
現
に

実
施
機
関
が

保
有
し
て

い
る
個
人

情
報
フ
ァ

イ
ル
に
つ
い
て
の
新
条
例
第
1
1条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
有
し
よ
う
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
保
有
し
て
い
る
」
と
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。
 

７
 
新
条
例
第
４
章
の
規
定
は
、
平
成
3
0年

３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
自
己
又
は
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す

る
保
有
個
人
情
報
（

保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例

（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
16
条
第
１
項
に
規
定
す
る
公
文
書
以
外
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
 

８
 

こ
の
条
例

の
施
行
前

に
さ
れ
た
旧

条
例
第

20
条
第
１
項

に
規
定
す
る

自
己
情
報

の
開
示
等

の
請
求
及
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び
附

則
第

２
項

の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚

方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
第

20
条
第
１
項
に
規
定

す

る
自
己

情
報

の
開

示
等

の
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
開
示
等
請
求
と
み
な
す
。
 

９
 
附
則
第

３
項

か
ら

前
項

ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
旧
条
例
及
び
附
則
第
２

項
の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続

そ
の
他

の
行

為
は
、
新
条

例
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
条
例
の
相
当
規

定
に
よ

っ
て

な
さ

れ
た

処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。
 

（
枚
方

市
附

属
機

関
条

例
の
一
部
改
正
）
 

1
0
 
枚
方
市

附
属

機
関

条
例

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

〔
次
の

よ
う

略
〕
 

                            

 
 
 
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

 
 

平
成

10
年

8
月

5
日

 
規

則
第

5
4

号
  

 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 

こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
2
4
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
収
集
の
手
続
）
 

第
２
条
 
条
例
第
８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
収
集
通
知
書
（
様
式
第
１
号
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
口
頭
又
は
告
示
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

（
目
的
外
利
用
の
手
続
）
 

第
３
条
 
条
例
第
９
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
目
的
外
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
課
（
課
に
相
当
す

る
も
の
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
長
は
、
個
人
情
報
目
的
外
利
用
依
頼
書
（
様
式
第
２
号
）
を
当
該
個

人
情
報
を
保
管
す
る
課
の
個
人
情
報
管
理
責
任
者
（
第
８
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報
管
理
責
任
者
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
口
頭
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
個
人
情
報
管
理
責
任
者
は
、
前
項
の
依
頼
を
承
認
し
た
と
き
は
、
個
人
情
報
目
的
外
利
用
承
認
書
（
様

式
第
３
号
）
に
よ
り
目
的
外
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
課
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項

た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
口
頭
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
外
部
提
供
の
手

続
）
 

第
４
条

 
実
施
機
関
は
、
条
例
第
1
0条

第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
外
部
提
供
を
す
る
と
き
は
、
国
又

は
他
の
地
方
公
共

団
体
か
ら
の
照
会
の
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
使
用
の
目
的
等
に
よ
り
該
当

の
な
い
事
項
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
条
件
を
付
し
た
覚
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）

 
秘
密
保
持
の
義
務
 

（
２
）
 
目
的
外
使
用
の
禁
止
 

（
３
）
 
複
写
の
禁
止
 

（
４
）
 
使
用
期
間
終
了
後
の
返
還
義
務
及
び
廃
棄
義
務
 

（
５
）
 
使
用
又
は
保
管
に
係
る
市
の
検
査
に
応
じ
る
義
務
 

（
６
）
 
事
故
報
告
義
務
 

（
７
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

２
 
実
施
機
関
は
、
外
部
提
供
を
受
け
た
も
の
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

（
目
的
外
利
用
等
の
記
録
票
の
作
成
）
 

第
５
条
 
実
施
機
関
は
、
目
的
外
利
用
等
（
目
的
外
利
用
を
さ
せ
、
又
は
外
部
提
供
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

を
行
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
個
人
情
報
目
的
外
利
用
等
記
録
票
（
様
式
第

４
号
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）

 
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
照
会
で
あ
る
場
合
 

- 110 -



（
２
）
 
個

人
情

報
目

的
外
利
用
承
認
書
を
作
成
し
て
い
る
場
合
 

（
目
的

外
利

用
等

の
通

知
）
 

第
６
条
 
条

例
第

９
条

第
２
項
又
は
条
例
第
1
0条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
目
的
外
利
用

等
通
知

書
（

様
式

第
５

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
口
頭
又
は

告
示
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で
き
る
。
 

（
個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
届
出
）
 

第
７
条
 
条

例
第
1
1条

第
１

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
届
出
書
（
様
式
第
６
号
）
に

よ
り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 
条
例
第
1
1条

第
１

項
第

７
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
個

人
情

報
の

収
集
の
方
法
及
び
時
期
 

（
２
）
 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
の
記
録
形
態
等
 

（
３
）
 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

３
 
条

例
第
1
1条

第
２

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
廃
止
・
変
更
）
届
出
書
（
様
式

第
７
号

）
に

よ
り

行
う

も
の
と
す
る
。
 

４
 
条
例
第
1
1条

第
３

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
公

表
は
、
告
示
に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
個
人

情
報

管
理

責
任
者
）
 

第
８
条
 
条

例
第
1
2条

の
個
人
情
報
管
理
責
任
者
は
、
市
長
部
局
の
職
制
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
5
年
枚
方

市
規
則

第
38
号
）
第

３
条

第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
課
長
の
職
に
あ
る
者
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
）

を
も
っ

て
充

て
る

。
 

（
処
理

委
託

等
の

条
件

）
 

第
９
条
 
実

施
機

関
は

、
条
例
第
1
3
条
第
２
項
の
個
人
情
報
の
処
理
業
務
の
委
託
又
は
条
例
第
1
3条

の
２
第

２
項
の

指
定

に
当

た
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
契
約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
該
当
の
な
い
事
項
を

除
く
。

）
に

つ
い

て
条

件
を
付
す
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
秘

密
保

持
の

義
務
 

（
２
）

 
目

的
外

使
用

の
禁
止
 

（
３
）
 
複

写
の

禁
止
 

（
４
）

 
提

供
資

料
の

返
還
義
務
 

（
５
）

 
事

務
管

理
に

係
る
市
の
検
査
に
応
じ
る
義
務
 

（
６
）

 
事

故
報

告
義

務
 

（
７
）
 
再

委
託

等
の

禁
止
又
は
制
限
 

（
８
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

（
９
）

 
前

各
号

の
条

件
に
違
反
し
た
場
合
の
契
約
解
除
に
関
す
る
事
項
 

（
自
己

情
報

の
開

示
等

の
請
求
手
続
）
 

第
1
0条

 
条

例
第
2
0条

第
１

項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
自
己
情
報
開
示
等
請
求
書
（
様
式
第
８
号
）
に
よ

り
行
う

も
の

と
す

る
。
 

２
 
条

例
第
2
0条

第
１

項
第

３
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
請

求
の

区
分
 

（
２
）

 
訂
正
、
削
除
又
は
中
止
の
内
容
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
事
項
 

３
 
条
例
第

2
0条

第
２
項
の
規
則
で
定
め
る
代
理
人
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）

 
本
人
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
 
法
定
代
理
人
 

（
２
）
 
本
人
が
自
ら
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
実
施
機
関
が
認
め
る
と
き
 
実
施
機
関
が
適
当

と
認
め
る
代
理
人
 

４
 

条
例
第

20
条
第
２
項

に
規
定
す
る

本
人
又
は

代
理
人
で

あ
る
こ
と
を

証
明
す
る

た
め
に
必

要
な
資
料

で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。
 

（
１
）
 
本
人
が
請
求
す
る
場
合
 
運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
実
施
機

関
が
認
め
る
書
類
 

（
２
）
 
代
理
人
が

請
求
す
る
場
合
 
当
該
代
理
人
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
戸
籍
謄
本
、
委
任

状
等
代
理
人
の
資
格
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
 

（
自
己
情
報
の
開

示
等
の
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
）
 

第
1
1条

 
条
例
第

2
2条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る

。
 

（
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）
 

第
1
2条

 
条
例
第
2
2条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
様
式
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
自
己
情

報
の
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第
1
0
号

）
 

（
２
）
 
自
己
情
報
の
部
分
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
部
分
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式

第
1
1号

）
 

（
３
）
 
自
己
情
報

の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
非
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第
1
2

号
）
 

（
４
）
 
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
が
存
在
し
な
い
場
合
 
自
己
情
報
不
存
在
通
知

書
（
様
式
第
1
3号

）
 

（
第
三
者
に
対
す
る
通
知
）
 

第
1
3条

 
条
例
第
2
3条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
開
示
請
求
通
知
書

（
様
式
第
14
号
）
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
は
、
第
三
者
情
報
開
示
請

求
意
見
書
（
様
式

第
15
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
2
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

３
 
条
例
第

2
3条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様

式
第
16
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
自
己
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
）
 

第
1
4条

 
条
例
第
2
4条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
情
報
の
開
示
（
郵
送
に
よ
り
写
し
を
交
付
す
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
実
施
機
関
の
主
管
課
の
担
当
職
員
の
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立
会
い

の
上

で
行

う
も

の
と
す
る
。
 

２
 
自
己
情

報
の

開
示

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す

る
。
 

（
１
）
 
文

書
、

図
画

及
び
写
真
 
原
本
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

（
２
）
 
電

子
計

算
組

織
等
に
係
る
磁
気
テ
ー
プ
等
 
現
に
使
用
し
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
印
字

装
置
に

よ
り

出
力

し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

（
３
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
 
リ
ー
ダ
ー
プ
リ
ン
タ
で
複
写
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

（
４
）
 
録

音
テ

ー
プ
 
テ
ー
プ
か
ら
採
録
し
た
文
書
の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
 

３
 
実
施
機
関

は
、

閲
覧

に
よ
る
開
示
を
受
け
る
者
が
自
己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
を
汚
損
し
、

又
は
破

損
す

る
お

そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
閲
覧
の
中
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
条
例
第
2
4条

第
４

項
の

規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
等
通
知
書
（
様
式
第
1
7号

）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
 

５
 
自
己
情

報
の

開
示

を
す

る
場
合
に
お
い
て
、
自
己
情
報
の
写
し
を
交
付
す
る
と
き
の
交
付
部
数
は
、
当

該
請
求

に
係

る
自

己
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
１
件
に
つ
き
原
則
と
し
て
１
部
と
す
る
。
 

（
写
し

の
交

付
に

要
す

る
費
用
）
 

第
15
条
 
条

例
第

2
5
条

第
２

項
に
規
定

す
る
自
己

情
報
が
記

録
さ
れ
て
い

る
公
文
書

の
写
し
の

作
成
及
び

送
付
に

要
す

る
費

用
の

額
は
、
自
己
情
報
の
開
示
ま
で
に
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の

費
用

の
う

ち
、

写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
出
資

法
人

）
 

第
1
6条

 
条

例
第
2
8条

の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も

の
の

２
分

の
１

以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。
 

（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
1
7条

 
条

例
第
2
9条

の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
一
般
の
閲
覧

に
供
し

て
行

う
も

の
と

す
る
。
 

（
１
）
 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
の
届
出
等
の
状
況
 

（
２
）

 
電

子
計

算
組

織
に
記
録
し
て
い
る
個
人
情
報
の
記
録
項
目
の
概
要
 

（
３
）

 
電

子
計

算
組

織
に
よ
る
主
な
事
務
処
理
状
況
 

（
４
）

 
開

示
等

の
請

求
及
び
決
定
の
状
況
 

（
５
）

 
不

服
申

立
て

の
状
況
 

（
６
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 

      

 
 
 

枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

 
 
平

成
2

9
年

９
月

1
3
日

 
条

例
第

6
7

号
  

 枚
方
市
個
人
情
報

保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
10
年
枚
方
市
規
則
第
54
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 

こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
2
9年

枚
方
市
条
例
第
3
9
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条

 
こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

（
個
人
識
別
符
号
）
 

第
３
条
 
条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
次
に
掲
げ
る
身
体
の
特
徴
の
い
ず
れ
か
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
適

切
な
範
囲
を
適
切
な
手
法
に
よ
り
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
も

の
 

イ
 
細
胞
か
ら
採
取
さ
れ
た
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
（
別
名
DN
A）

を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列
 

ロ
 
顔
の
骨
格
及
び
皮
膚
の
色
並
び
に
目
、
鼻
、
口
そ
の
他
の
顔
の
部
位
の
位
置
及
び
形
状
に
よ
っ

て
定
ま
る
容

貌
 

ハ
 
虹
彩
の
表
面
の
起
伏
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
線
状
の
模
様
 

ニ
 
発
声
の
際
の
声
帯
の
振
動
、
声
門
の
開
閉
並
び
に
声
道
の
形
状
及
び
そ
の
変
化
 

ホ
 
歩
行
の
際
の
姿
勢
及
び
両
腕
の
動
作
、
歩
幅
そ
の
他
の
歩
行
の
態
様
 

ヘ
 
手
の
ひ
ら
又
は
手
の
甲
若
し
く
は
指
の
皮
下
の
静
脈
の
分
岐
及
び
端
点
に
よ
っ
て
定
ま
る
そ
の

静
脈
の
形
状
 

ト
 
指
紋
又
は
掌
紋
 

（
２
）
 
旅
券
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
2
6
7号

）
第
６
条
第
１
項
第
１
号
の
旅
券
の
番
号
 

（
３
）
 
国
民
年
金
法
（
昭
和
34
年
法
律
第
1
4
1号

）
第
1
4条

に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
 

（
４
）
 
道
路
交
通
法
（
昭
和
35
年
法
律
第
1
0
5号

）
第
9
3条

第
１
項
第
１
号
の
免
許
証
の
番
号
 

（
５
）
 
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42
年
法
律
第
8
1号

）
第
７
条
第
13
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
 

（
６
）
 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第
2
7号

。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
 

（
７
）
 
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
3
3年

法
律
第
1
9
2号

）
第
９
条
第
２
項
の
被
保
険
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
８
）
 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
）
第

5
4条

第
３
項
の
被
保
険

者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
９
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
1
23
号
）
第
1
2条

第
３
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険

者
番
号
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（
1
0）

 
健

康
保

険
法

施
行
規
則
（
大
正
15
年
内
務
省
令
第
3
6号

）
第
47
条
第
２
項
の
被
保
険
者
証
の
記

号
、
番

号
及

び
保

険
者
番
号
 

（
1
1）

 
健

康
保

険
法

施
行
規
則
第
52
条
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
1
2）

 
船

員
保

険
法

施
行
規
則
（
昭
和
15
年
厚
生
省
令
第
５
号
）
第
35
条
第
１
項
の
被
保
険
者
証
の
記

号
、
番

号
及

び
保

険
者
番
号
 

（
1
3）

 
船

員
保

険
法

施
行
規
則
第
41
条
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
1
4
）
 

出
入
国

管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
2
6年

政
令
第
3
1
9号

）
第
２
条
第
５
号
に
規
定
す
る
旅

券
（
日

本
国

政
府

の
発
行
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
番
号
 

（
1
5）

 
出

入
国

管
理

及
び
難
民
認
定
法
第
1
9条

の
４
第
１
項
第
５
号
の
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
 

（
1
6）

 
私

立
学

校
教

職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
2
8年

文
部
省
令
第
2
8号

）
第
１
条
の
７
の
加
入
者

証
の
加

入
者

番
号
 

（
1
7）

 
私

立
学

校
教

職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
の
加
入
者
番
号
 

（
1
8）

 
私

立
学

校
教

職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
３
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
加
入
者
番
号
 

（
1
9）

 
国

民
健

康
保

険
法
施
行
規
則
（
昭
和
33
年
厚
生
省
令
第
5
3号

）
第
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す

る
高
齢

受
給

者
証

の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
2
0）

 
国

家
公

務
員

共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
3
3年

大
蔵
省
令
第
5
4号

）
第
8
9条

の
組
合
員
証
の

記
号
、

番
号

及
び

保
険
者
番
号
 

（
2
1）

 
国
家

公
務

員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
95
条
第
１
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及

び
保
険

者
番

号
 

（
2
2）

 
国
家

公
務

員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
95
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及

び
保
険

者
番

号
 

（
2
3
）
 

国
家
公

務
員

共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
1
2
7条

の
２
第
１
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合

員
被
扶

養
者

証
の

記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
2
4）

 
地
方

公
務

員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
37
年
／
総
理
府
／
文
部
省
／
自
治
省
／
令
第
１

号
）
第
9
3条

第
２

項
の
組
合
員
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険

者
番
号
 

（
2
5
）
 

地
方
公

務
員

等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
10
0
条
第
１
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び

保
険

者
番

号
 

（
2
6
）
 

地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
10
0
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び

保
険

者
番

号
 

（
2
7
）
 

地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
17
6
条
第
２
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員

被
扶
養

者
証

の
記

号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
2
8）

 
雇

用
保

険
法

施
行
規
則
（
昭
和
50
年
労
働
省
令
第
３
号
）
第
10
条
第
１
項
の
雇
用
保
険
被
保
険

者
証
の

被
保

険
者

番
号
 

（
2
9）

 
日

本
国

と
の

平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特

例
法
（

平
成

３
年

法
律
第
71
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の

特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号
 

（
要
配

慮
個

人
情

報
）
 

第
４
条
 
条

例
第

２
条

第
５
項
の
規
則
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
内
容
と
す

る
記
述
等
（
本
人

の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。
 

（
１
）

 
次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
2
4年

法
律
第
28
3
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害
 

ロ
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
3
5年

法
律
第
37
号
）
に
い
う
知
的
障
害
 

ハ
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
12
3
号
）
に
い
う
精
神
障

害
（
発
達

障
害
者
支
援
法
（
平
成
1
6
年
法
律
第
1
67
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を

含
み
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 

ニ
 
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
1
7年

法
律
第
1
2
3
号
）
第
４
条
第
１
項
の

政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の
 

（
２
）
 
本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医
師

等
」
と
い
う
。

）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ
の
他
の
検

査
（
同
号
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果
 

（
３
）
 
健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
、
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し
て
、

本
人
に
対
し
て

、
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く
は
調
剤
が

行
わ
れ
た
こ
と
。
 

（
４
）
 
本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ
の
他

の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。
 

（
５
）
 
本
人
を
少
年
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
6
8
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
少
年
又
は
そ
の
疑

い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の
少
年
の
保
護
事
件
に
関

す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。
 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
）
 

第
５
条
 
条
例
第
２
条
第
８
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
保
有
個
人
情
報
を
一

定
の
規
則
に

従
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り

特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検

索
す
る
こ
と
が
で

き

る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
目
次
、
索
引
そ
の
他
検
索
を
容
易
に
す
る
た

め
の
も
の
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
利
用
及
び
提
供

の
手
続
）
 

第
６
条

 
実
施
機
関
は
、
条
例
第
９
条
第
２
項
第
５
号
若
し
く
は
第
６
号
又
は
第
10
条
第
３
項
第
４
号
若
し

く
は
第
５
号
の
規

定
に
よ
り
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

他
の
実
施
機
関
か

ら
提
供
を
受
け
て
利
用
し
た
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
利
用
し
た
課
（
課
に
相

当
す
る
組
織
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
に
、
保
有
個
人
情
報
目
的
外
利
用
記
録
票
（
様
式
第
１
号
）

を
作
成
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
保
有
個
人
情
報
目
的
外
利
用
記
録
票
は
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用
し
た
都
度
、
速
や
か
に
作
成
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
１
会
計
年
度
を
通
じ
て
継
続
的
に
、
又
は
反
復
し
て
、
同
一
の
目
的
に
お

い
て
同
一
の
保
有

個
人
情
報
の
項
目
を
利
用
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
一
括
し

て
作
成
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第
1
0
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の
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も
の
に

提
供

す
る

場
合

に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
８
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

必
要
と

認
め

る
も

の
に

つ
い
て
の
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
届
出
）
 

第
７
条
 
条

例
第
1
1条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
保
有
届
出
書
（
様
式
第
２
号
）

に
よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。
 

２
 
条

例
第
1
1条

第
３

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
廃
止
・
変
更
）
届
出
書
（
様
式

第
３
号

）
に

よ
り

行
う

も
の
と
す
る
。
 

３
 
条
例
第
1
1条

第
４

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
公

表
は
、
告
示
に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
委
託

に
際

し
て

講
じ

る
べ
き
措
置
）
 

第
８
条
 
実

施
機

関
は

、
番
号
法
第
２
条
第
1
0
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
11
項
に
規

定
す
る

個
人

番
号

関
係

事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
第
６
条
第
２
項

の
規
定

に
よ

る
措

置
と

同
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
者
に
委
託
す
る
も
の
と
す

る
。 

２
 
実
施
機

関
は

、
受

託
業

務
に
係
る
契
約
書
又
は
仕
様
書
、
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の

指
定
の

手
続

等
に

関
す

る
条
例
（
平
成
16
年
枚
方
市
条
例
第
28
号
）
第
６
条
第
１
項
の
協
定
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類

す
る

書
類

に
次

に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
託
業
務
又
は

指
定
管
理
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
受
託

業
務

等
」
と
い

う
。
）
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
該
当
の
な
い
事
項
を
除
く
。
）
を
定
め
る
も
の

と
す
る

。
 

（
１
）
 
秘

密
保

持
の

義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）

 
個

人
情

報
の

取
扱
場
所
の
制
限
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
 
個

人
情

報
の

目
的
外
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
事
項
 

（
４
）

 
個

人
情

報
の

複
製
の
禁
止
に
関
す
る
事
項
 

（
５
）
 
個

人
情

報
の

返
却
又
は
消
去
若
し
く
は
廃
棄
の
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
６
）

 
個

人
情

報
の

取
扱
い
に
従
事
す
る
者
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項
 

（
７
）

 
個

人
情

報
の

取
扱
い
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
監
督
及
び
教
育
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
８
）

 
個

人
情

報
の

取
扱
状
況
に
係
る
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
９
）
 
個

人
情

報
の

漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
報
告
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
1
0）

 
個

人
情

報
の

漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
等
の
責
任
に
関

す
る
事

項
 

（
1
1）

 
受
託

業
務

等
に
お
い
て
特
定
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
業
務
等

の
委
託

の
禁

止
又

は
制
限
に
関
す
る
事
項
 

（
1
2）

 
受
託

業
務

等
に
お
い
て
特
定
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
業
務
等
の

委
託

を
す

る
場

合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
る
者
に
対
し
て
付
す
る
べ
き
当
該
特
定
個
人
情
報
の

取
扱
い

の
条

件
に

関
す
る
事
項
 

（
1
3）

 
受

託
業

務
等

の
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
る
者
に
対
す
る
監
督
義
務
に
関

す
る
事

項
 

（
1
4）

 
前

号
の

監
督

義
務
の
実
施
状
況
に
係
る
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
1
5）

 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
事
項
 

（
1
6）

 
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
違
反
し
た
場
合
の
契
約
の
解
除
又
は
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
若
し
く

は
業
務
の
停
止
の
命
令
に
関
す
る
事
項
 

（
開
示
等
請
求
の
手
続
）
 

第
９
条
 
条
例
第
2
3条

第
１
項
の
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
書
（
様
式
第
４
号
）
と
す
る
も

の
と
す
る
。
 

２
 
条
例
第

2
3条

第
２
項
の
規
則
で
定
め
る
資
料
は
、
当
該
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
本
人
の
委

任
に
よ
る
代
理
人

が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
開
示
等
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
）
の

個
人
番
号
カ
ー
ド

（
番
号
法
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
（
保
有
個
人
情
報

開
示
等
請
求
書
を

郵
便
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し

た
も
の
）
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
第
１
号
か

ら
第
３
号
ま
で
に

定
め
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
開
示
等
請
求
を
す
る
日
前
3
0日

以
内
に
作
成
さ
れ
、
又
は

発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合
 
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
、

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
 

（
２
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
を
除
く
。
）
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合
 
本
人
の
委
任

状
（
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
本
人
の
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 

（
３
）
 
本
人
の
委

任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。
）
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合
 
前
号
に
定
め

る
書
類
及
び
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類
 

イ
 
代
理
人
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
 

ロ
 
代
理
人
の

委
任
状
（
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の
印
鑑
及
び
法
人
の
代
表
者
の
印
鑑
に
係
る

印
鑑
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
現
に
開
示
等
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る

者
と
代
理
人
と
の
関
係
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
 

（
４
）
 
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合
 
次
に
掲
げ
る
書

類
 

イ
 
本
人
の
除

か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
本
人
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
実

施
機
関
が
認
め
る
書
類
 

ロ
 
条
例
第
1
4
条
第
３
項
第
１
号
、
第
1
9
条
第
３
項
第
１
号
又
は
第
21
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
そ
の
他
本
人
と
開
示
等
請
求
を
し
よ
う

と
す
る
者
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
 

ハ
 
条
例
第
1
4
条
第
３
項
第
２
号
、
第
1
9
条
第
３
項
第
２
号
又
は
第
21
条
第
３
項
第
２
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
1
4
条
第
３
項
第
１
号
、
第
1
9
条
第
３
項
第
１
号
又
は
第
2
1
条
第
３
項
第

１
号
に
掲
げ

る
者
が
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
及
び
ロ
に
掲

げ
る
書
類
 

ニ
 
条
例
第
1
4
条
第
３
項
第
３
号
、
第
1
9
条
第
３
項
第
３
号
又
は
第
21
条
第
３
項
第
３
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
係
る
財
産
に
つ
い
て
本
人
の
相
続
人
で
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あ
る
こ

と
を

証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る

書
類
 

３
 

条
例
第

23
条

第
４

項
の

規
定
に
よ

る
補
正
の

求
め
は
、

保
有
個
人
情

報
開
示
等

請
求
書
補

正
通
知
書

（
様
式

第
５

号
）

に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
開
示

等
請

求
に

係
る

決
定
期
間
の
延
長
）
 

第
10
条
 
条

例
第

2
4
条

第
２

項
の
規
定

に
よ
る
通

知
は
、
保

有
個
人
情
報

開
示
等
決

定
期
間
延

長
通
知
書

（
様
式

第
６

号
）

に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
開
示

等
請

求
に

係
る

決
定
の
通
知
）
 

第
1
1条

 
条

例
第
2
4条

第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に

応
じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 

条
例

第
24
条
第

１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第

７
号
）
 

（
２
）
 

条
例

第
24
条
第

１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
個
人
情
報
部
分
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様

式
第
８

号
）
 

（
３
）
 

条
例

第
24
条
第

１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有
個
人
情
報
非
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式

第
９
号

）
 

（
４

）
 
条

例
第

2
4
条
第
１
項
第
４
号
に
掲

げ
る
決
定
 

保
有
個
人
情
報
存
否
応

答
拒
否
決
定
通
知

書

（
様
式

第
10
号
）
 

（
５
）
 

条
例

第
24
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
決
定
 
保
有

個
人
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
（
様
式
第

1
1
号
）
 

（
第
三

者
に

対
す

る
意

見
書
の
提
出
機
会
の
付
与
）
 

第
1
2条

 
実

施
機

関
は

、
条
例
第
2
5
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
の
機

会
を

与
え

よ
う

と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
情
報
開
示
請
求
通
知
書
（
様
式
第
1
2号

）
に
よ
り
そ
の

旨
を
当

該
第

三
者

に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
第
三
者

情
報

開
示

請
求

通
知
書
を
受
け
た
第
三
者
は
、
前
項
の
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
三
者

情
報

開
示

請
求

意
見
書
（
様
式
第
13
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
条
例
第

2
5条

第
３

項
の

規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知

は
、
第
三
者
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様

式
第
14
号
）

に
よ

り
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
開
示

等
の

実
施

方
法

等
）
 

第
1
3条

 
条

例
第
2
6条

第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
（
郵
便
に
よ
り
公
文
書

の
写
し
（

条
例

第
2
7
条
第

２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
の
写
し
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
場
合

を
除
く

。
）
は

、
実
施

機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る

課
の
担

当
職

員
の

立
会

い
の
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
条
例
第
2
6条

第
２

項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
１
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
の
閲
覧
 

（
２
）
 
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧
 

３
 
条
例
第
2
6条

第
２

項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等

の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付
 

（
２
）

 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付
 

４
 
条
例
第
2
6条

第
２
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
に
掲
げ
る
方
法

に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該

複
写
し
た
も
の
を

容
易
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
 

（
１
）
 
当
該
電

磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付
 

（
２
）

 
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
 

（
３
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
（
開
示
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴
 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
２
項
第
１
号
又
は
前
項
第
３
号
の
方
法
に
よ
り
現
に
開
示
を
行
っ
て
い
る
公
文
書
又

は
同
号
の
専
用
機

器
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
開
示
を
中
断

し
、
又
は
中
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
条
例
第

2
6条

第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
・
利
用
停
止
等
実
施
通
知
書
（
様
式
第
15
号
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

７
 
条
例
第
2
6条

第
５
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
実
施
通
知
書
（
様
式
第
1
6号

）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
 

（
交
付
部
数
及
び

費
用
負
担
）
 

第
14
条
 
公
文

書
の
写
し

を
交
付
す
る

こ
と
に
よ

り
開
示
を

行
う
場
合
に

お
け
る
当

該
交
付
す

る
公
文
書

の
写
し
の
部
数
は

、
１
部
と
す
る
。
 

２
 

条
例
第

27
条
第
２
項

の
公
文
書
の

写
し
の
作

成
及
び
送

付
に
要
す
る

費
用
と
し

て
規
則
で

定
め
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
文
書
の
写
し
の
区
分
ご
と

に
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
 

（
２
）
 
公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
た
郵
便
料
金
に
相
当
す

る
額
 

３
 
前
項
の
費
用
の
額

は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
者
（
当
該
開
示
請
求
者
が
本
人
の
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

本
人
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第
27
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額

を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
。
 

（
１
）
 
生
活
保
護
法
（
昭
和
2
5年

法
律
第
1
44
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合
 
当
該

公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
 

（
２
）
 
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

実
施
機
関
が
適
当
と
認
め
る
額
 

（
出
資
法
人
）
 

第
1
5条

 
条
例
第
3
1条

の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
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じ
る
も

の
の

２
分

の
１

以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。
 

（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
1
6
条
 
条
例

第
3
2
条
の

規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

一
般
の

閲
覧

に
供

し
て

行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）

 
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル
の
届
出
の
状
況
 

（
２
）
 
開

示
等

請
求

及
び
開
示
決
定
等
の
状
況
 

（
３
）

 
条

例
第
2
8条

の
審
査
請
求
の
状
況
 

（
４
）
 
前

３
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

（
補
則

）
 

第
1
7条

 
こ

の
規

則
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

（
施
行

期
日

）
 

１
 
こ
の
規

則
は

、
公

布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
１
）
 

改
正

後
の

枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
並

び
に
様

式
第

２
号

及
び
様
式
第
３
号
 
平
成

2
9年

1
2月

１
日
 

（
２
）
 

新
規

則
第

８
条
第
２
項
（
第
13
号
及
び
第
1
4号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
 
平
成
3
0年

４
月
１

日
 

（
枚
方

市
特

定
個

人
情

報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）
 

２
 
枚
方
市

特
定

個
人

情
報

保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
27
年
枚

方
市
規
則
第
5
7号

）
は
、
廃
止
す
る
。
 

（
経
過

措
置

）
 

３
 
平
成

30
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
、
特
定
保
有
個
人
情
報
以
外
の
保
有
個
人
情
報
に
係
る
開
示
請
求
に
つ

い
て
の

新
規

則
様

式
第

４
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
中
「
 

□
閲
覧
 
 

□
視

聴
 

 
□
写
し
の
交
付
 

（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）
 

（
□
郵
送
希
望
）
 

（
□
写
し
の
作
成
費
用
減
免
希
望
）
 

」
と
あ

る
の

は
、

「
 

□
閲
覧
 
 

 
 

 
 

 
□
写
し
の
交
付
 

（
□
郵
送
希
望
）
 

（
□
写
し
の
作
成
費
用
減
免
希
望
）
 

」
と
す

る
。
 

４
 
こ

の
規

則
の

施
行

前
に
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
第
７
条
の
規
定
を
除
く
。
）

及
び
附

則
第

２
項

の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
第
２
条
の
規

定
を
除

く
。
）
の

規
定

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規

定
が
あ

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ
れ
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

別
表
（
第
14
条
関

係
）
 

項
 

交
付
す

る
写
し
の
区
分
 

費
用
の
額
 

１
 

用
紙
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
し

た
も
の
 

日
本
工
業
規
格
A列

０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
5
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
3
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
2
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規
格
A列

４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規
格
B列

４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規
格
B列

５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

２
 

光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
 

光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き
10
0
円
 

備
考
 
用
紙
の
両

面
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と
し
て
費

用
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格
A
列
４
番
及
び
B
列
５
番
の
用
紙
の
両

面
又
は
片
面
２
枚
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
両
面
又
は
当
該

片
面
２
枚
を
日
本
工
業
規
格
A
列
３
番
又
は
B
列
４
番
の
用
紙
１
枚
と
み
な
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す

る
。
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枚
方

市
特

定
個

人
情

報
保
護
条
例

 
 

平
成

27
年

6
月

16
日

 
条

例
第

2
3

号
  

 

目
次
 

第
１
章
 
総

則
（

第
１

条
―
第
５
条
）
 

第
２
章

 
特

定
個

人
情

報
の
収
集
等
の
制
限
等
（
第
６
条
―
第
９
条
）
 

第
３
章

 
特

定
個

人
情

報
の
適
正
管
理
（
第
1
0条

―
第

1
5条

）
 

第
４
章
 
自

己
情

報
の

開
示
等
（
第
16
条
―
第

25
条
）
 

第
５
章
 
救

済
手

続
（

第
26
条
）
 

第
６
章
 
雑

則
（

第
27
条
―
第

30
条
）
 

 

第
１
章
 
総

則
 

（
目
的

）
 

第
１
条
 
こ

の
条

例
は

、
市

に
お
け
る
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
収
集
、
保
管
、
利
用
及
び
提
供
を
確
保
し
、

並
び
に

市
が

保
有

す
る

特
定
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
の
中
止
及
び
提
供
の
中
止
を
実
施

す
る
た

め
に

必
要

な
措

置
を
講
じ
、
も
っ
て
、
特
定
個
人
情
報
の
安
全
か
つ
適
正
な
取
扱
い
を
図
る
と
と

も
に
、

特
定

個
人

情
報

を
取
り
扱
う
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
定
義

）
 

第
２
条
 
こ

の
条

例
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

（
１
）
 

実
施

機
関
 
市

長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
公
平
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委

員
会

、
固

定
資

産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
議
会
を
い

う
。
 

（
２
）
 
特

定
個

人
情

報
 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年
法
律
第
2
7
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
８
項
に
規
定
す
る

特
定
個

人
情

報
を

い
う
。
 

（
３
）
 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
 
番
号
法
第
２
条
第
９
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を

い
う
。
 

（
４
）
 
情

報
提

供
等

記
録
 
番
号
法
第
23
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
特

定
個
人

情
報

を
い

う
。
 

（
５
）
 
公

文
書
 
実

施
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記

録
（

電
子

的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い

る
も
の

と
し

て
、

当
該
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

（
６
）
 
本

人
 

特
定

個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
。
 

（
実
施

機
関

等
の

責
務

）
 

第
３
条
 
実

施
機

関
は

、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
特
定
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
に
関
し
事
業
者
及
び
市
民
の
意
識
の
啓
発
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
特
定
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
を
認
識
し
、
実
施
機
関
の
職
員
に
対
し
、
特
定
個
人

情
報
の
取
扱
い
に

係
る
教
育
及
び
研
修
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
指
導
及
び
監
督
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
特
定
個
人
情
報
の
内
容

を
み
だ
り
に
他
人

に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
事
業
者
の
責
務

）
 

第
４
条
 
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
特
定

個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
を
認
識
し
、
及
び
当
該
保
護
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当

該
保
護
に
関
す
る
市
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
市
民
の
責
務
）
 

第
５
条

 
市
民
は
、
特

定
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
を
認
識
し
、
特
定
個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
と

と
も
に
、
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
市
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
章
 
特
定
個
人
情
報
の
収
集
等
の
制
限
等
 

（
収
集
等
の
制
限
）
 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第
1
9
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

収
集
し
、
又
は
保

管
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
特

定
個
人
情
報
を
保
有
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
等
で
定
め
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す

る
た
め
必
要
な
場

合
に
限
り
、
か
つ
、
そ
の
収
集
の
目
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
収
集
の
目
的
（
以
下
「
収
集
目
的
」
と
い
う
。
）
の

達
成
に
必
要
な
範

囲
を
超
え
て
、
特
定
個
人
情
報
を
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
収
集
目
的
の
明

示
）
 

第
７
条

 
実
施
機
関
は
、
本
人
か
ら
直
接
書
面
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
録
さ
れ
た
当
該
本
人
の
特

定
個
人
情
報
を
収
集
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
本
人
に
対
し
、
そ

の
収
集
目
的
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）

 
個
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
収
集
目
的

を
本
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
本
人
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産

そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）
 
収
集
目
的
を
本
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
施
機
関
が
行
う
事
務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂

行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

（
４
）

 
収
集
の
状
況
か
ら
み
て
収
集
目
的
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

（
利
用
の
制
限
）
 

第
８
条
 
実
施
機
関
は
、
収
集
目
的
の
範
囲
を
超
え
て
、
そ
の
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
を
当
該
実
施
機
関

内
に
お
い
て
利
用

し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
が
あ
り
、
又
は
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
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収
集
目

的
の

範
囲

を
超

え
て
、
そ
の
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
を
当
該
実
施
機
関
内
に
お
い
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
保
有

す
る

特
定

個
人

情
報

を
収
集
目
的
の
範
囲
を

超
え
て
当
該
実
施
機
関
内
に
お
い
て

利
用
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
本

人
又

は
第

三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。
 

（
提
供

の
制

限
）
 

第
９
条
 
実

施
機

関
は

、
番

号
法
第
1
9
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
保
有
す
る
特

定
個
人

情
報

を
当

該
実

施
機
関
以
外
の
も
の
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
３
章
 
特

定
個

人
情
報
の
適
正
管
理
 

（
特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル
の
保
有
の
届
出
等
）
 

第
1
0条

 
実

施
機

関
は

、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に

掲
げ
る

事
項

を
市

長
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
業

務
の

名
称
 

（
２
）

 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
 

（
３
）

 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
組
織
の
名
称
 

（
４
）
 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
の
収
集
目
的
 

（
５
）

 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
特
定
個
人
情
報
の
項
目
 

（
６
）

 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
個
人
の
範
囲
 

（
７
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
実

施
機

関
は

、
前

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し

よ
う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
市
長
は

、
前
２

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
枚
方
市
附
属
機
関

条
例
（
平
成

2
4年

枚
方

市
条
例
第
3
5号

）
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
議
会
（
以

下
「

審
議

会
」
と
い
う
。
）
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
、
及
び
市
民
の
閲
覧

に
供
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
適
正

な
維

持
管

理
）
 

第
1
1条

 
実

施
機

関
は

、
特

定
個
人
情
報
の
適
正
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
特
定
個
人
情
報
管
理
責
任
者

を
定
め

る
と

と
も

に
、
そ
の
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
１
）
 
収

集
目

的
の

達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
正
確
か
つ
最
新
な
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

（
２
）

 
漏

え
い

、
改

ざ
ん
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
 
保

有
す

る
必

要
が
な
く
な
っ
た
特
定
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
廃
棄
し
、
又
は
消
去
す

る
こ
と

。
 

（
委
託

業
務

の
適

正
管

理
）
 

第
1
2
条
 
実
施

機
関

か
ら

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」

と
い
う

。
）
は
、
当
該

委
託
を
受
け
た
業
務
（
以
下
「
受
託
業
務
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
、
特
定
個

人
情
報

の
保

護
に

つ
い

て
実
施
機
関
と
同
様
の
責
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
個
人
情
報
の
保

護
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
受
託
者
に
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
必
要
な
措
置

を
講
じ
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
２
項
の
規
定
は
、
受
託
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
（
受
託
者
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
 

４
 
受
託
業
務
に
従
事

し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
受
託
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
特
定
個
人

情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
指
定
管
理
業
務
の
適
正
管
理
）
 

第
13
条
 
実
施

機
関
か
ら

特
定
個
人
情

報
の
取
扱

い
を
伴
う

業
務
を
含
む

公
の
施
設

の
管
理
に

つ
い
て
枚

方
市
公
の
施
設
に

お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
枚
方
市
条
例
第
28

号
）
第
５
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該

公
の
施
設
の
管
理
業
務
（
以
下
「
指
定
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
、
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
つ
い
て
実
施
機
関
と
同
様
の
責
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
前

項
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
前
２
項
の
規
定
は

、
指
定
管
理
業
務
の
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

４
 
指
定
管
理
業
務
に

従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
指
定
管
理
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た

特
定
個
人
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
電
子
計
算
組
織

に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
記
録
）
 

第
1
4条

 
実
施
機
関
は

、
電
子
計
算
組
織
を
利
用
し
て
特
定
個
人
情
報
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
番
号
法
に
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い

。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
番

号
法
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
特
定
個
人

情
報
を
電
子
計
算

組
織
に
記
録
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

公
益
上
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）

 
思
想
、
信
条
及
び
信
仰
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
 
社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
 

（
電
子
計
算
組
織
の
結
合
の
禁
止
）
 

第
1
5条

 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
、

市
の
電
子
計
算
組
織
と
市
以
外
の
電
子
計
算
組
織
と
の
通
信
回
線
に
よ
る
結
合
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

第
４
章
 
自
己
情
報
の
開
示
等
 

（
開
示
の
請
求
）
 

第
1
6条

 
何
人
も
、
実

施
機
関
に
対
し
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
自
己
を
本
人
と
す
る
特
定
個
人
情
報

（
以
下
「
自
己
情
報
」
と
い
う
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
 
実
施
機

関
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
自
己
情

報
の
う

ち
、

次
の

各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
開
示
を
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。 

（
１
）
 
法

令
等

の
規

定
に
よ
り
、
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
 

（
２
）
 
個

人
の

評
価

、
判
定
、
診
断
等
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事

務
事
業

の
目

的
が

達
成
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
 

（
３
）
 

開
示

す
る

こ
と
に
よ
り
、
事
務
事
業
の
適
正
か
つ
公
正
な
執
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ

る
も

の
 

（
４
）
 

請
求

者
（
第
2
0条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
代
理
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
開
示

請
求

を
す

る
場

合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
本
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
2
2
条
及
び
第
2
5
条
第
２
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

以
外
の
も
の
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、

請
求

者
以

外
の
も
の
の
正
当
な
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
 

（
５
）
 
前

各
号

に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
必
要
が
あ

る
と
認

め
た

も
の
 

３
 
実
施
機

関
は

、
開
示

請
求
に
係
る
自
己
情
報
の
一
部
に
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情
報
が
含

ま
れ
て

い
る

部
分

が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
部
分
を
容
易
に
、
か
つ
、
当
該
開
示
請
求
の
趣
旨
を
損

な
わ
な

い
程

度
に

分
離

で
き
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
を
除
い
て
、
当
該
自
己
情
報
の
開
示
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
実
施
機

関
は

、
開

示
請

求
に
対
し
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
自
己
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答

え
る
だ

け
で
、
第
２

項
各

号
に
規
定
す
る
情
報
を
開
示
す
る
こ

と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
自
己
情
報
の
存

否
を
明

ら
か

に
し

な
い

で
、
当
該
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
訂
正

の
請

求
）
 

第
1
7条

 
何

人
も

、
実

施
機

関
に
対
し
、
自
己
情
報
の
事
実
に
関
す
る
事
項
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当

該
自

己
情

報
の

訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
削
除

の
請

求
）
 

第
1
8条

 
何

人
も

、
実

施
機

関
に
対
し
、
自
己
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
を
除
く
。
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
同

じ
。
）
が

次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
己
情
報
の
削
除
を
請

求
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１
）
 
実

施
機

関
に

よ
り
適
法
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
。
 

（
２
）
 
第

６
条

第
１

項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
集
さ
れ
、
又
は
保
管
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
３
）

 
第

６
条

第
３

項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
４
）

 
第

８
条

に
違

反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

（
５
）
 
番

号
法

第
28
条
の
規
定
に
違
反
し
て
作
成
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
が
さ
れ
て

い
る
と

き
。
 

（
中
止

の
請

求
）
 

第
1
9条

 
何

人
も

、
実

施
機

関
に
対
し
、
自
己
情
報
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当

該
自

己
情

報
の

利
用
の
中
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
何
人
も

、
実
施

機
関

に
対
し
、
自
己
情
報
が
第
９
条
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
自
己
情
報
の

提
供
の
中
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
開
示
等
の
請
求

手
続
）
 

第
2
0条

 
自
己
情
報
の
開
示
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
の
中
止
又
は
提
供
の
中
止
（
以
下
「
自
己
情
報
の
開
示

等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関

に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

（
２
）
 
当
該
請
求
に
係
る
自
己
情
報
の
内
容
そ
の
他
自
己
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
未
成
年
者
若
し
く

は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
代
理

人
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
１
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、
当
該
自
己

情
報
の
本
人

又
は

代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
規
則

で
定
め
る
も
の
を

実

施
機
関
に
提
出
し

、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
情
報
の
提
供
等
）
 

第
2
1条

 
実
施
機
関
は
、
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
容
易
か
つ
的
確
に
当
該
自
己

情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考
慮
し

た
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
開
示
等
の
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）
 

第
2
2条

 
実
施
機
関
は
、
第
2
0条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
が
到
達
し
た

日
か
ら
起
算
し
て
、
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は
1
5
日
以
内
に
、
自
己
情
報
の
訂
正
の
請
求
（
以
下
「
訂
正
請

求
」
と
い
う
。
）
、
自
己
情
報
の
削
除
の
請
求
（
以
下
「
削
除
請
求
」
と
い
う
。
）
又
は
自
己
情
報
の
利

用
の
中
止
若
し
く
は
提
供
の
中
止
の
請
求
（
以
下
「
中
止
請
求
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
3
0日

以
内
に
、

当
該
請
求
に
係
る

自
己
情
報
の
開
示
等
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
請
求
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は
4
5日

を
、

訂
正
請
求
、
削
除
請
求
又
は
中
止
請
求
に
あ
っ
て
は
6
0日

を
限
度
と
し
て
、
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理
由
（
当
該
決
定
を
す
る

時
期
が
明
ら
か
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
決
定
の
内
容
を
請
求
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
に
係
る
自
己
情
報
の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定
（
第
1
6
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
り

自
己
情
報
の
一
部
を
開
示
し
な
い
場
合
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
の
存

否
を
明
ら
か

に
し

な
い
で
当
該
開
示
請
求
を

拒
否
す
る
場
合
及
び
当
該
自
己
情
報

が
不
存
在
で
あ
る

た

め
開
示
で
き
な
い

場
合
を
含
む
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

そ
の
時
期
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
請
求
者
は
、
実
施
機
関
が
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
（
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
期
間
が
延
長
さ
れ
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た
場
合

に
あ

っ
て

は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
内
に
第
１
項
の
決
定
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
自
己
情
報

の
開
示

等
を

し
な

い
旨

の
決
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
実
施
機

関
は

、
情

報
提

供
等
記
録
の
開
示
請
求
又
は
訂
正
請
求
に
つ
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
事
案
を

移
送
し

な
い

も
の

と
す

る
。
 

（
第
三

者
保

護
に

関
す

る
手
続
）
 

第
2
3条

 
実

施
機

関
は

、
開
示
請
求
に
係
る
自
己
情
報
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
請
求
者
以
外
の
者
（
以

下
「
第

三
者

」
と

い
う

。
）
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
前
条

第
１
項

の
決

定
（
以

下
「
開
示
の
決
定
」
と
い
う
。
）
を
す
る

に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当

該
第

三
者

の
意

見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
実
施
機

関
は

、
開
示

請
求
に
係
る
自
己
情
報
に
第
1
6
条
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て

い
る
場

合
に

お
い

て
、
当
該
自
己
情
報
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
開
示
の
決
定
に
先
立
ち
、
当
該

第
三
者

に
対

し
、

規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３
 
実
施
機

関
は

、
前

２
項

の
規
定
に
よ
る
手
続
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
己
情
報
を
開
示
す
る

と
き
（
第

三
者

が
開

示
に

反
対
す
る
旨
の
意
見
を
述
べ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
開
示
の
決
定
を
し
た
日

か
ら
相

当
の

期
間

を
経

過
し
た
日
以
後
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機

関
は
、
開
示

の
決

定
後

速
や
か
に
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
開
示

等
の

実
施

）
 

第
2
4条

 
実

施
機

関
は

、
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
の
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と

き
は
、
前
条

第
３

項
に

規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
自
己
情
報
の
開
示
等
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
自
己
情

報
の

開
示

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
己
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
１
）
 
文

書
又

は
図

画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
自
己
情
報
 
自
己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図

画
の
閲

覧
又

は
写

し
の
交
付
 

（
２
）
 
電

磁
的

記
録

に
記
録
さ
れ
て
い
る
自
己
情
報
 
自
己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
の

種
別
、

情
報

化
の

進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
 

３
 
前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
前
項
各
号
の
方
法
に
よ
る
自
己
情
報
の
開
示
に
よ
り
公

文
書
を

汚
損

し
、
又

は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第
1
6条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
情
報
の
開

示
を
す

る
と

き
そ

の
他

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
実
施
機

関
は

、
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
の
訂
正
、
削
除
、
利
用
の
中
止
又
は
提
供
の
中
止
を

し
た
と

き
は

、
速

や
か

に
、
そ
の
旨
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
実
施
機

関
は

、
第

１
項

の
規
定
に
よ
り
自
己
情
報
の
訂
正
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め

る
と

き
は

、
当

該
自
己
情
報
の
提
供
先
（
情
報
提
供
等
記
録
に
あ
っ
て
は
、
総
務
大
臣
及
び
番
号

法
第
19
条
第

７
号

に
規

定
す
る
情
報
照
会
者
又
は
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正
に
係
る
情
報
提
供
等
記
録
に

記
録
さ

れ
た

者
で

あ
っ

て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
も
の
に
限

る
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
費
用
負
担
）
 

第
2
5条

 
自
己
情
報
の
開
示
等
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と
す
る
。
 

２
 
請
求
者
は
、
写
し

の
交
付
に
よ
り
自
己
情
報
の
開
示
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

第
５
章
 
救
済
手
続
 

第
2
6
条
 

実
施
機
関
は

、
第
2
2
条
第
１
項
の
決
定
に
つ
い
て
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
3
7
年
法
律
第
16
0

号
）
の
規
定
に
よ
る

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
不
服
申
立
て
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
る
と

き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
速

や
か
に
、
当
該
不

服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
６
章

 
雑
則
 

（
市
長
の
調
整
）
 

第
2
7条

 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又

は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
2
8条

 
実
施
機
関
は
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
１
回
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
等
）
 

第
2
9条

 
訂
正
請
求
、
削
除
請
求
又
は
中
止
請
求
に
関
す
る
規
定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ら
の
請

求
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

２
 
自
己
情
報
の
開
示

、
訂
正
、
削
除
、
利
用
の
中
止
又
は
提
供
の
中
止
に
つ
い
て
、
枚
方
市
個
人
情
報
保

護
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
24
号
）
の
相
当
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
条
例
に
よ
る
そ
れ
ら
の
請
求
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
の
適

用
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。
 

（
委
任
）
 

第
3
0条

 
こ
の
条
例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 
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枚
方

市
特

定
個

人
情

報
保
護
条
例
施
行
規
則

 
 

平
成

27
年

10
月

5
日

 
規

則
第

5
7

号
  

 

（
趣
旨

）
 

第
１
条
 
こ

の
規

則
は

、
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
2
7年

枚
方
市
条
例
第
2
3号

。
以
下
「
条

例
」
と

い
う

。
）

の
施

行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル
の
保
有
の
届
出
等
）
 

第
２
条
 
条

例
第
1
0条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
保
有
届
出
書
（
様
式
第

１
号
）

に
よ

り
行

う
も

の
と
す
る
。
 

２
 
条
例
第

1
0条

第
１

項
第

７
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
特

定
個

人
情

報
の
収
集
の
方
法
及
び
時
期
 

（
２
）
 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
形
態
等
 

（
３
）
 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

３
 
条

例
第
1
0条

第
２

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
（
廃
止
・
変
更
）
届
出
書
（
様

式
第
２

号
）

に
よ

り
行

う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
条
例
第

1
0条

第
３

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
公

表
は
、
告
示
に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

５
 
実
施
機

関
は

、
条

例
第

1
0条

第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
ほ
か
、
条
例
第
８
条
第
２
項

の
規
定
に

よ
り
、

そ
の

保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
を
利
用
し
、
又
は
利
用
さ
せ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

特
定
個

人
情

報
利

用
記

録
票
（
様
式
第
３
号
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施

機
関
は

、
当

該
特

定
個

人
情
報
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
、
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成
2
4年

枚
方
市
条

例
第
35
号
）
別

表
１

の
表

に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。
 

（
特
定

個
人

情
報

管
理

責
任
者
）
 

第
３
条
 
条

例
第
1
1条

の
特
定
個
人
情
報
管
理
責
任
者
は
、
市
長
部
局
の
職
制
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
5
年

枚
方
市

規
則

第
38
号
）
第
３
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
課
長

の
職
に
あ
る
者
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を

含
む
。

）
を

も
っ

て
充

て
る
。
 

（
業
務

の
委

託
等

に
当

た
っ
て
講
じ
る
措
置
）
 

第
４
条
 
実

施
機

関
は

、
条
例
第
1
2
条
第
２
項
の
業
務
の
委
託
又
は
条
例
第
13
条
第
２
項
の
指
定
に
当
た
っ

て
は
、
次
に

掲
げ

る
事

項
に
つ
い
て
、
受
託
者
又
は
指
定
管
理
者
（
以
下
「
受
託
者
等
」
と
い
う
。
）
と

締
結
す

る
契

約
書

等
に

お
い
て
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
秘

密
保

持
の

義
務
 

（
２
）
 
特

定
個

人
情

報
の
取
扱
い
に
際
し
て
設
定
さ
れ
た
場
所
か
ら
の
特
定
個
人
情
報
の
持
出
し
の
禁

止
 

（
３
）
 
特

定
個

人
情

報
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
 

（
４
）

 
特

定
個

人
情

報
の
複
製
の
禁
止
 

（
５
）
 
特

定
個

人
情

報
の
返
却
又
は
消
去
若
し
く
は
廃
棄
の
義
務
 

（
６
）
 

受
託

業
務

又
は

指
定
管
理
業
務
（
以
下
「
受
託
業
務
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
の
明
確

化
 

（
７
）
 
受
託
業
務
等
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
監
督
及
び
教
育
義
務
 

（
８
）
 
受
託
業
務
等
の
履
行
状
況
に
係
る
市
の
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
 

（
９
）
 
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
場
合
の
受
託
者
等
の
損
害
賠
償
等
の
責
任
 

（
1
0）

 
受
託
業
務
等
の
委
託
（
以
下
「
再
委
託
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
条
件
 

（
1
1）

 
再
委
託
の
相
手
方
に
対
す
る
受
託
者
等
の
監
督
義
務
 

（
1
2）

 
前
号
の

監
督
義
務
の
履
行
状
況
の
報
告
義
務
 

（
1
3）

 
前
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

（
1
4）

 
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
違
反
し
た
場
合
の
契
約
解
除
又
は
指
定
の
取
消
し
等
に
関
す
る
事
項
 

（
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
手
続
）
 

第
５
条
 
条
例
第
2
0条

第
１
項
に
規
定
す
る
請
求
（
以
下
「
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、

自
己
情
報
開
示
等

請
求
書
（
様
式
第
４
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
条
例
第

2
0条

第
１
項
第
３
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）

 
請
求
の
区
分
 

（
２
）
 
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
2
4条

第
２
項
に
規
定
す
る
開
示
の
方
法
の
う
ち
、
開
示
請
求

を
し
よ
う
と
す
る
者
が
希
望
す
る
開
示
の
方
法
 

（
３
）
 
訂
正
請
求
、
削
除
請
求
又
は
中
止
請
求
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
 

（
４
）
 
代
理
人
が

自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
代
理
人
の
種
別

並
び
に
本
人
の
氏
名
及
び
住
所
 

（
５
）
 
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
連
絡
先
 

（
６
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
事
項
 

３
 

条
例
第

20
条
第

３
項

に
規
定
す
る

本
人
又
は

代
理
人
で

あ
る
こ
と
を

証
明
す
る

た
め
に
必

要
な
資
料

で
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。
 

（
１
）
 
本
人
が
自

己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
市
長
が
認
め
る
書
類
（
郵
送
に
よ
り
当
該
請
求
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
。
）
 

（
２
）
 
法
定
代
理
人
が
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 
当
該
法
定
代
理
人
に
係

る
前
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
又
は
登
記
事
項
証
明

書
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
市
長
が
認
め
る
書
類
 

（
３
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
が
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に

定
め
る
場
合
を

除
く
。
）
 
当
該
代
理
人
に
係
る
第
１
号
に
規
定
す
る
書
類
並
び
に
本
人
の
印
鑑
を

押
印
し
た
委
任
状
及
び
当
該
押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
当
該
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
市
長
が
認
め
る
書
類
 

（
４
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
が
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

当
該
代
理
人
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
及
び
印
鑑
証
明
書
並
び
に

現
に
当
該
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
に
係
る
第
１
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
当
該
代
理
人
の
当

該
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
委
任
状
並
び
に
本
人
の
印
鑑
を
押
印
し
た
委
任
状
及
び
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当
該

押
印

し
た

印
鑑

に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
当
該
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と

し
て
市

長
が

認
め

る
書
類
 

４
 
前
項
各

号
に

定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
郵
送
に
よ
り
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
者

に
係

る
住

民
票
の
写
し
又
は
住
民
票

に
記
載
さ
れ
て

い
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
そ
の
他
そ

の

者
が
同

項
第

１
号

に
規
定
す
る
書
類
に
記
載

さ
れ
た
者
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の

と
し
て
市
長
が
認

め

る
書
類

を
実

施
機

関
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
自
己

情
報

の
開

示
等

の
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
）
 

第
６
条
 
条

例
第
2
2条

第
２

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
５
号
）
に
よ
り

行
う
も

の
と

す
る

。
 

（
自
己

情
報

の
開

示
等

の
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）
 

第
７
条
 
条

例
第
2
2条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る

様
式

に
よ

り
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
自

己
情

報
の

開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第
６

号
）
 

（
２
）
 

自
己

情
報

の
部
分
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
部
分
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式

第
７
号

）
 

（
３
）
 

自
己

情
報

の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
非
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第
８

号
）
 

（
４
）
 
自

己
情

報
の

存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
当
該
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
 
自

己
情
報

存
否

応
答

拒
否
決
定
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
 

（
５
）
 
自

己
情

報
の

開
示
等
の
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
が
存
在
し
な
い
場
合
 
自
己
情
報
不
存
在
通
知

書
（
様

式
第
1
0号

）
 

（
第
三

者
の

意
見

の
聴

取
等
の
通
知
等
）
 

第
８

条
 
条

例
第

2
3
条

第
１

項
の
規
定

に
よ
る
第

三
者
の
意

見
の
聴
取
及

び
同
条
第

２
項
の
規

定
に
よ
る

第
三
者

の
意

見
を

述
べ

る
機
会
の
付
与
は
、
第
三
者
意
見
照
会
書
（
様
式
第
11
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
 

２
 

条
例
第

23
条

第
１

項
及
び
第
２
項

の
規
定
に

よ
る
第
三

者
の
意
見
の

聴
取
等
に

対
す
る
第

三
者
の
意

見
の
陳

述
は

、
第

三
者

意
見
書
（
様
式
第
12
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
条
例
第

2
3条

第
３

項
後

段
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
第

三
者

に
関

す
る
情
報
の
開
示
決
定
を
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
 

（
２
）

 
第

三
者

に
関

す
る
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る
日
 

（
３
）
 
前

２
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

４
 
条

例
第
2
3条

第
３

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
開
示
決
定
通
知
書

（
様
式

第
13
号
）

に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
自
己

情
報

の
開

示
の

実
施
方
法
等
）
 

第
９
条
 
条

例
第
2
4条

第
２

項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
情
報
の
開
示
（
郵
送
に
よ
り
写
し
を
交
付

す
る
場

合
を

除
く

。
）
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
実
施
機
関
の
主
管
課
の

担
当
職

員
の

立
会

い
の

上
で
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
条
例
第

2
4条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
文
書
等
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
当
該
文
書
等
（
当
該
文
書
等
を
汚
損
し
、
又
は

破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
文
書
等
の
写
し
）
の
閲
覧
 

（
２
）

 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧
 

３
 
条
例
第
2
4条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等

の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
文
書
等
（

次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し

た
も
の
（
複
写

機
に
よ
る
複
写
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文
書
等
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に

よ
り
撮
影
し
、

又
は
ス
キ
ャ
ナ
等
の
機
器
を
用
い
て
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
（
以
下
「
当

該
文
書
等
の
電

磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
当
該
文
書
等

の
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付
 

４
 
条
例
第
2
4条

第
２
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
の
方
法
に
よ
る

交
付
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り

当
該
複
写
を
容
易

に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
 

（
１
）

 
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付
 

（
２
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
 

（
３
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
（
開
示
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴
 

５
 
実
施
機
関
は
、
閲
覧
又
は
視
聴
に
よ
る
開
示
を
受
け
て
い
る
者
が
自
己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書

等
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公
文
書
の
閲
覧
を
中
止
し
、
他

の
方
法
に
よ
る
閲
覧
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
条
例
第

2
4条

第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
等
通
知
書
（
様
式
第
1
4号

）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
 

７
 
自
己
情
報
の
開
示
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
自
己
情
報
の
写
し
を
交
付
す
る
と
き
の
交
付
部
数
は
、
当

該
請
求
に
係
る
自

己
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
１
件
に
つ
き
原
則
と
し
て
１
部
と
す
る
。
 

８
 
条
例
第

2
4条

第
５
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
実
施
通
知
書
（
様
式
第
1
5号

）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
 

（
写
し
の
交
付
に

要
す
る
費
用
）
 

第
10
条
 
条
例

第
2
5
条
第

２
項
に
規
定

す
る
自
己

情
報
が
記

録
さ
れ
て
い

る
公
文
書

の
写
し
の

作
成
及
び

送
付
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
に
定
め
る
額
 

（
２
）
 
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
よ
る
郵
便
料
金
に
相
当
す
る
額
 

２
 
前
項
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
自
己
情
報
の
開
示
ま
で
に
前
納
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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３
 
条
例
第

2
5条

第
３

項
の

規
定
に
よ
り
、
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
減
額
し
、
又
は
免
除
で
き
る
場

合
は
、
次

の
各

号
に

掲
げ
る
場
合
と
し
、
当
該
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
当
該
各

号
に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

（
１
）
 

当
該
自

己
情

報
の
開
示
の
請
求
を
行
っ
た
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
1
4
4
号
）
第

1
1
条
に

定
め

る
保

護
を
受
け
て
い
る
場
合
 
当
該
写
し
の
作

成
に
要
す
る
費
用
の
全
額
 

（
２
）
 
前

号
に

掲
げ

る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
自
己
情
報
の
開
示
の
請
求
を
行
っ
た
者
（
当
該
者
が
代
理

人
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て
は
、
当
該
請
求
に
係
る
本
人
）
に
つ
い
て
、
天
災
そ
の
他
市
長
が
特
別
の

事
情
が

あ
る

と
認

め
る
場
合
 
当
該
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
市
長
が
定
め
る
額
 

４
 

条
例
第

25
条

第
３

項
の
規
定
に
よ

る
写
し
の

作
成
に
要

す
る
費
用
の

減
額
又
は

免
除
を
受

け
よ
う
と

す
る
者

は
、
実

施
機

関
に
対
し
、
写
し
の
作
成
費
用
減
免
申
出

書
（
様
式
第
16
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

（
運
用

状
況

の
公

表
）
 

第
1
1条

 
条

例
第
2
8条

の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
一
般
の
閲
覧

に
供
し

て
行

う
も

の
と

す
る
。
 

（
１
）
 
特

定
個

人
情

報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
の
届
出
等
の
状
況
 

（
２
）
 
電

子
計

算
組

織
に
記
録
し
て
い
る
特
定
個
人
情
報
の
記
録
項
目
の
概
要
 

（
３
）

 
電

子
計

算
組

織
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
主
な
事
務
処
理
状
況
 

（
４
）
 
自

己
情

報
の

開
示
等
の
請
求
及
び
決
定
の
状
況
 

（
５
）
 
不

服
申

立
て

の
状
況
 

（
６
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 

別
表
（
第
10
条
関

係
）
 

交
付
す

る
写

し
の
区
分
 

費
用
の
額
 

１
 
用
紙
に

複
写

し
、
印
刷

し
、
又
は
出
力
し
た
も

の
 

日
本
工
業
規
格
A列

０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
5
0円

 

日
本
工
業
規

格
A列

１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
3
0円

 

日
本
工
業
規

格
A列

２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
2
0円

 

日
本
工
業
規

格
A列

３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規

格
A列

４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規

格
B列

４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

日
本
工
業
規

格
B列

５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き
1
0円

 

２
 
光
デ
ィ

ス
ク

に
複

写
し

た
も
の
 

光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き
10
0
円
 

備
考
 

用
紙

の
両

面
に

複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と
し
て
費

用
の

額
を

算
定

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業

規
格
A
列
４
番
及
び
B
列
５
番
の
用
紙
の
両

面
又

は
片

面
２

枚
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
両
面
又
は
当
該

片
面

２
枚

を
日

本
工
業
規
格
A
列
３
番
又
は
B
列
４
番
の
用

紙
１
枚
と
み
な
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す

る
。
 

 
 
 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例

 
 
平

成
2

4
年

9
月

1
3
日

 
条

例
第

3
5

号
  

 

（
設
置
等
）
 

第
１
条
 

他
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
13
8

条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
執
行
機
関
の
附
属
機
関
を
置
く
。
 

２
 
附
属
機
関
は
、
執

行
機
関
そ
の
他
担
任
事
務
に
係
る
機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
審
査
等
の
結
果
を
答
申
す

る
。
た
だ
し
、
執
行
機
関
そ
の
他
担
任
事
務
に
係
る
機
関
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
諮
問
が
な
い
場

合
に
お
い
て
も
、

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
委
員
の
委
嘱
）
 

第
２
条

 
委
員
の
委
嘱
期
間
は
、
別
表
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
２
年
（
委
員
を
増
員
す
る
場
合

そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
年
以
内
）
と
す
る
。
 

２
 
補
欠
の
委
員
の
委

嘱
期
間
は
、
前
委
員
の
委
嘱
期
間
の
残
期
間
と
す
る
。
 

３
 
委
員
の
再
度
の
委

嘱
は
、
妨
げ
な
い
。
 

（
臨
時
委
員
）
 

第
３
条
 
執
行
機
関
は
、
附
属
機
関
の
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
委

嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
会
長
及
び
副
会
長
）
 

第
４
条
 
附
属
機
関
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
く
。
 

２
 
会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
（
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。
た
だ

し
、
副
会
長
に
つ
い
て
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
附
属
機
関
を
代
表
す
る
。
 

４
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
。
 

（
会
議
）
 

第
５
条
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
会
長
（
会
長
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
執
行
機
関
）
が

招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。
 

２
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
委
員
の
２
分
の
１
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

３
 
附
属
機
関
の
会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
た
だ
し
、
執
行
機
関
が
定
め
る
附
属
機
関
に
つ
い
て
は
、
出
席
し
た
委
員
の
３
分

の
２
以
上
の
多
数

で
決
す
る
。
 

（
会
議
の
公
開
）
 

第
６
条
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
会
議
は
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第
23
号
）
第
６
条
に
規
定
す
る
情
報
が
含
ま

れ
る
事
項
に
関
す
る
審
査
等
を
行
う
会
議
 

（
２
）
 
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
円
滑
な
審
査
等
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
そ
の
目
的
を
達
成
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す
る
こ

と
が

で
き

な
い
会
議
 

２
 
附
属
機

関
の

会
議

の
議

事
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
部
会

）
 

第
７
条
 
会

長
は

、
附

属
機

関
の
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
附
属
機
関
に
部
会
を

置
く
こ

と
が

で
き

る
。
 

２
 
前

３
条

の
規

定
は

、
部

会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

３
 
前

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か
、
部
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。
 

（
関
係

者
に

対
す

る
協

力
要
請
）
 

第
８
条
 
附

属
機

関
は

、
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提

供
、
説

明
そ

の
他

の
必

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
委
員

の
守

秘
義

務
）
 

第
９
条
 
委
員

は
、

職
務

上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
ま
た
、

同
様
と

す
る

。
 

（
委
任

）
 

第
1
0条

 
こ

の
条

例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
附
属
機
関
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
執
行

機
関
が

別
に

定
め

る
。
 

 １
 
市

長
の

附
属

機
関
 

 枚
方

市

情
報

公

開
・
個

人

情
報

保

護
審

査

会
 

枚
方
市

情
報

公
開

条
例
第
10
条
第
１
項
、
枚
方
市
個
人

情

報
保

護
条

例
第

2
2
条

第
１

項
及

び
枚

方
市

特
定

個
人

情

報
保

護
条

例
第

2
6
条

第
１

項
の

決
定

に
つ

い
て

の
不

服

申
立
て

に
関

す
る
審
査
 

５
人

以

内
 

学
識

経
験

を
有

す

る
者
 

 
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

 

名
称
 

担
任
事
務
 

委
員

の

定
数
 

委
員
の
構
成
 

委
員

の
委

嘱
期
間
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

枚
方

市

情
報

公

開
・
個

人

情
報

保

護
審

議

会
 

次
に
掲

げ
る

事
項

に
関
す
る
調
査
審
議
 

（
１
）
 
枚

方
市

個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
９
年
枚
方

市
条
例

第
24
号
）
及
び
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条

例
（
平

成
2
7
年
枚
方
市
条
例
第
2
3
号
）
の
規
定
に
よ

り

そ
の
権

限
に

属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
 

（
２
）
 
情

報
公

開
制
度
、
個
人
情
報
保
護
制
度
及
び
特

定
個
人

情
報

保
護
制
度
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

1
5
人

以

内
 

（
１
）
 
学
識
経
験

を
有
す
る
者
 

（
２
）
 
市
民
団
体

又
は

関
係

団
体

を
代
表
す
る
者
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